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（午後 ３時10分 開議）

○ 議長 幸地猛

皆さんこんにちは。これより本日の会議を

開きます。日程に入る前に報告します。11番

安村達明議員から欠席の届けがありました。

本日の議事日程は予めお手元に配布したと

おりであります。

日程第１ 会議録署名議員の指名

○ 議長 幸地猛

日程第１、会議録署名議員の指名を行いま

す。

本日の会議録署名議員は、会議規則第120

条の規定によって、８番喜久里猛議員、９番

棚原哲也議員を指名します。

日程第２ 会期の決定

○ 議長 幸地猛

日程第２、会期の決定を議題とします。

お諮りします。

本臨時会の会期は、本日６月29日の１日間

としたいと思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 議長 幸地猛

異議なしと認めます。従って、会期は本日

の１日間に決定しました。

日程第３ 平成29年度久米島町一般会計補

正予算（第３号）について

○ 議長 幸地猛

日程第３、議案第35号、平成29年度久米島

町一般会計補正予算(第３号）について議題

とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

こんにちは。それでは議案第35号、平成29

年度久米島町一般会計補正予算（第３号）の

概要についてご説明申し上げます。

予算書の１枚目をお開きください。平成29

年度久米島町一般会計予算の補正予算（第３

号）は、歳入歳出にそれぞ2億3千343万3千円

を追加し、総額を75億1千269万2千円とする

ものであります。

それでは歳入歳出の主な内容についてご説

明申し上げます。

歳入につきまして、予算書の５ページをお

開きください。13款国庫支出金の、１目総務

費国庫補助金において新規事業となる沖縄離

島活性化推進事業に充当する沖縄離島活性化

推進事業補助金を1億8千397万9千円を追加計

上しております。

また事業の町村負担等に充当する財源とし

まして、18款繰入金において１目財政調整基

金繰入金を4千945万4千円を追加計上してお

ります。

続いて歳出について説明申し上げます。

２款総務費では、15目沖縄離島活性化推進

事業の事業採択に伴い、久米島町健康増進事

業の遺伝子解析、そして資源開発にかかる委

託料と総額で1億7千378万5千円。また、風の

帰る森プロジェクト推進事業の基本構想策定

にかかる委託料で1千965万5千円、そしてま

た観光誘客強化事業の海洋深層水を活用した

健康プログラムの開発、観光誘客にかかる委

託料で1千697万6千円。

そして次のページになりますが、久米島の

産業魅力向上プロジェクトの企業ブランディ
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ング人材育成にかかる委託料で1千956万1千

円を追加計上しております。

次に、８款土木費では、２目道路新設改良

事業において、宇江城城跡線改良に伴い概略

設計にかかる委託料345万6千円を追加計上し

ております。

以上が平成29年度久米島町一般会計補正予

算（第３号）の主な概要となっております。

平成29年６月29日提出

久米島町長 大田治雄

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 幸地猛

これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

７ページの先ほど商工観光課の説明を受け

たんですが、合計で約100万単位で切ると3千

600万円の新規補正を組んで事業をしたいと

いうことなんだが、この3千600万を使って、

今、世間的に注目されているのは、実は久米

島の人口なんですよね。この効果として何人

ぐらいにつながるのか人口増に、そのへん試

算したことありますか。

○ 議長 幸地猛

新里剛商工観光課長。

○ 商工観光課長 新里剛

人口の増について試算は行っておりませ

ん。ただ環境整備ということで、この久米島

に移住しやすい、もしくはＵターンしやすい、

環境を作っていきたいというふうに考えてお

ります。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

Ｉターン、Ｕターンする人の来やすい状況

を作るためにこの事業でやるわけ、そしたら

Ｉターン、Ｕターンというのは何人ぐらい見

込みしているのか。

○ 議長 幸地猛

新里剛商工観光課長。

○ 商工観光課長 新里剛

この部分で、現時点では何名という試算は

しておりません。

○ ８番 喜久里猛議員

以上です。

○ 議長 幸地猛

他に質疑ありませんか。

10番玉城安雄議員。

○ 10番 玉城安雄議員

先ほど説明を受けたんですが、観光ウェル

ネスプログラム、業務の内容、事業の内容は

把握したんですが、これに伴って機械の改修

とかもあると思うんですが、バーデハウスと

いうのは塩水つかっているところで、非常に

機械の持ちが悪いということがあると思いま

す。今までの機械ほとんど故障して使えない

状態ですので、その機械の改修とかも考えて

いますか。

○ 議長 幸地猛

新里剛商工観光課長。

○ 商工観光課長 新里剛

この事業で機械の改修は今想定しておりま

せん。

○ 議長 幸地猛

10番玉城安雄議員。

○ 10番 玉城安雄議員

バーデハウスの海洋深層水の効能について
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は以前からいいよという話はあるんですが、

データ的になにもないということは、以前か

ら言われています。お年寄りが病院行かなく

なったという話は聞くんですけど、病院代が

いくら浮いたとか、そういう話、現実的に何

も数字出ていませんので、ぜひ今回そういう

ことで実証して、ちゃんと検証もして結果も

だしていただきたいと思います。

○ 議長 幸地猛

他に質疑はありませんか。

５番吉永浩議員。

○ ５番 吉永浩議員

久米島産業魅力向上プロジェクトに関して

なんですが、クラウドファンディングとかあ

りますよね。去年28年度、町が起業者支援と

いうかたちでやっていて28年度実績はゼロだ

ったということなんですが、あれはたぶん国

の事業になりますかね。あの事業と、この事

業との関連性このへんはどう考えているか。

○ 議長 幸地猛

新里剛商工観光課長。

○ 商工観光課長 新里剛

クラウドファンディングは、事業のまず展

開のしやすさ、それから助成金等々を当てに

しなくても自力で企業できる、もしくは商品

を開発できるというメリットがございます。

町で今進めております創業支援と、どうい

う関わりがあるかというところではあるんで

すが、創業者につきましては、まず法人を立

ち上げるというところで、その事業を認定し

ていきながら起業していくと、それを支援す

るという内容になりますので性格的なものと

してはクラウドファンディングとは、また別

物となります。

○ 議長 幸地猛

５番吉永浩議員。

○ ５番 吉永浩議員

先ほど説明のときにも言っていたんです

が、こういった支援をするので事業者が何件、

今年目標だよとか、さっきの創業支援もそう

なんですけど、何名だよというこういったと

ころもちょっと、資金がやっぱり難しくなる

ので創業のときは、こういったものも企業に

対してでも繋げていけるようなかたちの支援

にも上手く関連づけてほしいなというふうに

は思っています。

○ 議長 幸地猛

６番赤嶺秀德議員。

○ ６番 赤嶺秀德議員

離島活性化推進事業の中の観光客誘客強化

事業ということで、目的、背景、それから事

業内容では説明受けてわかったんですが、航

空運賃の提言で、航空会社とも協力する必要

がないかどうか、そのへんお願いします。

○ 議長 幸地猛

新里剛商工観光課長。

○ 商工観光課長 新里剛

航空運賃の提言については、町の課題とし

てとらえているところでございまして、運賃

の提言については、いま県の交通政策課の方

とも、今後、航空会社等への要請含めて、今

後とも引き続き取り組んでいくというふうに

考えております。

○ ６番 赤嶺秀德議員

はい、わかりました。

○ 議長 幸地猛

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

資料の８ページの道路新設改良事業、これ

は委託料345万6千円計上されております。こ
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の道路の起点・終点、それから幅員は何メー

タを予定しているのか、お伺いします。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

起点は、今、地番持っていないんですが、

県道の比屋定バンタの入口の方から宇江城城

跡の駐車場の手前です。今、幅員を調べるた

めにこの概略設計、事業を認可されるために

はその概略設計は単費になりますので、ぜひ

必要で、そのへんの条件整備等を調べて何メ

ータなるかで、いま３種４級、7.5を目指し

ています。

○ 議長 幸地猛

他に質疑ありませんか。

○ 議長 幸地猛

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか

○ 議長 幸地猛

討論なしと認めます。

これから議案第35号、平成29年度久米島町

一般会計補正予算（第３号）についてを採決

します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 幸地猛

全員挙手です。従って、議案第35号、平成

29年度久米島町一般会計補正予算（第３号）

については、原案のとおり可決されました。

日程第４ 平成29年度久米島縦断線道路改

良工事（１工区）請負契約につい

て

○ 議長 幸地猛

日程第４、議案第36号、平成29年度久米島

縦断線道路改良工事（１工区）請負契約につ

いてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

議案第36号、平成29年度久米島縦断線道路

改良工事（１工区）請負契約について。

平成29年度久米島縦断線道路改良工事（１

工区）について、次のように工事請負契約を

締結したいので、地方自治法第96条第１項第

５号の規定により議会の議決を求める。

記

１．契約の目的

平成29年度久米島縦断線道路改良工事

（１工区）請負契約

２．契約の方法 指名競争入札

３．契約の金額 74,844,000円

４．契約の相手方

沖縄県島尻郡久米島町字山里258番地

有限会社山里土建

代表取締役 山里朝視

平成29年９月27日提出

久米島町長 大田治雄

提案理由

平成29年度久米島縦断線道路改良工事（１

工区）の請負契約の締結については、久米島

町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

または処分に関する条例第２条の規定によ

り、議会の議決を得る必要がある。

これがこの議案を提出する理由でありま

す。

なお、次ページの方に契約書の写しとして、
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次のページに平面図を添付しております。

なお本工事に関しましては、土木のＡラン

ク７業者を指名しまして、有限会社山里土建

さんが請負比率99.16％で落札をしておりま

す。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 幸地猛

これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

２番盛本實議員。

○ ２番 盛本實議員

１工区の起点終点と工事にかかる条件、例

えば用地の問題、電柱移転の問題、赤土対策

の問題、それが解決されている状況なのか、

お聞きいたします。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

１工区は、用地はほぼ解決されております。

１工区、２工区とも。電柱移転は、この区間

は丁度新設の所、埋め土の所で、盛土ですね。

あと電柱移転は何箇所かあります。今申請の

途中です。赤土は来週保健所と協議すること

になっています。

○ 議長 幸地猛

２番盛本實議員。

○ ２番 盛本實議員

なぜこれ聞いたかと言いますと、去年、か

なりこれに時間がかかって工期に影響でたん

ですね。本来ですと、もう既にほぼ解決をし

て発注しないといけないやつをけっこう去年

は電柱移転とか赤土の現状調整にかなり不測

の日数を要しているということで、結局、業

者あたりも非常に厳しい状況だったという話

を聞いていますので、これ当然、対相手がい

るもんですから、これ早めに調整やらないと、

一旦工事発注してね、発注した中で、その条

件として、それは今からやりますよというこ

とはないと思うんですね。それはそれで解決

されて当然受注者側としては、工事入るとい

う考えしていると思いますので、できるだけ

その工期に影響ないようなかたちでやってい

ただきたいと思います。

○ 議長 幸地猛

他に質疑ありませんか。

○ 議長 幸地猛

これで質疑終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 幸地猛

討論なしと認めます。

これから議案第36号、平成29年度久米島縦

断線道路改良工事（１工区）請負契約につい

てを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 幸地猛

全員挙手です。従って、議案第36号、平成

29年度久米島縦断線道路改良工事（１工区）

請負契約については、原案のとおり可決され

ました。

日程第５ 平成29年度久米島縦断線道路改

良工事（２工区）請負契約につ

いて

○ 議長 幸地猛

日程第５、議案第37号、平成29年度久米島

縦断線道路改良工事（２工区）請負契約につ

いてを議題とします。
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本案について提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

議案第37号、平成29年度久米島縦断線道路

改良工事（２工区）請負契約について。

平成29年度久米島縦断線道路改良工事（２

工区）について、次のように工事請負契約を

締結したいので、地方自治法第96条第１項第

５号の規定により議会の議決を求める。

記

１．契約の目的

平成29年度久米島縦断線道路改良工事

（２工区）

２．契約の方法 指名競争入札

３．契約の金額 67,500,000円

４．契約の相手方

沖縄県島尻郡久米島町字鳥島302番地

国洋建設株式会社

代表取締役 国吉昌克

平成29年６月29日提出

久米島町長 大田治雄

提案理由

平成29年度久米島縦断線道路改良工事（２

工区）の請負契約の締結については、久米島

町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

または処分に関する条例第２条の規定によ

り、議会の議決を得る必要がある。

これがこの議案を提出する理由でありま

す。

なお、次ページの方に契約書の写し、そし

て平面図を添付しております。

なお、この工事に関しても、土木のＡラン

ク７業者を指名しまして、国洋建設株式会社

さんが請負比率97.9％で落札をしておりま

す。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 幸地猛

これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

まず、去年度の反省から、去年度の地区に

つきましては、周辺にサトウキビ畑がだいぶ

ありました。情報としましては製糖期間中は

工事止めますと担当から聞いたということで

ありましたが、現実はずっと工事継続しまし

た。で、その通行止め看板につきましても工

期過ぎたにもかかわらず、ずっとそのまま立

ててあったと、最後の方になってちょこちょ

こと２、３日前にまたペンキで塗り替えてい

ると、いうかたちになっています。

こういうことでは非常に困るんですよね。

これはなぜそういうことを言うかというと、

実はそこにだいたいの畑を持っている農家が

いたんですよ。結局、製糖期始まってからそ

の最後の周の２週間ぐらいまで、１本のキビ

も出せなかったというかたちになるんです

よ。当然収入入ってきませんよね、終わり近

くになってハーベスターが入ってきてしまっ

たというかたちなんです。今回もその可能性

があるんですね。ですからその工事期間中通

行止めにするのかの１つと、それとこれには

何日というのが出されていないんで、仮に何

日間、ひょっとしたら年度で計算する。普通

なら３月31日ですという回答が出てくるのか

知りませんが、何日間を予定しているかとい

うことですよね。そのへんのところの説明を

お願いしたいのと。

これは法的な問題なんですが、入札前では
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職務代理者、桃原秀雄になっています。今日、

議会、町長出ています。これでいいのかどう

か。職務代理者、昨日で町長に変わってまた

逆に戻っているんじゃないかと思うんだけ

ど、そのへん回答お願いします。

さっき議運の説明の中で、これで終わりで

すって、僕、聞き違いしたか知らんけども、

図面見たら終わる気配ではないんだよね。今

回29年度で、それ１つね。

それと工期、いや工期じゃない。もう北原

基幹農道まで行っちゃうかと。それともう１

つ何だったかな。用地交渉も順調にいってい

ますという先ほどの回答でしたね。本当に大

丈夫でしょうか。これで念を押します。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

まず５点ほどでよろしいかと思いますが、

質問は。昨年は受注業者と、うちの方と上手

く調整ができなくて、たいへん皆さんにご迷

惑かけました。どうしてもそこの路線は１本

しかない逃げ道がない、迂回路がない、とい

うことで、どうしても入口と出口側で止める

以外ない路線です。今年もほぼ新設道路、埋

土になります。なので交通止めをしなければ

工事の進捗は見えないような箇所ですので、

これは周囲の皆さんに協力いただいて通行止

めして事業の早期着工促進を図りたいと思い

ます。

あと、これ何日間かと今入れていないのは、

今日はこれと一緒に職務代理者で仮契約して

います。日にちは今日の本会議議決をいただ

いた日から算定して、だいたい２月末です。

国の補助金は３月10日に、国交省までに補助

金請求をやらなければいけないとかありま

す。ただそれだけではないんですが、完了検

査まで終わって、全ての検査終わった段階で

検査調書を添付して土木総務課に送るんです

が、通常は３月まで伸ばしたりやって、その

場合５月に補助金が入ってくるというパター

ンがあって、この職務代理者の契約というの

は６月17日に職務代理者の通知ということで

６月21日から６月27日まで、町長不在となっ

てます。これも確認しました。その場合、職

務代理の契約でいいと、ただこれ仮契約です

ので、これ差し替えするのは、そのままの状

態でもよろしいということと、新たに町長名

で契約するというのと、そうするとここに３

万円という収入印紙がもう張られています。

これは使えなくなるので、また町長名にする

と新たな３万円が必要になるということで、

うちとしては、この職務代理者でもかまわな

いということです。

事業は29年度で終わりです。昨日も用地交

渉行ってまいりました。ちょうど近い場所に

町有地がありましたので、これと交換してや

ってもいいという返事をいただいて、私は大

丈夫だと思っていますが、その名義変更等々、

登記の変更とか、相続もありますので、これ

は起工承諾書で施行してもよろしいですかと

いうことで内諾はえてます、はい。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

まず２月の下旬までは待ちましょう。製糖

収穫、少なくとも３月までかかるはずですか

ら今回も、それは絶対に守ってください。非

常に迷惑しています。

それともう１つなんですが、この場所は非

常に勾配強いよね。勾配が強いということは
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赤土が流れてということなんですよ。県の事

業においては、赤土対策はだいぶ工事費の半

分も使うような規模の対策もありますが、町

営事業では、それほどそれに重視していない

のかどうか、前回の去年の工事で見なかった

んですよね。私別に探して見たわけじゃない

んだけど、この道路範囲では見えないという

かたちでしたので、そのへんの対策はどうな

っていますか。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

国県市町村関係ないです。赤土流出対策が

１番の上位法です。なので去年も左側の排水

の放流面を沈砂池を造ってから道路の改良の

方には入っています。

今年は埋め土がメインです。それの６ｍで

したか、２ｍ60のボックスが27個入って牛代

橋をそこに通すと、赤土対策としてはやっぱ

りそこに沈砂池を設けてそこに１回流して１

回沈砂させて水をろ過させるという方法にな

ると思います。これは大小ですね。保健所と

調整して、その工法を定めるということです。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

大事なことなんでね。例えば道路地区内に

沈砂池を設けたら工事できなくなっちゃうと

なると道路外にしかならない、道路外になる

と個人の土地を借りないといけない地形上あ

の場所は、そのへんのところも十分説明して

これ大量の土が流れます勾配上、ということ

で必ず沈砂池は十分に造ってください。

○ 議長 幸地猛

他に質疑ありませんか。

○ 議長 幸地猛

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 幸地猛

討論なしと認めます。

これから議案第37号、平成29年度久米島縦

断線道路改良工事（２工区）請負契約につい

てを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 幸地猛

全員挙手です。従って、議案第37号、平成

29年度久米島縦断線道路改良工事（２工区）

請負契約については、原案のとおり可決され

ました。

日程第６ 平成29年度大原下線道路改良工

事（１工区）請負契約について

○ 議長 幸地猛

日程第６、議案第38号、平成29年度大原下

線道路改良工事（１工区）請負契約について

を議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

議案第38号、平成29年度大原下線道路改良

工事（１工区）請負契約について。

平成29年度大原下線改良工事（１工区）に

ついて、次のように工事請負契約を締結した

いので、地方自治法第96条第１項第５号の規

定により議会の議決を求める。

記
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１．契約の目的

平成29年度大原下線道路改良工事（１工区）

２．契約の方法 指名競争入札

３．契約の金額 54,259,200円

４．契約の相手方

住所 沖縄県島尻郡久米島町字仲泊641

商号 株式会社ひらた産業

氏名 代表取締役 平田青太郎

平成29年６月29日提出

久米島町長 大田治雄

提案理由

平成29年度大原下線道路改良工事（１工区）

の請負契約の締結については、久米島町議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得または

処分に関する条例第２条の規定により、議会

の議決を得る必要がある。これがこの議案を

提出する理由であります。

なお、次ページの方に契約書の写し、そし

て平面図等々を添付しております。

なお、この工事に関しましても、土木のＡ

ランク７業者を指名しまして、株式会社ひら

た産業さんが請負比率97.9％で落札をしてお

ります。ご審議のほどよろしくお願いいたし

ます。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 幸地猛

これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

○ 議長 幸地猛

質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 幸地猛

討論なしと認めます。

これから議案第38号、平成29年度大原下線

道路改良工事（１工区）請負契約についてを

採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 幸地猛

全員挙手です。従って、議案第38号、平成

29年度大原下線道路改良工事（１工区）請負

契約については、原案のとおり可決されまし

た。

日程第７ 儀間漁港第２防波堤整備工事

（平成29年度）請負契約につい

て

○ 議長 幸地猛

日程第７、議案第39号、儀間漁港第２防波

堤整備工事（平成29年度）請負契約について

を議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

議案第39号、儀間漁港第２防波堤整備工事

（平成29年度）請負契約について。

儀間漁港第２防波堤整備工事（平成29年度）

請負契約について、次のように工事請負契約

を締結したいので、地方自治法第96条第１項

第５号の規定により議会の議決を求める。

記

１．契約の目的

儀間漁港第２防波堤整備工事（平成29年度）

２．契約の方法 指名競争入札

３．契約の金額 134,784,000円

４．契約の相手方
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住所 沖縄県島尻郡久米島町字銭田522番

地１

商号 株式会社高良建設

氏名 代表取締役 高良武男

平成29年６月29日提出

久米島町長 大田治雄

提案理由

儀間漁港第２防波堤整備工事（平成29年度）

の請負契約の締結については、久米島町議会

の議決に付すべき契約及び財産取得または処

分に関する条例第２条の規定により、議会の

議決を得る必要がある。これがこの議案を提

出する理由であります。

なお、次ページの方に契約書の写し、そし

て平面図等々を添付しております。

なお、この工事に関しても、土木のＡラン

ク７業者を指名しまして、株式会社高良建設

さんが請負比率99.6％で落札をしておりま

す。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 幸地猛

これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

６番赤嶺秀德議員。

○ ６番 赤嶺秀德議員

去年の防波堤の工事で、いろいろと問題が

ありましたが、今回、漁民組合それから地域

住民とのヒアリングを計画しているかどう

か、そのへんひとつお願いします。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

一応、受注業者等含めて懇談会、資材置き

場等々必要ですので、その話し合いは一応持

ちます。

○ 議長 幸地猛

６番赤嶺秀德議員。

○ ６番 赤嶺秀德議員

これについては確実にやってほしいなと思

います。というのは去年の工事で宮平商店の

ところから大型車が入ってはいけないよとい

うことで指導をしてあったんですが、それも

守られておらず、それから散水も全くやらず、

ほこりが飛んで大変でした。

そういうことでいちいち私は建設課の方に

電話入れて指導させてもらったんですが、そ

ういうことも含めてヒアリングを開いて必ず

工事関係者に遵守するように指導してほしい

なというふうに思います。それがなければ去

年は工事事務所、これについても持って来て

直ぐそこに置くと、漁民組合は誰もわからな

い、というふうなかたちもありましたので、

そのへん確実にお願いしたいと思います。

○ 議長 幸地猛

他に質疑ありませんか。

○ 議長 幸地猛

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 幸地猛

討論なしと認めます。

これから、議案第39号、儀間漁港第２防波

堤整備工事（平成29年度）請負契約について

を採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 幸地猛

全員挙手です。従って、議案第39号、儀間

漁港第２防波堤整備工事（平成29年度）請負
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契約については、原案のとおり可決されまし

た。

以上で本臨時会に付議されました事件は全

て終了しました。

これで平成29年第４回久米島町議会臨時会

を閉会します。

お疲れ様でした。

（閉会 午後３時47分）
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地方自治法第123条第２項の規定により署名する。

久 米 島 町 議 会 議 長 幸 地 猛

署名議員（議席番号８番） 喜久里 猛

署名議員（議席番号９番） 棚 原 哲 也



平成29年（２０１７年）

第５回久米島町議会臨時会

１日目

８月４日
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平成29年第５回久米島町議会臨時会

会 議 録 第 １ 号

招 集 年 月 日 平成29年８月４日 （金曜日）

招 集 の 場 所 久 米 島 町 議 会 議 事 堂

開 閉 会 日 時 開 会 ８月４日 午前10時08分 議長 幸 地 猛

及 び 宣 言 閉 会 ８月４日 午前10時46分 議長 幸 地 猛

応 招 議 員 議席番号 氏 名 議席番号 氏 名

出 席 議 員 １番 喜久村 等 ８番 喜久里 猛

２番 盛 本 實 ９番 棚 原 哲 也

３番 平 良 弘 光 10番 玉 城 安 雄

出 席 13名 ４番 崎 村 正 明 11番 安 村 達 明

欠 席 １名 ５番 吉 永 浩 12番 翁 長 学

６番 赤 嶺 秀 德 13番 饒平名 智 弘

７番 仲 村 昌 慧 14番 幸 地 猛

（不 応 招）

欠 席 議 員 11番 安 村 達 明

会議途中退席議員 番 番

開 議 後 出 席 議 員 番 番

公 務 欠 席 議 員 番 番

番 番

会 議 録 署 名 議 員 10番 玉 城 安 雄 12番 翁 長 学

職務のため会議に 職 名 氏 名 職 名 氏 名

出席した者 事務局長 平 良 朝 春 書 記 東恩納 弘 美

地方自治法第１２１条により説明のため議場に出席した者の職氏名

職 名 氏 名 職 名 氏 名

町 長 大 田 治 雄 教 育 課 長

副 町 長 桃 原 秀 雄 環 境 保 全 課 長 保久村 学

教 育 長 建 設 課 長 大 田 喜 秀

産 業 振 興 課 長
総 務 課 長 儀 間 由 紀

農業委員会事務局長

企 画 財 政 課 長 大 城 学 商 工 観 光 課 長

プロジェクト推進室長 中 村 幸 雄 上 下 水 道 課 長

町 民 課 長 消 防 長

税 務 課 長 空港管理事務所長

福 祉 課 長

会 計 管 理 者
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平成29年 第５回久米島町議会臨時会

議事日程 〔第１号〕

平成29年８月４日（金）

午前10時08分 開 会

日程 議 案 番 号 件 名 頁

第１ 会議録署名議員の指名（久米島町議会会議規則第120条） 17p

第２ 会期の決定 17p

第３ 議案第40号 平成29年度久米島町一般会計補正予算（第４号）について 17p

第４ 議案第41号 久米島町多目的公園休憩所及び東屋建築工事請負契約に 20p

ついて

第５ 閉会中の議員派遣について 23p

閉会 24p
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（午前 10時08分 開議）

○ 議長 幸地猛

皆さん、こんにちは。これより本日の会議

を開きます。

日程に入る前に報告します。11番安村達明

議員から欠席の届けがありました。

本日の議事日程は予めお手元に配布したと

おりであります。

日程第１ 会議録署名議員の指名

○ 議長 幸地猛

日程第１、会議録署名議員の指名を行いま

す。

本日の会議録署名議員は、会議規則第120

条の規定によって、10番玉城安雄議員、12番

翁長学議員を指名します。

日程第２ 会期の決定

○ 議長 幸地猛

日程第２、会期の決定を議題とします。

お諮りします。

本臨時会の会期は、本日８月４日の１日間

としたいと思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 議長 幸地猛

異議なしと認めます。従って、会期は本日

の１日間に決定しました。

日程第３ 平成29年度久米島町一般会計補

正予算（第４号）について

○ 議長 幸地猛

日程第３、議案第40号、平成29年度久米島

町一般会計補正予算（第４号）についてを議

題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

おはようございます。それでは、議案第40

号、平成29年度久米島町一般会計補正予算（第

４号）についてご説明申し上げます。

予算書の１枚目をお開き下さい。平成29年

度久米島町一般会計予算の補正予算（第４号）

は、歳入歳出にそれぞれ2億6千374万3千円を

追加し、総額を77億7千643万5千円と定める

ものであります。

それでは、歳入歳出の主なものについてご

説明申し上げます。歳入につきましては予算

書の５ページをお開きください。

18款、繰入金の３目特定目的基金の繰入金

において14節風の帰る森プロジェクト応援基

金繰入金を、風の帰る森プロジェクト推進事

業に充当するため、2億6千374万3千円追加計

上しております。

続いて、歳出についてご説明申し上げます。

歳出につきましては、１款議会費では、１目

議会費の県運営事業において、議員研修にか

かる特別旅費を195万円を追加計上しており

ます。

また、７ページの２款総務費の10目プロジ

ェクト推進費で風の帰る森プロジェクト推進

事業において施設建築に係る施工管理委託料

1千386万8千円、そして工事請負費2億4千987

万5千円を追加計上しております。

また、大雨被害等対応に修繕料としまして、

８ページの６款５目農地費で329万円、そし

て９ページの８款１目土木総務費で358万3千

円をそれぞれ追加計上しております。

同じく８款の公園事業費では事業内容変更
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に伴って、工事請負費から設計業務委託料へ

組み換えを行っております。また、追加増額

に係る財源としまして、対応としまして予備

費を882万3千円を減額しているところであり

ます。

以上が平成29年度久米島町一般会計補正予

算（第４号）の主な概要となっております。

平成29年８月４日提出

久米島町長 大田治雄

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 幸地猛

これで、提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

他にないようですので、私の方からちょっ

と小言を言います。今日の臨時議会、通知き

ました。議会運営委員会の通知もきました。

ところが肝心の内容が分からない。先ほどの

委員会終わりまして、議会運営委員会終わら

せてから局長に確認しました。議案書は前も

って配布するように言ってあったよねと、聞

いてますと。ところが忙しかったかしらんが、

今日その場になっていると。

この儀間の方の多目的ですか、これをさっ

きからずっと見ている、時間がないんだよね。

今日、議会運営委員会来て開いて、進めて、

今パパッと見てももうまともに見れないと。

これは建設課長も環境保全課長も認識してい

るのかな。議会前に議案提出ということは。

そのへん答えてください。

○ 議長 幸地猛

休憩します。（午前10時13分）

○ 議長 幸地猛

再開します。（午前10時19分）

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

今回の臨時議会の提案については今週の火

曜日に議会の方に送付しております。

○ 議長 幸地猛

平良朝春議会事務局長。

○ 議会事務局長 平良朝春

火曜日に提出がありました。それを受けま

して私たちの方では翌日早めに議員の皆さん

に配布するべきでしたけれど、予算書の差し

替えもありまして配布が遅れました。次回か

らは早めに配布したいと思います。

○ 議長 幸地猛

２番盛本實議員。

○ ２番 盛本實議員

風の帰る森プロジェクト推進事業の件です

が、今回基金に戻すということですが、先ほ

どの全体協議会の説明の中では、自然公園法

の手続きに不測の日数を要しているという説

明があったんですが、調整が終わる時期がい

つ頃なのか、分かりましたらお答え願います。

○ 議長 幸地猛

中村幸雄プロジェクト推進課長。

○ プロジェクト推進課長 中村幸雄

自然公園法に基づく新築許可申請ですね、

再申請については４月25日付けで許可が再申

請をした後の許可が下りております。

○ 議長 幸地猛

２番盛本實議員。

○ ２番 盛本實議員

ということは既に許可は下りているという

ことなんですね、そうすると、今回基金を戻

すという分に関してはその委託事業と工事費
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になっているんですが、これ委託は年内にで

きる可能性ってないんですか。

○ 議長 幸地猛

中村幸雄プロジェクト推進室長。

○ プロジェクト推進室長 中村幸雄

今回補正に再度上げていますものは施工監

理になりますので、そのまま引き続き施工監

理の委託になります。

○ 議長 幸地猛

２番盛本實議員。

○ ２番 盛本實議員

設計に関しては実施設計はできているとい

うことですか。

（「できています。施工監理になります」

の声あり。）

そうするとですよ、既にできていると、施

工監理も。ただ８月に発注した時に可能性は

あるんですね、これからすると既に準備は整

っているわけですから。３月までに終わる可

能性がないということですか、工期としては。

とらないので今回そういうかたちになったと

いうことですか。

○ 議長 幸地猛

中村幸雄プロジェクト推進室長。

○ プロジェクト推進室長 中村幸雄

今回の自然公園法に基づく再申請によっ

て、やはり１カ月２カ月近くの時間を要して

いて、当初予定していた年度内完成が困難に

なったということで繰り越しというようなか

たちの予算再計上になっております。よろし

くお願いします。

○ 議長 幸地猛

盛本實議員の本件に関する質疑は既に３回

になりましたが、会議規則第55条但し書きの

規定によって特に発言を許します。

２番盛本實議員。

○ ２番 盛本實議員

この事業は既に３年目に入っていますね。

ある一定の期間を決めて事業を開始したと思

うんですが、結構いろんなかたちのなかでず

れ込んでいるわけですね。今回だってもう既

に発注できる態勢にはあると。ところが工期

を計算すると若干次年度に繰り越すという可

能性があるから止めたと。そうすると７月か

ら３月まで全く空白期間じゃないですか。こ

の事業よく分からないのは、なんかこう早め

早めと言いながら実際遅れていっているとい

うのがあって、いろんな意味で周囲は広報と

かにそういう風の帰る森プロジェクトのいろ

んな絵が載ったり、町民にはそういうかたち

の中で告知しておきながら、実質その事業そ

のものがかなり遅れているわけです。今回半

年以上空白期間が出るというのはこれちょっ

とおかしい部分があるので、これ本当に８月

頭で発注したときに３月で絶対終われないと

いう何か根拠があるんですか。

○ 議長 幸地猛

中村幸雄プロジェクト推進室長。

○ プロジェクト推進室長 中村幸雄

今回の本体、施設、２階建てなんですが、

やはり適正工期を見積もるとちょっと年度内

の完成が困難になるというふうに見通してお

りまして、それで２、３カ月はそこらあたり

次年度に跨がるのかなということを想定して

おります。

○ 議長 幸地猛

休憩します。（午前10時24分）

○ 議長 幸地猛

再開します。（午前10時27分）

他に質疑はありませんか。
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○ 議長 幸地猛

これで質疑終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 幸地猛

討論なしと認めます。

これから議案第40号、平成29年度久米島町

一般会計補正予算（第４号）についてを採決

します。

本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 幸地猛

全員挙手です。従って、議案第40号、平成

29年度久米島町一般会計補正予算（第４号）

については原案のとおり可決されました。

○ 議長 幸地猛

休憩します。（午前10時28分）

○ 議長 幸地猛

再開します。（午前10時28分）

日程第４ 久米島町多目的公園休憩所及

び東屋建築工事請負契約につい

て

○ 議長 幸地猛

日程第４、議案第41号、久米島町多目的公

園休憩所及び東屋建築工事請負契約について

を議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

議案第41号、久米島町多目的公園休憩所及

び東屋建築工事請負契約について。

久米島町多目的公園休憩所及び東屋建築工

事について、次のように工事請負契約を締結

したいので、地方自治法第96条第１項第５号

の規定により議会の議決を求める。

記

１．契約の目的 久米島町多目的公園休憩所

及び東屋建築工事

２．契約の方法 指名競争入札

３．契約の金額 160,920,000円

４．契約の相手方

住所 沖縄県島尻郡久米島町字嘉手苅156

番地

商号 有限会社比嘉組

氏名 代表取締役 比嘉政弘

平成29年８月４日提出

久米島町長 大田治雄

提案理由

久米島町多目的公園休憩所及び東屋建築工

事の請負契約の締結については、久米島町議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得また

は処分に関する条例第２条の規定により議会

の議決を得る必要がある。

これがこの議案を提出する理由でありま

す。なお、次ページの方に工事請負契約の写

し、そして平面図等々を添付しております。

なお、今回の工事におきましては建築のＡ、

Ｂランクの５社を指名しまして有限会社比嘉

組さんが落札しております。

ご審議のほどよろしくお願いたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 幸地猛

これで提案理由の説明は終わります。

これから質疑を行います。

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

３件ほどちょっと教えて。まず、工事名で
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は東屋ということになっているんだが、この

図面では東屋というのは１階の左手を指して

いっているのか、管理棟のことをいっている

のかというのが１つ。

それと、これは今期限りの工事ですよね、

一括工事ですよね、２期はないよねというこ

と。

それと、話では土木業者が昨日たまたま何

人か会ったら、避難所だということだったん

ですが、先ほどちょっと確認したら、このこ

とですよということなんだが、例えばこれの

２枚目の図面の下の方が避難所ということで

あれば屋上広場、これが何平米で何人収容な

のか。ということで、これが例えば３階部分

の屋上の屋根があるのかないのか、そのへん

のところもうちょっと詳しく説明できます

か。

○ 議長 幸地猛

保久村学環境保全課長。

○ 環境保全課長 保久村学

ただいまの質問にお答えします。すみませ

ん、東屋の方が、図面が別途になっておりま

して、今回そちらの方を添付するのが抜けて

しまいましたので、申し訳ありませんが、ま

た後で配布したいと思います。東屋の方は、

久米島中学校跡地の運動場跡地の方に東屋、

それからその側に遊具等を建設する予定をし

ております。

避難所なんですが、こちらの方は海に近い

ということで高潮、津波等の避難所というこ

とで、屋上の方を避難所として設定していま

す。下の方は駐車場として１階の方は下駄履

きの駐車場となっております。下の方は避難

所ではないので、何名収容かというのは出し

てはおりません。

○ 議長 幸地猛

休憩します。（午前10時34分）

○ 議長 幸地猛

再開します。（午前10時36分）

保久村学環境保全課長。

○ 環境保全課長 保久村学

ただいまの質問にお答えします。この施設

は休憩施設ということで防衛の方の補助事業

を受けてます。その中で先ほどありました屋

上を利用して避難もできるということで屋上

の方に階段を付けての一時避難所ということ

です。建築面積が283.42㎡です。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

その件については分かりました。避難所の

件は。東屋なんですが、結局、久米島中学校

の空き地につくると、じゃあこの建物から離

れているわけだよね、完全に。ということは、

この工事費の中にこれも入っているのか入っ

ていないのか、そのへん確認させてください。

当然この工事費に入ったら図面が添付される

べきだよね。この２つ。

○ 議長 幸地猛

保久村学環境保全課長。

○ 環境保全課長 保久村学

東屋につきましても、この工事の方に入っ

ております。図面につきましては別途平面図

がありまして、今回議員の皆さんにお配りし

た中には抜けましたので、後でお配りしたい

と思います。

○ 議長 幸地猛

他に質疑ありませんか。

２番盛本實議員。

○ ２番 盛本實議員
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今回この工事に関しては、比嘉組さんが受

注をしているんですが、過去ですね、比嘉組、

私の記憶なんですが、比嘉組に関しては20年

来建築工事はやってないと思うんですが、大

丈夫なんでしょうかね。先ほどのあれもあっ

たんですが、臨時的要員で要するに人夫がい

ないとか、どうのこうので工期延ばしました

とかね、工期内ではちょっと納品できないか

ら、今回は事業やれませんとかという話があ

ったんですが、今回、比嘉組さんに関しては、

いわゆるリース屋とか、そのへん含めて調査

して入札参加させたのか、そのへんちょっと

確認を。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

今回入札して比嘉組が受注しています。我

々は建築の資格ある届け出を出している業者

を選定してＡとＢで選定して、指名委員会で

決定して通知を出して比嘉組が落札したとい

うことです。

○ 議長 幸地猛

２番盛本實議員。

○ ２番 盛本實議員

指名参加出しているからという今答えがあ

るんですが、先ほどの事業と関連するんです

が、先ほどの事業は人夫が足りないとか二次

要因で今年は事業を止めますと、次年度へも

っていきますということなんですね。ところ

が今回のものに関しては、単なる入札参加出

してるからそれによって入札執行しました。

その中にちゃんと技術者がいるのか、人夫が

足りるのか、これ結構1億6千万円の工事なの

で、そうすると先ほどの答弁と今の答弁とい

うのが整合性とれないんじゃないかと思うん

ですが、これに関しては。

○ 議長 幸地猛

桃原秀雄副町長。

○ 副町長 桃原秀雄

ただいまの質問にお答えします。指名選出

としましては、先ほど建設課長から答弁があ

りましたが、資格審査、その会社にそういっ

た１級建築士、２級建築士、資格を持ってい

るかどうかを確認して、その中で本当にこの

業者が人夫がいるのかいないのかということ

までは確認できていないんですが、この資格

がいるということで、私たちはその会社で十

分いけるということで指名をしているところ

です。

○ 議長 幸地猛

２番盛本實議員。

○ ２番 盛本實議員

そういう資格審査とか、そういうことをや

っていればそれはそでいいと思うんですが、

ただきちんと工期内に納品できるようなかた

ちの中で選考の方、執行をする側は気をつけ

てやっていただきたいと思います。

それから、工事と関係ないんですが、現状、

町の態勢をちょっとだけ確認したいんです

が、いま工事に関して各課それぞれでやって

いるんですね。ずっと僕はいま環境保全課へ

行って去年からいろいろ話を聞きながら、別

の仕事も調整をやりながら行っているんです

が、彼らはこの工事を全く初めて入った方が

担当しているんです。そうすると本当に本人

は建築土木関係やっていない職員なんです

ね。非常に大変な思いをしているんですよ。

課長に相談したりいろいろやってはいるんで

すが、ただその専門は専門的な分野でやって

いかないと、私が見た範囲ではかなりロスが
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多いと。事業に関しての、事業を進める中で

のロスが多いと。今回もその風の帰る森が先

ほど話を聞きますと、プロジェクトで発注を

するという話があったんですが、町長これね、

もうちょっとやっぱり仕事を効率的に効果的

にもっていくのであれば、専門は専門のとこ

ろでやった方が、意外とロスが少なくて、余

った時間の、本来ではないんですが、別の仕

事に向けられる可能性があるんですが、これ

大型工事なんですね、プロジェクトがやるの

は大型工事。今これからまた環境保全課に関

してもゴルフ場の発注とかあるんですが、結

構初めて入った、異動された方が、見ている

と中では、非常になんか無駄というか、時間

的なロスが多いような気がするんですね。そ

れをだんだん職員が少なくなっていく中でや

っぱりロスをなくした方が職員のためでもあ

るし、町民のためでもあると思うんですが、

町長そのへんどうなんですかね、やっぱり専

門は専門的に伸ばした方が効果的な効率的な

仕事ができると思うんですが、そのへん。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

ただいまの盛本議員の質問にお答えしま

す。これはですね、議員も担当課長したこと

があると思うんですが、そこだけに集中する

とまたその課から人間が足りないというのが

きます確実に。極力私はその担当課、今回も

企画が全体計画をやって、実施については建

設課でということで次の事業等も予定してお

ります。そういかない場合はまた横の連携を

しっかり密にして技術指導できるように指導

をやってくれということで建設課長にも投げ

ております。そういうかたちで役場全体とし

て横の連携をとってやることも大事なことだ

と思っております。

技術職の職員の養成については、今私がや

っている、例えば農林土木に研修に送ってそ

こでしっかり技術を身につけて帰ってきて、

それに総合事務局から研修で帰ってきた皆さ

んも戦力として頑張っておりますので、今後

においても技術部署の職員については、そう

いうかたちの養成をして、スムーズに仕事が

図れるようにやっていきたいと思っておりま

す。

○ 議長 幸地猛

他に質疑ありませんか。

○ 議長 幸地猛

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 幸地猛

討論なしと認めます。

これから、議案第41号、久米島町多目的公

園休憩所及び東屋建築工事請負契約について

を採決します。

本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 幸地猛

全員挙手です。従って、議案第41号、久米

島町多目的公園休憩所及び東屋建築工事請負

契約については原案のとおり可決されまし

た。

日程第５ 閉会中の議員派遣について

○ 議長 幸地猛

日程第５、閉会中の議員派遣についてお諮

りします。
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閉会中の議員派遣については別紙のとおり

決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 議長 幸地猛

異議なしと認めます。よって、閉会中の議

員派遣については別紙のとおり派遣すること

に決定しました。

○ 議長 幸地猛

以上で本臨時会に付議されました事件は全

て終了しました。

これで平成29年第５回久米島町議会臨時会

を閉会します。

お疲れ様でした。

（閉会 午前10時46分）
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地方自治法第123条第２項の規定により署名する。

久 米 島 町 議 会 議 長 幸 地 猛

署名議員（議席番号10番） 玉 城 安 雄

署名議員（議席番号12番） 翁 長 学
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平成29年第７回久米島町議会定例会

議事日程 〔第１号〕
平成29年９月15日（金）
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第４ 一般質問

散会 97p
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（午前10時10分開議）

○ 議長 幸地猛

おはようございます。会議を開く前にご報

告します。本日５名の皆さまから議会傍聴の

申し出がありましたので許可しました。傍聴

者の皆さんには久米島町議会傍聴規則を守っ

ていただいて傍聴していただきたいと思いま

す。

ただいまから平成29年第７回久米島町議会

定例会を開会します。

本日の議事日程は予めお手元に配布したと

おりであります。

日程第１ 会議録署名議員の指名

○ 議長 幸地猛

日程第１、会議録署名議員の指名を行いま

す。

本日の会議録署名議員は、会議規則第120

条の規定によって、13番饒平名智弘議員、１

番喜久村等議員を指名します。

日程第２ 会期の決定

○ 議長 幸地猛

日程第２、会期の決定を行います。

お諮りします。

本定例会の会期は、本日９月15日から９月

27日の13日間としたいと思います。

ご異議ありませんか。

（多数の「異議なし」の声あり）

○ 議長 幸地猛

異議なしと認めます。従って、会期は本日

９月15日から９月27日までの13日間に決定し

ました。

日程第３ 議長諸般の報告

○ 議長 幸地猛

日程第３、議長諸般の報告を行います。

平成29年７月１日から私が出席しました会

議等の内容をお手元に配布してありますの

で、ご覧になっていただきたいと思います。

次に、地方自治法第235条の２第３項の規

定により、平成29年５月から７月分の例月現

金出納検査報告が提出されております。議会

事務局に配置し閲覧できるようにしてありま

す。

次に、町長から平成29年６月定例会後の町

政一般報告書がありましたので、お手元に配

布してあります。朗読は省略いたします。

これで諸般の報告を終わります。

日程第４ 一般質問

○ 議長 幸地猛

日程第４、ただいまから一般質問を行いま

す。一般質問の時間は会議規則第56条第１項

の規定によって、これまで通り30分以内とし

ます。なお、質問は質問席から一括質問、総

括質問あと一問一答方式で行います。質問者

も答弁者も簡潔明瞭にお願いします。それで

は順次発言を許します。

５番吉永浩議員の発言を許します。

（５番吉永浩議員登壇）

○ ５番 吉永浩議員

おはようございます。通告に従いまして８

点質問いたします。横領事件について説明責

任を果たすため、これまでの事件の経緯とそ

の対応の説明を求める。

また使い込み分3千万円の補填はどうする

か話し合われたか伺う。

懲罰委員会で話し合われた内容について伺

う。
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再発防止に向け、今後どうするか。予算管

理、人事管理について伺う。

町長、副町長の管理監督責任として、３カ

月給料10％減額とあるが、今回の事件が町に

与えた影響を考えると妥当な処分か伺う。

２点目、女性のがん検診について、女性の

がん検診の受診率、罹患率は？ また女性が

活躍できる社会には女性を守る取り組みが必

要だと考える。女性のがん検診無料化が必要

だと考えるが、町長の見解を伺う。

３点目、介護保険サービスについて、一時

的な介護休暇等で利用される、一時預かりサ

ービス、ショートステイが足りない。今後町

としてどのように対策を考えるか町長の考え

を伺う。

４点目、障がい者の社会参加促進について、

障がい者の社会参加促進には、現在制限があ

るバス利用範囲の拡大が必要と考えるが、町

長の会見を伺う。

５点目、発達障がい児支援について、発達

障がい児やその家族に、町として今後どのよ

うな支援をしていく考えか、現状を町長の考

えを伺う。

６点目、各小・中学校の夏の暑さ対策につ

いて、熱中症等、夏の暑さ対策には、町内各

小・中学校にクーラーの設置が必要と考える

が、設置する考えはないか伺う。

７点目、ラムサール条約について、湿地保

全のため、町として、どのような取り組みを

行っているか。またラムサール条約登録後、

このブランドを町でどのように生かしている

か。

８点目、ウミガメ保護について、ウミガメ

館内の大水槽の水漏れについて、今後の対策

を考えているか伺う。

またアーラ浜でキャンプファイヤーが行わ

れたと聞いている。町が設置した看板に違反

しているが把握しているか。以上答弁を求め

ます。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

（大田治雄町長登壇）

○ 町長 大田治雄

それでは５番吉永浩議員の質問にお答えい

たします。まず１点目の横領事件について、

①の説明責任に関する件であります。これ

までの事件の経緯及びその対応については、

先日の議員全員協議会ならびに記者発表でお

答えしたとおりであります。

２番目の被害金の弁償、被害金の弁償につ

いては、損害賠償請求を予定しておりますが、

今後のさとうきび振興事業に影響が出ないよ

う、横領金の補填については関係機関と調整

中であります。この度の事件で横領されたさ

とうきび振興協議会予算の大部分は、農家に

直接交付される予算ではなく、補助金の不正

請求に係るものであるため、補助金返還に向

けて関係団体と協議を進めているところであ

ります。

３番目についてですが、平成29年８月18日

に開催された職員の分限懲戒委員会では、所

属長から提出された上申書に記載された職員

の非違行為の内容が審査される。

久米島町職員の懲戒処分の基準に関する規

程に基づき、懲戒処分を受ける部下職員の管

理監督者としての指導監督責任については、

担当課長並びに担当班長両名を３カ月間10％

の減給処分相当であるとの審査結果となり、

その旨答申を受けました。

４つ目、一般会計の公金管理については、
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更なる審査・管理を徹底するとともに、今回

のさとうきび振興協議会のような町が事務局

を担っている各種任意団体については、定期

的に監査を実施するなど、会計処理方法の抜

本的な見直しをする予定であります。また、

職員の指導体制、業務の実施体制を今一度見

直し、このようなことが二度と起こらないよ

う、町民の信頼回復に努めていく所存であり

ます。

５つ目、町長、副町長の管理監督者責任と

して、３カ月間、給料10％を減額する案を提

案する予定でしたが、公共に与えた影響を鑑

み、６カ月間10％の減給を今議会に提案して

おります。

続きまして、２点目の女性のがん検診につ

いて、本町では男女特有のがん検診事業を行

っております。昨年度の婦人検診の子宮がん

検診対象者は1,532名に対し受診者は336名、

受診率は21.9％で、乳がん検診対象者1,714

名に対し、受診者272名で受診率は23.1％で

あります。対象者358名に対し受診は101名で

受診率は28.2％となっております。罹患率に

ついては検診後、検診委託先の那覇市医師会

より受診した個人への検診結果を送付してお

ります。再検査が必要な方の件数は把握して

おりますが、罹患者については把握しており

ません。

検診無料化については、従来より本町とし

て受診者に対し子宮がん検診で2千24円、乳

がん検診で2千996円の補助を実施しておりま

すが。乳がん検診については、集団検診の日

程等で検診受診者側の受け入れ可能人数が、

平成28年度はマンモグラフィー検査280名対

象者の約16％、エコ一検診170名、対象者の4

7％となっていることが受診を希望してもで

きない検査もある状況であるため、個人検診

ができないか等を調整し、受診者の拡大を図

り受診率の向上につなげていきたいと考えて

おり、無料化については今後は検討してまい

ります。

次の介護保険サービスについて、本町では、

一時預かりサービスにつきましては２法人２

事業所において実施されており、平成28年度

の利用実績は、90.1％と113％となっており

２事業所ともに入所者の入院等による空床利

用の運用も含まれています。

ご質問のとおり、同サービスに対する利用

ニーズは顕在化しており本町としましても、

介護者の負担軽減を図るうえでも第７期の介

護保険事業計画策定の見直しにおいて同サー

ビス等を反映できるよう、計画策定の実施主

体である沖縄県介護保険広域連合並びに沖縄

県と協議を行っていき、待機者解消に向けた

対策を取り組んでいきたいと考えておりま

す。

続きまして、障がい者の社会参加の促進に

ついて、現状では、傷害のある方が社会復帰

のため施設等に通う場合は、その区間の使用

料について免除となっております。その区間

以外は、３障がいの手帳を交付されている場

合は５割の減額となっておりますが、利用す

る方が少ないという事であれば、利用範囲に

ついて関係課調整してまいります。

次、発達障がいについて、現状は乳幼児検

診や保健所、巡回、個別相談、療育、発達検

査、５歳児発達相談等を主に臨床心理士が担

い保護者と共に発達障がい児の現状を確認し

助言を行いさらに療育巡回相談では言語聴覚

士や作業療法士などの専門職が対象児とその

保護者に対して訓練や助言を行っておりま
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す。今後は保育所などで気になる子が成長し

て幼稚園や小学校に進むことを考え、保育士

等のスキルアップのための研修、保護者への

ペアレントトレーニングも実施していきたい

と考えております。

次の項目については、教育長より答弁させ

ます。

次のラムサール条約について、ラムサール

条約の登録されている久米島の渓流、湿地は、

温潤で良好な環境が保たれ、キクザトサワヘ

ビ、クメジマボタル、クメジマミナミサワガ

ニなどの絶滅が危惧され、多くの久米島固有

種が生息する久米島独特の生態系で学術的な

価が高い湿地でありますので自然のままに保

存しております。

今後も久米島の財産として渓流、湿地を自

然学習の場として活用することが大切と考え

ております。

次でありますが、ウミガメの保護について、

まず１つ目、大水槽の漏水対策については、

補修見積は終えておりますが、施設が平成12

年にオープンしており、経年劣化が見られる

ことから今年度においてまずは耐力度調査を

実施し現況確認のうえ補修について検討した

いと考えております。

２つ目のアーラ浜の件については全国発進

の音楽ビデオの撮影が島内各所で行われその

１カ所がアーラ浜となっております。去る６

月13日の撮影では演出効果として、かがり火

を焚くシーンがあり敷物の上にガスバーナー

と回りに隙間を開けて薪を並べバーナーのみ

を点火したものでありますので撮影後の汚塵

等はなかったとの報告を受けております。海

浜の利用については、管理者である沖縄県に

問い合わせておりますが、海浜は誰でも自由

に立ち入り利用することが認められてり公共

の福祉に反しない限り制限すべきではないと

回答を得ております。アーラ浜の看板につい

ては米国領事館から寄贈を受けて町が設置を

しております。表示はウミガメ保護に関する

海浜利用における協力を促す内容としており

ます。内容が禁止事項として捉えられるとの

ことから、設置後、海浜利用自由の原則に鑑

み、表示の一部を修正を行っているところで

あります。以上であります。

（大田治雄町長降壇）

○ 議長 幸地猛

吉野剛教育長。

（吉野剛教育長登壇）

○ 教育長 吉野剛

吉永議員のご質問、各小・中学校の夏の暑

さ対策についてお答えいたします。現在、町

内の小中学校の冷房設置状況につきまして

は、全ての小中学校の保健室やコンピュータ

ー室等の特別教室には、ほぼクーラーが設置

されておりますが、普通教室につきましては、

ほとんどの学校にクーラーの設置はなされて

おりません。夏の暑さの厳しい時期には、子

どもたちも授業に集中できないのではと考え

ております。そこで、今後は、児童生徒が冷

房設備の整った教室で授業が受けられるよ

う、普通教室へのクーラーの設置については、

前向きに検討してまいります。

（吉野剛教育長降壇）

○ 議長 幸地猛

５番吉永浩議員。

○ ５番 吉永浩議員

再質問していきたいと思います。まず横領

事件についてなんですが、この質問に関して

は町民の気持ちを想像して質問していきたい
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というふうに思っています。まず記者発表そ

してけっこう経ちますが。そして９月６日今

日の全協でも少し説明はありましが、その９

月６日以降の全協説明以降わかった事実等が

あれば説明答弁お願いします。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

特に記者発表後にわかった事実というのは

余罪を含めて調査をしますということでお答

えしましたが、平成27年度も一部横領が発覚

いたしました。この平成27年度のさとうきび

振興協議会予算の横領については、今現在、

調査中であります。これについても告訴に加

えるという方針で現在調査、それから弁護士、

警察と調整をしているところでございます。

町としましては、全て余罪も含めて、告訴に

持って行く方向で調整を進めているところで

ございます。詳細については以前、議会それ

から記者発表で申し上げましたとおり、今後

の捜査起訴に影響がありますので、現段階で

公表することはできませんが、町としまして

は横領があったものについては全て刑事告訴

に持って行く方向で捜査を進めているところ

です。

○ 議長 幸地猛

５番吉永浩議員。

○ ５番 吉永浩議員

平成28、29年度は3千万とありましたが、

平成27年度の横領額は今わかっている段階で

公表はできますか。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

現在のところ金額については公表すること

はできません。

○ 議長 幸地猛

５番吉永浩議員。

○ ５番 吉永浩議員

平成27年度もあったということなんです

が、平成28年度、29年度の管理、監督責任に

関しては監督者、町長、副町長含めて班長課

長ありましたが、27年度の管理監督責任につ

いてはどうなるか考えているかということを

聞きたいのは、それは平成27年度でもしわか

っていれば、平成28年度もしかしたらそうい

うこともなかったかもしれない、そういうこ

とも含めて確認したいんですが、どうですか。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

地方自治法上、それからそういう法律上退

職した職員に対する懲戒処分というものはで

きないということになっております。それ以

外の方法をちょっと関係機関と調整をしなが

らどのような責任を取ってもらうのかという

ことは検討していきたいと思っております。

○ 議長 幸地猛

５番吉永浩議員。

○ ５番 吉永浩議員

平成28、29年から、最近また27年度もあっ

たということなんですが、この特別職、町長、

副町長の処分については27年度のものまで入

っているという考え方でいいですか。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

これも一連も含めて入っていると、考えて

おります。

○ 議長 幸地猛
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５番吉永浩議員。

○ ５番 吉永浩議員

公表まだできない部分もあるということな

んですが、これが捜査に支障をきたさなくな

ったときには公表していただくということな

んですが、それを町民に説明をする機会をも

つのか、どういうかたちかはそれはわかりま

せんが、それも考えているのかどうか、答弁

ください。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

今回の横領事件については、起訴が確定し

てした段階では起訴事実というものは公表さ

れることになりますので、その段階で起訴の

内容というものは議会を含め町民の皆さんに

ご説明をさせていただく予定でございます。

その他、農業関係の農事懇談会などで農業関

係者については、今月から各地域で説明が行

われる予定でございます。

○ 議長 幸地猛

５番吉永浩議員。

○ ５番 吉永浩議員

ぜひ説明する機会がもしあれば事前にこう

いう日にやりますよというところで告知して

から説明する機会を持っていただきたいなと

いうふうに思います。

補填についてお聞きします。損害賠償請求

をするということなんですが、当然本人に対

してやりますよね。今後、この額というのは

27年度も含めたら増えるだろうということを

考えると、とてもこの久米島町が例えばその

補填のため損害賠償請求をしたとしても返せ

る額だなというところで、じゃあ3千万抜け

た分はどうするのかということなんですが、

本人から取りますよでは、ちょっと納得でき

ないところもあるんですが、本人に請求はす

るんですが、返してもらえる本当に現実的に

返してもらえる額なのかというところで考え

た場合に、とても難しいところだと思います

が、前に議会の方に、この使われた3千万の

補填を一般財源からさとうきび振興協議会へ

できませんかという相談というか、打診があ

りました。そのときは、その3千万の一般財

源から移すにしても、その弁済をどうするの

かというのがしっかりしないとできませんと

いう話をしたと思いますが、その後も本人か

らしか、損害賠償をしないという考え方なの

かというのを答弁求めます。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

ただいまの質問にお答えします。この件に

関しては今議員がおっしゃるように、本人が

返すのが基本原則であります。ただ国の補助

金を今不正に請求したということであります

ので、この補助金を今返還するという作業を

進めております。当然それはこれからその利

息も発生しますので、その分も加算されてき

ますので、それを、今、関係機関とこの間調

整しまして、他の団体においては持ち帰って

上司との組織のものでありますので、その協

議をして最終的にはどうするかを判断すると

いうことで終えております。

○ 議長 幸地猛

５番吉永浩議員。

○ ５番 吉永浩議員

利子が伴うということなんですが、不正請

求されたということだとすると、本当に必要

な予算があって、それを不正に支出したとい
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うよりは最初から不正な請求だったというこ

とで考えでいいかどうか。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

それも、今現在、町が出せる資料は全て警

察の方に出しております。それを警察の方で

しっかり詳細チェックをかけて確認を取っ

て、それからの起訴に進める段階の作業であ

ります。そのへんの細かい作業が今非常に時

間を要しているということであります。

○ 議長 幸地猛

５番吉永浩議員。

○ ５番 吉永浩議員

ちょっとこの答弁で気になったというか、

確認しておきたいのが、請求のこの、振興協

議会に影響がでないように補填する、その関

係機関と調整中とありますが、この関係機関

というのは、因みにどこにあたりますか。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

いわゆる関係機関というのは、これは他市

町村でも、そういう組織のつくりですが、Ｊ

Ａそして製糖工場、町、それぞれが負担して、

この組織が成り立っております。

○ 議長 幸地猛

５番吉永浩議員。

○ ５番 吉永浩議員

町民側の、議会側の立場からすると、この

3千万使われたもの、もし一般財源から補填

するのであれば、やっぱりそこにしっかりと

担保が必要、じゃないと議会として議員とし

ては簡単には認めることはできなという考え

方もありますので、そのへんのところの部分

を、担保という考え方をしっかり示してほし

いなというふうに、今後、その調査が進むに

つれて、そういうのがわかってくると思いま

すが、額ももしかしたら増えるかもしれない

というとこも含めて考えてほしいなというふ

うに思っています。

先ほど全員協議会でも説明ありましたが、

再発防止について各種任意団体、さとうきび

振興協議会しか今名前が上がっていません

が、他にいくつあって、どういった名称で、

過年度でも町民の信頼を他にはないですよと

いう示す意味では、チェックする必要がある

のではないかと思いますが、このへんのとこ

ろはどうですか。

○ 議長 幸地猛

喜友村薫会計管理者。

○ 会計課長 喜友村薫

ただいまの吉永議員の質問にお答えしま

す。今、出納室で管理させていただいている

通帳の数は全てで48冊ございます。その中に

は体育協会等外部団体含めて48冊ということ

で職員が管理しているものは全て事件発覚後

出納室で管理するということで、現在、出納

室で保管しております。

○ 議長 幸地猛

５番吉永浩議員。

○ ５番 吉永浩議員

48、それを任意団体に関して、こういうこ

とがあったというところで、過年度１年分で

も確認する必要があるかどうか、ないかとい

うことです。どうですか。

○ 議長 幸地猛

喜友村薫会計管理者。

○ 会計管理者 喜友村薫

今手元に48冊の通帳がございます。各種い
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ろいろな団体がございます。今集中的に行っ

ておりますのが、今事件を早急に解明する、

そして早めに起訴するということを重点的に

調査チームを発足して、今、取り組んでいる

ところでございます。吉永議員がおっしゃる

とおり各種団体、他にもそういうのがないの

か、ということについては、この事件がある

程度一段落した時点で、詳細について調査を

進めていきたいと考えております。

○ 議長 幸地猛

５番吉永浩議員。

○ ５番 吉永浩議員

和泉市が、ちょっと他の自治体の話になる

んですが、平成26年に職員の横領があったと

いうことで、職員による公金横領事案にかか

る再発防止策に関する報告書、この和泉市の

市長が出しているんですが、これとても参考

になり、久米島町の再発防止策の先ほどの資

料に、全員協議会に貰った資料でもそうなん

ですが、より細かくコンプライアンスからチ

ェック体制から公印、領収書、そういったと

ころまで含めて、しっかりとどうするのかと

いうところで書かれています。これはネット

でできますので、そういうことも参考にして、

今後、久米島町でこの報告書をしっかり出し

て町民そして議会に対して報告してほしいな

というふうに思っていますが、このへんはど

うですか。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

まずは新年度予算の予算要求がこれからあ

りますが、各種団体、町の補助金団体につい

ては全て前年度の実績報告、そのチェックを

確認しながら、最終的に新年度に入って補助

金要求、請求が合った場合は、それを承認得

た段階で出すような仕組みを町内で今確認し

てやろうということでもありますので、今後

においては、全ての団体、チェックをしっか

りして事業をさせないということではありま

せん。チェック機能を十分に果たしてやると

いうことで考えることで予定しております。

○ 議長 幸地猛

５番吉永浩議員。

○ ５番 吉永浩議員

勿論しないでほしいというわけではなく

て、町民の信頼を回復するために、今まであ

りませんよね。これから再発防止とかしっか

り徹底したもので進めていきますよという、

その１年、２年前もしっかり確認して他も確

認してやっていくというところでの提案で

す。再発防止策先ほども説明ありましたが、

やっぱり町民が納得するかたちで、しっかり

再発防止策を作ってほしいなというふうに思

っています。

続きまして、町長、副町長の処分について

なんですが、全ての責任を取る立場にある、

町長、副町長に質問します。なぜ当初10％３

カ月の処分としたのか、その根拠そして今回

10％６カ月の処分と修正しましたね、その経

緯と根拠は何ですか。答弁を求めます。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

我々に対する処分の扱いでありますが、当

初、私は総務課長に指示して、こういう前例、

事例が県内でもあるかということで、あると

したら、その前例の処理の方法を参考にして、

また弁護士と調整して最終的な方針を出しな

さいということで指示しました。そしてその
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後３カ月ということでありましたが、一部の

皆さんからそれじゃ非常に軽すぎるんじゃな

いかということ等もあって、それは確かに私

も非常に重みを感じておりますので、この事

件が発覚以来、実際は非常に金額に対する思

いというより精神的な苦痛が非常に厳しいも

のがあります。これも含めて誠心誠意、自分

が謝罪すべきものについては謝罪するという

ことでやっている段階であります。その率等

においては、これまた弁護士等との調整がう

ちの総務課長の方がやっておりますので、捕

捉説明させたいと思います。以上です。

○ 議長 幸地猛

５番吉永浩議員。

○ ５番 吉永浩議員

ちょっと今の答弁で気になるのは、やっぱ

りその前例で今回のケースで同じような前例

があるから何％にするか、そういうものでは

正直選挙であがってくる立場の人がですね、

僕たちも含めて考えていいのか、決めていい

のかというのと。

それともう一つ、一部の声という皆さんか

らという答弁ありましたが、本当に一部の皆

さんなのかというところも、もう一回、町長、

副町長考えてほしいなとそういうふうに思っ

ています。

今回の議会で10％、３、６カ月というふう

に変更はしていますが、町民が本当に求めて

いたのは、町民とか一部なのか全体なのかそ

れはわかりませんが、町民や議会が追求した

結果、決まった処分だったのか、それとも町

民とか議会が追求した結果ではなくて、町長、

自らけじめをつけて、その責任は全て取ると

いうところで決まった処分だった方が良かっ

たのか、どちらだと考えますか。町長、副町

長。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

お答えします。この件に関しまして、今、

金額率のものですが、これは私が判断すると

いうより弁護士等のこれまでのいろんな事例

があるということを確認しながら、判断して

いただきたいということであります。その内

容について、総務課長にもう少し補足説明さ

せます。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

職員の処分の減給率とかについて、捕捉の

説明をさせていただきます。職員の処分につ

いては、管理監督職とかの処分については地

方自治法とかの中で上限が定められておりま

す。国家公務員に関しては５％の一年以下、

地方公務員に関しては10％の６カ月以下とい

うことで、ある程度のガイドラインができて

おりまして、その10％６カ月というのは監督

者にも非違行為が合った場合というものにつ

いては、大きな処分となっておりますので、

今回、課長たちについては、その一つ下の３

カ月の10％ということで提案をさせていただ

いておりました。町長、副町長についても、

他の市町村のものについても町の方から提案

をするものについては10％６カ月ということ

が通常といったらへんですが、範囲内で提案

をさせていただいている経緯があります。他

の市町村では議員発議でもっと厳しい処分を

した方がいいんじゃないかというようなかた

ちで大きなもっと重い処分をさせているよう

な件もございます。町長、副町長については、
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懲罰委員会等で審議するものではなく、条例

の改正で行いますので、これは議員の皆さん

をはじめ町民の判断で決定をしていくものと

考えています。

○ 議長 幸地猛

５番吉永浩議員。

○ ５番 吉永浩議員

その前例等をやっぱりやるのではなくて、

僕の考えとしては、やっぱり政治家として、

その覚悟を見せてほしいなというところが本

当の思いです。ですので10％６カ月といわれ

て納得する人もいると思います。勿論、納得

しない人もいる。それであれば、最初っから

やっぱり厳しい処分を自分に科してほしいと

いうのが僕の考え方です。これは町長、副町

長だけに言っているんじゃなくて、執行部の

皆さんも町長に対してもっと厳しく提案して

ほしいというのではなかったのかなというと

ころも気になります。そういうことも含めて、

僕はもう一度、町長、副町長には、その処分

のところ中身は考えてほしいなというふうに

思っています。

これから新しく事実等出てくると思います

が、もう町民から求められてから公表するの

ではなくてしっかりと町が率先して徹底して

情報を開示をしていってほしいと思います。

これについてはやってもやり足りないと思っ

ていただいていいと思います。未解決ではま

だまだあるんですが、町民の信頼を回復させ

るために全身全霊であたってほしいなという

ふうに要望して、この質問は終わりたいと思

います。

次の質問にいきます。女性のがん検診につ

いて、再検査が必要な方、各がん検診ごとに

何名いるか。そして受けられない、乳がん検

診に関しては、元々の受け入れる人数が決ま

っているんですが、これは個人検診に持って

行けないかという検討だと思いますが、これ

は島外の医療機関での個人検診を想定してい

るのか、この２つお願いします。

○ 議長 幸地猛

仲地紀男福祉課長。

○ 福祉課長 仲地紀男

ただいまの吉永議員の質問にお答えいたし

ます。がんの罹患率に関して把握していない

ということで、再検査に関する人数というこ

とですので、再検査者の対象としましては、

子宮がん検診で７名、これは再検査率として

約２％、乳がん検診で16名、これは再検査率

が４％となっております。このがん検診につ

いての受診者の数に制限があるということ

で、個別検診できないかと検討したいという

ことで、回答しております。個別検診は島内

ではできないということですので、これは本

島外での検診に補助できないかということで

調整していきたいと思っております。

○ 議長 幸地猛

５番吉永浩議員。

○ ５番 吉永浩議員

乳がん検診に関しては希望しても、予約日

になったら殺到すると思います。久米島町に

おいては各がん検診、それは男女そうなんで

すが、受診率が沖縄県平均と比べて低い、こ

れは間違いないと思います。時に乳がん検診

にそれに関して、元々１日当たりの数が決ま

っておりますので、当然久米島町においては

受診率が下がってあたりまえだと思います。

だから先ほど子宮がん７名、乳がん検診16名

とありましたが、当然もっと多い可能性があ

るというのはあると思います。そこらへんの
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ところはしっかりと希望者が出来る限り受け

ることができるように、島外という負担はあ

るんですが、そのへんのところの補助まで考

えてほしいなと思います。これはこれで僕が

無料化に関して提案したのは、これからどこ

にどれだけお金をかけるかということ、限ら

れた財源があります。その中で特に20代から

40代の女性のがん検診を無料化できないかと

いうことになります。理由としては国立がん

研究センターで統計を取っていますが、がん

志望者のうち20代後半から乳がん検診という

のが増えてきます。そして60才までは、女性

のがんの死亡率の１位が乳がんになるという

こと、そして若い人ほど進行が早い、これは

皆さんご存じだと思います。そしてこの20代、

30代、40代は特に久米島町が今人口減にある

総合計画の中でキーになる女性が減る、若い

女性がキーになっていますということも実際

あるわけです。そして久米島町は2040年には

その数が減って、消滅可能性都市に名前が挙

がっているほどになっているというところ

と、働き盛りで子どもを産み育てる世代とい

うところがありますので、これからやはり選

ばれる、そしてこれからの久米島町の人口減

を止める、そして島の魅力を高めるという意

味でも、この20代から40代の女性の乳がん検

診、子宮がん検診無料化にできないかという

提案であります。

○ 議長 幸地猛

仲地紀男福祉課長。

○ 福祉課長 仲地紀男

無料化に関しましては、他市町村ですと恩

納村あたりが、今回からがん検診が無料化と

なっているということであります。今回の対

象の中で乳がん検診、子宮がん検診にしても

75才以上の方は無料で行われております。そ

れ以外の方の自己負担というのは、額にして

59万8千円ぐらいの全体でやっています。無

料化、個別検診等も予算として増額があると

いうことですので、関係課と調整して無料化

に向けて調整できたらなと考えております。

○ 議長 幸地猛

５番吉永浩議員。

○ ５番 吉永浩議員

ぜひ検討を、これからの久米島町にどこに

お金をかけるかというところで提案します。

次の質問にいきます。介護保険サービスに

ついて質問をします。答弁の中で沖縄県介護

保険広域連合、そして沖縄県と次の事業計画

の中に見直しをしていくということなんです

が、これは一つは沖縄県と介護広域の裁量と

というか左右されるというとこではあると思

います。僕としては、久米島町自分たちでど

れだけできるか、できることはないかという

ことなんですが、僕はそれをお泊まりディと

いうサービスのかたちで、できないかという

提案をします。これはお泊まりディというの

は今島内に８カ所ディサービスあります。民

間事業所やっていますが、そこで泊まること

が出来るサービス、今あるディサービスを使

って夜間はやっていくというかたちになりま

す。これが何がいいかというと新しく施設を

造る必要がない、今ある物で何ができるか、

というサービスになります。それを町の課題

として上げた場合、民間と行政と一緒になっ

てやっぱりやっていくこれからの課題は自分

たちでできる行政だけでできるものではない

と思っていますので、それができないか、そ

こに対しての方向性として推進できないかと

いう考え方ですがどうでしょうか。
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○ 議長 幸地猛

仲地紀男福祉課長。

○ 福祉課長 仲地紀男

ただいまのご質問にありました通常のディ

をお泊りディにできないかということであり

ますが、このへんに関しては、ちょっと制度

上どういったかたちで取り組めるかというよ

うなことも調整する必要もあると思いますの

で、それができれば、その施設をまた造ると

いうことよりは、議員がおっしゃったように

有効な活用になるんじゃないかなと思います

ので、そのへんできるかどうか確認したいと

思います。

○ 議長 幸地猛

５番吉永浩議員。

○ ５番 吉永浩議員

2025年、団塊の世代が75才以上になってい

くというふうな中で介護人材の確保というと

ころで各自治体にも求められてくると思いま

す。その中でもしショートステイが仮にオッ

ケイだったとしても、お泊まりディができた

としても、今の現状、介護職員が不足してい

ると、ディサービスによっては職員がいれば

お泊まりディやってもいいよと検討してもい

いよと言っている事業者もやっぱりあるんで

す。ただそういった部分では同時に介護人材

を島で資格を取らせる、あるいは離れてしま

った復職させるための復帰支援含めて、これ

同時に考えていけば、このショートステイに

関して、他のこともそうなんですが、ショー

トステイに関して自分たちで他を待たずにで

きると思っています。ですので、ぜひそれを

推進してほしいなというふうに、これは要望

しておきます。

次の質問にいきます。障がい者の社会参加

促進について、答弁で社会復帰のための施設

等などと表現していますが、具体的にこの施

設等とは何をさしているのか、答弁求めます。

○ 議長 幸地猛

仲地紀男福祉課長。

○ 福祉課長 仲地紀男

ただいまの質問にお答えします。この施設

等というのは、社会福祉協議会の方に「さく

ら」という事業所がありますので、そこへ通

う区間とか、それとか就労日に通う区間、事

業所に通う区間を施設等というふうに今表現

しております。

○ 議長 幸地猛

５番吉永浩議員。

○ ５番 吉永浩議員

施設というのは確かにそうなんですが、ち

ょっと前はそうだったんです。今は社会復帰

とか社会参加というのは本当に自分たちが当

たり前にやっている買い物とか趣味とかお友

だちのお家に行くとか、あるいは行政、病院

に行く、全て含めて社会参加というふうに今

考え方としてあります。とすると、久米島町

として、もし社会復帰を障がい者の方々の社

会復帰を目指すのであれば今のバス利用無料

範囲は社会復帰を目指すかたちになっている

のか、特に久米島町に関しては本島と比べて

障がい者のための社会資源というのが少ない

んです。ですからより当たり前にあるものを

社会復帰のものとして、使えるものとして、

やっていくためには今限定されているバスの

利用範囲、これをもっと拡大する必要がある

のではないかと、日常にあるものは全て社会

復帰のために使わせてもらう、資源として使

わせてもらうというところで、これは提案し

ていますが、どうですか。
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○ 議長 幸地猛

仲地紀男福祉課長。

○ 福祉課長 仲地紀男

現状として施設等に通う区間が免除となっ

ていて、その以外は減免ということでありま

す。その中でも減免区間であっても免除とい

うかたちで今利用されている方も現状として

あるようですので、今議員がおっしゃったよ

うに病院等も含めて、社会資源へ通う区間と

して免除できないか、このへんはまた関係課

と調整してまいります。

○ 議長 幸地猛

５番吉永浩議員。

○ ５番 吉永浩議員

ぜひ、ひとり一人の生活にあった町づくり

というか、体制づくりをしてほしいなと思い

ます。またこれと同時にアルコール依存とか

生活困窮とか、そういった方々も期間限定で

この方々というのも、ほっといたら医療費が

上がる原因になっていく方々ですので、こう

いった方々も社会復帰を目指す方がいらっし

ゃいますので、期間限定で期間免除とか、そ

ういったところの部分も合わせて検討してい

ってほしいなと、これは要望になります。お

願いします。

次の質問にいきたいと思います。発達障が

い児対策について、保育士のスキルアップ研

修そして保護者へのペアレントトレーニン

グ、それはそのまま計画どおり続けていいと

思います。とてもすばらしい事業だと思いま

すが、僕は、今、久米島町では、まだそれだ

けではちょっと足りないと思っています。こ

の答弁の中に気になる子という表現をしてい

ますよね。本当にそのとおりで幼稚園、小学

校、中学校と上がっていく中で、地域の中に

発達障がい児というのは入っていくわけです

よね。そのときに子どもたちもまた大人も、

それに気づいているわけですよ。ただその後

の対応はまちまち良い対応をしている方もい

る子どもも大人もいれば距離を取ったりとい

うようなことも実際あるわけです。これは一

つは発達障がいというものに関しての無理解

があると思います。それがどうなるかという

と、発達障がい児のお子さんとか、その親が、

生活しずらい生きずらい、孤立しやすいとい

うふうになっていっている現状がありますの

で、２つ提案します。１つは普及啓発、これ

を集中的にやる必要があるんじゃないか、こ

れはさっき保育士さんとか専門職、あとペア

レント、両親に対してだけなんですが、地域

にも知識があきらかに普及できていませんの

で、それをやってほしいのと、もう一つは孤

立する親が集う場所、情報交換をする場所、

そういったものをつくる必要があると思いま

す。どうですか。

○ 議長 幸地猛

仲地紀男福祉課長。

○ 福祉課長 仲地紀男

今後としては、平成29年度において、平成

30年度から32年度までに第５期の障がい福祉

計画及び第１期障がい児の福祉計画の策定が

行われます。その中でただいま要望のありま

した普及啓発に関しては、すぐに取り組める

かなと思いますので、関係者が集える場とい

うものもその計画の中で取り入れてやってい

けたらというふうに考えています。

○ 議長 幸地猛

５番吉永浩議員。

○ ５番 吉永浩議員

普及されるまではやっぱりお子さんとか親
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は生きずらいというところもありますので、

ぜひ、早急に対応してほしいなというふうに

思ってます。またそういう場があると行政が

実はそこに入って話が聞けるんです。そした

ら町に必要なサービス制度そういったものが

事業というのがわかってくると思いますの

で、ぜひ声が聞ける、まだまだ理解が進んで

いないというところも前提としてやってほし

いなというふうに思っています。気になる子、

気になる子で終わらせてほしくないという優

しい町づくりですね、ぜひ推進お願いしたい

と思います。

続いて、クーラーの設置についてなんです

が、前向きに検討するということなんですが、

これに関しては、もう改めて実施を要望した

いと思います。１つ理由があります。１つは

文科省がホームページで見れますね、３年に

１度公立学校調査していますね。これで普通

教室、沖縄県内これ載っています。幼・小・

中の８割がクーラーは設置しています。それ

からすると久米島町は遅れていると言わざる

を得ないということです。今久米島町でも県

内でもそうですが、記録的な暑さが続いてい

る現状があるということ、そして島の子ども

たちの学力向上を目指すのであれば、やっぱ

り学習環境は教育行政がつくっていくという

ことになると思います。そういう理由で設置

してほしいという要望になります。どうでし

ょうか、教育長。

○ 議長 幸地猛

大田悟教育課長。

○ 教育課長 大田悟

ただいまの吉永議員のご質問にお答えいた

します。まずは補助事業がないかどうか、早

速調査いたします。補助事業がない場合にお

いても出来る限りクーラーを町内の全ての学

校の普通教室に設置できるよう推進してまい

りますが、財源の関係上、まず児童生徒数等

を考慮しながら優先順位を決め３年を目処に

町内の全学校の普通教室に順次クーラーが設

置できるよう努めてまいります。

○ 議長 幸地猛

５番吉永浩議員。

○ ５番 吉永浩議員

文科省のインターネットのサイトとか大規

模改造空調冷房冷暖房施設整備事業について

というところで３分の１の補助率のものがあ

るんですが、それは該当するかどうか、ある

いは検討したことがあるかどうか、お願いし

ます。

○ 議長 幸地猛

大田悟教育課長。

○ 教育課長 大田悟

県教育庁の方に学校施設環境改善交付金と

いう制度があります。その制度が久米島町に

おける学校施設のクーラー設置に伴う交付金

なのか今調べてもらっている状況です。もし

活用できるのであれば、そこにエントリーし

てまいりたいと思っております。

○ 議長 幸地猛

５番吉永浩議員。

○ ５番 吉永浩議員

ぜひこの使えるもの、使うというあれでは

ないんですが、必要であればこういうのもど

んどん活用していってほしいなというふうに

思います。ぜひ設置を要望したいと思います。

次の質問にいきます。ラムサール条約につ

いてなんですが、ラムサール条約には３つの

柱があるというふうに書かれています。１つ

は保全再生、そして賢明な利用ワイズユース
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ですね。そこが交流学習ということなんです

が、私はこの世界的なブランドラムサール条

約というのを、ラムサールブランドですか、

それを賢明に久米島町として強みとして活か

せないかということで、この質問をしており

ます。

その中で熊本県荒尾市とか、荒尾干潟ワイ

ズユース基本計画というものを作って、この

利用と保全、両方考えっていって特産品を作

ったり、その景観を利用して観光に経済活性

化に繋げたいというふうにやっています。そ

の中で久米島町も、そういった前例がある中

で、久米島町もこういった世界的ブランド県

内で全部がやっているわけでは勿論ないの

で、活用できないかという提案になりますが、

この点についていかがですか。

○ 議長 幸地猛

保久村学環境保全課長。

○ 環境保全課長 保久村学

ただいまの質問にお答えします。議員がお

っしゃいましたようにラムサールには３つの

柱があります。この賢明な利用につきまして

なんですがラムサール条約の中で今登録され

ているのが48地区、その地区がほとんど沼地

とか、そういった平野的沼地の地域、海岸地

域等でございます。渓流をこの条約に指定さ

れているのは久米島だけで、特に久米島にお

いては大変貴重な生物、植物等があります。

そういった部分からやりますと、この賢明な

利用的な部分で、ややもすると違う方向の開

発にもいきかねないかなという部分もありま

すので、そのへんは慎重に検討していきたい

と考えています。

○ 議長 幸地猛

５番吉永浩議員。

○ ５番 吉永浩議員

今、環境課長がおっしゃったように久米島

町、本当に渓流が特になされているというの

は本当に僕はこれは逆に強みだと思っていま

す。変な方向にいくという可能性もあります

が、だからこそ保全と利用を同時に考えるワ

イズユースの賢明な利用を考える検討会を、

この干潟は荒尾市さんは作っているというこ

とになります。この強みをやっぱり久米島町

強みとして活かすためにはただ守るだけで

は、もったいなかなというふうに考えていま

す。どうでしょうか。

○ 議長 幸地猛

保久村学環境保全課長。

○ 環境保全課長 保久村学

確かにそういった強み生かす部分で検討す

る必要があろうかと思いますが、どうしても、

保全を中心的にやっていくのが、今後の財産

的な価値になろうかと考えています。

○ 議長 幸地猛

５番吉永浩議員。

○ ５番 吉永浩議員

僕としては、ラムサール条約をされたとこ

ろで、産業とか、経済活性化、環境経済戦略

そういったものをやっているところは少な

い。だからこそ久米島町はそこにもっと入っ

ていってもいいのかなと僕は思っています。

保全で今の段階しかできないというのであ

ればそれはそこまでで終わってしまうので、

可能性を潰してしまうことにもなりかねない

と思いますので、この先進事例がある熊本県

荒尾市さんとか、その事例も目を通していた

だきたい。どういうふうにして賢明な利用、

ただ保全していくだけではなく、実際生かし

ているのか、このラムサールブランドをどう
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つくっていくのかというところを見てほしい

なと、これは要望したいと思います。

次の質問にいきます。ウミガメ保護につい

て、大水槽の補修見積額と、そして今年度い

つ頃耐力度調査を行うのか、これを答弁くだ

さい。

○ 議長 幸地猛

新里剛商工観光課長。

○ 商工観光課長 新里剛

大水槽の見積もりに関する件なんですが、

見積もりは、すみません、金額の方は手元に

ないんですが、今議会で補正予算として耐力

度調査の委託費を計上しておりますので、予

算が確定後実施したいと考えております。

○ 議長 幸地猛

５番吉永浩議員。

○ ５番 吉永浩議員

補修見積額をぜひ公表いただきたいと思い

ます。それで耐力度調査も実施して検討して

いただきたいというふうに思っています。

ウミガメ館の水槽については、そうなんで

すが、２番目のアーラ浜でのキャンプファイ

ヤーについてなんですが、課長に聞きますが、

この時に火は使っていた。薪には付けてない

んですけど火はつかっていた。皆さんのお配

りしているウミガメの看板と状況が写真は資

料としてお配りしていますが、この中で照明

は使っていて、もちろん音も大きな音をつか

っていたということの事実は把握していたと

いうことで、よろしいですか。

○ 議長 幸地猛

新里剛商工観光課長。

○ 商工観光課長 新里剛

この撮影についての状況、それから設置し

ている看板の中で禁止としての内容となって

いることに関しては、一応確認しております。

○ 議長 幸地猛

５番吉永浩議員。

○ ５番 吉永浩議員

答弁でありますね、管理者は沖縄県ですと

いうところで、公共の福祉に反しない限り制

限すべきではない。これはわかります。自然

公園法の規則にも、もちろん引っかからない

かもしれません。開発とかではないですよね。

海浜利用の自由の原則、これもわかります。

自由に使うと、わかるんですが、皆さんにお

配りしたこの看板を見て、米国領事館、ウミ

ガメ館、久米島町と入っていますよね、とい

うことは久米島町が町民に対して、あるいは

島外から来た方も事業者含めて全体に、この

看板をこれまでずっと設置していたわけです

よね、この看板は米国領事館の寄贈、これは

ウミガメ教育普及支援プログラムというとこ

ろから寄贈いただいて、これを設置したわけ

ですよね、この禁止事項というところ、これ

は米国領事館は、なぜ久米島町に寄贈したん

ですか。簡単にでいいんですが。

○ 議長 幸地猛

新里剛商工観光課長。

○ 商工観光課長 新里剛

米国領事館の方から寄贈がありましたのは

ウミガメの保護の観点から、久米島町ウミガ

メ館があるということで、そこで活用してい

ただいて、子どもたちの教育等も含めて利用

していただきたいということで寄贈いただい

ております。

○ 議長 幸地猛

５番吉永浩議員。

○ ５番 吉永浩議員

であれば、いま久米島町が把握していた撮
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影なんですが、島の発展のためにいいかも知

れませんけど、寄贈した米国領事館の方々と

いうのは納得できるのか。そしてこの看板を

見て守っていた町民の方々は、こういう町が

把握しているのにもそのままやっているこの

状況というのを納得できるのか、どうでしょ

うか。

○ 議長 幸地猛

新里剛商工観光課長。

○ 商工観光課長 新里剛

今回の看板の設置につきましては、正確に

は把握していませんが、５月下旬頃だったか

と思いますが、こちらの方ですね、設置後、

いまご指摘のあります禁止するにはちょっと

矛盾があるんじゃないかというご指摘もあり

まして、その中で、沖縄県の海浜を自由に利

用するための条例、それから同条例の施行規

則の中で、禁止という文言が相応しくないの

ではないかということで、現在、実質海浜条

例でも利用するための条例についても禁止し

ているのは車輌の乗り入れ、それがあります。

こちらの方は現在禁止事項として残してあり

ます。それからウミガメの保護という観点か

らウミガメを触る行為についても禁止として

おりますが、残りの分については禁止という

文言については修正を行っているところであ

ります。

○ 議長 幸地猛

５番吉永浩議員。

○ ５番 吉永浩議員

まずは、方向性が間違ったから修正します

ということになるのかも知れませんが、夢つ

むぐ島というところで、総合計画スタートし

ていますね、この中で冒頭に、この久米島が

抱える問題というのは島民ひとり一人による

まちづくりですというところで、いろんな施

策とか、いろんなこういう施策打ちましょう。

そして最後に行政、民間団体、町民ひとり一

人が自分ごとしてとらえて行動することで初

めて実現するものです。一緒に魅力的な島づ

くりに取り組みましょう。というふうに書か

れているんですよ。その中でこういうのを見

せられると協力したいと思いますかというこ

とです。逆に自分たちは守っていても行政こ

ういうことするんだねと、間違ったかもしれ

ませんよ、表現の方が間違ったかもしれませ

ん。そうであれば修正します。修正と同時に

僕は町民に対してお詫びも必要だと思いま

す。修正します、間違ったので修正しますだ

けでは、これはちょっと町民に対して失礼に

なるのかなと思っていますので、もし、これ

を町として禁止事項ではなくて、協力依頼、

しかもいついつからいついつまでというかた

ちで、そういうふうに具体的なものとして、

やってもらった方が町民として、納得するか

どうかは別として、わかりやすくて、町民も

こういったかたちで協力したい、自分たちの

問題として考えていきたいという中でのもの

としては、ちょっと相応しくなかったかなと

いうことがありますので、これは町民が納得

できる、説明できる、一貫性のあるウミガメ

保護であれば、一貫性のある運営というか、

実施というか、やってほしいなと。これにつ

いては米国領事館のところにも、こういうふ

うにおかしかったですよというのは報告した

方がいいと思います。町民が納得できる、説

明できるかたちのものの行政運営を僕として

は要望して質問を終えたいと思います。

（５番吉永浩議員降壇）

○ 議長 幸地猛
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これで ５番吉永浩議員の一般質問をおわ

ります。５分間休憩をします。

休憩します｡（午前11時16分）

○ 議長 幸地猛

再開します。（午前11時24分）

休憩前に引き続き会議を開きます。

７番仲村昌慧議員の発言を許します。

（７番仲村昌慧議員登壇）

○ ７番 仲村昌慧議員

７番仲村昌慧です。通告書に従いまして、

３点質問します。

職員の不祥事について、8月18日に議員全

員協議会と記者会見において、「職員の不祥

事について」正式発表がありましたが、今後

の捜査に支障が出るとして詳細については、

明らかにしていません。

町長は、「不祥事によりご迷惑をおかけし、

心よりおわび申し上げます。このようなこと

が二度と起きないよう、業務体制を見直し、

儒頼回復に努めます。」とコメントしていま

すが、事件の全容を解明し、町民に説明すべ

きではないか。町長は重要な責任を感じてい

るというが、監督責任をどう果たすか。具体

的な再発防止を示していただきたい。

次に、故・大田昌秀氏の銅像建立について

であります。故・大田昌秀氏は知事や参議院

議員を歴任し、平和で豊かな沖縄の実現に多

大な功績を残してきました。そのことは県内

外からも高く評価されています。偉大な先輩、

故・大田昌秀先生は私たち久米島の誇りであ

り、多くの方々が先生の銅像建立を望んでい

ます。故･大田昌秀氏の銅像建立について町

長の見解を伺います。

次に、給付型奨学金制度についてでありま

す。教育長は、６月定例会で生活保護世帯の

生徒を対象とした給付型の奨学金制度の導入

については。財源の恒常的確保が見通せない

現状においては、大変厳しい。」という見解

を示していますが、町長は「該当するのが何

名いるか試算し前向きに進めたい。」との見

解であります。

・2017年度・2018年度の該当者は何名か。

・年間予算を幾ら想定しているか。

・2018年度導入は可能なのか。伺います。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

（大田治雄町長登壇）

○ 町長 大田治雄

７番仲村昌慧議員の質問にお答えします。

まず、１つ目、職員の不祥事について、①

事件の全容については余罪も含め現在も調査

中であります。横領の手口や横領金の使途な

ど、事件の詳しい内容については、先にも申

し上げましたように、今後の捜査に影響を与

える可能性があるため、現段階で公表するこ

とはできませんが、しかるべき時期がきた段

階で、全てを説明させていただきたいと思い

ます。

②この度の職員の不祥事については、私自

身大変大きな責任を感じております。このよ

うなことが二度と起こらないよう、公金の管

理体制をはじめ、職員の指導体制、業務の実

施体制を今一度見直し、全力を挙げて町民の

皆様の信頼回復に努めていく所存でありま

す。また、この度の事件の責任を取って、給

料の６カ月間10％の減額を今議会で提案させ

ていただきます。

③具体的な再発防止策としましては、一般

会計においてはさらなる審査・管理を徹底す

るとともに、今回のさとうきび振興協議会の
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ような町が事務局を担っている各種任意団体

については、定期的な監査を実施するなど、

会計処理方法の抜本的な見直しを行い、再発

防止策としてのチェック体制を強化して参り

ます。

続きまして２点目の故・大田昌秀氏の銅像

建立について、大田先生の銅像建立について

は、多くの方々から要望されており、町とし

ても建立に向けて準備を進めていきたいと考

えております。

大田昌秀氏は、久米島出身の元県知事とし

てだけでなく、平和研究家、平和活動家とし

て多大な功績を残されており、大田昌秀氏の

顕彰事業期成会を立ち上げるのであれば、全

県的な組織にする必要があるとの関係者の共

通認識のもと、期成会準備委員会の立ち上げ

に向けて、現在、調整を進めているところで

あります。

ご質問の銅像建立については、顕彰事業の

一つとして位置づけ、実施に向けて準備を進

めていきたいと考えています。

次の件については教育長より答弁させま

す。

（大田治雄町長降壇）

○ 議長 幸地猛

吉野剛教育長。

（吉野剛教育長登壇）

○ 教育長 吉野剛

仲村昌慧議員のご質問、まず１つ目は給付

型奨学金制度についてお答えします。

まず１つ目の「該当者」についてですが、

2017年度は１名、2018年度は２名の生徒が対

象者となっております。

次に２つ目の給付型奨学金の年間の予算の

予算についてですが久米島町における「給付

型奨学金制度」を実施するとなれば、まず「久

米島町奨学金貸付基金選考委員会」で、条例

改正、規則、運用規程等の内容について慎重

に審議を重ねながら策定する必要がございま

す。現段階ではまだ、給付額の要件等につい

て決定されてはおりませんが、実施している

他自治体の給付額を参考にし、仮に県外の進

学先で月額３万円、県内は２万円とした場合、

初年度は１名の36万円、４年目に各学年１名

の144万円の予算が想定されると考えます。

最後に、３つ目の「2018度導入は可能か」

ということについてですが、やはり給付型の

奨学金制度ということもあり、「財源をどう

確保するか」「給付型奨学金制度」の規則、

規程の策定、特に対象要件、給付額、給付期

間等については、「久米島町奨学金貸付基金

選考委員会」にて、慎重な審議が必要だと考

えます。そこをしっかりと踏まえた上で、可

能な限り2018年度導入できるよう、今年度よ

り、早速、実施に向けた取り組みを行ってま

いります。

（吉野剛教育長降壇）

○ 議長 幸地猛

７番仲村昌慧議員。

○ ７番 仲村昌慧議員

職員の不祥事について再質問します。町長、

実はですね、10年前、平成19年、当時町長は

助役でした、今の副町長の席にいらっしゃい

ました。その時に、私は職員の不祥事につい

て、一般質問で取り上げたところがあります。

思い出していただきたいと思いますが、一つ

の知識人のコメントを紹介し、質問させてい

ただきます。『地方議会人』という月刊誌の

中で大塚康男氏の述べたことがあります。「一

定の人員を抱える組織においては、事故や事
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件は一定の確立で発生することが考えられ

る。そこでは問題が発生すること以上に、発

生した問題を処理することができないことが

一番大きな問題である。問題が発生した場合

の対応としては、住民から役場は何をやって

いるのかという避難が出る前に迅速な意思決

定をし、具体的な対応を役場自らが徹底した

情報を開示し、情報を隠さない、情報を小出

しにしないことであると述べています。」ま

ず、今回、この事件が発覚したのはいつなの

か、それを答えていただきたい。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

はい、ただいまの質問にお答えします｡私

が担当課長から報告を受けたのが７月24日で

あります。さっそくその後、調査チームを立

ち上げて調査しなさいという指示を出しまし

た。それから顧問弁護士、産業振興課におい

ては県の担当課、総合事務局の担当課、関係

機関と連絡を取り合って、今後の対策、処置

方法についてアドバイスをいただいてもらい

たいということを指示して担当課は動きまし

た。その後顧問弁護士、そして那覇警察署、

最初は副町長が出向いて警察の方との調整も

行いました。その後私も足を運んで那覇署の

幹部の皆さん７、８名でしたが、一緒になっ

てその対策方法についてを協議しました。と

にかく今回の案件については非常に巧妙な手

口でやっている関係上、しっかり裏付けをと

って処理するというのが警察の方針でありま

す。このように単発的に１、２回でやったも

のについては解明しやすいんですが、非常に

時間をかけて、特にさっきありましたとおり、

前年度からやっている形跡があるということ

も聞いておりますので、この面については、

詳細なチェックを再度申し上げたように個別

の農家、関係機関の書類等も含めて、再チェ

ックする必要となりました。そういうことも

含めて、迅速に今回はその処理においては指

示し、私自身もやるべきことについてはやっ

ているつもりでいま動いております。

このようにもう少し、時間も要すると思い

ます。すべてを明らかにしたいというのもや

まやまですが、さっき言った起訴とのかかわ

りもありますので、警察の方が慎重に取り組

んでほしいという、逆に向こうの指示もあり

ますので、それを遵守しているということで

あります。

○ 議長 幸地猛

７番仲村昌慧議員。

○ ７番 仲村昌慧議員

私は全協の場でも今回発覚してから、正式

表明するまでには非常に時間がかかりすぎた

んじゃないかということを質問しましたら、

今日の今の答弁でも迅速なこの件に関しては

非常に早かったという答弁でありました。非

常に、この対応がまずかったと思っています。

町民から役場は何かを隠しているんじゃない

かと、非常に不信感、疑いをもたれています。

いろんな情報が流れてきています。そういっ

た対応のまずさが一番処理できない部分がま

ずかったんじゃないかと思っています。

まず、疑いがある、不信感がある、被害総

額、手法、使い道、そういったものも捜査の

関係上、いま公表できる段階ではないという

ことで、何かほんと隠しているなと、町民か

らいろんな疑問が出ている。そういった疑い

を出される前に、先ほども申し上げたように

迅速な意思決定をし、具体的な対応策をいち
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早く打ち出すべきじゃなかったかと思ってい

ます。８月21日月曜日でした。10時15分ぐら

いから緊急に特別番組として町長、執行部の

何名かがＦＭ放送で流していました。この経

緯と謝罪についてですが、あの放送を聞いて

何か隠していると、話せない部分があるなと、

そうした疑いに対して、町民に丁寧に説明し

ていただきたいなと、どうしてそういったこ

とが公表できないのか、もうちょっと丁寧に

説明していただきたいなと思います。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

事件の詳細の説明についてですが、この件

に関しては先ほど吉永議員からの質問でもお

答えしましたとおり、町としてはこの犯罪の

事実を24日に町長に報告され、そして調査チ

ームが立ち上げられた後、もう土日も夜も合

わせて、調査チームでずっと調査をしてまい

りました。その中で31日には、これは刑事告

訴に持っていきましょうという町長の判断が

あって警察、弁護士の方に初めて相談を持ち

かけております。

その中で町としては、この事実を包み隠さ

ず全て告訴していこうと、民事だけで収める

とか、そういうことはせずに告訴していこう

という方針が決定いたしました。そこで警察

の方とも相談して、告訴に向けた準備を進め

ていく段階で、いわゆるプレスリリース、公

表はいつ頃の時期にすべきなのかということ

は、弁護士、そして警察とも相談をしてまい

りました。その中で、きちんとした告訴の内

容、事実が固まってから公表すべきではない

かということの弁護士、警察からの指導のも

と、進めてまいりました。

８月17日にようやく告訴状の内容が固ま

り、今回、発覚から告訴まで非常に短い時間

で事務を進めてこれました。資料が揃ったた

めに18日に告訴状を提出しましょう。18日の

告訴状提出と同時に記者発表をしましょうと

いうことで決定をして、記者発表については

担当も顧問弁護士も一緒に同席していただい

た上で、発表をしている状況でございます。

ですので、決して何かを隠して発表が遅れた

ということではないということを皆さんにご

理解いただきたいと思います。そしてまた、

事件の詳細については先ほど申し上げました

ように、こちらとしては告訴状を提出した以

上、きちんとした起訴まで持っていくという

ことを目標にしておりますので、その起訴事

実が確定するまでの間は、捜査上に支障が出

ることも考えられるために、公表は避けてく

れということで、警察、弁護士の方からもあ

りますので、その指示に従って公表してない

ということであります。

起訴事実が確定した段階では、この起訴状

の内容は公表されますので、その段階で町民

の皆様に起訴内容についてきちんとご説明を

させていただく予定です。

○ 議長 幸地猛

７番仲村昌慧議員。

○ ７番 仲村昌慧議員

町長はこのＦＭの放送で、まさか職員の不

祥事が起きるとは思っていなかったというこ

とを述べておりました。私は、10年前に次の

ようなことも紹介しました。大塚先生が、「人

生には３つのサカがあると言われています。

この人生のサカというのは人間だけではなく

組織として、会社としてまた役場にも当ては

まると。このサカとは、のぼり坂、くだり坂、
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もう一つ、まさかである。このまさかの対応

こそが危機管理であります。」ということを

述べています。自治体に関するものとしては、

公務員の不祥事である。その不祥事の中では

汚職、官製談合、公金の着服、セクハラ、体

罰、道路・河川・学校等の施設での事故とし

ています。そういった中で、今回、町民から

行政にたるみにあるんじゃないかというご指

摘があります。それについて町長、どう受け

止めていますか。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

町民からはいろんなご意見がありますのは

事実であります。確かに私も総務課長やった

り、副町長やったりいろいろ経験してきまし

た。特に職員採用でも重点的に希望する職員

のいろんなこれまでの功績とか、犯罪がなか

ったかどうかとかも含めてチェックもさせて

いるつもりであります。それが、この職員に

おいては過去の資料を見た場合に、服務の宣

誓等においても公務員としての自覚を得ると

いうことで、書類も提出されております。

明後日、職員の採用試験がありますが、今

回の試験においても、すべて内申においても

チェックして、それぞれ２次面接試験の時も、

外部職員も入れて、今回、審査を臨むことに

しております。今までこの態勢がちょっと緩

かった面もあったかと思っておりますが、今

後の採用については、徹底的に中身のチェッ

ク等も重視してやっていく考えであります。

とにかく町民からいろんな批判もあるのも事

実、私もそれに対しても素直に謝るべきこと

については謝って、説明すべきものについて

は、説明するようにしておりますが、先ほど

総務課長からあったとおり、警察、弁護士と

の係わりの中では述べれるものと、述べれな

いものがありますので、そのへんをぜひ、議

会の皆さんもご理解をしていただきたいとい

うことであります。

○ 議長 幸地猛

７番仲村昌慧議員。

○ ７番 仲村昌慧議員

この全容を解明して、ぜひ、これを町民に

説明していただきたいと思っています。

監督責任についてでありますが、先ほどの

同僚議員からの質問の中で職員についての処

分については公務員の基準によって、公務員

の法律の基準によってということであります

が、そういった基準はそれでいいと思うんで

すよ。しかし、町民から見る目線というのは

非常に甘いんですよ、町長についてもそうで

すけどね、町長の今回のも非常に甘いなと思

っています。町民側から見ると、やっぱし行

政側から見るとそういう前例を踏まえてとい

うことで参考にしてやると思うんですが、当

初、町長も副町長も10％の３カ月。その後、

新聞、記者会見などで発表されて相当苦情が

あったと思うんですよ、僕らにも苦情があり

ました。甘いよと、町長自ら判断すべきであ

ったと思います。

非常に甘いなと思うのは、８月４日、臨時

議会終わって、この場でこの事件についての

説明をしました。その後、サトウキビ振興協

議会の当時の発表では3千800万円という数字

を発表していました。これを補正で補填した

いということでありました。そして15日に臨

時議会を開いて、これを補填しようという準

備を進めていました。私はこれは非常に甘い

なと思っています。まず、補填の返済計画が
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示されていない。それから責任の所在が明確

にされていない。それで補填、サトウキビ振

興協議会では話し合いは全くされていない中

で補填しようとした。そして、正式な発表が

ない中で15日に補填をしようという考えを持

っていた、その経緯、それについて町長、ど

う受け止めていますか。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

お答えしますが、この件に関しては吉永議

員にも答弁いたしましたが、国の事業を水増

し請求しているわけですね、実際やってない

ものをやってあるように見せかけて架空請求

をやって補助金をいただいていると、その分

を早目に事務方の方で、関係機関と調整して

その分については返還をしないといけんと、

それを担当課の方としては早目にその処理を

しなければいけないということで、関係機関

と調整していますが、これは時間をおけばお

くほど、先ほども申し上げましたが、その利

息が発生してきます。ますます関係機関、お

互いの予算等においても負担がかかってきま

す。そういう面を考慮して担当課の方は関係

機関と調整を進めて、できるだけ早目に先ほ

ども申し上げましたが関係機関とも実はおと

といサトウキビ振興協議会の臨時会をもって

その内容等も説明して、ＪＡについては支店

長がいらっしゃっておりましたが、久米糖に

おいては天候の都合上社長が来れなかったの

で、専務の方が持ち帰って、ＪＡにおいても

理事長あたりとの調整が必要ということで即

答はできないということでありますので、こ

れをもう少し早目に議会の最中においても私

出向いて、ＪＡ、そして久米糖の社長にお会

いして、その負担方法についてどうするかと

いうことを早目に協議して決定したいと思い

ます。とにかく時間をおけばおくほど我々と

しても不利な状態になりますので、それを早

目に対処したいということであります。

○ 議長 幸地猛

７番仲村昌慧議員。

○ ７番 仲村昌慧議員

もう既に、８月15日専決処分において、訴

訟関連事務で116万8千円を一般会計から出し

ています。これ町民に迷惑かけることになっ

ているんですよ。今後、補填することによっ

て、利子が発生するから早目にしないといけ

ない、それが町民に迷惑をかけることになる

んじゃないかという、この心配があるんです

よ。だからそこは責任の所在を明確にしてほ

しいということ。これは監査員からも厳しい

意見を指摘されています。監査員の中で、横

領事件が発生しているのは事実であり、７百

万円を超える被害がある以上、その補填方法

を明確に示さなければ、監査員としては監査

を実施するわけにはいかないと、損害金をど

のような補填をするか、しっかりとした回答

を受けるまでは、28年度一般会計の監査は実

施できない。

そして、もう１点、加害者が勝手に上司の

印鑑を使用しているが、そのような状況にな

っていたのも大きな問題であると。どのよう

な経緯で無断押印できる状況にあったか、さ

らに今後の対策も含め、納得できるような説

明がなければ監査は実施しないという意見を

出しています。それについて、出来る限り迅

速に回答し、監査をいつ実施できるかを含め、

再協議を検討していきたいと。これ８月15日

にこういう意見交換をしています。既に今日
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でちょうど１カ月になりました。監査員に対

して、この回答しましたか。

○ 議長 幸地猛

喜友村薫会計管理者。

○ 会計管理者 喜友村薫

仲村議員の方からご説明がありました点に

つきまして８月15日に監査員と協議を行って

おります。その際に今ご指摘がありましたと

おりの質問がございました。その後に、先ほ

どご説明させていただいた取り組み内容につ

いて詳細にまだ決定はしておらず、庁議の方

でも決まっていなかったものですから、今月

29日に行われます定例監査において再度監査

員の方にご説明をさせていただいてこういう

方法で28年度の処理を行って、監査を実施し

て決算認定に付していきたいと説明をさせて

いただきたいというふうに考えています。

○ 議長 幸地猛

７番仲村昌慧議員。

○ ７番 仲村昌慧議員

町長が大きな責任を感じていると、言って

おります。今さっきも言いましたように訴訟

事務で116万8千円を支出している。今後、町

がこの損害金を出して補填する場合、当然、

弁済を求めていくと言うんですが、それがも

し履行されなければ、町としてどう責任をと

るか、私は最高責任者として、町長がその責

任をとる覚悟があるということを聞きたいで

す。町長、その覚悟ありますか。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

お答えします。先ほど来、いろいろ述べま

したが、この件に関しましては、今、先方、

顧問弁護士、警察の方とのやり取りの最中で

あります。このういうものをしっかりとして、

今現在、私が指揮をしながら取り組みをやっ

ている最中であります。責任等については、

今後の民事訴訟においても、いろんな手続き

を準備しておりますので、その中でいまかか

った費用においても、全て請求する予定であ

ります。こういうものをしっかりとした手順

を踏んでやっていくのも私の大きな仕事とし

ての役割だと思っています。

○ 議長 幸地猛

７番仲村昌慧議員。

○ ７番 仲村昌慧議員

私は町長、全ての責任をとる覚悟があるか

ということを聞いているんですよ。それに対

して明確に答えられない。そこをちゃんと答

えていただきたいと。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

何遍も申し上げておりますが、今現在、進

行中であります。それを指示して、ちゃんと

した解明をするまでの仕事が、当然、私の仕

事として重大な仕事としてやっている最中で

あります。そういうためにも、いろんな関係

機関との調整も進行中ということでご理解を

お願いします。

○ 議長 幸地猛

７番仲村昌慧議員。

○ ７番 仲村昌慧議員

私たち議会は、今回の補正について、補填

する補正については、保留させました。ちゃ

んとした明確な責任を取らない限りは私は絶

対認める考えはありません。そこはちゃんと

していただきたいなと思っています。

町長には多くの権限を与えていますよ、そ
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の反面、責任を背負わされているんですね、

ちゃんとした責任をとる、その覚悟を持って

いただきたいと思います。再度聞いてもまた

同じことを言うと思いますので。

次、再発防止についてであります。これも

また、大塚先生の意見を紹介したいと思いま

す。「特に、職員の不祥事のような人為的危

機の場合、目の前の現象や出来事の中に危機

の兆しが表れるのである。職員が俗に言う、

飲む・打つ・買うにのめり込み、職員が公金

に着服を行った場合、最初から公金に手を出

すことはまずしないと、まず、知人から借金

をすると、そして次にサラ金業者から金を借

りる。そしてどうにもならなくなって、最終

的に公金に手を出すパターンが通例であろう

と。従ってそれ以前に必ずと言っていいほど、

生活の乱れが表れる。仕事に熱が入らず、遅

刻、早退、欠勤が多くなり、役所にサラ金業

者からの督促電話が頻繁にかかってくる。こ

のような必ず兆候がある。少なくとも同僚や

上司は何らかのかたちで目撃しているもので

ある。従って管理者にとって危機の兆しを感

じるセンスを身に付けることが重要である。」

と言っています。今回、私、前にも聞きまし

た｡勤務態度はどうであったか、再度お聞き

いたします。

○ 議長 幸地猛

佐久田等産業振興課長。

○ 産業振興課長 佐久田等

ただいまの仲村昌慧議員からのご質問にお

答えします。今回の元職員につきましては、

遅刻、無断欠勤等もございませんでした。し

かしながら、私たち、班長や私に外勤の行き

先を告げずに出掛けることは幾度かございま

したが、先ほどのご指摘、無断欠勤とか、サ

ラ金からの電話とか、そういうのは職場には

なかったものと考えています。

○ 議長 幸地猛

７番仲村昌慧議員。

○ ７番 仲村昌慧議員

じゃあ、別に何か様子がおかしいというこ

とは気付かなかったということですね。

今回、一番の問題は、管理の甘さですね、

自由に印鑑をつかうような状況にあったとい

うこと、これが非常に甘かったということ、

そして先ほどの始まる前に再発防止策を示さ

れましたが、当然するべきことをやってない

んですよ。ある島外から来た臨時職員が、ほ

んとに考えられないということで指摘したそ

うです。しかしそれが当たり前の状況になっ

ていた。指摘をする人が非常に気まずいよう

な状況であったということ。こういう甘えの

積み重ねが今回の不祥事の発生の温床になっ

ていたんじゃないかと私は思っています。そ

ういった厳しさがまず必要であると。再発防

止策、先ほどのものに対してですね、当然や

るべきこと、今回少し何点か強化策があるん

ですが、厳しさが必要であるということ。こ

の厳しさの中でも責任の厳しさも必要だと、

いま、10％３カ月、10％６カ月、これも町民

から見れば非常に甘いんです。こういった町

独自の厳しさはやるべきだと思っています。

これは提案します。

それから、職員の意識改革、私は平成24年

にもこの問題を取り上げました。役場の悪い

イメージですね、５大イメージといいます。

まず、役場暗い、冷たい、不親切、そして威

張っている、怠けている。この５つを払拭し

てほしいということを前に述べたことがあり

ます。その時に前町長は職員の言葉づかい、
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電話の対応、窓口の対応にはまだ不満を感じ

ているということをおっしゃっていました。

現在それが改善されているのか、お聞きしま

す。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

今年、以前から要望もありましたので、マ

ナー研修は今年実施しております。非常に受

講率も高く、非常に大きな成果が上がってい

ると思っています。

そして、コンプライアンス研修については、

以前から研修しておりまして、今年度、来月、

再来月やる予定に元々なっておりました。今

後もきちんとした研修の機会を設けて、職員

の資質の向上に努めていきたいと思っていま

す。

○ 議長 幸地猛

休憩します｡（午前12時00分）

○ 議長 幸地猛

午前に引き続き会議を開きます。

（午後１時30分）

前の答弁者の吉永議員の質問に商工観光課

長から訂正の答弁がありますので、まずそれ

を受けてから仲村議員の質問を受けたいと思

います。

新里剛商工観光課長。

○ 商工観光課長 新里剛

先ほど吉永議員からのご質問にありました

アーラ浜における看板設置の時期についてな

んですが、先ほど説明の中では５月下旬頃と

説明いたしましたが、正しくは５月中旬とな

っておりますので訂正いたします。

それから、もう１点、ウミガメ館の大水槽

の補修の見積もりの件ですが、こちらの金額

につきましては税抜きで316万1千円となって

おります。以上、報告申し上げます。

○ 議長 幸地猛

それでは、７番仲村昌慧議員。

○ ７番 仲村昌慧議員

午前に引き続き再質問をいます。再発防止

の中で、職員の意識改革、職員教育について

質問しましたが、実はこの事件発生後に町民

から２件の職員の対応について私に苦情があ

りました。１件目は、朝早く僕に電話がきま

した。僕はその日のうちに課長に、今日中に

これを改善してくれということで申し上げて

帰りましたが、その後数日経ってからその方

から、もう我慢できなくて、また役場へ行っ

てきましたよという回答でした。なかなかそ

こが改善されていないところが非常にこうい

った問題にもつながってくるんじゃないかな

と。先ほど言った、５大イメージ、暗い、冷

たい、不親切、怠けている、威張っている、

これをぜひ払拭してほしいなと思っておりま

す。村長お答え願います。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

お答えします。先程来、答弁申し上げまし

たが、職員については常日頃から私は町民目

線に立って仕事をやりなさいという朝礼等で

も訓示しております。今のケースの話は私は

耳にしておりませんが、どういう問題なのか

後ほどまた聞かせてほしいんですが、いろん

な相談を直接私の方にもきます。例えば町有

地の貸地の問題とか、これも先方側が思うの

と我々執行部側が判断するものとの食い違い

等があります。必ずしも希望出したから、要

請、要望したからそれが全て通るということ
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でもありません。それをいろんな周囲の環境

の問題とか、地域の皆さんの判断とかも仰ぎ

ながら判断するケースもあります。その他の

いろんな問題もあるかと思いますが、ケース

バイケースで、私に直接来るものについては

すぐ担当を呼んで、内容等も聞いております。

そういうことで今後においても決して逃げる

ことなく対応、丁寧に説明しながらやってい

きたいと思っております。

○ 議長 幸地猛

７番仲村昌慧議員。

○ ７番 仲村昌慧議員

役場職員本当に頑張っています。でも一部

の職員のこういった対応の仕方によって非常

にイメージが悪くなっていきますので、徹底

してそこを改善していただきたいなと思って

おります。僕は２カ年前に、この場において

１人の新人職員を褒めたことがあります。ネ

クタイをびしゃっとはめて、朝早く誰よりも

早く来て、周囲を整理整頓して、対応も非常

に良かったということを褒めたことがありま

す。こういったことを見習いながら、ぜひ、

改善していただきたいなと。いつも言ってい

るんですがなかなか改善されていない。本当

に緊張感と責任感をもって、そしてスピード

感をもってやっていただきたいということを

申し上げておきます。

先ほどの僕の苦情の件で担当課長がちょっ

と答弁したいということでありますので、そ

れをお聞きしたいと思います。

○ 議長 幸地猛

保久村学環境保全課長。

○ 環境保全課長 保久村学

ただいまの仲村議員からの指摘ですが、直

接議員の方から課の方へいらっしゃっていた

だきまして指摘を受けました。その日のうち

に現場の方には注意をしまして、確認したと

ころその後良くなっていたということで報告

を受けております。

それから、１週間、10日ほどかけてまた再

度そういった問題が起きたということで、住

民の方が直接いらっしゃっておりました。あ

いにく僕の方は出ておりまして、後日その方

に電話したら、ちょっとお昼前で忙しいとい

うことで午後電話してくれということがあり

ましたので、直接お伺いしまして話を聞き謝

りまして、またその場で担当と今後の対策と

いうことで話をしまして、また現場の方にも

注意をしまして対応等はとって、今のところ

そういった苦情はありません。

○ 議長 幸地猛

７番仲村昌慧議員。

○ ７番 仲村昌慧議員

私たち議会も議会活性化特別委員会を設置

して、いま議会の活性化に取り組んでいると

ころであります。まず最初、議会の身なりか

らちゃんとしていこうということで、議会バ

ッジ、議会のネームの着用を非常に強化して

いるところであります。ぜひ職員も身なりを

ちゃんとしっかりしてほしい。そしてネーム

を着用してほしいということをお願いしてお

きます。

今議会の最終日に、議会は職員の不祥事に

よる、この再発防止を求める決議案を提出す

る予定であります。議会としても、これから

行政をしっかりとチェックしていきたいと思

います。今回、町民に非常に迷惑をかけ町民

の信頼を失墜させることになりました。信頼

を回復するためには相当の努力が必要だと思

っております。徹底的に改善していただきた
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いということを申し上げて、次の質問に移り

ます。

大田昌秀先生の銅像建立についてでありま

すが、その前に、町長、６月12日に先生がお

亡くなりになって仮通夜、そしてまた告別式、

町長はご出席しました。そしてまた26日の県

民大会には実行委員として最後まで残ってい

ただき、また久米島町の町民葬においては、

町長が実行委員となって、それを執り行った

ということ。そしてまた納骨の儀においては

最後まで夕方の一番最後まで町長が残ってい

ただいて先生を見送っていただいたことに対

して心より敬意を表したいと思います。

さて、この件におきましては、同僚議員か

らも１件質問、私も質問しました。これまで

２回されております。その中において町長の

答弁としては、他市町村においても本人存命

中の既成事業等の実施例は少ないため、大田

氏ご存命中の既成事業の実施は時期尚早であ

ると考えているという答弁でありました。名

誉町民制度の設立や大田文庫の設立と先生の

意志に尊重した事業の推進を検討していきた

いと述べております。この名誉町民制度、そ

してまた大田文庫の設立についての進捗状況

をまずお伺いします。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

平成27年に山里議員の方から銅像建立の一

般質問があり、その後大田先生のところに通

い先生と相談をしながら、いろいろと調整を

進めてまいりました。先生は生前から、まず

は自分の生涯をかけて取り組んできた沖縄戦

研究、平和研究をぜひ後世に引き継いでいき

たいというのが先生の一番強い意志でござい

ました。その中で町としては図書館建設の計

画もあったので、その際には大田文庫の設立

についても先生に相談を申し上げてまいりま

した。もう１つ先生から提案がありましたの

が、先生の銅像建立のお話をしましたところ、

先生は順番が違うぞと。前村幸秀さん、島袋

周仁さんなどもっと自分よりも先に特別表彰

をする方々がいるんじゃないか。名誉町民制

度を設けたらどうかという提案をいただきま

した。

町の方では、町政の20周年に向けて、名誉

町民制度の設立をいま計画しているところで

す。当然大田昌秀先生もその中に入ってくる

予定でございます。これについては先生の意

志を受け継いで、その制度を実施できるよう

努めていく所存でございます。

大田文庫については、現在複合施設の図書

館機能の中に一部、大田先生の著書を置ける

スペースを置けないかということを、これか

ら実施設計が始まったところなので、それを

今後検討していくことになります。大田先生

の町長の答弁にもありましたように、先生の

顕彰事業をどうするかということについて

は、関係者の皆さんとお話をさせていただい

たところ、大田先生は久米島町だけじゃない

よ、全県、全国、全世界的な平和研究家、平

和活動家だったので、この顕彰事業をやるに

あたっっては全県的な組織にして広くやって

いこうじゃないかという提案がありました。

そこでいま町ではご遺族、そして先生に関連

する関係者の皆さんと少しずつこの顕彰事業

のあり方について方向性を定めるための調整

を始めているところです。

やはり先ほど申し上げましたように先生の

一番の願いは、平和研究、沖縄に対する平和
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活動を後世にきちんと、その意志を引き継い

でいくということが一番の先生の強い思いで

ありましたので、その顕彰事業も先生の意志

を受け継げるかたちのものを検討していこう

という意志を固めているところでございま

す。先生が残された資料の活用等はご遺族と

の相談の上で行く先や活用方法は決定される

と思いますが、いずれにしてもこの顕彰事業

は銅像建立だけでなく、先生の意志をきちん

と受け継げるようなかたちにもっていこうと

いうことで今現在準備を進めているところで

す。

○ 議長 幸地猛

７番仲村昌慧議員。

○ ７番 仲村昌慧議員

まず全県的な取り組みをしていくには、や

っぱり地元久米島から準備委員会を早期に立

ち上げてやるべきじゃないかと思いますが、

この準備委員会の立ち上げはいつ頃までに立

ち上げるかお聞きしたいと思います。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

先日、大田昌秀町民葬実行委員会の解散に

あたり、解散総会の中で、この準備委員会の

立ち上げについて提案をさせていただきまし

た。顕彰事業期成会を立ち上げる前に、まず

は顕彰事業の方向性等を検討した上で準備委

員会を立ち上げましょうということで、お話

をさせていただいております。だいたいの沖

縄本島で入っていただくメンバーであると

か、そういったもの、それから方向性とかが

ある程度固まった時点で準備委員会を久米島

町内でも発足をして進めていく予定です。時

期としてはまだ未定ですが、早めに決定をし

て、目標は先生の３回忌にあたる２年後を目

標に業務を進めていこうということで共通の

認識をしております。

○ 議長 幸地猛

７番仲村昌慧議員。

○ ７番 仲村昌慧議員

いま目標を３回忌という目標をもっている

んですが、年内に久米島町の準備委員会を立

ち上げ、そして全県的な立ち上げを年度内に

立ち上げするならば、もう１年と３カ月しか

ないんですね。本当に厳しいですので早めに

取り組みして、ぜひ、この大田先生が戦争を

二度と起こさせないことが私の使命である

と、平和の心を発信し、信念を貫いた本当の

リーダー。歴代知事の中でも本当に特筆され

るべき知事だろうというふうに評価されてお

ります。ぜひ早期にこれが実現できるように

取り組んでいただきたいと思います。

次に、給付型奨学金制度についてでありま

す。この件については６月議会で取り上げま

した。教育長の見解と町長の見解が全く異な

っていて、なかなか結論が出ておりませんの

で再度質問させていただきました。本町には

前村人材基金というのがあって、この基金が

寄付型の基金になっているんですが、実はこ

の基金は国立大学に限定されていて、それか

ら今年から少し拡大して経費のかかる医療の

学校、専門学校に拡大したということで２倍

に増えていますよというような答弁をしてい

るんですが、私が質問しているのは生活保護

世帯にこれを支援できないかという質問をし

ているんですが、なかなかそれに答えてない

部分があってですね。しかし町長は前向きに

これを検討していきたいということで今回取

り上げました。
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今回、この中で選考委員会で話し合いをす

るというふうになっているんですけれど、僕

は違うと思うんです、理事会だと思うんです。

育英会の理事会というのがあるんですよね。

育英会の会長は誰かご存じですか。ちょっと

これ答えてください。育英会の会長。

○ 議長 幸地猛

休憩します。（午後１時45分）

○ 議長 幸地猛

再開します。（午後１時47分）

大田悟教育課長。

○ 教育課長 大田悟

ただいまの仲村議員のご質問にお答えしま

す。育英会資金という名称がありましたが、

現在は久米島町奨学金貸付基金となっており

ます。

○ 議長 幸地猛

７番仲村昌慧議員。

○ ７番 仲村昌慧議員

この久米島町の条例の中で、久米島町育英

会の会則というのがあるんです。この中に育

英会の会長は町長なんです。これはもう知っ

ているんですか。副会長は教育長なんです。

今回の場合、北谷町の例を僕はあげました。

北谷町理事会で方針を決定し、議会にかけて

条例を改正して18年度から導入できるような

仕組みになっているんです。だから久米島町

もこの条例に従うと、理事会で方針を決めて

議会に議決するべきだと思いますが、いかが

お考えでしょうか。

○ 議長 幸地猛

吉野剛教育長。

○ 教育長 吉野剛

今のご質問にお答えします。私どもは給付

型の奨学金制度を何とかやっていこうという

ようなことで教育委員会の中でまずは話し合

いをしました。その中でまずどういうような

かたちでできるのかといったところで話があ

りましたが、それは育英会から今回、久米島

町奨学金貸付基金に変わりましたので、この

中の審査委員会の中で、そういう中身につい

て審議すべきではないかと思いました。そこ

である程度の中身を審議しまして、固まった

ときに条例改正とかいうものも含めて、その

中で審議した後に議会の方に出したいと考え

ております。

○ 議長 幸地猛

７番仲村昌慧議員。

○ ７番 仲村昌慧議員

私は選考委員会じゃなくて理事会だと思っ

ていますので、そこのところもう一度調べて

みてください。北谷町の方はそのようにやっ

ていますのでぜひですね。

そして、私が今回お聞きしたのは、17年度

は何名いたかということ。１名いますよね。

18年度２名います。北谷町の場合は県外月２

万円なんです。県内が１万円なんです。北谷

町の例を習うともっと財源が少なくてすむと

思うんです。いつも教育長は財源の見通しが

ないないして非常に渋っているような感じで

す。別の市町村は積極的にこれを、生活保護

世帯の困っているところ、困窮世帯を支援し

ていこうというような姿勢があるのに、教育

長はもう財政がない、財政がない。財政がな

いなら何もできないですよ。やってみてない

ときにはない、その時に考えたらいいじゃな

いですか。大した財政かからないんですよこ

れ。久米島町の方式は年間96万、97万円で、

100万円前後で止まると思うんですよ。だか

らそういったかたちで本当にこうして苦しい
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家庭を支援するという考えをもっていただき

たいなと。６月議会でも非常に残念でした。

その中で町長が町長の政策として６つの柱

の中でこういった是正をしようという答弁が

あって前向きに考えていきたいということで

ありましたので、町長はぜひ18年度からこれ

実施していただきたいと思いますが、町長の

答弁をお伺いします。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

基本的には教育長が答弁したかたちになる

かと思うんですが、この件に関しては担当課、

教育委員会を通して、まずはその該当者がど

の人数いるかというのが調査されております

ので、その皆さんが進路を早い時期にそうい

う決定等があれば、そういう財源のもちろん

範囲内になりますが、前向きに検討をこれか

らも指示していきたいと思っております。

○ 議長 幸地猛

７番仲村昌慧議員。

○ ７番 仲村昌慧議員

前回は、この財源の見通しも全く調査され

ていない中で、こうして厳しい厳しいと。今

回は17年が１人、18年が２人です。大したこ

とといってはあれなんですけれど、そう財源

かからないわけですから。ぜひ18年実施に向

けて取り組んでいただきたいと思います。

それから、私が６月議会で言ったのは、17

年の１人の分も、これも遡ってですね、豊見

城市はやっているから久米島町も検討してく

れということで議会で述べたんですよ。それ

検討されたかどうか、ぜひそれもやってほし

いんです。17年のお一人に対しても支援して

いただきたいなと。答弁願います。

○ 議長 幸地猛

吉野剛教育長。

○ 教育長 吉野剛

お答えいたします。給付型奨学金制度につ

いては新しくつくるものですので、そこには

簡単に出すのではなくて、しっかりとした丁

寧な慎重な議論が必要だと思っております。

ですからそこも、これからすぐに取り掛かり

始めようとしております。これも先ほども答

弁いたしましたが、要件であるとか、給付額

であるとかいったようなものもしっかりとや

らないと、すぐにはできないものだと思って

います。前村基金もありますし、現在の久米

島町の奨学金貸付基金の中にも実は減額免除

といった部分はございます。これに関しては

久米島町で３年間勤務した後で残りの部分を

減額あるいは免除ということはあります。そ

ことの関わりも踏まえながら、やっぱりそこ

は慎重に審議をした上で決定していきたいと

いうことを考えております。その時に今おっ

しゃったように、今年度の2017年度の該当者

がいた場合、これをどうするかといったよう

なこともまたこの中で話し合いができたらと

思っております。

○ 議長 幸地猛

７番仲村昌慧議員。

○ ７番 仲村昌慧議員

久米島町の育英資金の中の貸与の中に給付

もできるということを加えればいいんです

よ。そういうふうにして北谷町はやっている

んです。非常に教育長は難しく考えているん

ですけどね。そしてこの応募資格、町内に、

北谷町はですよ、久米島町は２カ年というふ

うにあるんですが、町内に１年以上引き続き

在住すること、それで市町村民税の所得割が
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非課税の世帯、成績評定ですね、これ非常に

あれですが、県は4.0、北谷町は3.5です。そ

して対象は大学、短大への来年４月入学であ

ること。そういうことで北谷町の場合は非常

に早く進んでいるんです。教育長は非常に難

しく考えているんですが、これ早めにやって

くださいよ。６月議会で僕取り上げて今月ま

でおそらくやってなかったんじゃないかと思

っているんですが、やってくださいこれ、お

願いします。

以上で質問を終わります。

（７番仲村昌慧議員降壇）

○ 議長 幸地猛

これで７番仲村昌慧議員の一般質問を終わ

ります。

次に、６番赤嶺秀德議員の発言を許します。

（６番赤嶺秀德議員登壇）

○ ６番 赤嶺秀德議員

６番赤嶺です。まず私の質問をする前に、

昨日の全国和牛能力共進会、ほんとにお疲れ

様でした。県が力を入れている鹿児島県と同

等に個人でやっている久米島が上位入賞した

ということは非常に誇りに思います。今後も

頑張ってほしいなと思います。

それでは、質問事項に従って質問してまい

ります。私からは４点９項目について質問し

ます。まず１点目、職員のコンプライアンス

について。公務員の不祥事案が、国、県、地

方を問わず多々発生している昨今、本町職員

へのコンプライアンスについて次の点につい

て伺う。１点目、町として職員に対してどの

ように指導教養を実施しているか。実施して

いるのであれば、その効果について。

２点目、職員の不祥事に対して、どの様な

対策をとっているか。

３点目、責任はどの職階までか、その規定

は作成されているか、伺います。

２点目、県道89号、儀間・嘉手苅間の改良

について。県道89号、儀間・嘉手苅間の改良

について、同区間は儀間・嘉手苅区民の生活

道路である。県道89号バイパスが開通したこ

とで島内他地域からの利用者は皆無と言え

る。そのために道路の整備改良等の道路環境

等が疎かにされている。同区間については、

県は、町道に格下げしようとしている。町と

しては、道路整備等改良後、格下げするよう

要請するとの話を町長から聞いたことがあ

る。そこで伺いたい。(1)この区間の町道へ

の格下げは予定されているのか。(2)この区

間の改良等の計画はあるか。あるのであれば

事業採択はどのようになっているか。(3)県

道89号バイパスを含め、県道89号の道路環境

整備は行われているが、この区間の環境整備

が行われていない。この区間は道路環境整備

請負には入いっていないのか。以上、３点に

ついて伺いたい。

３点目、ひとり親家庭について。母子及び

父子家庭については、個人のプライバシーの

問題でもあるが、子供の貧困と密接に関係し

ていると思われるが、母子及び父子家庭につ

いて調査する必要はないか。６月議会での子

供の貧困についての質問に、実態調査はして

いないが、貧困対策として要保護及び準要保

護児童生徒就学援助事業を実施しながら事業

の拡充を図っているとの答弁があった。この

母子及び父子家庭に対する援助支援事業は行

われているのか伺います。また、母子及び父

子家庭と子供の貧困・子供の医療費無料化の

３点については、密接な関係があると考える

が町としてどの様に考えているか伺いたい。
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４点目、給食費の未徴収について。私は、

母子及び父子家庭、子供の貧困からして給食

費の未徴収が発生していると思っているが、

現在までの給食費の未徴収の実態について、

どのようになっているか、次の３点について

伺いたい。(1)平成26・27・28年度の未徴収

額について。(2)未徴収額についてどのよう

な対策を立て、回収していくか。(3)未徴収

をなくすため、給食費の無料化、あるいは減

額等の計画はないか。以上、伺いたい。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

（大田治雄町長登壇）

○ 町長 大田治雄

６番赤嶺秀德議員の質問にお答えします。

まず、１つ目の職員のコンプライアンスにつ

いて。１つ目に、地方公務員は「全体の奉仕

者として公共の利益のために勤務し、且つ、

職務遂行に当たっては全力を挙げてこれに専

念しなければならない。」という服務の根本

基準が地方公務員法で定められており、久米

島町職員の服務の宣誓に関する条例に基づ

き、職員採用の際に宣誓書を提出させており

ます。また、職員採用後に行われる県の合同

初任者研修を必修とし、地方自治法並びに地

方公務員法に関する研修を履修させておりま

す。

②職員が不祥事を起こした際には、久米島

町職員の懲戒処分の基準に関する規定に基づ

き、所属長が懲戒上申書を任命権者に上申す

ることとなっております。

③部下職員が懲戒処分を受ける等した場合

の管理監督者の責任についても久米島町職員

の懲戒処分の基準に関する規程で定められて

おります。規程では、どの職階までとするか

については明記されておりませんが、通常は

直接の管理監督者として課長までの処分とし

ております。

質問の２点目、県道89号線に関する、県道

89号、儀間・義手苅問の改良について、いて、

８月25日に南部土木事務所にて調整した結果

を報告いたします。

(1)町道への格下げについて、県道のバイ

パス等の道路新設・改築等により生じた旧道

については市町村に移管する方針であり、当

該区間についても移管を予定している。」

(2)改良等の計画はあるかについて、当該

区間はバイパスが整備されているため、旧道

については改良等を行う計画はありません。

ただし町道移管の際には協議により破損箇所

の補修を行う予定であります。

(3)道路管理業務委託の範囲についてです

が、当該区間についても道路管理業務委託区

間に入っており、道路パトロール、路面清掃

を委託している。除草工については、植樹枡

がないことから委託業務から除いているとな

っております。

次ページをお開きください。ひとり親家庭

についての質問にお答えします。母子及び父

子家庭の児童の福祉の増進を図ることを目的

として児童扶義手当の給付事業があり、現在

は124名が対象となっております。児童扶養

手当給付とは別に母子及び父子家庭等医療費

助成事業により医療費助成を行っておりま

す。また貸付要件等はありますが児童の進学

のための貸付制度もあります。次年度に子ど

もの貧困について実態調査の予定ですので、

調査をもとに関係機関で協議してまいりたい

と思っております。

最後に、給食費の未徴収について。これは
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教育委員会からの答弁です。失礼しました。

よろしくお願いします。

（大田治雄町長降壇）

○ 議長 幸地猛

吉野剛教育長。

（吉野剛教育長登壇）

○ 教育長 吉野剛

赤嶺秀德議員のご質問にお答えいたしま

す。まず、１つ目の未徴収額につきましては、

平成26年度は44万3千470円、平成27年度は49

万4千580円、平成28年度が45万8千340円とな

っております。

２つ目の、未徴収額についての対策につき

ましては、未納分を納付していただくために、

児童手当給付時に未納者と相談しながら未納

分について分割納付していただいたり、また

助成金の支給時に納付していただくなどの努

力を続けております。さらに年２回の督促状

の送付、口座振替への推進を行っており、今

後は、家庭訪問を行い、未納分について納付

していただけるよう努力してまいります。

３つ目の未徴収をなくすための計画につき

ましては、これまで要保護世帯、準要保護世

帯の児童生徒については、町により給食費の

補助があり、また昨年度から実施された、「子

どもの貧困対策推進交付金」からの補助を合

わせると、要保護、準要保護世帯の児童生徒

の給食費については完全に無償のかたちとな

っております。さらに、ここ３年間の給食費

の平均徴収率が98.7％と極めて高く、また、

保護者の給食費の納付に対する意識も向上し

てきており、今後、給食費の徴収については、

100％徴収をめざし努力してまいります。

（吉野剛教育長降壇）

○ 議長 幸地猛

６番赤嶺秀德議員。

○ ６番 赤嶺秀德議員

再質問します。職員のコンプライアンスに

ついて。答弁内容を見ておりますと、地方公

務員法あるいは久米島町の懲戒処分の基準に

関する規程の中からただ単に引用しているよ

うな感じを受けます。まさにそうですよね。

この答弁の内容は一般的なことなんです。例

えば地方公務員法でいう第１条には、こうい

うことは書かれておりません。それから地方

公務員法の第30条、服務の根本基準、31条に

服務の宣誓というのがあります。これは公務

員になったら誰がでも行うことなんですよ

ね。私が聞いているのは過程の中です。初任

者教養とか、県が実施する研修、合同初任者

研修を必修として、地方自治法並びに地方公

務員法に関する研修を履修させております

と。ということは新任時に、この２つのこと

やってもう終わりなのですか、伺います。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

まず採用が決まって、採用の辞令を交付す

る前に説明会というのを実施しています。そ

の説明会の時に改めての履歴書の提出、そし

て宣誓書の提出等を行ってもらっています。

宣誓書の提出の際には、宣誓書の内容を十分

に理解していますかということを問いかけ

て、再度自分たちが何を宣誓したのか考える

ようにということは、その説明の際に促して

おります。

その後、本来は町でそういった初任者研修、

集中的にやる必要もありますが、県で実施し

ている合同研修の方に参加させて地方自治法

の基本的な自治法の解釈、地方公務員法の解
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釈、いわゆる公務員倫理の解釈についてもそ

こで徹底的に訓練というか研修をさせており

ます。

その後、戻ってきてからは日々の教育の中

で、いわゆる現任訓練、ＯＪＴといわれるも

のの中で、どういうふうに業務をするべきな

のか。例えば町民目線に立って、常に町民の

立場で物を考えるようにやること。それから

迅速にきちんと業務をやっていくことという

のはその上司、先輩たちから学んできている

と思います。これが例えば、そういう訓練を

怠っているから例えばそれが上手くできない

とかっていうことは非常に高い志しと強い情

熱をもって頑張っている若い職員がいますの

で、彼らはきちんと理解して業務に当たって

いると私は信じています。

決して外任せ、他所任せでそれをやってい

て、業務の中でコンプライアンスであるとか

公務員倫理について指導を怠っているという

ことではないと私は理解しています。

○ 議長 幸地猛

６番赤嶺秀德議員。

○ ６番 赤嶺秀德議員

他人任せしているとは言っておりません

が、じゃあ聞きますが、この初任者教養、年

間何時間ぐらい行っていますか。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

初任者教養というと、中央で、県で行って

いる初任者研修については通算で３日間だっ

たと思います。宿泊付の研修でみっちりと行

っております。ＯＪＴに関しては、それぞれ

の課で決まっていませんが、日々の業務の中

で行うことなので、通算でこれが研修に当た

るのかということははっきりとしたお答えは

できないと思いますが、日々の業務が研修だ

と捉えて行っているものでございます。

○ 議長 幸地猛

６番赤嶺秀德議員。

○ ６番 赤嶺秀德議員

研修が３日、本当に３日間で習得すること

できると思いますか。ＯＪＴに関しては職務

の中で指導しているんだということを言って

おりますが、実際若い青年たちが親身になっ

て町民の目線に立って本当に責任感を感じて

勉強しているかどうか、そのへんが疑問なん

です。

話は違いますが、今日私は８時20分にこっ

ちに来ました。そして事務局長もそれから事

務局員も一生懸命仕事をしています。その中

でＴシャツを着た青年が着て、事務局長が君

なにしているかと言ったら、いま歩いていま

すと、そういう言葉遣いなんですよ。腹が立

ちました。ぶん殴ってやろうかなとも思いま

した。しかし私の部下ではないしですね。そ

ういうことからしてもですね、もっと若い者

の教養を実施すべきじゃないですか、伺いま

す。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

ただいま赤嶺議員がおっしゃっているのが

もっともだと思っております。私も実際は非

常にいま厳しくやっているつもりではありま

すが、それが十分伝わっていないのも事実で

あります。例えば、これは個人を指すわけで

はないですが、皆さんも髭を伸ばしている方

もいますが、極力私は職員としては好ましく

ないと思っております。服装にしても特に女
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子職員の中にもいろいろと身なりが十分じゃ

ないような感じの方もおります。そういうの

も一般住民から見ますと、やっぱり嫌な思い

をする場合もあるわけです。そういうものも

含めて、例えばいま出勤時間においても私も

極力朝は８時までには出勤するようにやって

おります。そういうことも含めて、これから

のまた周囲の清掃においても自主的に職員は

朝早く来て周囲の掃除、トイレの掃除等もや

っております。用務員を置かずに自分のフロ

アーについては自分らで責任をもって掃除を

する。そして湯茶においても手の空いた職員

が対応するということで今やっております。

含めて全てがそういう問題があるというこ

とではないんですが、頑張っている職員もお

りますので、そういうようなまたちょっと目

に付くような職員においては今後においても

しっかりと指導していきたいと思っておりま

す。

○ 議長 幸地猛

６番赤嶺秀德議員。

○ ６番 赤嶺秀德議員

町長がおっしゃっておりましたが、議員の

中にも髭を生やしていると。私は毎日髭は整

えております。見苦しくないようにですね。

頭髪もそうです。服装も端正にしております。

身体的特徴をいえばきりがないんですが、ま

ず服装を実際町の職員なのか、そこから入っ

てきた青年なのか、さっぱり分からないとこ

ろがあるということです。いま町長がおっし

ゃっておりましたが、女性の服装の問題でも

いろいろと町民から言われております。言葉

は悪いんですが、ヌーガウレー飲み屋のねえ

さんるヤンナー、というふうな話もあります。

そういうことからして町は制服というのをつ

くるべきではないかというふうにも思いま

す。ひとつ襟を正すことによって今後の行政

運営にも生かされてくるんではないかと思い

ます。

次に伺いますが、我が町に特別権力関係と

いうのがありますか、町長。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

いま議員がおっしゃることについては、私

は特に意識したことはないんですが、行政を

預かる最高責任者としては私がやっていると

いうことの認識はもっております。

○ 議長 幸地猛

６番赤嶺秀德議員。

○ ６番 赤嶺秀德議員

組織の中においてはやはり特別権力関係、

町長が部下に対する関係、部下から町長、そ

れから上司に対する関係というのは非常に大

事かなと思います。本当に若い者が同じ目線

で町長にものを言う。同じ目線で課長にもの

を言うということは本当に無くしてもらいた

いなというふうに思います。

あと、この特別権力関係において生活面で

の指導、監督はどうなっているか、伺います。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

お答えします。基本的には私は各所管の担

当課長を筆頭に、その課をまとめていただき

たいということは常々言っております。特に

課においては所帯の大きいの、小さいのがあ

りますが、最低限週１の朝のミーティングを

やってほしいと。そしてこの仲里庁舎におい

ては毎週月曜日には全体集まっての朝礼をや
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っております。日程の確認と、そして注意事

項等があったらその場でやっております。そ

の他、何回か職務会議というのも各課招集し

て持ち回りでやっております。そういうこと

も含めて、そこで会うときには、その職員に

私から言うべきものは徹底的に言っているつ

もりでもあります。

○ 議長 幸地猛

６番赤嶺秀德議員。

○ ６番 赤嶺秀德議員

私が質問しているのは、このことなんです。

朝のミーティングはしているのか。ミーティ

ングの中で、どのような指導をしているのか

ということなんです。問題行動のある職員に

対して皆の前で言うわけではないですが、１

人１人部屋に呼んで、お前こんなことしては

いけないんじゃないかということでやってほ

しいわけです。

先ほど仲村議員からもありましたが、この

本人の職務態度は極めて良好だったというふ

うに産業振興課長はおっしゃっております。

ですけども生活の面においては、町役場職員

が知らないぐらいの派手な生活をしておりま

す。みんなが疑う余地もありません。そうい

うことでやっているのに気づかなかったと、

これは本当に皆さんの執行部の責任でもある

と思うんですが、そのへんについて産業振興

課長どう思いますか。

○ 議長 幸地猛

佐久田等産業振興課長。

○ 産業振興課長 佐久田等

この元職員も、平成25年度に採用されたと

きに環境保全課で私のところに配属されまし

た。その時もやはりバイクの事故等いろいろ

ございましたので、直接本人を呼んで指導し

たり、また時には父親の方に赴いて、こうい

う事故がありましたので、今後また大きい事

故が起こらない前にお父さんからも指導して

くださいというふうに家族にも話はしており

ました。そしてそれも受けて１年間は、26年

１カ年はバーデハウスに出向に出してくださ

いというふうに前町長にお願いをして、バー

デハウスに１カ年間出向に出して研修も受け

させた経緯もございます。その後にまた産業

振興課に戻ってきておりますが、そういうわ

けで何かあれば、うちの班長と一緒に会議室

に呼んで常々指導はしてきたつもりではあり

ました。

○ 議長 幸地猛

６番赤嶺秀德議員。

○ ６番 赤嶺秀德議員

25年から、そういうふうに問題行動があっ

たということなんですが、それでバーデハウ

スに出向させた、そして帰ってきた。その後

の研修は行ったんですか、行っていませんか。

○ 議長 幸地猛

佐久田等産業振興課長。

○ 産業振興課長 佐久田等

その後も、特に先ほど仲村昌慧議員の質問

にお答えしましたけれど、遅刻と無断欠勤等

はございませんでした。他のまた職務内容等

につきましては問題がある度に会議室で班長

と一緒になって指導はいつもやってきたつも

りでありました。

○ 議長 幸地猛

６番赤嶺秀德議員。

○ ６番 赤嶺秀德議員

私生活面が非常に派手だったということの

事案は耳には入っていませんでしたか。

○ 議長 幸地猛
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佐久田等産業振興課長。

○ 産業振興課長 佐久田等

それにつきましては、そういう話もありま

したが…。

○ 議長 幸地猛

休憩します。（午後２時22分）

○ 議長 幸地猛

再開します。（午後２時23分）

○ 産業振興課長 佐久田等

そのへんお金の、金使いが荒いとかそうい

うものは、高価な物を買っているという話は

ありましたが、それがまたどのような経緯で

お金が荒いとか、そのへん我々も把握してい

ない状況もありましたので、そのへんの指導

はしておりませんでした。

○ 議長 幸地猛

６番赤嶺秀德議員。

○ ６番 赤嶺秀德議員

部下のそういった非違事案も見抜けなかっ

たということで理解していいわけですね。

それと、ちまたでは非常に荒かったという

ことを聞いております。これを感じて注意し

なかったというのはやはり責任は重大かなと

いうふうに思います。そこで皆さんは100分

の10の３カ月というふうな処罰も受けるわけ

ですが、これについては監督責任ということ

で受けるわけですが、甘んじてこれは受けて

ください。

次に、地方公務員法の懲戒あるいは分限の

適用除外になっているのがありますね。地方

公務員法の中で、職員の懲戒それから分限が

適用除外の職員がいますね。わからなければ

言いますが、条件付き採用期間中の職員それ

から臨時的に任用された職員、これらについ

ての非違事案の処分はどうなっているか、答

えてください。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

条件付き採用、例えば試験採用期間中、そ

れから臨時的採用の職員の例えば不祥事とい

うか、そういう行為があった場合には、条件

付き採用期間中であれば、その条件付き期間

で雇い止めということの判断になります。

また臨時職員については、適正に欠けると

いうことで、その期間の延長をしないという

ことになるかと思います。今までそういう事

例があまりないので、ちょっとはっきりした

処置の方法はちょっとここではお答えできな

いんですが、いずれにしてもそういうような

規定になっておりますので、発覚した時点で、

その期間を終了した時点での雇い止めという

ことになります。

○ 議長 幸地猛

６番赤嶺秀德議員。

○ ６番 赤嶺秀德議員

これが地方公務員法から適用除外されてい

る、その職員については自治法は処分は条例

で定めることができるとなっているんです

ね。この条例は定められていますか。いませ

んか。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

ちょっと調べてみないとわからないんです

が、いままでそういった事例がないので、条

例は定めていないと思います。特に除外され

る職員の処分に対する条例というものは定め

てはいないと思っています。

○ 議長 幸地猛
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６番赤嶺秀德議員。

○ ６番 赤嶺秀德議員

地方公務員法の第29条の２適用除外という

のがあります。そこにちゃんと載っておりま

すので、できればただ単に採用期間中だから

臨時採用期間中だからというふうにやるんで

はなくして条例を作って、ちゃんとして裁判

沙汰までにならないような方法でやってほし

いなというふうに思います。

それであと１点、語句の説明で、これが正

しいんじゃないかなというふうに思います

が、これは教育課にちょっと質問したいと思

います。教養と教育、これ教養も教育も教え

育てることというふうに広辞苑にあります。

「望ましい 知識・技能・規範などの学習を

促進する意図的な働きかけの諸活動」これが

教養あるいは教育ですね。研修、研修とは「学

問や技や芸などを、みがき、おさめる」こと。

何か違いますよね。教養と教育と、そういう

ことで、私が言いたいのは、先ほど町長がお

っしゃっておりましたが、若い青年たちに対

する職員に対する教養というのを一生懸命上

司の方がやってほしいなというふうに思いま

す。それだけ希望して、この件についての質

問は終わります。

○ 議長 幸地猛

休憩します。（午後２時29分）

○ 議長 幸地猛

再開します。（午後２時29分）

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

先ほど赤嶺議員の質問で臨時的任用とか適

用除外の職員の分限に関する条例はないとい

うことでお答えしましたが、ごめんなさい、

ありました。久米島町臨時的任用職員の分限

に関する条例というのが定められておりま

す。この中では勤務成績が良くないとか、刑

事事件に起訴された場合とか、そういった分

限に関する条項が明記されております。それ

に基づいて分限を行っているということで

す。

○ 議長 幸地猛

６番赤嶺秀德議員。

○ ６番 赤嶺秀德議員

条例あるわけですよね、なければ大変なこ

とになりますんで、ありがとうございます。

ついでですから、あと１点だけよろしいで

しょうかね。なぜ、私が、これを出したかと

いうと、耳にしたことですよ。臨時職員が酒

気帯び運転して捕まえられたというふうな話

を聞いております。これは警察からの情報で

もありません。町民からの情報です。そうい

うことがあって、皆さんの耳には入っていな

いとは思いますが、この職員というのは、ま

だのうのうと仕事しているんじゃないかなと

いうふうに思います。そういうことで、臨時

職員であろうが、条件付き採用職員であろう

が、我が町民の税金で給料貰っているからに

は、責任感を持ってやってほしいなというふ

うに思うわけであります。そういうことでこ

の質問についてはこれで終わりますが、何か

ありますか。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

ただいま赤嶺議員から指摘された件につい

ては、私の耳にも入っておりまして、それに

その職員については職務の延長は切っており

ます。今現在やっておりません。以前にもク

リーンセンター関係の方でも、そういう問題
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行動のあった職員がいまして、そういうもの

についても現場で全員集合させて指導してお

ります。特に安全帽をかぶるとか、安全靴を

履くとか、いろんな指導もやっておりますの

で、非常勤においても徹底的に今後において

もそういう指導はしていきたいと思ってま

す。

○ 議長 幸地猛

６番赤嶺秀德議員。

○ ６番 赤嶺秀德議員

ありがとうございました。続きまして２点

目の県道89号の件について、再質問します。

この県道89号、バイパスを新しく通すときに

この事業採択というのは県道ですから県が行

ったのか、それとも町が行って、県にあげた

のか、そのへん伺いたいと思います。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

今の質問ですが、この事業は県営事業で実

施しております。

○ 議長 幸地猛

６番赤嶺秀德議員。

○ ６番 赤嶺秀德議員

はい、県の事業ということで伺いました。

それならば、県は町との協議事項はなかった

のか、あったのか伺います。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

協議事項は、どの協議をさしているのか、

ちょっとわかりませんが、法線とかそういう

場合は町といわゆる用地も絡んできますの

で、法線は協議してそこから通しましょうね

というのはやると思います。

○ 議長 幸地猛

６番赤嶺秀德議員。

○ ６番 赤嶺秀德議員

ちょっと舌足らずでした。要するに儀間・

嘉手苅の部落の北側から通しているわけです

ね、そのときにバイパスが通れば自ずと儀間

・嘉手苅間の89号がおろそかになるわけです

ね。私が聞きたいのは、そこから導線通すの

に、このバイパスを通した後の儀間・嘉手苅

間のこの導線、これについての協議はなかっ

たのか、ただ単に導線を通しますよという協

議なのか、それを伺いたいと思います。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

ただいまのバイパス線については、合併前

に施工されております。全面供用開始された

のが合併後となっております。その時点でそ

れぞれの村で、その条件の調整等があったか

と思うんですが、今いる職員の中では、それ

を記憶しているのは、おらんかと思っており

ます。

○ 議長 幸地猛

６番赤嶺秀德議員。

○ ６番 赤嶺秀德議員

それについてはわかりました。そういこと

であれば、その県が言っている破損箇所だけ

を直して町道に格下げするとか、そういうこ

とは絶対させないでください。悪い所は全部

削り取って直すぐらいして、それからじゃな

いと引き取らないということを強く言ってほ

しいなというふうに思います。それでその質

問については終わります。

続きまして、ひとり親家庭についてという

ことなんですが、答弁の中で母子及び父子家
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庭医療費助成事業により医療費助成を行って

います。また貸し付け要検討はありますが、

児童の進学のための貸付制度もあります。と

いうふうに答弁なさっております。さてこの

制度を受任すべき町民に対してどのようなか

たちで周知徹底を図っているか、伺いたい。

○ 議長 幸地猛

仲地紀男福祉課長。

○ 福祉課長 仲地紀男

今周知徹底ということですが、このへんは

ちょっと確認してあとでお答えしてよろしい

でしょうか。

28年度の実績としましては、対象者が809

人に対して、助成額は245万3千986円の助成

となっております。

○ 議長 幸地猛

６番赤嶺秀德議員。

○ ６番 赤嶺秀德議員

児童の進学のための貸付制度、これも私６

月の議会でも言いましたが、子どもの貧困家

庭が、そういった貸付事業を全く知らないと、

いう人もいるわけですね、中には。

この前の新聞を見て「声の欄」にもありま

したが、この役場は、久米島のことじゃない

ですよ。この役場は税金とか、そういった取

るべきものは３日で通知が来ると、しかし65

才になって年金を受けるのに銀行行って確認

しても何カ月も入っていないということで投

書がありました。もっと危機感を持って我々

行政マンというのは町民のために仕事をして

いるんだということをもっと肝に銘じてひと

つこういった弱者の家庭、１人住まいの老人

家庭、そういった人たちをもっと親身になっ

て助けてほしいなというふうに思います。い

ろんな方面でまだ実態把握ができていないと

いうことなんですが、これらについても早め

に実態を把握して、ここには誰が住んでいて、

どういうふうな生活をしているんだというふ

うな町役場へ行けば何でもわかるよと、いう

ぐらいの仕事をしてほしいなというふうに思

います。

これでこの件については質問を終わります

が、次に給食費の未徴収について、というこ

とでお伺いします。まず、未納分を納付して

いただくために児童手当給付時に未納者と相

談しながら未納分について、分割納付をして

いただいたり、また助成金の支給時に納付し

ていただくなどの努力を続けております。と

いうふうにあります。私が聞いた話、児童手

当支給時に教育課の職員が後ろに控えていた

り、税務課の職員が後ろに控えていたり、異

様な雰囲気で非常に不愉快だというふうな話

を耳にしました。実際、このようなことをや

っているのか、どうか伺います。

○ 議長 幸地猛

大田悟教育課長。

○ 教育課長 大田悟

ただいまの赤嶺議員のご質問にお答えいた

します。児童手当給付は４カ月ごとに行って

おります。その度に職員をそこへ配置して給

食未納者がおればお願いをして納めていただ

いていると聞いております。

○ 議長 幸地猛

６番赤嶺秀德議員。

○ ６番 赤嶺秀德議員

やっているということなんですが、実際受

け取りに来る人は不愉快な思いしますよね、

実際にね。これをどうにか、もうちょっと支

給前から家庭訪問して今度支給ありますね。

これぐらい溜まっていますよと、これを分割
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でも払っていただけませんかと、足を運んだ

ことありますか、どうですか。

○ 議長 幸地猛

大田悟教育課長。

○ 教育課長 大田悟

ただいまのご質問にお答えいたします。今

の件につきましては、給食センターの方へ確

認はまだ行っておりません、すみません。

○ 議長 幸地猛

６番赤嶺秀德議員。

○ ６番 赤嶺秀德議員

給食センターに確認をしていないというこ

となんですが、やはり執行する役場の職員が

足繁く足を運んで訴えれば払わない人はいな

いと思います。ただ取るべきものだからとい

って強引に取る、そういうことは絶対にあっ

てはならないというふうに私は思います。税

金でもしかり、昔の税務課長からの話を聞き

ました。何回も足を運んで取ってきたよと、

皆さん本当にサラリーマン化しておりません

か。地域住民の税金で給料も貰っているんだ

ということを心の信念を持って地域住民のた

めにやることが、町役場職員の仕事でしょう。

弱い者を虐めないで、ちゃんと面と向かって

相手の親身になって、なければ払えません。

そういうことで平穏に相手の心を傷つけない

ように町役場職員も弱い立場ではあります。

しかし心を通せば払わない人はいないと思い

ます。そういうことで、もうちょっと親身に

なって相手の立場に立って職務を遂行してほ

しいなというふうに思って、私の質問を終わ

らせていただきます。

（赤嶺秀德議員降壇）

○ 議長 幸地猛

これで６番赤嶺秀德議員の一般質問を終わ

ります。

休憩します｡ (午後２時42分)

○ 議長 幸地猛

休憩前に引き続き再開します。

（午後２時51分）

９番棚原哲也議員の発言を許します。

（棚原哲也議員登壇）

○ ９番 棚原哲也議員

９番棚原哲也です。私の方から５件、質問

いたします。まず第１点目、職員の公金横領

疑惑に係る管理職及び特別職の責任につい

て、担当課の課長、班長及び特別職の責任の

取り方について一律、給与の10％、３カ月の

減俸で提案しているが、管理、監督のずさん

さから発生した事件であり、当該課の人事も

含め再考する考えはなか。

２点目、鳥島射爆撃場及び久米島射爆撃場

の返還について、本町の行政区である鳥島及

び久米島の両射爆撃場は、早急に返還をさせ、

漁業や観光産業の経済活動に活用した方が、

町の産業振興の為に大きなメリットがあると

思うが、町長の考え方は。

次、３点目、イーフビーチ西側の海岸に設

置されているトイレ、シャワー室及び監視塔

について、イーフ集落西側の海岸に設置され

ているトイレ、シャワー室は、台風で被災し

て使用できない状態で、数年間放置された状

況にある。また監視塔も倉庫状態で当初の活

用目的は果たされていない。改善する必要が

あるが、方策を伺いたい。

４点目、イーフ集落の中通り、通称ビーチ

通りであります。ビーチ通りの歩行者の安全

確保について、イーフ情報プラザから西側に

向けての町道は、歩道が設置されているが、

歩道が車輌に占有され歩者が車道を歩く状況
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にある。行政主導で改善する必要があるが、

その方策を確認したい。

５点目、県道の早期全面整備について、県

道イーフ線はイーフビーチホテルから久米ア

イランドホテル前までが未整備であるが、工

事の発注が、細切れ状態で、完了まであと何

年を要するのか先が見えない状況にある。県

に対し早期の完了を促す必要がある。その対

策を伺いたい。以上よろしくお願いします。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

（大田治雄町長登壇）

○ 町長 大田治雄

９番棚原哲也議員の質問にお答えします。

まず職員の公金横領に関する件、職員の分限

懲戒審査委員会の答申を受け、管理監督者と

して指導監督に適性を欠いたとして、担当課

長及び班長を３カ月10％の減給処分としまし

た。処分の期間や減給率については条例並び

に規程で処分の基準が定められており、この

たびの課長、班長両名の処分は相当である判

断をしております。

町長、副町長の処分については、３カ月間

10％減給を提案する予定でしたが、公共に与

えた影響を鑑み、給料の６カ月間10％の減額

を今議会で提案予定しております。

このたびのさとうきび振興協議会予算の横

領については、上司や出納室を経由しない会

計処理方法が事件発覚を遅らせた最大の原因

であると考えられるため、町が事務局を担っ

ている各種任意団体の監査方法を抜本的に見

直し、二度と同様な事件が発生しないような

対策を講じてまいりたいと思っております。

当該課の人事については、免職によって生

じた欠員を臨時的に補充する他は、年度内の

人事異動は考えておりません。

２点目の鳥島射爆撃場について、鳥島射爆

撃場および久米島射爆撃場については沖縄県

軍用地転用促進基地問題協議会を通じて毎年

返還要請を行っております。ご質問のとおり

町としても同海域を漁業や観光に活用したい

と考えております。

去る８月16日に沖縄米国総領事が来島した

した際において、口頭にて町民は早期に返還

を求めていることを要請いたしました。今後

においても、継続して関係機関に返還要請を

行っていきたいと考えております。

次ページに入りまして、イーフビーチの件

についてです。当該施設は、近接するホテル

が建設し、管理を行っているものであります。

管理者に対して現状及び今後の運営、利用計

画についてを確認したところ、トイレ、シャ

ワーについては、台風により飛散した砂が排

水管等に詰まり修理が出来ずに使用を禁止し

ている状態にあり、監視等については、ホテ

ルのマリンレジャーの備品の保管倉庫として

利用しているとのことでした。

今後の管理及び利用計画については、建物

の状態を確認しながら検討したいとの説明を

受けております。

次にイーフ集落の中通りについて、当該道

路は、平成元年、同地区の分譲地造成に合わ

せて、コミュニティー道路として整備された

道路であり、平成14年に町道に認定されまし

た。当初は、歩道への駐車を防ぐ車止めを兼

ねて、花壇が設置されていましたが、景観や

安全管理、利便性の問題から、平成20年に大

部分が撤去されました。

歩道への違法駐車を防ぐために、歩道の境

界に車止めのポール等の障害物を設置するこ
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とも可能ですが、まずは地域住民にモラルの

問題なので、区長の協力を得て違法駐車の排

除に向けて住民への説明を実施していきたい

と考えております。

最後に県道の早期全面整備について、県道

久米島一周線については、県営事業であるた

め、南部土木事務所の回答で報告したいと思

っております。

当地区は、鋭意整備を進めているところで

すが、一部未買収用地があることから、整備

済み箇所が連続していない状況となっており

ます。

今後は、地元久米島町と連携して未買収用

地の早期取得に取り組むとともに、必要な予

算を確保して、平成31年度の事業完了に向け

て道路改良工事を推進すると回答をいただい

ております。以上であります。

（大田治雄町長降壇）

○ 議長 幸地猛

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

それではただいまの答弁につきまして、再

質問を行います。本町の今回の横領事件の再

質問に入る前に本土のある市の似かよった事

例がありまして、それを執行部それから議会

で調査検討した結果の資料が手元にありま

す。これは先ほど午前中に同僚議員から管理

職の責任の問題、特別職の責任の問題いろい

ろ質問がありましたが、それに非常に関連す

るような内容が載っておりますので、これを

読み上げてから準備してある質問に入りたい

と思います。これは本土のある県の市で発生

した６年間に約７千万ぐらい職員が横領した

事件でございます。これに対して議会側から

執行部側に出した要望書を読み上げたいと思

います。

公金着服という前代未聞の不祥事が発覚、

発生したことについて、その原因を徹底的に

究明し、今後二度と再びこのような不祥事を

起こさないように厳重に注意するとともに、

その対応策を講じられたい。これ議会から執

行部への意見であります。なお不祥事発生後

の処理については、当該者が不適切な行動を

起こすことも考えられ、内部調査そのものが

市民から誤解されるおそれもあるので、早急

に司法の手にゆだね適切な対応をされたい。

次に、この不祥事によって生じた損害金は

該当者からの損害賠償は勿論のこと、その賠

償補填については市民の理解が得られ納得で

きる対応策を講じられたいと。これ同僚議員

からの質問したことと、類似すると思います

けど。

その次に、同じ横領事件の記事なんですが、

役職員に1千80万円請求、これは7千万円余り

の横領金額に対して、元上司含めて上司の方

々の動議的責任ということで、17名の上司が

1千80万円、これは横領された被害金額の約1

4.7％に当たる金額を上司の方々、６年間の

元職の方々が17名で補填するという、そうい

う新聞記事も載っております。

それから元職員に全額返済を確約させる公

正証書を取り交わしておりますということ

で、公正証書の作成もさせております。本人

と、この公社なんですが、公社の間で被害額

の返済について公正証書を締結したと、被害

を与えた本人は公社に対し前後90回にわたり

公社の預金を着服した損害賠償義務として金

7千356万円の支払い義務を負担していること

を承認し、これを直ちに返済することを約し、

公社がこれを承諾したと、被疑者になると思
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いますが、本人は本契約による金銭債務を履

行しないときは直ちに強制執行に服するとこ

ういう公正証書も締結して、一応平成15年か

ら20年までに起こした事件なんですが、そう

いう事件の資料も手元にあります。

それでは続きまして、先ほどの答弁に対す

る再質問を行います。職員分限懲戒審査委員

会の答申を受け管理者として指導監督に適正

を欠いたとして担当課長及び班長３カ月、10

％減給し、処分は相当であると答弁しており

ます。これにつきまして指導監督の立場にあ

る課長、班長は善良なる管理者の注意義務善

管注意義務を怠ったという認識があるのか、

担当課長にお伺いします。

○ 議長 幸地猛

佐久田等産業振興課長。

○ 産業振興課長 佐久田等

27年度におきましては、前任の課長の監督

の元で行われておりましたが、28年度におき

ましては、私の監督責任十分感じております。

○ 議長 幸地猛

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

今回の事件の損害額を考慮した場合、懲戒

審査委員会での処分内容は非常に軽微な処分

になっていると思うが、審査委員会で再調査

を行い減給額を見直すことはできないか。こ

れは懲戒審査委員長に答弁お願いいたしま

す。

○ 議長 幸地猛

桃原秀雄副町長。

○ 副町長 桃原秀雄

ただいまの質問にお答えします。審査委員

長としてお答えいたします。当該職員の処分

については懲戒処分というのは皆さん委員会

の一致でありましたが、課長、班長に関しま

しては、この久米島町職員の懲戒の手続及び

効果に関する条例に則った一番重いのが、先

ほど総務課長からも説明がありましたが、６

カ月の10％というのが一番重い処分でありま

して、今回の10％の３カ月というのも条例及

び規程の中では重い方の処分だと思っており

ますので、これ以上の重い処分は必要ないの

ではないかなと思っております。

○ 議長 幸地猛

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

久米島町職員の懲戒分限調査委員会、委員

の皆さんの名前を教えてほしいと思います。

お願いします。

○ 議長 幸地猛

桃原秀雄副町長。

○ 副町長 桃原秀雄

委員会委員は委員長が私副町長で、副委員

長が総務課長、そのあと教育委員会からは教

育課長、そして消防から総務課長、そして企

画財政課長ということで随時意見を求めるた

めに担当課長等とも参加をさせております。

○ 議長 幸地猛

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

ただいま委員長から、この10％の３カ月が

妥当という委員会での意見としてまとめられ

たという報告なんですが、この条例の中では

減給の効果として１日以上６カ月の10％とし

て上限が定められておりますよね、最初に上

司の職員の減給10％３カ月と、これ町民の方

々が今回による処分額、処分を聞いて、これ

じゃ非常に軽いんじゃないかとそういう意見

があちこちで出回っていまして、それで再考
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できないかということで質問出したんです

が、これについては変更、そういうことです

か。再審査して変更するという、そういうお

考えはないでしょうか。

○ 議長 幸地猛

桃原秀雄副町長。

○ 副町長 桃原秀雄

先ほども申し上げましたとおり、やはり分

限審査委員会では10％の３カ月が一番妥当で

はないかと思っておりますので、一番上限が

やはり職員管理職に関しましても、６カ月の

10％でありまして、一番上限でそれの一つ下

の方が妥当じゃないかなということで、それ

も委員会の中で一致した見解であります。で

すから再考ということはないものかと思って

おります。

○ 議長 幸地猛

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

次に、特別職の町長、副町長の処分につい

てでございます。職員の懲戒の手続及び効果

に関する条例の上限であります。６カ月、10

％の減給で提案されております。今後開示さ

れている損害金及び今後増加見込みの損害金

の回収が不透明なことから町長、副町長には、

更なる身を切る判断ができないのか、お伺い

します。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

先ほどの同僚議員の質問にもお答えしまし

たが、今回の事件の本題の発生した要因、こ

れを今究明しているのが今現実でありますの

で、我々の処分については、これ減額等につ

いては条例議案事項になります。これは議案

の中で執行部から提案されたものを皆さんが

議論して、それで不適切ということであれば、

それなりのことを案件として上げる手続にな

るかと思いますが、今先ほど申し上げました

が、顧問弁護士と本人ですね、これまでの他

の自治体であった案件等もいろんな資料を参

考にして、その基準に準じて我々としては望

んでいくということで確認しておりますの

で、これは顧問弁護士等にも十分調整しなが

ら、今回、議案として上がりますが、個々に

おいてもそういう調整を進めていきたいと考

えています。

○ 議長 幸地猛

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

次に質問の最後の方で、当該課の人事も含

め再考する考えはないかという質問に対し

て、免職によって生じた欠員を臨時的に補填

するほかは、年度内の人事異動は考えており

ません。との答弁です。この当該課の人事に

ついての私の質問内容については管理職の他

の課への移動、または職責の降格等のことで

ありまして、臨時職入れて補填するとか、そ

ういうことでの質問ではありませんが、それ

について答弁をお願いします。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

ただいまの質問にお答えしますが、この件

に関しては、今まさにその中身のチェックの

最中でありまして、今現在、職員を他の課へ

配置換えするということは非常に、僕は逆に

言えば問題が長引くおそれもあります。これ

を責任持って現下の体制の中で処理をさせた

いという思いであります。それに新しい29年
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度事業においては職員の課内での事務分掌の

見直しをして、今対応に処理しています。29

年度事業においてもいろんな事業が走ってお

りますので、これが農家の皆さんに不利益を

与えないように、今やっております。限られ

た職員の中で事務分掌の見直してやっている

ということでご理解をお願いしたいと思いま

す。

○ 議長 幸地猛

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

この件につきましては、これで終わります。

次に鳥島射爆撃場及び久米島射爆撃場の返

還についてでございます。先ほど町長の答弁

の中では歴代町長、それから村長の答弁より

非常に前向きに返還を求めていくという前向

きな答弁がございました。これにつきまして

今年の５月に久米島町観光リゾート開発に関

する基本計画策定事業として、コンペを開い

て、今、リゾート開発の可能性を検討すると

いうことで進めていると思いますが、この事

業の目的、それを商工観光課長から答弁をお

願いします。

○ 議長 幸地猛

新里剛振興観光課長。

○ 商工観光課長 新里剛

リゾート開発に関する計画でございます

が、こちらの方、久米島の観光が現在焦点が

ぼやけているということと、今後、伸びゆく

観光客の受入体制にあたりまして、観光地の

エリアごとゾーニングが必要であろうという

ことで、取り組んでいるところであります。

さらには観光の将来像を見据えたかたちでど

ういう島づくりといいますか、観光の先行き

を作り上げるかということを調査する事業と

なっております。

○ 議長 幸地猛

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

課長から説明がありましが、本事業はハテ

の浜、オーハ島、奥武島、真謝、島尻地域を

新たな観光リゾート地区とし、ハテの浜周辺

地域の環境保全を前提とした久米島町におけ

る総合リゾート開発の可能性を検討する。と

いうのが目的になっておりまして、本来、先

ほど質問しております射爆撃場、これがハテ

の浜と中の浜の砂洲の約半分及び周辺水域が

久米島射爆撃場の区域内にあり、公に宣伝及

び活用ができない状況だと思いますが、久米

島射爆撃場は復帰以降、射爆撃場としてほと

んど活用されていないが、鳥島射爆撃場に先

行して久米島射爆撃場の返還を求める考えは

ないか町長の答弁をお願いします。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

ただいまの質問にお答えします。この件に

関しましては、歴代村長、町長あたりからも

返還要請はやっております。しかしながら国

対国のＳＡＣＯの合意のもとで提供施設とし

て今現在沖縄全体の米軍基地として提供して

いる施設に入っています。それを我々自体が

何回も要請しているんですが、なかなか進展

がないと、私も総理官邸等に、アメリカ大使

館にも足を運んで要請したこともあります

が、なかなか首を振ってくれません。ただ今

後、嘉手納以南の返還が実現した場合に、こ

のハテの浜とかについても、その中に入って

いるかどうか、それまた今後の進展があれば

皆さんにもちゃんとした報告をしたいと思っ
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ております。

○ 議長 幸地猛

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

本町には軍事的な施設としては自衛隊の駐

屯地、それから米軍の今の鳥島射爆撃場、久

米島射爆撃場と３施設がありますが、鳥島射

爆撃場については、土曜日の午後から日曜以

外は、ほぼ通年通して射爆撃訓練を行ってい

るということで、米軍としてもなかなか返還

に応じることは厳しいのかなという感じを受

けております。それに対して久米島射爆撃場

については、復帰以降ほとんど演習等行って

おりません。その間２、３回ぐらい米軍のヘ

リが緊急的に不時着したぐらいで、ほとんど

活用されていないような射爆撃場について

は、町内のその観光産業、漁業に非常に利活

用できる可能性のある区域ですので、早期の

返還を求めて執行部の方で動いてよろしいと

思います。議会としても、これは協力して、

一緒になって勝ち取っていきたいと思ってお

りますので、よろしくお願いします。

次の件に移ります。イーフ西側海岸のトイ

レ、シャワー室及び監視塔についてでござい

ます。答弁の中で、近接するホテルが建設、

管理を行っていると答弁がありますが、この

施設の建設について、一企業で保安林の解除、

海浜への建物の建設許可申請を行うのは非常

に厳しいと思います。これについて旧仲里村

が許可申請を行って許可を経て建設したもの

ではないかということを担当課で説明できれ

ばお願いします。

○ 議長 幸地猛

新里剛商工観光課長。

○ 商工観光課長 新里剛

建設された経緯については、設置した管理

者の方といろいろとお話伺っておりますが、

今お話にあったように旧仲里村の方で設置許

可に関する手続等をいろいろと協力というか

たちでは、話は聞いていなくて、ただ聞いて

おりますのが、設置した年度が平成３年とい

うふうに聞いておりまして、平成10年度頃か

ら使用が不能になったということを聞いてお

ります。

○ 議長 幸地猛

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

この海岸に設置されたトイレ、シャワーそ

れから監視塔、その他に倉庫もございます。

これがほとんど活用されていない状況で置か

れておりますが、この物件の登記上の実質的

な所有権はどこにあるのか、お伺いします。

（「休憩お願いします」の声あり）

○ 議長 幸地猛

休憩します。（午後３時24分）

○ 議長 幸地猛

再開します。（午後３時25分）

新里剛商工観光課長。

○ 商工観光課長 新里剛

建物の登記については、確認しておりませ

ん。

○ 議長 幸地猛

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

この問題につきましては４、５年前にも私

が同じ質問しましたら、久米アイランドが所

有しているということで、この管理について

も久米アイランドがやるべきだという答弁が

ありましたが、そのへんの確認はできないで

すか。
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○ 議長 幸地猛

新里剛商工観光課長。

○ 商工観光課長 新里剛

建物の登記は確認はしておりませんが、元

々その施設の建設については、ホテルの方で

建設したということで、お話を聞いていたも

のですから、その管理についても確認する際

に今後の利用計画についても検討するという

ふうに説明をしておりました。

○ 議長 幸地猛

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

この施設は台風で、先ほど町長答弁ありま

したように、トイレ、シャワーにつきまして

は、砂が飛散して配水管等に詰まって使えな

い状態でほったらかしてあります。

監視塔については建設当初２、３年は海水

浴の監視人員を配置してやってましたが、そ

れ以降は監視塔についても後ろの倉庫につい

ても、実質もの入れ倉庫の状態で放置されて

おります。倉庫についてはあまり問題ないか

と思いますが、トイレとシャワーにつきまし

てはイーフビーチの入口にもトイレ、シャワ

ー、東屋あります。そこについては非常に町

民それから観光客が活用して利用状況も非常

に多い状況で、町の環境保全課ですか、職員

を巡回させて掃除等もさせておりますので、

イーフビーチ入口のものについては非常に良

い状態であるんですが、西側の久米アイラン

ドの前のビーチのトイレ、シャワーにつきま

しては、ビーチで遊んでいる人なんかも夕方

暗くなったらトイレを探して、そこが使えな

い、あとは近隣の居酒屋とか、民宿とか、そ

ういうところにトイレを借りに来ると、男の

人なんかは、またトイレの後ろ側で用を足し

ていると、そういう話もよく聞こえます。そ

ういうことからして、当該施設は町民、観光

客等、不特定多数の人が利用する施設であり、

行政が管理運営するべきだと思うが、これに

ついて行政としての考え方をお伺いしたいと

思います。

○ 議長 幸地猛

新里剛商工観光課長。

○ 商工観光課長 新里剛

本施設の使用が不能になったということ

で、こちらについても観光客、島民から苦情

がなかったか、もしくは再度、開設する、整

備する必要が寄せられていないかということ

で、それを確認しておりますが、こちらにつ

いてはホテル側にはないということでした

が、それから観光客それから町民含めてホテ

ルの施設を利用してもらっているということ

で、こちらがパブリックトイレという位置づ

けで活用をホテルとしても推奨しているとい

うお話でしたので、現時点で今後のホテル側

の計画、そちらの方も検討中という話でした

ので、現時点では、町として今整備するとい

うことは今考えておりません。

○ 議長 幸地猛

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

この件につきまして、どの課が担当なのか、

こういう保安林の解除、それから海岸地域に

建設された構築物の目的使用外による県の原

状回復命令等、これ町民またはどこかから訴

えられた場合には、原状回復の命令がくるん

じゃないかなと思いますけど、そのへん承知

されている方は答弁お願いします。

○ 議長 幸地猛

新里剛商工観光課長。
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○ 商工観光課長 新里剛

今回の施設についても聞き取りの中で行っ

ておりますが、その中で本人とそれから県か

らのいろいろ指導があったかどうか等も一応

確認して、それはないということで、環境保

全課の方で、この保安林の解除がどうなって

いるかということは一応確認はしております

が、その場所については解除されております。

○ 議長 幸地猛

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

これ建設課長が詳しいかと思いますので、

お聞きしたいと思いますが、こういう目的外

使用、監視塔を例にとって監視塔の目的で造

った物が倉庫状態になっていると、こういう

場合には、目的外使用で現状回復とか、そう

いうことを求められる場合はないですか。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

基本的に建築確認はいただきます。300平

米以下でしたら工事届けということになっ

て、目的外使用というのはあたらないと思い

ます。施主の方で、これは物件造って何々に

使うという目的までは、届け出には、住宅、

店舗兼用共同住宅アパートですね、等々は入

ってきますけど、こういった物については、

目的外使用とはあたらないと思います。

○ 議長 幸地猛

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

それでは次の質問に移ります。ビーチ通り

の歩行者の安全確保について、答弁の中で車

止めを兼ねた花壇が景観や安全管理、利便性

の問題から大部分が撤去されたと答弁があり

ました。花壇の撤去が多くの歩道への駐車を

助長する結果になり、歩行者の安全を確保で

きない状況になっているんじゃないかと思い

ますが、花壇の撤去が違法駐車の助長になっ

たんじゃないかと、そういう担当課の認識は

ないかどうか、お伺いします。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

イーフ中通りの花壇の撤去についてお答え

します。これは平成20年の２月頃に字イーフ

から撤去の要望書が提出されております。理

由としましては、見通しが悪かったり、景観

が悪くなっていること、あと一部破損してい

る花壇もあること、それと後ろにある住宅と

かの進入口を阻んでいたりとかということ

で、撤去の要請があり、それで一斉にほぼ大

部分を撤去しております。その当時はそれほ

どたくさんの違法駐車というのはなかったか

と記憶しております。現在イーフ地区に関し

ては、発展に伴い、かなり人口というか利用

者も店舗も増え、恒常的な駐車場不足に陥っ

ております。そのためイーフ中通りの違法駐

車について、区長さんに相談しましたところ、

今月の評議委員会の議題に上げて、ちょっと

住民に説明をしながら解消に向けて相談をし

ていくという回答をいただいております。

その他ほとんど違法駐車の車両を確認しま

したところ店舗へのお客さん、それから民宿

等の宿泊客のレンタカー、ダイビングショッ

プとかの利用者の車等が恒常的に止められて

いることがわかりました。そのため公共駐車

場の整備についても以前から町に要請をして

おりますが、具体的な駐車場の整備について、

今後再度要請をしていきたいということで回
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答をいただいております。

○ 議長 幸地猛

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

ただいま総務課長から経緯の説明ありまし

たが、この中で地域住民のモラルの問題とし

て区長の協力で住民への説明会を実施したい

という答弁です。この問題は慢性的な駐車場

不足を解消出来ない限り、また違法駐車の所

有者がイーフ地区の自治会の未加入者や飲食

店への来客等、それから先ほどありましたレ

ンタカー、夏場につきましては特にレンタカ

ーが増えます。これを解決するには、答弁で

ありましたように、看板の設置、駐車禁止の

看板の設置、または障害物等の設置で解決で

きると思いますが、設置する方向で検討して

もらえないか、お伺いします。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

平成元年に分譲地の造成に伴って造られた

コミュニティー道路なんですが、コミュニテ

ィー道路というのは、自動車の通行を主たる

目的としない道路のことで、道路そのものを

道路上の空間を歩行者や自転車低速の自動車

などみんなでゆっくりと活用できるというこ

とで、整備された道路であります。勿論そう

いったポールを立てたりとか、そういうこと

で歩道への駐車禁止というものを抑制するこ

とは一番早い手っ取り早いところなんです

が、一時的な停車であるとか、そういったも

のについては、逆に住民の不利益を生じさせ

ることにもなりかねないので、そこについて

は字の区長さんとかで、それから住民の方た

ちとよく協議をしたうえで、どのような方策

を立てていくかを検討していきたいと考えて

います。

○ 議長 幸地猛

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

時間がありませんので、次の質問に移りま

す。県道久米島一周線、これはイーフ地区の

整備についてあります。答弁の中で一部未買

収用地があり、整備が連続していない状況と

の答弁だが、用地買収はほぼ完了との話も聞

いております。

１点目、予算大幅な確保ができないのが細

切れ状態で発注される原因ではないのか。

それと夏場、観光客の多い時期の工期にな

って発注されておりまして、観光客の地域散

策往来等に非常に支障をきたしている。発注

時期の調整は、県に対して要請できないか、

お伺いします。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

予算の件ですと、今年は交付金事業が導入

されて、それに伴う、今回59ｍやられていま

す。これは去年の繰越事業ということで、去

年の３月に発注されていました。今年度分に

ついては、上半期に一応発注したいというこ

とでありましたので、それから今、時期的に

今夏場そうです、私も見てきましたが観光客

が多い時期ではあるんですが、３月の発注時

期となると、ほとんど８月、９月、今月いっ

ぱいで舗装まで終わるという工期でやってい

まして、このことも観光客が往来しているの

で十分気を付けてくださいとお願いはしてき

ました。

それと用地買収が、まだ２件ほど残ってい
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るということで伺っております。その内容等

まではちょっと申し上げにくいんですが、今、

鋭意交渉中だということで、前回25日に町長

と一緒に所長も会ってきました。そのときに

県サイドで進展がない場合は、我々や町長や

議会の皆さんもお願いして、その用地交渉な

りも、協力いただきたいということでしたの

で、よろしくお願いしたいと思います。

○ 議長 幸地猛

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

次に、街路灯の件でございます。既存の街

路灯、防犯灯ですか、これの効力が非常に弱

くて久米アイランドから情報プラザまでの間

その間が、旧来型の街路灯がついていますが、

非常に暗くて観光客が歩道を歩かないで車道

から歩いているのが多くけんさんされます。

街路灯のＬＥＤへの取り替えが道路の整備以

降と説明を受けておりますが、危険回避のた

め街路灯の先行取り替えはできないかお伺い

します。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

質問には街路灯の質問はなかったので、詳

細は持っていませんが、街路灯は原則、町で

は付けません。防犯灯を設置します。今年度

29年度でも最終年度でイーフ地区について

は、一般のものとは違った景観に沿うデザイ

ン的で今単価の価格調査をやって付けます。

それと振興通りと今年度で設置はします。こ

この道路の整備が順調にいけば、また移転と

いう話もでてきます。取り敢えず今年度が最

終年度ですので、設置はして道路の整備に伴

いまして移転はまた再度やるということで考

えています。

○ 議長 幸地猛

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

この街路灯の今年度の設置ですが、交換は

どこからどこまでの区間になりますでしょう

か。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

街路灯ではなくて防犯灯ですね、この防犯

灯設置はＬＥＤの削減を目的とした一括交付

金で決められた事業です。今既存のある箇所

の本数の設置を計画しています。アイランド

の方から仲里自練の前の方までというふうに

だったかなと思っています。

○ 議長 幸地猛

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

以上をもちまして私の質問は終わります。

（棚原哲也議員降壇）

○ 議長 幸地猛

これで９番棚原哲也議員の一般質問を終わ

ります。

休憩します。（午後３時44分）

○ 議長 幸地猛

休憩前に引き続き再開します。

（午後３時50分）

先ほど棚原哲也議員の質問に建設課長から

答弁の訂正がありますのでお願いします。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

先ほど棚原議員の質問の回答に対して、Ｌ

ＥＤの削減という、建設課長としては言って
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はいけないというものをＣＯ２の削減に変更

させていただきたいと思います。それと仲里

自練とまた言ってしまって、仲里自動車学校

に訂正させてください。すみませんよろしく

お願いします。

○ 議長 幸地猛

喜久里議員から反問権について申し出があ

りました。現在、久米島町議会の規則では逆

に執行部から質問ができる反問権の規則はあ

りません。議会運営委員会の同意も得られま

したので、喜久里議員の申し出について特別

に許可します。執行部において、その対応で

お願いします。

８番喜久里猛議員の発言を許します。

（喜久里猛議員登壇）

○ ８番 喜久里猛議員

質問したいわけなんですが、今議長がおっ

しゃいました久米島町議会において反問権採

用していません、がしかし、議運の了解、議

長の許可を得れば、反問ということまではい

きません。反論はできます。ですから私がこ

れから発言することに関して反論したいこと

があれば反論してください。というのはこれ

は大きな問題ですので、誤解、間違いがあれ

ば困るんですよ。そのへんはっきりしたいも

んで、もしあればやってくださいということ

で質問いきます。それでは質問書に則ってま

ずは軽く流していきます。

まず職員の不祥事について、管理責任の認

識に町民とのずれがあるのではないか。10％、

３カ月の減給や農家への被害はないとの発言

等に町民から苦情が出ている。

職員採用時の面接は、町から何人参加して

いるか。また新職員の採用後、半年から１年

間は外部での精神教育が必要ではないかとい

うことです。まずこれが１つ。

２点目は、防災倉庫について、今一度、町

民へ認識させるたけの質問になります。設置

場所は何箇所で場所はどこか。夏場の室内温

度は何度か、保管されている品物はどんな物

かを、回答願いたいと思います。

兼城港について、３点目でございます。平

成29年度供用開始に向けた条件整備は進んで

いるか。作業車の排煙・振動・船の排煙の対

処方法は作成したか、以上３点でございます。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

（大田治雄町長登壇）

○ 町長 大田治雄

８番喜久里猛議員の質問にお答えします。

まず最初の職員の不祥事について、管理監督、

職員の処分は職員分限懲戒審査委員会の答申

を受け、担当課長及び班長を３カ月間10％減

給処分としております。管理監督職員の処分

は、条例ならびに関係規程に基づいた相当な

処分である判断をしております。

町長、副町長の処分については、３カ月間

10％減給を提案する予定でしたが、公共に与

えた影響を鑑み、給料の６カ月間10％の減給

を今議会で提案予定しております。

このたびの事件で横領されたさとうきび振

興議会予算の大部分は、農家に直接交付され

る予算ではなく、補助金の不正請求に係るも

のであるため、農家等への支払いは完了して

おり、平成28年度事業での農家への直接的な

被害は確認されておりません。9月19日から

さとうきび振興協議会主催による、さとうき

び農事懇談会を開催し、農家の皆様へ本件の

謝罪と経過説明を行う予定をしております。

これは小学校区６カ所で予定しております。
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職員採用試験の実施にあたっては、「久米

島町職員採用候補者試験委員会規程」により

試験委員会を設置し実施しております。委員

長は副町長、副委員長は総務課長を充て、委

員は職員のうちから若干名をもって組織する

こととなっております。また、必要がある場

合は、委員以外の学識経験者の面接試験等へ

の参加を認めております。平成28年度実績と

しては、委員長、副委員長、委員計６名の役

場関係者と、１名の学識関係者の７名で二次

試験を実施しております。二次試験ではグル

ープディスカッション、プレゼンテーシヨン、

個別面接の審査を行いました。より公正を期

するため、二次試験の評価点は、最高点、最

低点を除いた評価者の平均点を個々の評価点

としております。

新職員の採用後１年間は職場での現任訓練

を中心に職員の指導育成を図っております。

その後は県市町村課をはじめとする国、県へ

の研修派遣を積極的に行い、人材育成に努め

ておりおります。

２点目の防災倉庫について、防災倉庫は平

成25年に６カ所の小学校区ごとに設置され、

仲里小学校区は旧仲里改善センター跡地内、

久米島小学校区は博物館敷地内、清水小学校

区は具志川庁舎後ろの旧土地改良事務所敷地

にあります。大岳小学校区は仲地ゲートボー

ル場、比屋定小学校区は町営住宅比屋定団地

敷地内、美崎小学校区は宇根公民館敷地内に

設置しております。

倉庫には、移動用のかまどを含め、発電機

やチェンソーなど27種類の防災資機材ほか、

災害用非常食も保管されています。

夏場の倉庫内の温度は40度を超えるものと

思われますが、備蓄非常食は80度の屋内で保

管しても品質が低下しない物を置いておりま

す。

最後に兼城港について、兼城港整備事業は

県の事業となっているので、県からの報告を

回答いたします。質問の１点目、平成29年度

供用開始に向けた条件整備は進んでいるかに

ついて、平成30年１月に兼城港についての整

備は全て完了予定であるため、平成29年度中

には、供用開始します。兼城地区最後の工事

を８月18日に発注し、地元業者が落札してお

ります。

２点目の作業車の排煙・振動・船の排煙の

対法は作成したかについて、粉塵対策につい

て、施設の供用開始後は、フェリーの停泊位

置が西側に移動するため、兼城港への排煙は

低減するものと考えおります。以上でありま

す。

（大田治雄町長降壇）

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

まず、総務課長と町長で答えてください。

久米島約8,000弱になりましたかね、人口が

います。この久米島地域の社会において、役

場の職員というものは、その地域の中で恵ま

れた位置にあるか、ないか。それをどう認識

しているかということと、それと二階級特進

の意味、二階級特進条例にうたっていますね、

事故があった場合に二階級特進があります

ね、死亡した場合、職員が。これをどう位置

づけているか、この２つ、まず回答をいただ

いてから再質問をしたいと思いますので、よ

ろしく。

○ 議長 幸地猛

休憩します。（午後４時２分）
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○ 議長 幸地猛

再開します。（午後４時３分）

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

ただいまの喜久里議員の質問にお答えいた

します。まず町職員の立場が町の中でも非常

に恵まれた立場であるということについて

は、職員採用のときに必ず新採用職員には話

しています。やはり町の全体の所得の水準で

あるとか、そういったものに比べれば安定し

た給与が貰えること、安定した職があるとい

うことは非常に特別だということ、そのため

に新人の職員には言っているのは、そういっ

た立場にあるのだから積極的に地域の活動、

それからＰＴＡ活動など、それは義務として

責務として行っていきなさい。みんなが町民

全員があなたのことを見ていますと、いうこ

とで常に指導をしております。

それから二階級特進に関しては、例えば消

防とか警察の殉職をされた場合とか、そうい

うものだと思うんですが、一般行政職におい

ては今まで行った事例もないので、今ちょっ

と条例の方調べたおりますが、該当する規定

が無いのかなと思っています。これは調査を

した上で再度、また改めてお答えしたいと思

います。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

今総務課長から答弁がありましたが、私も

常に職員には皆さん職場としてあるものに対

しては非常に他の民間に比べると非常に裕福

な待遇で勤務しているよということは言って

いるつもりであります。その認識が個々の職

員がどう認識しているかがちょっと疑問のと

ころもありますが、本来さっきもありました

とおり常に住民の公僕としてやるべきのが本

来の地方公務員としての役割だと思っており

ます。今ありましたとおり、ＰＴＡ活動また

地域行事フル参加できるような体制で、確か

にイベントがたくさんあって、毎回それに参

加して大変な職員もおりますが、またそうで

ない職員も何名かは見受けられます。そうい

うものが全て町民が見ているよということは

常日頃から言っているつもりであります。今

後においても積極的に先ほど申し上げた住民

の公僕として努めることを今後においても促

したいと思います。

それと二階級特進については、以前は特賞

制度というのがありました。研修行ってきた

ときに一号俸上がるとか、そういうのが今制

度の中でちょっと、私その分野から今離れた

ものですからよくわからないんですが、その

制度があるかどうか、今後また担当の方に調

査させたいと思います。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

私の欲しい回答は得られました。公僕とい

う役場の職員というのは、この久米島の社会

においては恵まれた位置にあるんですよ。恵

まれた位置にあるからこそ、日頃の行動を気

をつけないといけないということですよ、私

の言いたいことは。

二階級特進というのは、私が読んだ昔の条

例で申し訳ないんですが、たぶんあると思う

んですよ。命がけで町のためにやれというこ

となんですよ。事故して最悪の場合亡くなっ

た場合、二階級特進があるわけですよ。これ

警察も一緒だと思います。命がけで町民のた
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めにやれということなんですよ。これを踏ま

えて再質問入ります。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

今そうい作業等また勤務時間内に怪我をし

たり亡くなった場合とかは、公務災害として、

それはそれなりの処置がされます。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

本題の再質問に入るわけですが、質問の頭

に言いました。町民と認識のずれがあるんじ

ゃないかという質問です私は、私はあると思

います。簡単な例言いましょうね、一昨日か

らの台風の避難場所、最初から最後まで仲里

庁舎ですよね、あれ、儀間のいつもの通り儀

間の道路冠水したらどうするんですか。儀間

ダムは通れませんよねもう、比屋定によって

は通行止めで通れない、西側の住民どこに避

難するんですか。これが大きな町民のずれな

んですよ。何で具志川庁舎もあるし、具志川

支援改善センターもあるじゃないですか。職

員が向こうに行けばできる話じゃなんです

か。残念ながら最初から最後まで仲里庁舎だ

け、これが大きな、ずれだと思うんです。今

気づいたんですが、今日、傍聴席何人か来て

いますね、これあげましたね、これ議会事務

局かな、答弁書されていないのあげています

ね。傍聴人に、大きな失礼ですよ、これ。聞

いているだけじゃ傍聴人はわからんわけです

よ。私もそうですよ。これを追いながら聞か

ないとわからんわけ、このへんが私は認識の

ずれだと言うんです。

町長も産業振興課長もＦＭで謝罪しまし

た。その中で被害はありませんという発言が

あったようですね、間違いないですか。とん

でもない発言ですよ。農家に直接的に１銭の

被害もなくても農家のこれ金ですよ。これを

使われたんですよ公金を、被害がないという、

これも認識のずれ、先ほど赤嶺議員の中で回

答しました。株がどうのと休憩取りました。

何で休憩取るんですか。事実じゃないですか。

本人が発言した事実をどうして、この議会で

休憩する必要があるの、こういう大事なこと

を今こんなしてやるということは本当にずれ

ているなと思う。

もう一つ、総務課長、副町長、今日この議

場のこの内容について、モニター見るように

職員に指示しました？ 誰かしました？

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

毎回、議会の議事の内容は一階の談話室の

モニター、それから各課でモニターが設置さ

れているところは見れるようになっていま

す。特に、担当課の答弁のものについては、

担当の職員は課長の答弁をきちんと見ておく

ようにということは指示はしております。

本日は、傍聴人も多くいらっしゃるだろう

ということで、本日の議会については議会の

様子を傍聴できるモニターを第四会議室の方

に新たに設置をして傍聴席が埋まって入れな

い方にも見ていただけるようにということで

設置をしております。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

総務課長すばらしい判断と思います。いつ

もの議会とはちょっと違うんですよ、今日は。
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実は我々も今日は傍聴人すごいよと、たぶん

抽選になるよとマスコミも入りますという情

報も得たんですよ。たぶん天気の都合だと思

うんですが、マスコミも天気の都合にしても

私は、実はがっかりしているんですよね。別

に傍聴人みんながいる前で質問したいんじゃ

ないんですよ。いかに町民がこの件に関して

興味があるかということなんですよ。関心が

あるかということ、私なりの情報ではすごい

んだなと思って、たぶんくじになると思って

いました。先着順締め切りになると、ところ

が蓋開けてみたらどうですか。ここにもほと

んどいない、下のモニターにも２人いたかな、

２階のモニター室には準備されてたところ

に、５、６人、これ、私、大きな問題だと思

うんですよ。町民が役場、行政と議会に対し

てここで諦めたのか、どうせ行ったって変わ

らんよと、それとも議会に期待をしているの

か、議会が何とかしてくれるだろうという期

待なのか、残念ながら、私はこれは前者の方、

行っても何も変わらんよという町民の感覚じ

ゃないかと思います。残念ですよねもしそう

であれば、これをなくするためにはやはりこ

の事件を機会に本当、我々みんな執行部も議

会も心入れ替えて真剣にやらんといけない、

そう思います。本当につくづく感じました。

それでちょっとだけ変わるんですが、先ほ

ど始まる前に全員立って謝罪しました。これ

何の意味ですかね、いわゆる管理職は連帯責

任だという意味でしょうか、代表して総務課

長お願いしたいと思います。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

今回の職員による不祥事については、これ

はもう役場全体の問題だと考えています。今

回の公金の扱い方、それから職員のモラル、

コンプライアンス、これは単に担当課、担当

の当該職員の不祥事に止まらず、これは町全

体の問題として捉えて、今プロジェクトのチ

ームで全て調査、それから原因究明、再発防

止について調査、そして議論をしております。

これは本当に町全体、町職員全員で取りかか

って、一日も早い信頼回復に向けて全体で取

り組むべき問題と認識して指導をしておりま

す。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

すばらしいことだと思います、それは。や

はり全体連帯責任ですよ。その連帯責任にお

いて、税務課長、今度の事件で一番答えるの

は税務課ですよね。町民はもう ワッター税

金 払ランドー とこうですよ。いい機会で

すよ、3千万も横領されて何でワッターガ

銭 払ランネー ナラン となるんですよ。

28年度の徴収率がどれぐらい下がるか、当然、

課で話していると思うんです。下がる予想す

るか来年度に向けて、答えてください。

○ 議長 幸地猛

上原厚税務課長。

○ 税務課長 上原厚

ただいまの喜久里議員のご質問にお答えい

たします。この件が発生して税務課の中では、

これから、特に徴収担当については、町民の

方々から、いろいろな批判があるだろうと、

それはそれでお互いは受け止めないといけな

いことだということで、課内では一応話しを

しております。それで実際に電話等、徴収等

で、そういう納税率の方からお話は聞いてお
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ります。ただ、徴収時については、ここ最近、

町民の方々の納税の意識が非常に高まってま

すので、減るかどうかについては検討してお

りません。ただその影響がないとは言えない

とは思いますが、いくら減るかというのは検

討しておりません。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

減るだろうということは見越しているが何

パーセント減るか検討していないという話で

すね。０にしてください頑張って、全部で、

全部共同責任だからこれ、税務課だけ難儀す

る必要ないですよ、この件については、やは

り隣のプロジェクト推進室長の家族、親戚、

税金を払わせてくれよと、このぐらいのこと

やってください。

次いきます。先ほど私知らなかったんだけ

ども、一昨日ぐらいですかね、振興協会の臨

時総会あったんですね、先ほど。その中で農

協の責任、話出なかったですか。会議の中で

出なかったですか。町長が出たのかな、誰が

出たのかな。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

ただいまの質問にお答えします。農協の責

任というのは、会議の中ではありませんでし

たが、いろんな資料の要求等については、例

えば受払簿、堆肥の実際の受入簿とか、その

詳細については今いろいろなこちらから要求

した分には、全て貰えております。そういう

こと等もあって、今後の対策については向こ

うは向こうの問題として、他に内部で調整さ

れているかと思います。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

産業振興課長、さとうきび振興協会の通等

が１つありますね。その後さとうきび振興協

会の通帳作りましたね。これどこで作ったん

ですか。

○ 議長 幸地猛

佐久田等産業振興課長。

○ 産業振興課長 佐久田等

当該元職員、ＪＡから作る書類を持って来

て役場で記入して、ＪＡで不正な通帳を開設

しております。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

そこなんですよ、副町長。さとうきび振興

協会というのがあります。当然もう何十年も

ありますよね、振興協会ね。同じ農協に２冊

目のさとうきび振興協会の通帳を作ろうと、

現に作ったんですよ。窓口決済する支店長、

誰が見てもわかるでしょう、おかしいと。こ

れをそのまま作る自体が私は許せないんです

よ実は。私は部外だからもの言えないんだけ

ども、ここで言うんだけども、２、３日前の

会合の中で出なかったということをお聞きし

ます。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

今回の会議の中では、その詳細については

議論しておりません。今ありました第２口座

というのは、本人が今課長からあったとおり、

独自で公印を作って、定款を作って、金融機

関は基本的には印鑑と定款があれば認めるわ
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けですね、どんな口座開設においても、今回

はそういうかたちでやられたということにな

ります。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

書類が揃えばどんなかたちでもできるとい

うことは間違いだと思いますよ。通帳を作る

ときには内部である程度の審査するんです

よ。ましてや支店長決済ですよね、これ通帳

作るには。例えば喜友村出納室長、それから

副町長も金銭扱ってきています。一目見てわ

かるんじゃないですか。おかしいって、何で

さとうきび振興協会の通帳があるのに、さと

うきび振興協会の通帳を作るのって、私は、

これは役場だけが責任を負っているようなか

たちになっているんだけども、そうじゃない

と思うんですよ、トップ理事である農協、久

米糖大いに責任あると思います。これは私が

言えるものではないですから、このへんで押

さえます。残念なのはあの会議に、私は、そ

の話が出てほしかったなと思っている。会議

あること自体わからなかったもんだから、と

ういことです。

さっきから非常に問題なっている10％３カ

月、あるいは６カ月の減給分、これ合計でい

くらなりますか。決定した場合、町長、副町

長が仮に２、３日後の明日からな、議会で可

決された場合にはいくらなりますか。

○ 議長 幸地猛

休憩します。（午後４時21分）

○ 議長 幸地猛

再開します。（午後４時23分）

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

ただいまの喜久里議員の質問にお答えいた

します。町長、副町長の給与を６カ月間、10

％減額した場合、給与のみで合計で76万2千6

00円の減となります。これに12月のボーナス

も入りますので、ボーナスの分を加算すると

約100万円近くになるんじゃないかなと思い

ます。ちょっと計算をしてみないとわからな

いんですが、詳しい金額はまた後で出したい

と思います。

（「職員２人の…」の声あり）

職員の分はまだ計算、ちょっとごめんなさ

い、してません。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

町長、副町長で約100万円になるという数

字であれば、課長、班長で70万円ぐらいにな

ると思うんです。170万円ですよ。なぜこれ

を質問するかということは、町民が何を知り

たいかということなんです。10％と３カ月と

リ イイネー チャッサ ナインバーと。

当然記録に載りますね、そして町民に見ても

らいます。このぐらいとしか思わないだろう

なと、町民は正直な気持ちになりますよ。た

だ、さっきから４人の議員が質問して、同じ

ような答えで、規則上これだろうと。他市町

村の例も含めて、これが妥当だという線であ

りますので、敢えて言いませんが、明日、明

後日の議会で町長、副町長の処分が決定され

ます。課長、班長も当然もうされていますね。

これが妥当な線と言うんであれば、この事件

がほぼ解決に向かった時点では、皆さん全部

公にすると言っています。条例上、条例を設

定したんだが、自主返納という道はあります

か。あるかないかでいいです、これは。やる
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やらないじゃない、あるかないかだけで答え

てください。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

自主返納という道は、強制的な返納という

のは労基法上認められておりませんが、自主

返納というのは可能性はあるかと思います。

今のところは可能性としか、お答えできませ

ん。

特別職については、これは給与というのは

条例で定められるものなので、これはまた条

例での議決事項になると思います。町長、副

町長の自主返納の場合には、寄付行為に当た

る可能性がありますので、これは認められな

いと思います。要するに返納というかたちの

場合はですね。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

減額は仮は議会で可決します。しかし事件

が解決に向かって公表した時点においては、

これは考える必要があるんじゃないかという

状態になる可能性があるんですよ。その場合

のいて自主返納がなければ寄付というかたち

が今できないという回答ですか、できるとい

う回答ですか。

○ 議長 幸地猛

大城学企画財政課長。

○ 企画財政課長 大城学

政治家の寄付行為に当たる可能性がありま

すので、それはできないと。今回も条例で出

るんですが、もしそれ以上の分を削減するん

であれば同じようなかたちで条例改正になる

と思います。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

残念ですね、私はできるかなと思って。そ

れはもちろん本人が決めることだからいいん

だが、ということで回答を得ました。できな

いということですね。

それでは、この件なんだが、私の質問の中

で、新職員の採用を半年から１年は外部での

精神教育が必要ではないかとありましたが、

回答はですね、１年間は職場での現任訓練を

中心に職員の指導育成を図っておりますとな

っているんです。私は外部ですと。というの

は、職員を採用します。いきなり何らかの仕

事を就けます。なかなか勉強する機会がない

んですよ。条例を読む機会もない、なかなか。

私が外部と言っているのは、これはたぶん解

釈違いをしている、消極的解釈というか、私

は積極的回答が欲しかったんだが、民間の教

育システムですよ、私が言っているのは。国

や県ではない。ありますよね、民間の教育シ

ステム。

昔でいえば、何々ヨットスクールです。あ

れと似たようなものです。いくらでもありま

すよ。そこに半年間預けるんです。徹底して

条例を熟知させて、公務員たる役場職員はど

んなものかと。であればこの再発防止なんて

必要ないんです。こういう事件は起こらない

んです。これの質問なんです実は。回答でき

ますか、これ。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

地方公務員とか国家公務員の場合、そうい

った研修のための民間への派遣というのは、
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あまり初任研的なものでは聞いたことがない

ので、これはちょっと内容を調査した上で回

答させていただきたいと思います。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

先ほどのどなたかの質問で３日間は行かせ

ていますと言っていました。３日間でできる

わけないでしょう、人間教育が。何かある度

に横領とか事件とかある度に関係者は揃って

謝罪して、再発防止に努めますと。マスコミ

もそこまでは取り扱ってくれます。残念なが

らその後はほとんど載らない新聞にも。だか

らその後どうなったか分からないんですよ、

実は。私はこの件につきまして、皆さんはい

ろいろ再発防止策と書いてあるが、再発防止

じゃなくて、これからあと、新入職員が新人

職員が事件を起こさない、本当に公僕たる人

間形成を育んでいく上には、その教育が必要

なんです。だから再発防止ではないんです、

これは。人間教育なんです。やらない人間教

育、再発じゃない。こういうことはやっては

いけないという、社会人として特に公僕たる

役場の職員としてはやってはいけないという

人間教育。これをぜひやってほしいと思いま

す。総務課長、可能かどうかと言いましたけ

ども、それができたらやってほしいなという

ことであります。

それから、産業振興課長、今までの経緯、

私の情報が間違っている可能性もあるし、当

たっている可能性もある。公金を横領された

わけですよ。これがまだ前金を入れて正作途

中にある、あるいは購入途中にあるのがあり

ますね。業者は、いやもう前金いただいたの

でこれ造りますというんだけれど、そうじゃ

ないでしょう。これは公金を横領した金です

から、ここで止めてくださいと、皆さんが言

った時点で、それ１つ。

それと、全体協議会の中でいろいろ説明し

てきました。したんだが、車は新古にしかな

らんよとか、ギターもバイオリンも。特に三

線なんていうのは今つくっている最中ですよ

ね。その時に弁護士がちょうど来たときだっ

たな、私は法律的にできなくても泣き落とし

でもいいから、その売った業者に行って、こ

れはまともな金じゃないから皆さんも損して

くださいと、返してくださいと、行きました

か。例えば例というのはオートバイ屋さんに

行きましたか、楽器屋さんに行きましたか、

答えてください。

○ 議長 幸地猛

佐久田等産業振興課長。

○ 産業振興課長 佐久田等

最後に家族から出てきたのが車でした。車

の話がありましたので、すぐその車屋さんに

電話を入れて、何とかこれを止めることがで

きないかお願いしたところ、できないですと

お断りされましたので、現在、車屋さんの車

庫の中で外に汚れ等が付かないように展示販

売できないかということでお願いして、いま

置かせてもらっております。

三線についても直接本人に電話させました

が、三線屋さんが、その時休みだったのか電

話を取らないものもありました。他について

はバイク等も直接、このバイク屋さんには電

話して引き取ることができるかというのは確

認はしておりません。しかしながら、警察の

話によりますと、相手側の弁護士さんがこち

ら側の弁護士さんと相談して、早めに処分し

たいというお話もありましたので、そのへん
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の協議に入るかと思っております。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

非常に残念な回答なんですよね。その時点

でパパパッと動いて、すみませんこういう事

情ですと。これ公金ですので返してもらえま

せんかと、これが普通上司の仕事じゃないか

な、副町長も。これあんたの仕事だと思うよ。

ただね、お父さんに言って、家族に言って、

こんなんでは駄目ですよ。今さらこれ言った

ってしょうがない、遅いんだけど、ただ私は

三線については間に合うんじゃないかと思っ

ているんだけど。そこでストップさせたらい

いですよ。残りはくださいと、かかった分は

引いていいから、残りは返してくださいと、

これどうですか、このへんはちょっともう残

っているのは、これしかないから。

○ 議長 幸地猛

佐久田等産業振興課長。

○ 産業振興課長 佐久田等

それが可能かどうか、一旦また警察の押収

物になる可能性も証拠品となる可能性もござ

いますので、一旦相談をしてから、それが可

能であれば電話を入れたいと思います。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

ただいまの喜久里議員の質問に対してちょ

っと補足をさせていただきます。まず、第三

者、要するに購入先、販売先、販売元がこれ

が公金横領という、そういうお金で購入され

たものを知っている場合にはある程度瑕疵が

あると認められますが、それを全く知り得な

かった場合は、この販売元には何の瑕疵もあ

りません。ですのでそれを例えば引き取って

ほしいとか、キャンセルしたいということは

商法上も認められるものではないというふう

に弁護士からも説明を受けております。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

私は産業振興課長に言いましたよね、泣き

落としでもいいからやれと。あんたは法律を

言っているわけ。そうじゃないでしょう。法

律どおりにやれば、何もこんなの質問する必

要ないんです。これを私は言っているわけ。

だからちょっとでもいいから、100円でもい

いから、200円でもいいから、千円でもいい

から、とにかく多めに回収するのが皆さんの

義務だと思うんですよ。であればそういう手

も使う必要はあるんですよ。どうですか、町

長このへんは。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

私もこの件に関しましては、さっき担当課

長からあった車についても返すことができな

いかどうか、すぐ問い合わせしなさいという

ことで問い合わせさせております。そしてい

ろんなかたちでいま弁護士との調整の中で、

相手も顧問弁護士を立ててるようです。その

物の処分については弁護士同士のいろんな協

議の中で解決されるということになっている

ようであります。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

職員新人採用試験なんだが、この中に町長

入っていないんだよね。入らなくてもいいの、
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入ったらいけないのかな。回答もらいましょ

う。町民ちょっと分かってないですよ、おか

しいなと思うから。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

町長は最終的な任命権者となる人です。任

命権者は職員採用試験の公正を期すために任

命権者は試験委員会の方には参加しないこと

が原則となっております。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

もう最後にしましょうね。全協で説明した

とか、いろんなところで議運でも説明してい

ますが、私は副町長に言いました。サトウキ

ビ振興協議会の27年度の繰り越し、28年度の

予算総額はいくらなんだと。これ誰も分から

ないんです。調べましたか。

○ 議長 幸地猛

桃原秀雄副町長。

○ 副町長 桃原秀雄

そのへんは正確な数字が出てなくて、まだ

確定はしてないので報告はできません。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

どうしてこれ調べられないの、こんな簡単

な話。産業振興協会の予算に載っているんで

しょう、繰り越し分を含めて28年度予算も。

あんたが調べなかっただけじゃないの。じゃ

あ産業振興課長、答えて。27年度繰り越しが

ありましたよね。28年度の予算がありますよ

ね、合計いくらか。合計によって、このうち

の３千万円ということになっちゃうんです

よ。

○ 議長 幸地猛

休憩します。（午後４時37分）

○ 議長 幸地猛

再開します。（午後４時38分）

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

29年度の総会が29年６月７日に終わりまし

た。その中の決算資料の中では、27年から28

年に繰り越した繰越金は292万7千454円であ

ります。それから、28年から29年に繰り越し

される額が4千344万5千819円となります。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

これを単純に合計して約4千300万円、4千3

00万円のうちに皆さんが4千630万円という解

釈でいいんですね。町民にもそれで説明して

いいわけね。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

先ほど申し上げたとおり、29年６月７日に

総会は終えて、29年度予算への繰り越しは4

千300万円余ります。その後にこの4千300万

円の中から第２口座に移したものとかは発生

しているものと思っています。

○ 議長 幸地猛

休憩します。（午後４時39分）

○ 議長 幸地猛

再開します。（午後４時41分）

喜友村薫会計管理者。

○ 会計管理者 喜友村薫

先ほど大田町長の方からご回答をさせてい

ただいた内容の補足というか、訂正をさせて
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いただきたいと思います。先ほど返答させて

いただいたのは、あくまで繰り越しした額の

金額です。200万円と４千万円はですね。平

成27年度の決算額につきましては、歳入が9

千824万5千764円。支出が9千531万8千310円。

これの繰越金が292万7千454円として28年度

に繰り越されています。28年度の収入総額が

1億1千789万7千204円。支出が7千445万1千38

5円となっておりまして、平成28年度から29

年度に繰り越されている金額が4千344万5千8

19円となります。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

先ほど喜久里議員から二階級特進のお話

が、それは昔の話だったと思うんですが、相

次ぐ給与制度改革の中で特別昇給というもの

がほとんどなくなってきています。ただ１つ

だけ特別昇給のものが残っておりました。読

み上げますが、昇給昇格の基準に関する規則

の中で、勤務成績が良好である職員が生命を

賭して職務を遂行し、そのために危篤または

障害、死亡した場合、については、いわゆる

１階級、４号法の昇級があるということが、

これだけが特別昇給で今残っている状態で

す。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

良いことを聞きました。生命を賭してやる

ということなんですよね要は、役場職員は、

町民のために、私はそう解釈しますので。こ

の件については終わりましょう。

次、２番目の防災倉庫なんですが、これは

６カ所あるということは私も承知しておりま

した。ただ管理が本当になっているかなとち

ょっと疑問なんですよ。例えば、仕事柄、私

はよく改善センターに行きます。そこで定期

点検しているのを１回も見たことがない。ま

ず、この管理課というか管理人というか、各

場所の、鍵は誰が持っているか。そのへんか

ら回答してください。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

防災資機材の防災倉庫を設置する際に、久

米島町防災資機材の設置及び管理に関す規程

というのが設けられております。

この中では、資機材は各小学校校区をせい

する字に無償で貸与し、各校区ごとで管理を

すると。いわゆる区長さんたちが管理をする

ことになっております。防災倉庫の鍵は各字

の区長が持っています。

点検に関してなんですが、これは後で消防

の方に補足説明していただきますが、本来で

あれば字の区長さんたちが定期的に管理をす

るものですが、消防の方で毎年定期点検を行

っております。それから、毎回防災訓練の時

に資機材のチェンソーとかの使い方の講習と

かを毎年のように行っております。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

ということは、例えば清水校区を例にとっ

ていきましょう。清水校区の区長さんは６カ

所あります清水校区は。字の区長さん全部持

っているわけね。当然町も持っているわけね、

定期点検しているから、ということですね。

７個あるわけね。清水校区でですね。定期点

検していると言いました、今。その中に実は
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気になるのがあるんです。チェンソー、あれ

日本製ですか。

○ 議長 幸地猛

浜元浩消防長。

○ 消防長 浜元浩

ただいまの喜久里議員の質問にお答えしま

す。チェンソーについては外国製となってお

ります。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

外国製で、緊急時に大丈夫ですか、部品あ

りますか。どこで取るような仕組みになって

いますか。それと入札の時にメーカー指定が

あったのか、なかったのか、その２つ答えて。

○ 議長 幸地猛

浜元浩消防長。

○ 消防長 浜元浩

いま議員ご指摘のとおり、チェンソーにつ

いては度々エンジンのかかりが悪いとか、そ

ういうのも実際に発生しております。その時

に、その場合は消防職員が直接、この機材を

再度確認しまして、いろいろ点検したり、再

度エンジンの調整、そしてまた不具合につい

ては部品等については調達できる分は調達し

ようということで考えております。確かに外

国製となれば、なかなかそのへんが上手くい

かないところもあります。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

これ入札をさせた総務かな、特記仕様書に

はどう書いたの、入札の。

○ 議長 幸地猛

浜元浩消防長。

○ 消防長 浜元浩

仕様書については確認しないと、いまお話

できないんですが、入札については３社の指

名競争入札で行っております。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

日本の消防というのは消防士、そのものが

優秀だし、機械も全部優秀なのを揃えている

んですよ。特に救急車なんていうのはすごい

ですよね。にもかかわらず、この防災倉庫の

チェンソーだけどうして外国製が入ったかと

いうことです。これ非常に私疑問なんです実

は。部品がすぐ、例えば久米島でいえばよし

なが機械へ行って調達、国吉金物店行って調

達できるようなものなのかどうか、このへん

までちゃんと調べてやったのか。緊急でしょ

う、これは、防災というのはあくまでも。緊

急用ですよ。行ってすぐ出して、すぐかから

んといかん。今言うように故障してどうする

の、こんなもん。消防だけでやったのこれ、

役場関係なく。

○ 議長 幸地猛

浜元浩消防長。

○ 消防長 浜元浩

基本的には、通常の維持管理については、

各地区、地域で行うということになっており

ます。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

防災倉庫の設置、防災資機材の整備につい

ては総務課の防災関係の事業で実施していま

すが、実際の事業の執行については消防の方

が行っております。事業の発注とか執行につ
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いては消防の方が行っております。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

もう買った物はしょうがない。特記仕様書

は私に提示してください。町長と副町長にお

願いしたい。防災倉庫というのはあくまでも

緊急時ですよね、緊急用品ですよ。この外国

品であれば前もって部品を買って置いて、そ

んなに高くないと思うので保管しておいてほ

しい。その都度その都度では間に合いません。

これどうですかね。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

逆に言えば、チェンソーの場合は外国製が

性能がいい機械になっているかと思います。

それをある程度のその取り引きをやっている

業者というのはいつでも故障の部品が確保で

きるような、おそらくそういう代理店になっ

ていると思います。実際私もその機械をもっ

ておりますが、刃の交換とかは島の店舗にも

置かれておりますし、あとのキャブのスポン

ジありますね、ゴムですね、それも取替用が

だいたい共通ですこれは。こういうのも、故

障する箇所においてはだいたい燃料系統だと

思いますから、常にチェックすれば大きな問

題はないと思っております。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

今の町長の答弁と消防長の答弁ちがうよ

ね。定期点検で故障しているというんだよ。

それが問題だと言っているんですよ。だから

私は部品をちゃんと買って置いておけと言っ

ているんですよ。そのへんどうですか、どな

たか。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

実態調査もして、本当に何々部品が必要な、

僕が思うには、その刃がなまって切れないと

かいうのがだいたいだと思っております。あ

とはだいたいはキャブ関係だと思いますの

で、常に点検すれば燃料系統の故障というの

はそんなにはないと思っております。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

定期点検触ってるのは消防だよね、定期点

検しているのは。消防であれば、総務であっ

ても消防であっても、月に１回なのか、２回

なのか、あるいは３カ月に１回なのか、定期

点検だから、これ何かに載っていると思う規

約に。

それと燃料、その倉庫に入れているのか入

れていないか。室内温度は40度とあるけれど

40度なわけないよね。40度では絶対止まらな

い。例えばそれに防熱材が入っているんだっ

たら別ですよ、測ったことあるかということ

です。

○ 議長 幸地猛

浜元浩消防長。

○ 消防長 浜元浩

この防災倉庫なんですが、20フィートコン

テナを使用しております。高窓、そして換気

口を２カ所設けております。内側はベニヤ貼

りの仕様となっております。温度については

夏場はやっぱり43度、実際に温度計で測って

きました。43度から45度近くまで上がると思
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われます。

定期点検なんですが、消防の方で水利点検

に合わせて各防災倉庫の、特にチェンソーの

エンジンのかかりとかを行っています。

回数については今のところ特に決めてはい

ません。水利点検と合わせて、行けるときと

また実際に点検に回らないというときもござ

います。

燃料の方はガソリン缶が20ℓのガソリンと

10ℓ缶の混合燃料を保管しております。倉庫

の中に保管されております。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

緊急を要するんであれば燃料も倉庫の中に

しょうがないかなと思うんだが、ちょっと心

配ですよね、夏場ね。このへんのところ。定

期点検は定期だからちゃんと決まっているは

ずなんだよ。これどうして答えられないの。

定期だから。

○ 議長 幸地猛

浜元浩消防長。

○ 消防長 浜元浩

基本的に水利点検については２カ月に１回

という回数で実施しております。その時に併

せてチェンソーの点検等を実施しておりま

す。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

２カ月に１回ということで、それから燃料

は倉庫の中にあるということですね。燃料ち

ょっと心配なんだけど、消防長が大丈夫だと

いったら大丈夫かな、45度で。このへんは検

討課題として、果たして大丈夫かどうかとい

うことでお願いしたいと思います。

次、３番目の兼城港の供用開始。回答では、

８月の18日に発注し、地元業者が落札してい

ますということで、そうなるとやはり29年の

３月末までの供用開始になると思いますが、

この８月18日に発注された工事金額と落札業

者を教えてください。まずそれから。

○ 議長 幸地猛

休憩します。（午後４時57分）

○ 議長 幸地猛

再開します。（午後４時58分）

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

８月18日に発注された金額は、県の入札サ

イトで確認すると税込みで4千320万円。これ

は斜路いまやっていますバースの船の着け側

の後ろの方、そこのコンクリート舗装と若干

少なめではあるんですけどアスファルト舗

装。工作物という内容で聞いております。受

注業者は備瀬建機さんです。

○ 議長 幸地猛

お諮りします。

定刻の５時前になりましたが、まだ質問が

続いておりますので、会議時間を延長します。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。従って、会議時間は

延長することに決定しました。

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

ちょっと聞き逃しました。4千300万円を大

田土木、備瀬建機は何を受注したのか。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀
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今の８月18日の入札物件は舗装工事で備瀬

建機さんです。4千320万円。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

その中で私の質問の中に、砂じん、排煙ね、

車の、それから振動、船の排煙等の対処方法

は作成したかという質問なんですが、回答は

私の欲しい回答じゃないんだよね。大田課長

においてはこの質問の趣旨がよく分からない

ということで私に尋ねてきました。私はター

ミナルビルを含めて青図があるだろうと。だ

けど、この回答に出てこないんだよね。ター

ミナル建設するときにおいて、コンテナをど

こに置いて、車をどこに置いて、私はその時

にこの案は反対ですよと仲村プロジェクト班

長に言いましたね、平良町長の時に。平良町

長と向こうの会議室で。

兼城の住民が何を欲しているか、考慮され

ていない。我々はその兼城は、その排煙とか

振動とかも我慢できなくて、今までも我慢し

てきてやっと移動できると思っているのに、

そこに仕事をしやすいようにということでフ

ォークの排煙がくるような位置にコンテナを

置いているかたちになっているわけよ、これ。

これは私は駄目だと言いました。これ見まし

たか。まだありますよね、当然ありますよね、

もちろん廃棄するわけじゃないからターミナ

ルビルのことだから。

その図面を見て、兼城の住民が本当に納得

するかどうか、まず検討してみてください。

その後フェリーさんとの、それから兼城区民

との話し合いになると思います。どんなふう

に作業体系をもっていけばいいか。当然我々

は兼城の区民としては兼城区民に排煙がこな

いような方法にもっていきますよ。それでフ

ェリーさんが、これじゃ仕事できませんとな

ったらそれの調整が必要になってくるんで

す。それを言っているんです、これは。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

図面というのは全くありません、ターミナ

ルは。前回、県と打ち合わせで９月22日に兼

城港の新ターミナルの基本設計を発注しま

す。22日に決まりました。足かけ約９年総合

事務局に人間を派遣して、もう５人も派遣し

て足かけ９年でやっと基本設計を発注して来

年から着工するということでやってます。今

の荷役場所なんですけど、そのへんも踏まえ

て人、車、作業車で送迎等々の導線というん

ですが、どういうふうなルートで安全か、ど

ういうのが最短なのか、出ていくのは、作業

車はどういうふうな場所がいいかというそう

いうものを検討するために基本設計を発注し

ます。そこにおいてそのターミナルの規模、

面積やら間取り、どのぐらいの、食堂もぜひ

必要だということで申し上げていますけど、

そのへんの検討するために９月22日に基本設

計を発注して、これももちろん地元の意見も

取り入れると思います。そのへんで決めてい

きたいなということで港湾課長は言っていま

した。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

あと２分使わせてください。いま大田建設

課長は図面は一切ありませんという答弁なん

だけども、あるんですよ。プロジェクト推進

室長、どうして横の連絡がいってないの。
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○ 議長 幸地猛

休憩します。（午後５時04分）

○ 議長 幸地猛

再開します。（午後５時05分）

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

いま喜久里議員が言っているその図面は旧

具志川村時代にたぶん作ったものであろうか

と思います。図的にこういうのはあるんです

けど、いまエリア囲み、要は荷役場所、フェ

リー作業船、ターミナル周辺、全体的に兼城

地区としての基本構想をつくって、皆さんに

オープンしようと。意見等も集約しながら基

本設計を求めていきますというプランです。

なので今からだと思います。どういう建物に

なるか、どういう配置になるか。フェリーの

車輌の騒音、煤煙、その作業場についても県

の港湾課からフェリー会社に、そこの使用に

ついて再度協議を入れるということでしたの

で、向こうがフェリーがつくった小屋、荷物

置き場等々もありますので、そのへんの協議

は基本設計を出してから協議したいというこ

とでした。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

これからということなんだが、ターミナル

はあと２、３年かかるよね。港は29年３月ま

でには供用開始するんですよ。既に９月です

から今から準備しないと間に合わないと思い

ますよ。つくってきて、これでやりますでは

字民は納得しませんよ。つくって、青図構想

図をつくって、字と相談して、いかに字に迷

惑をかけないようなやりかたを持ってこない

と、字が納得しないので、その点は早めにや

ったほうがいいと思います。この回答ではも

う延びる話はしてないから、これ。３月には

もう供用開始なんですよ、４月では。だから

そのへんが回答されているんだけれど大丈夫

か、何か心配そうな顔してるけど。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

工事工期は１月です。ですから30年の３月

には兼城地区としては供用開始したいと。そ

こにいま発注している工事の物件で問題がな

ければ、スムーズにいけば１月には完成して、

工事工期終わって３月には供用開始できると

いうことでした。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

ぜひ、長年の懸案ですので３月、４月には

供用開始するように。但し字民が納得するよ

うな方法でやってください。

最後になるんですが、最初の質問に戻りま

す。この機会をですね、我々本当にいい機会

です。いい機会と言ったら失礼ですが。町の

皆さん、役場の皆さん、議員もそうです。町

民のために議員があり行政があるわけだか

ら、絶対今後はないように再発防止というこ

とではなく、私は人間育成、役場職員の人間

育成、これをやっていけたらと思いますので、

みんなで頑張っていきましょう。終わります。

（８番喜久里猛議員降壇）

○ 議長 幸地猛

これで８番喜久里猛議員の一般質問を終わ

ります。

以上で本日の一般質問は終了しました。

本日はこれで散会します。お疲れさまでした。

（散会 午後５時10分）
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（午前 10時00分 開議）

○ 議長 幸地猛

おはようございます。日程に入る前に報告

します。

本日、１名の方から議会傍聴の申し出があ

りましたので許可しました。傍聴者には久米

島町議会傍聴規則を守って傍聴していただき

たいと思います。

これより本日の会議を開きます。

本日の議事日程はお手元に配布したとおり

であります。

先日に引き続き一般質問を行います。

日程第１ 会議録署名議員の指名

○ 議長 幸地猛

日程第１、会議録署名議員の指名を行いま

す。

本日の会議録署名議員は、会議規則第120

条の規定によって、２番盛本實議員、３番平

良弘光議員を指名します。

日程第２ 一般質問

○ 議長 幸地猛

日程第２、ただいまから一般質問を行いま

す。それでは順次発言を許します。

10番玉城安雄議員の発言を許します。

（玉城安雄議員登壇）

○ 10番 玉城安雄議員

10番玉城です。それでは一般質問の前に一

言申し述べたいと思います。まず質問の前に

元職員の横領事件について一言申し上げたい

と思います。今回の元職員の不祥事について

は先般の同僚議員の一般質問においても管理

体制の甘さが不祥事の要因であると厳しく問

われています。この際、事件の全容を解明し、

管理責任を明確にして、町民に不安と不信感

を与えたことに対し、町長及び幹部職員は十

分反省して説明責任を果たすと共に定められ

た再発防止策を確実に履行し徹底して再発防

止に努めていただきたい。また我々議会もチ

ェック機能を強化して、今後このような不祥

事が起こらないよう、再発防止に努めること

を申し述べ質問に入ります。

私の方から４点ほど質問したいと思いま

す。まず１点目、町役場の事業計画について

伺います。東日本大震災の発生があり、災害

や事故を受けても重要業務を中断させず、中

断してもできるだけ早急に復旧させるための

計画である業務継続計画が注目されていま

す。特に主要な業務がコンピュータ化されて

いる現在、データが破壊されたり、アクセス

できなくなると町役場の業務が停滞してしま

うことから、情報通信技術についてはガイド

ライン作りが進められバックアップ体制の構

築が求められています。地震、津波、水害等

自然状況の厳しい日本では安全な地域はな

く、本町もいつ大災害に見舞われないとは限

りません。本庁舎含め、行政機能が停滞しな

いような、役場の業務継続計画について本町

はどのようにとらえているか伺います。

２点目、町長副町長の不在について、これ

も防災の面からですね、日本大震災を上げる

までもありませんが、災害はいつ発生するか

予想もつきません。しかし住民の生命を守ら

なければならない行政は、いついかなる時で

もその機能を発揮しなければなりません。中

心となる最高責任者は町長ですが、町長には

様々な仕事があり、島外に出張しなければな

らないことも多くあります。そのような時は

当然、副町長が、その職務を担うことになり
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ますが、場合によっては二人が不在の時、災

害が発生ということもあります。やはり町長、

副町長が同時に町を不在にするといったこと

は普段から極力避けるといった対応が必要と

考えるが、町長の見解を伺います。

３点目、バーデハウスについて、バーデハ

ウスについては、町民の健康増進施設や観光

施設として、第三セクターで運営されていま

すが、近年では経年劣化による機器の故障や

ランニングコストが割高で経営的にも厳しい

状況であります。過去にも改善策は講じられ

てきたが効果が出ていません。この施設は町

民の健康増進施設、観光施設として重要な施

設であります。今後の運営についてどのよう

に考えているか、伺います。

次、４点目ですね。仲里総合運動公園の管

理について伺います。

１点目、総合グランドの道路沿いのフェン

スの設置等については、どのように考えてい

るか。

２点目、Ｂ＆Ｇのプールの屋根の設置につ

いて、どのように考えているか。以上２点、

当局はどのように考えているか伺います。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

（大田治雄町長登壇）

○ 町長 大田治雄

おはようございます。それでは10番玉城安

雄議員の質問にお答えします。まず１点目の

町役場の事業継続計画について、久米島町に

おける業務継続計画については、現在、改定

作業中の防災計画の中にも一部網羅されてお

りますが、正式なＢＣＰの策定はこれから手

がける予定であります。

ご質問の電算データのバックアップについ

てですが、住基データ及び総合行政システム

等の機関システムデータについては、日々の

バックアップ体制は現在確保しております

が、今後バックアップシステムやクラウドサ

ービスを導入し、より強周な事業継続性を確

保する予定であります。

２点目の町長、副町長の不在について、町

長不在時の職務代理者は副町長となります

が、久米島町職務代理者規則で、町長の職務

を代理する上席の事務吏員である課長を第３

位まで定めるとともに、緊急時指揮命令系統

図を作成しております。また、連休等の休日

を含め、町長、副町長が極力同時に不在にな

ることがないよう、毎週、町長、副町長のス

ケジュールを朝礼でもって調整等を行ってお

ります。

３番目のバーデハウスについて、バーデハ

ウスの現機器については、稼働コストが高い

うえ、経年劣化による故障が頻発しており、

その都度、修理を行い対処しているところで

ありますが、こうした管理コストの増大によ

って経営にも影響を与えている状況にありま

す。これまでの機器の更新については、高額

な費用を要することから、あらゆる補助事業

の可能性を模索したところであります。該当

する事業がなく、現在に至っておりますが、

機器の劣化が著しく、安定稼働が厳しい状況

にある中、一刻の猶予もならないことから年

度内に具体的な方策を示せるよう調整してい

るところであります。

最後の仲里総合運動公園の管理について、

１つ目に、仲里総合グランドのフェンスは道

路拡張により撤去をしておりますが、歩道幅

があり道路への飛び出しの危険性が少ないと

思われるので、設置を考えておりません。た
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だ、駐車場は、歩道との段差があり車の転落

の危険があるので安全対策を検討しておりま

す。

２つ目に、Ｂ＆Ｇプールの屋根につきまし

ては、老朽化により撤去をした経緯があり現

在は上は遮光ネット、プールサイドはテント

で対応しております。施設の老朽化もありま

すので引き続き遮光ネット等での対応を考え

ておりす。

（大田治雄町長降壇）

○ 議長 幸地猛

10番玉城安雄議員。

○ 10番 玉城安雄議員

それでは再質問していきたいと思います。

まず役場の事業継続計画についてなんです

が、なぜこの質問をしたかと言いますと、今

年２回ほど、全国の議長副議長会また沖縄県

の離島町村議会主催の議長正副委員長の会の

中で、災害時における議会の対応とか、この

事業計画について、講習を受けました。その

点から行政の方ではどうなっているかという

ことで、質問してまいりたいと思います。

まず業務事業継続計画というのは、災害時

に行政自らも被災し、人、物、情報等を利用

できる資源に制限がある状況下において、優

先的に実施すべきものを特定するとともに業

務の執行体制や対応、手順、計画について必

要な資源の確保を予め定める計画であるとさ

れています。東日本大震災では本庁舎が使用

できず、行政機能を移転した市町村が35団体

また情報システムが破壊され使用できなくな

った市町村が12団体あったと公表されていま

す。質問のように自然状況の厳しい日本では

本町もいつ何時、災害が起こらないとも限り

ません。現在策定作業中の防災計画の中にも

業務継続計画については網羅されているとし

ています。具体的にどのようなことが防災計

画の中でうたわれているのか、伺いたいと思

います。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

防災業務継続計画には６つの大きな要素が

あります。

１つ目が、首長不在時の明確な代行順位及

び職員の参集体制。

２つ目が、 本庁舎が使用できなくなった

時の代替庁舎の特定。

３つ目、電気、水、食料等の確保。

４つ目、災害時にもつながりやすい多様な

通信手段の確保。

５つ目、 重要な行政データのバックアッ

プ。

６つ目が、非常時優先業務の整理となって

います。現在やっておりますその防災計画の

中では、首長不在時の明確な代行、今町の方

では緊急時の指揮命令系統図というのを作成

しておりまして、上位の町長、副町長が不在

のときであっても総務課長の次には企画財政

課長、次はプロジェクト推進室長というよう

なかたちで、指揮命令系統を確保する体制が

できております。

本庁舎が使用できなくなったためのものの

代替えの庁舎の特定というのは現在はまだ行

っておりません。今後ＢＣＰを策定するにあ

たり策定していくことになります。

電気、水、食料の確保については、防災協

定と今後いろんな業者とも結びながら確保し

ていくというかたちになってきます。

電気の確保については、仲里庁舎、具志川
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改善センター、それから新しくできる防災セ

ンターの方には非常用発電機の整備を行って

おります。水の確保とかについては、幸いう

ちは自衛隊がございますので、そちらが災害

時には給水車を出していただくことにはなっ

ておりますが、その他、水を作っている会社

の方とも防災協定を締結して、そういったも

のを確保していくということを計画していま

す。それは防災計画の中には今盛り込んでは

いないんですが、今後それがやっていけると

思います。

それから防災計画の改定の中で、防災計画

の改定とはまた別に初動マニュアルの作成を

手がけておりますが、そのときに非常時の優

先業務の整理等を明確にしていく予定です。

もう一つ災害時にも繋がりやすい通信手段

であるとか、そういったものについては今年

度行います災害情報発信収集体制整備事業の

基本計画の策定の中で、どのような情報発信、

どのような情報収集をしていくのかという計

画を立てていきます。

最後重要なバックアップの件ですが、先ほ

ど町長も答弁しましたように現在クラウド化

に向けて準備を進めております。実は今年度

５月に自民党の政務調査会の提言を受けて政

府の方では６月には自治体情報のクラウド化

を推進していく法案が閣議決定されたところ

でございます。町の方ではもともとサーバー

の入れ替えの時期に合わせてクラウド化を導

入していこうということを計画しておりまし

たが、この法案を受けて、自治体クラウド、

他の市町村と一緒にやっていくクラウド化な

どについても特別交付税の財政支援も確定す

ることになると思いますので、クラウド化に

向けての大きな追い風になるかと期待をして

いるところです。

○ 議長 幸地猛

10番玉城安雄議員。

○ 10番 玉城安雄議員

説明が長々とありましたが、業務継続計画

については、総務省の指導に従って、これか

ら確定していくということなんですが、先だ

っても台風がありましたが、沖縄県において

も年々台風の大型化とかありまして、いつ何

時庁舎が被災にあるとも限りません、近年の

例としても事例あるんですが、台風の大型26

号のときによる大雨とかで、防災担当者が帰

宅し不在で初動が遅れたとか、また東日本震

災では先ほど述べたように、28団体、12団体

の市町村が壊滅状態にあったとか、年末年始

の大雪による、そういう等々いろいろ例もあ

りますので、この継続計画、特に先ほど６つ

の要素についてもありましたが、それについ

ても防災計画の中では、ある程度網羅されて

いるということです。ぜひ、そういうことも

踏まえて早急に、この業務計画というのは策

定していただきたい。たぶん防災計画だけで

は間に合わない部分もあると思いますので、

今総務省から公表されて、これは25年度ぐら

いなんですが、人口１万未満の市町村はまだ

20％にも満たない策定状況である。現在はど

うなっているかわかりませんが、本町もこの

少ない中に入るんじゃなくて、積極的にそう

いうところを取り組んでいただきたいと思い

ます。

ＩＣＴについては、バックアップ民間企業

においても都市部では地方にサテライトスタ

ジオ、オフィスを置いたりというかたちでバ

ックアップ体制構築しているわけなんです

が、本町でも日々のバックアップは確保して
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いるというのがあります。今後より強固な業

務計画を図る上で正式なＢＣＰの作成を図る

としていますが、このデータについては、行

政が同時に被災したときに業務遂行できる状

態で確保、別の場所にというかたちですか。

そういう事まで考えてデータの確保している

か、そこを伺いたいと思います。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

東日本大震災の時に、住基のデータを失っ

た市町村においては、非常に復興には大きな

時間的なロスというか、作業を要したという

ふうに言われています。今、総合行政システ

ムの税務、それから住基等についてもバック

アップは取っておりますが、結局それの復旧

については町内にサーバーがあるために、こ

こでしか復旧ができないということになりま

す。クラウド化というのは、よそにバックア

ップデータを置いて管理をするということに

なりますので、そうなればそのデータはよそ

にあって、こっちが例えば被災したとしても

他の場所で取ることができるということにな

っております。今後、具志川庁舎、それから

他の場所にでも、そういったものが引き出せ

る場所をきちんと確保するというかたちで業

務を継続できるようにすることが必要になっ

てくると考えております。他の市町村では、

例えば陸続きの場所であると、他の隣町の市

町村でも、その町の住基データのバックアッ

プというか、それを取ってよその市町村でも

例えば罹災証明とかが発行できるような工夫

をしているところもございます。久米島町の

場合どうしても離島ですので、町内の安全な

場所で、その業務を継続できるようなことを

今後計画をしていくことになると考えていま

す。

○ 議長 幸地猛

10番玉城安雄議員。

○ 10番 玉城安雄議員

ぜひ、そういうかたちでバックアップ、ク

ラウドというのを聞こうと思ったんですが、

今説明がありましたので、そういうことで理

解します。

この業務継続計画作成するにあたって、我

々議会も、この業務継続計画というのを我々

講習受けて必要かなと思いますので、議会の

開会中だったりとか、議会が開会できないと

きとかもあります。そういうとこも踏まえて

議会との関連性そういうところまで位置づけ

て作成にあたっては。議会は災害が起これば

議員というのは地域で一住民として動きます

ので、そういうところも踏まえて、そこらへ

ん議会との連携ですか、そういうのもとれる

ようなかたちで策定していただきたいと思い

ますが、どうですか、課長。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

こちら側がつくるＢＣＰ計画の中には議会

の災害時の対応というものは、今のところ網

羅はされていないと思うんですが、現在、緊

急時指揮命令検討案というものの中には、議

会も入っております。議長がトップになって

議会事務局、町の方に連絡をして災害に対し

てのものを全議員に連絡体制をとっていくと

いうかたりのものが一応系統図の中には入れ

られています。具体的なものについては、も

う議会の方で考えていただいて、それを町の

緊急時の指揮命令系統のマニュアルという
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か、案の中に入れていくという作業になって

くるかと思います。

○ 議長 幸地猛

10番玉城安雄議員。

○ 10番 玉城安雄議員

これについては我々議員も後で議論してい

かないといけないことになると思います。と

にかく行政は災害対策の要でもあります。ぜ

に防災計画も踏まえてなんですが、この業務

継続を早めに策定していただくことをお願い

して、次の質問に移ります。

次は、町長、副町長の不在について、これ

も防災の関連からやっていきたいと思います

ので、答弁またお願いします。答弁では町長

不在時の職務代理は副町長、両方不在の場合

は上席の課長が行うということであります

が、町長、副町長は場合によって３名不在に

なるときもあると思います。離島がゆえ、お

り悪く災害等が発生するということもありま

す。両方とも不在がないよう毎週スケジュー

ル調整を行っていますが、それでも不在の場

合あると思う。これまでそういうことが２人

でも３名。どれほどあったか回答できればお

願いします。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

28年度、昨年度の町長の出張ですが、出張

の件数が約80件、件数ですね。回数としては

40回ございました。そのうち副町長と終日日

程がかぶったのが６日間ございました。

○ 議長 幸地猛

10番玉城安雄議員。

○ 10番 玉城安雄議員

40回の内６回はかぶったという、40回の内

じゃなくて、６日間はかぶったということで

すね。ぜひ毎週スケジュール等いろいろ管理

しているようですので、ぜひそういうところ

は重なりがないように十分に管理していただ

きたいと思います。

それと職務代行というのは３名まで答えら

れ、何位まで決められています？ ３位、３

名で終わりですか。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

久米島町長職務代理者規則というのがござ

いますが、そこでは上位の３位までが決めら

れております。第１順位が総務課長、第２順

位が企画財政課長、第３順位がプロジェクト

推進室長となっております。

○ 議長 幸地猛

10番玉城安雄議員。

○ 10番 玉城安雄議員

そういう場合において、今何位でした？

○ 総務課長 儀間由紀

３位。

○ 10番 玉城安雄議員

３位まで決められているということであり

ます。そういう場合においてたぶん決裁事項

とか、いろいろ出てくると思うんです。この

決裁事項については上から順番に従ってとい

うかたちですか。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

事務決裁規定の中では、そういうようなも

のはうたわれていないんですが、代理という

かたちにはなるかとは思っています。指揮命

令系統が一番この部分については重要ですの
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で、その部分については、例えば先日の台風

に関しても当初、暴風域には入るおそれがな

いということで気象台の方、それから他のと

ころも判断していたところ、午後７時12分に

暴風警報が発令されました。そのときは警報

されたと同時に町長、副町長に電話で連絡を

して災害警戒本部の立ち上げの指示をもらっ

て７時30分に災害警戒本部を立ち上げたとい

うかたちで、今は昔と違って電話、メール等

で簡単に連絡が取れる体制になっております

ので、そこらへんのものはきちんと連絡でき

る体制となっております。この災害時の発生

の指揮命令系統の他に緊急時の連絡体制とい

うものも町内では確保しており、内部資料と

して各課長の携帯電話へ自宅の電話などで自

宅の電話など連絡体制の方も十分確保をして

いる状況にあります。

○ 議長 幸地猛

10番玉城安雄議員。

○ 10番 玉城安雄議員

先だっての台風の話がでたんですが、先だ

って同僚議員からも防災倉庫についての質疑

もあったんですが、台風については当初、暴

風域に入る予定ではないという発表で、町民

の方からも夜になってから暴風域に入ったと

いうこと話ありまして、その前に防災無線か

何かで入らなくても危険性はあるという放送

はしてほしかったという意見もあります。こ

れ放送したか、私聞いていないのでわからな

いんです。もし放送されていなかったらそう

いう話もありましたので、そこらへんまた今

後気を付けていただきたいと思います。

それと緊急指揮命令系統図、先ほどの質問

からも出ているんですが、これは役場、毎年

人事異動がありますよね。その人事異動の時

にちゃんと見直されていますか。人事異動の

場合に、職員の参集とか、全部全て含まれて

担当も組まれていると思うんですが、人事権

等に繁栄されているかどうか。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

こちらに命令系統図があるんですが、これ

全て充て職となっておりますので、それは課

長等が異動になった場合には、充て職になっ

ている順位でということに理解していると考

えています。

○ 議長 幸地猛

10番玉城安雄議員。

○ 10番 玉城安雄議員

指揮系統命令図、充て職であって人間が変

わってもそれにはかわらないということでよ

ろしいですね。

防災面から２点質問しているんですが、携

帯電話とか、スマートフォンが普及している

現在でもやっぱり遠隔地からでは状況の正確

な把握は非常に難しいということから町民か

らも批判も両方、３名ないし不在の場合は批

判も受けることもないとも限りません。離島

であるがゆえ不在になるのは仕方がないんで

すが、時に今回のように不祥事の発覚とか、

また災害が何時起こるとも限りませんので、

そのことも踏まえ極力避けるように努めてい

ただきたい。この防災関係から２点について、

町長、答弁最後にお願いします。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

お答えします。私もこの行政を預かる者と

して常に携帯電話は作業の雨降り以外はずっ
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と携帯しております。その都度、いろんな方

々からの電話も受けます。そういうことで常

に危機管理体制は緊張してやるようにしてお

ります。先程来、副町長が一緒に不在する場

合においても常に連絡は取り合えるような体

制を構築しているつもりであります。特に重

なるということは、私が県外に出張に出た時

とか那覇での会議がだぶっているものとかに

おいては、代理で副町長を出す場合がありま

す。そのへんがさっき総務課長から報告のと

おりでありますので、今後においても緊急体

制においても消防とかも連携してやれるよう

な仕組みで常に緊張感持ってやる考えであり

ます。

○ 議長 幸地猛

10番玉城安雄議員。

○ 10番 玉城安雄議員

今、町長答弁ありました。緊急性のないま

ま町長、副町長代理ができるものと極力、副

町長にもお願いして、町長はできるだけ島内

にいるようなスケジュール管理もお願いした

いと思います。この点は終わります。

３点目バーデハウスについて、バーデハウ

スについては答弁にもありますとおり、いろ

いろこれまで予算を計上してきたんですが、

なかなか経営も改善されないということなん

ですが、現在も空調の場所、バーデハウスを

利用している方はわかると思うんですが、空

調の一部が故障し、運営にも支障をきたして

いる状況です。観光施設として、アピールす

るにも現在の状態では厳しくなってきている

のかなということもあります。健康増進施設

また観光施設として認知されているなか、今

後の運営体制について質問したつもりなんで

すが、その点も含めて機器の改修も踏まえて

運営体制について現段階で、今どのように捉

えて考えているか、お願いします。

○ 議長 幸地猛

新里剛商工観光課長。

○ 商工観光課長 新里剛

バーデハウスの今後の運営についてなんで

すが、町長の答弁にもありましたが、機材更

新が喫緊の課題となっておりまして、老朽化

した機器の更新についてなんですが、今現在

いろいろと取り組んでいるところでありま

す。今後の運営形態についても、今のところ

指定管理を軸として考えております。機器更

新については、今現在いろいろと取り組んで

いる中で、２つの考え方をもって取り組んで

おりまして、今現在、その中身については詳

細に固まっていないというところがございま

すので、それがどういうかたちで、それを対

処するにしても指定管理で取り組んでいきた

いというふうに考えております。

○ 議長 幸地猛

10番玉城安雄議員。

○ 10番 玉城安雄議員

今機器について方針は示されていない案は

あるけど方針は示されていないという答弁だ

と思うんですが、過去にもけっこういろんな

コストの面とか、電気をボイラーでできない

かとか、いろいろなコストの面とかいろいろ

調査したと思うんですが、この結果に基づい

ての２つの案ということですか。

○ 議長 幸地猛

新里剛商工観光課長。

○ 商工観光課長 新里剛

コストに関しての調査に基づいて、これま

でいろんな事業をあたりながら、それを改修

できないかというふうに取り組んでまいりま



- 109 -

したが、それも事業としては更新の部分がな

いということで新たな取り組みが必要になる

ということで、今現在、先ほど申し上げた２

通りの案で同時進行しながら、どちらを進め

るかということで今調整しているところでご

ざいます。これについてはまだ固まっていな

い段階で、ご説明難しいところがございます

ので、それから今年度内ということにはなり

ますが、早めに議会でも株主の皆さんにも説

明できるようにということで、今調整してい

るところでございます。

○ 議長 幸地猛

10番玉城安雄議員。

○ 10番 玉城安雄議員

今はちょっと設備は厳しくということなん

ですが、もう機器の改修とか運営について株

主からは提案とかそういうのは。社長でもい

いですけど、提案とかなかったんでしょうか

株主からは。

○ 議長 幸地猛

新里剛商工観光課長。

○ 商工観光課長 新里剛

運営について、株主の皆さんからの提案と

いうのは今のところ大きなものはございませ

んが、ただ先ほど申し上げたとおり今どうい

うかたちで改修するか、それに対するコスト

も当然発生しますので、こちらについて株主

の皆さんに、また調整といいますか説明する

事項も出てくることも今想定しておりますの

で、その際には株主の皆さんにはしっかり説

明申し上げたいと思っておりますが、まずは

株主の皆さんからは経営の安定について、要

望はございますが、どういったかたちでとい

うことは具体的にはございません。

○ 議長 幸地猛

10番玉城安雄議員。

○ 10番 玉城安雄議員

先ほどの答弁では改修して指定管理で考え

ているということなんですが、６月議会で予

算承認されたんですが、久米島海洋深層水ウ

ェルネスプログラム研究開発事業というのが

ありますよね、この具体的な説明とこの前、

球美の観光の日にも講習でだいたい内容は聞

いているんですが、具体的な説明と、このバ

ーデハウスとの海洋深層水、健康増進ウェル

ネスというのは、こういうかたちですので、

このバーデハウスとの関連性について。

○ 議長 幸地猛

新里剛商工観光課長。

○ 商工観光課長 新里剛

今回、新たに事業として取り組んでいるの

は内閣府の離島活性化推進事業の中で取り組

んでいるところでございます。近年、観光に

つきましては、これまでの物見遊山的なもの

からしっかり体験型、それから交流方という

かたちで、着地方観光へとシフトしてきてい

ます。本町においても、このバーデハウスの

活用を含め、海洋深層水を活用した観光に取

り組むということで琉球大学との連携を図り

まして産官学の元で海洋深層水を利用するウ

ェルネスプログラムの開発を行っておりま

す。その中で久米島町、それから琉球大学、

それからバーデハウス３者が協力しながらプ

ログラムの開発を行っていくということで、

今後の久米島観光の新たな分野として健康そ

れから福祉観光を結びつけたヘルスツーリズ

ムを行うということで、今回の事業の中では

ヘルスツーリズムにおける体験型プログラム

の開発を行うということで、今取り組んでい

るところでございます。
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○ 議長 幸地猛

10番玉城安雄議員。

○ 10番 玉城安雄議員

今説明がありました。過去にも一括交付金

が出た当時に2千万円ぐらいの予算を投入し

て、このバーデの水中運動システムとか、そ

ういうのも取り入れて、今現在一度も稼働し

ないで現在に至っているわけなんですが、そ

ういうことがないように本当に取り組んでほ

しいと思います。それをするにしてもバーデ

ハウスの施設の充実、それを図らないといけ

ないというかたちになってきていますので、

このバーデハウスの運営状況見てみますと、

平成16年から運営していると思うんですが、

年々入域客が減ってきている状態ですよね。

久米島の過去何年か、久米島の観光客は多く

なっているんですが、バーデハウスは入域客

がどんどん落ちてきている２万人台から今ま

で１万５千人台になっている。逆に島民はい

ろいろ役場の事業とかも導入して、過去３万

人で推移しているというかたちなんですが、

このバーデハウスの魅力を、そういうのを打

ち出すためにもウェルネス事業、これをしっ

かり取り組んでいただいて、話に聞きますと

恩納村のカンナテラソが、かりゆしさんと提

携して民間に委託して膨大な赤字がもう辞め

ようかなという施設が黒字転換している例も

ありますので、その点は踏まえて、しっかり

このバーデハウスについては考えていただき

たいと思います。先ほど指定管理と言ってい

ましたが、民間委託というのは考えてないで

すか。

○ 議長 幸地猛

新里剛商工観光課長。

○ 商工観光課長 新里剛

民間の方に委託ということも一応選択肢の

中にございますが、今現在バーデハウスの方

で勤められている職員がいらっしゃいますの

で、その職員も引き続き雇用が継続できるよ

うに民間にするにしても、その運営形態は継

続はしていきたいと思っていますが、いずれ

にしても今選択肢の中で民間ということも念

頭におきながら、その運営形態、指定管理が

いいのかも含めて考えているところで、その

へんも含めて調整は進めております。

○ 議長 幸地猛

10番玉城安雄議員。

○ 10番 玉城安雄議員

ぜひこういう良い例もありますので、カン

ナテラソ、そのへんの例もありますので、し

っかりとした事業を民間と一緒になってやる

ことによって、また経営状態も好転していく

かと思います。

それと先ほども言ったんですが、町民の利

用についてなんですが、今年間フリーパスと

いうのがあります。３、４年前からやってい

ますかね。これ特別価格で深層水の日と、正

月に３万円で販売していた。これと共に入館

多くなっているわけですね、３万人。今回深

層水の日には１万円値上げされて４万円とい

うかたちになっていますが、バーデハウスで

聞いてみたら半分が更新していなかったと、

１万円上がったという理由だと思います。半

分は更新していなかったということもありま

す。バーデハウスというのは１人入ろうが、

100名入ろうが経費は変わらないんですね、

要するに。ただ水道代がちょっとかわるだけ

で、電気料は１人入っても電気稼働していま

す。水道料金がちょっと上がるだけで、コス

ト自体は変わらないと思いますので、そうい
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うことも踏まえて、これは値上げした理由は

担当課から聞いてわかってはいますが、ぜひ

そういうところ、やるからにはちゃんと周知

して理解を得たうえでやっていただきたいと

思います。そこらへん社長、どうですか。

○ 議長 幸地猛

桃原秀雄副町長。

○ 副町長 桃原秀雄

年間フリーパスが、開所当初、平成23年度

に５万円から４万、３万と下がってきている

という話を聞いております。確かに年間フリ

ーパスを発行したお陰で、島民の利用数は多

くなっていることも確かであります。しかし

ながら、バーデハウスの支配人代理、担当課

長でいろいろ調整した中で、経営状況も苦し

いということで、４万円にまず上げてみよう

ということで、それも町民に周知徹底してい

なかったのが、確かにこちらの落ち度という

ことで、それも海洋深層水の日の直前に、そ

の話がでたもんですからなかなか町民に周知

徹底ができなくて、これは大変申し訳なく思

っております。

○ 議長 幸地猛

10番玉城安雄議員。

○ 10番 玉城安雄議員

また後３カ月後に正月の更新もきますの

で、ぜひちゃんと説明して理解したうえで３

万円でも安い、４万円でも安い状況なんです

よ。理解させれば、そのまま継続すると思い

ますので、ぜひそこらへんの対応もよろしく

お願いしたいと思います。

それと関連してお伺いしますが、バーデハ

ウス奥武１号線の管理についてなんですが、

環境保全課長、バーデハウスの近くまでは道

路についてもバーデハウスがたぶん管理して

いるとは思います。道路の草刈りですね。今、

奥武の島に入って右側100ｍぐらい全然管理

されていないんですよ。民宿あみもとの前、

草刈りとか街路樹の掃除とか、そういうとこ

ろの管理の体制は環境保全課なのか、バーデ

ハウスがそこまでやるのか。

奥武に入って直ぐバーデハウスまで行きま

すよね。ボンベの充填作業所そこまではバー

デハウスがちゃんと管理されている両サイ

ド、道路の草刈りとか、それから民宿あみも

とさんに向けては、全然管理されていないん

ですよ、その道路が。そこ一度見たらいいで

すが、この管理はどうなっていますかね。

（「休憩」の声あり）

○ 議長 幸地猛

休憩します。（午前10時41分）

○ 議長 幸地猛

再開します。（午前10時42分）

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

町道、農道の施設管理は一応建設課でやっ

ています。この何万キロという道路の草刈り

等はほとんど保全課と合わせて、ひどい所を

一応保全課にお願いしてやっています。今言

っている奥武島については、今、指摘があっ

たように、草刈り、除草はしていません。

○ 議長 幸地猛

10番玉城安雄議員。

○ 10番 玉城安雄議員

この質問したのは、この奥武島に入って10

0ｍぐらい右側はずっと荒れ放題、キャンプ

場に行く手前までは行政がちゃんとバーデハ

ウスが管理されているんですよ、草刈り。こ

れをこの区間をどうすればいいですかという

質問です。どこがやりますかという、そのま
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まやらないでほっとくんですか。近くの民宿

あみもとさんがやるんですかという話なって

くるわけですよ。だからそれを聞きたいんで

すよ。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

今集落内外、全島一斉に集落外２回、来月

集落内がありますが、そこにおいて集落のそ

ういう非常に汚れている木が覆い被さってい

るところというのは、町からある程度の交付

金を字に与えて清掃させていただいてます。

こういう観光ルートですので、これは保全課

と調整してちょっと対応したいと思います。

○ 議長 幸地猛

10番玉城安雄議員。

○ 10番 玉城安雄議員

ぜひ一度、現場ずっと何カ月も同じ状態で

すので、通ればわかりますので、１回、見て

調整して対応してください。じゃあこの件に

ついては終わります。

最後に仲里総合グランドについてですが、

グランドについては、駐車場については歩道

幅があってフェンスの設置をする必要がない

という答弁ですね。現場も見てきたんですが、

やっぱりフェンス設置すると一部グランド内

の構造物との間が狭くなって管理に対しては

厳しいのかなと思います。

駐車場については、早急に安全対策は講じ

ていただきたいと思います。

それに伴って、この点も踏まえて、例えば

総合グランドでは街灯とか管理棟の電気等の

問題とかいろいろそこを利用している方々か

ら要望等があったと思うんですが、その対応

はどうなっていますかね。

○ 議長 幸地猛

保久村学環境保全課。

○ 環境保全課長 保久村学

仲里総合グランドにおきましては、街灯に

つきましては、老朽化、台風等で被災しまし

て飛んで、今使えない状態にあります。これ

については新たに設置するということは考え

ておりません。今後、管理棟についても施設

そのものが老朽化していますんで、そのへん

また新たに建て直すのか、そういった部分を

検討していきたいと思っています。

○ 議長 幸地猛

10番玉城安雄議員。

○ 10番 玉城安雄議員

今聞いているのは、建て替えするそういう

ことではなく現に利用している人がいるわけ

ですよ。安全面を考えて管理棟だったら電気

が切れている、これを直したか。街灯につい

て補助的にどこかにできないかという話なん

ですが。

○ 議長 幸地猛

保久村学環境保全課。

○ 環境保全課長 保久村学

管理棟の電気等については点検して直すよ

うにしています。あと野球場近くにありまし

た街灯が接続できなくて、その部分は移設し

てその近くの方に立てて電気がつくように設

置してます。

○ 議長 幸地猛

10番玉城安雄議員。

○ 10番 玉城安雄議員

利用している方々は要請すればもう直ぐで

きるものと考えて話し持ってきますので、ぜ

ひそういところはやったものはやったとして

早めに報告、また対応はできるものは、早め
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に対応していただきたいと思います。

続きましてＢ＆Ｇのプールのネットの屋根

の件なんですが、プールの利用開始は何月か

ら何月までですか、プールは。

○ 議長 幸地猛

大田悟教育課長。

○ 教育課長 大田悟

プールの開設につきましては、５月から９

月までとなっております。

○ 議長 幸地猛

10番玉城安雄議員。

○ 10番 玉城安雄議員

この質問したのは今プール利用している子

どもたちたくさんいると思うんですが、この

夏場暑さ対策、遮光ネットで対応していると

していますが、テントを張ったりしています

が、現場を見てみますと遮光ネットも一部全

面じゃなくて一部ですよね。テントも一カ所

というかたちでやっているわけなんですが、

この質問したのは、現場見たらプールサイド

支柱、柱はしっかりしているわけなんですよ。

柱見たら、取り壊した屋根のこれを利用して

何らかの工法でこういう日陰対策とかできな

いのかという質問なんですが、環境保全課長

ですかね、答えられる方がいればお願いしま

す。

○ 議長 幸地猛

保久村学環境保全課。

○ 環境保全課長 保久村学

Ｂ＆Ｇの施設につきまして、老朽化してい

ます。今議員からおっしゃるように、今ある

施設で対応が可能かどうかは検討したことは

ございません。そのへん踏まえてサイド確認

してみて、できるだけ日陰をつくってできる

かどうか、検討してみたいと思います。

○ 議長 幸地猛

10番玉城安雄議員。

○ 10番 玉城安雄議員

Ｂ＆Ｇについては体育館もいろいろ補修し

て応急的ですけど、使えるような状態になっ

ていますので、プールについてもできないこ

とはないと思いますので、ぜひ限られた予算

なんですが、また子どもたちのためですので、

そういうところしっかり考えていただきたい

と思います。またそうすることによってまた

照明も付ければ夜間等また一般にもまた解放

できると思いますので、そこらへんも踏まえ

てよろしくお願いします。

最後になんですが、町長、今グランドの件

もでましたので、今サッカー場も計画されて

いろいろアンケートも取って進んでいるわけ

なんですが、それについて進めているわけな

んですが、この予算も含めて総合グランドを

改修して有効利用、ある施設を有効利用する

ためにもこの保安林とか踏まえて道路境界を

踏まえて、もう一度、面積的に可能か可能じ

ゃないか調査する考えはないですかね。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

ただいまの質問にお答えしますが、今、防

衛との調整においては、概略設計も入れまし

てホタルドームの近隣でということでの調整

を進めていますが、30年に向けて宇江城城址

への進入道路と２本採択に向けて調整しまし

たが、防衛省の方としては１年ずらしてほし

いということでありますので、今グランドと

サッカー場の件に関しては、今現在は白紙の

状態でありますので、これをまた場所を変え

てということでやると、また新たな調整が必
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要になってくるかと思います。

○ 議長 幸地猛

10番玉城安雄議員。

○ 10番 玉城安雄議員

その件については、１件ずつということで

の答弁なんですが、ぜひいろいろ前にアンケ

ート等の結果も見させてもらったんですが、

やっぱりキャンプをするにしても施設を造る

にしてもランニングコストとか非常にかかり

ますので、もし低予算でできる状況で再度調

査する必要があるんじゃないかなということ

で、私は思っていますので、ぜひまたそこら

へんも考えに入れていていただきたいと思い

ます。これを持ちまして、私の一般質問は終

わりたいと思います。

（玉城安雄議員降壇）

○ 議長 幸地猛

これで10番玉城安雄議員の一般質問を終わ

ります。

○ 議長 幸地猛

休憩します。（午前10時52分）

○ 議長 幸地猛

再開します。（午前11時00分）

２番盛本實議員の発言を許します。

（盛本實議員登壇）

○ ２番 盛本實議員

先ほども同僚議員から若干触れていたんで

すが、今回起きた職員の不祥事事件、去った

15日も５名の議員の方々から質問ありまし

た。この５名の議員が同じような質問をする

ということは、いかに町民から関心があるの

か、重大のことであるかということを、町長

含め執行部の皆さんはしっかりと受け止めて

いただきたいと思います。起こったことはし

ょうがない、しょうがないことはないんです

が、覆されない分で今後の対応をどうするか

という部分が、今、町民にとって関心事なん

ですね。ですからこの起きたことを真摯に受

け止めて、今後の対策を迅速にやっていただ

きたい。先だってが町長から答弁あったんで

すが、この返還金に関して違約金が付くとい

うことがありました。ですから短期間で、そ

れを決着付けるようなかたちでやらないと、

時間が経てば経つほど深みにはまっていく、

傷口が深くなるということですので、願わく

ば町民にリスクを負わさないようなかたちで

完結していただきたいと思います。

これと裏腹に明るいニュースもあります。

先だって宮城県で全国和牛能力共進会があり

ました。沖縄県から４部門出品して、その３

部門が久米島町から出ていると、５頭出した

んですが、結果としてすばらしい成績で終え

ております。先ほど町長からも話があったん

ですが、昨日の競り、すばらしい取引がされ

てます。200万というのは、今まで聞いたこ

とがない。そういう明るいニュースもござい

ますので、町長もしっかりと明るい話題を提

供できるような行政を作っていただきたいと

思います。

それでは、これから質問に移らせていただ

きます。まずタイ原ダム及び周辺整備につい

てでございます。儀間川総合開発事業で整備

を進めていたタイ原ダムが国のダム事業化政

策の見直しに伴い、ダムに頼らない治水計画

を進めて行く中で、治水機能を謝名堂川整備

に振り向け、ダム本体の整備は中止になった

が、同ダムの老朽化による整備の必要性はな

いのか、またダム整備を進めていく中で、周

辺の取得用地の利用計画について伺います。

２点目、比嘉・謝名堂地区の洪水対策につ



- 115 -

いて、平成28年度の９月定例会において謝名

堂川整備について質問しました。町長からの

回答では事業工期が平成26年度から平成35年

度の予定で進めているということでしたが、

現在の進捗状況と整備計画を進めるにあたっ

て町との調整をした経緯があるか伺います。

３点目、県道整備について、県道久米島一

周線の一部（具志川～北原）と（北原～鳥島）

の整備計画はないか伺います。

４点目、町道の整備について、飛行場城跡

線の一部が未整備になっており、同道路の全

体的な整備効果が失われている状況にある。

今後、整備について取り組む考えはないか伺

います。

５点目、集落内道路の整備について、町内

各集落において、路面劣化による安全な交通

機能が維持できない箇所が多くみられる。町

民の安心、安全な生活を確保する上からも早

急な道路補修が必要と思われるが、今後、整

備計画があるか伺います。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

（大田治雄町長登壇）

○ 町長 大田治雄

２番盛本實議員の５つの質問についてお答

えいたします。まず１点目のタイ原ダム及び

周辺整備について、儀間川総合開発事業は県

河川課の事業計画であるので、河川課からの

回答で報告いたします。まず１つ目の質問で

は、タイ原ダムの老朽化による整備の必要は

ないのかについて、「現況のタイ原池は農林

所管のため池であり、所有者は久米島町、管

理者は仲里土地改良区と理解しており、管理

者ではない県河川課ではない県河川課では老

朽化による整備の必要性は検討できないた

め、把握しておりません。」と県河川課から

の回答であります。

儀間川水系河川整備計画は、平成13年に策

定されましたが、タイ原ダムの整備について

は、平成23年に、県公共事業再評価監視委員

会報告により中止となっております。その間

に県は周辺の農地等の買収を進め、現在タイ

原池周辺ならびに謝名堂川周辺の農地を中心

とした土地約12万4千平米、219筆が、国土交

通省の所有となっております。

町といたしましては、農業振興ならびに土

地の有効活用を図る観点から、現在そのまま

になっている国有地の町又は民間への払下げ

を要望しましたが、国有地の払下げは貯えな

いとのこと、また使用についても補助金適正

化法に抵触するため、収益事業は利用できな

いとの回答でした。町では農地の有効活用の

ため、引き続き要望をしていきたいと考えて

おります。

次に２点目の比嘉・謝名堂地区の洪水対策

について、謝名堂川整備の進捗状況と町の調

整経緯を報告いたします。現在、謝名堂川整

備事業は予備設計業務を南部土木事務所河川

港湾班で実施しているところであります。調

整経過としては、謝名堂川の整備を進めるに

あたり、平成28年から29年７月まで、南部土

木事務所河川港湾班と町及び仲里土地改良区

と５回の協議を実施しております。

次に、３点目の県道整備について、久米島

一周線の整備計画について、県からの報告で

回答いたします。当該区域については将来の

土地利用や地域開発及び交通需要等の状況を

勘案しながら、今後、検討する必要があると

考えております。

４点目、町道の整備について、飛行場線の
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一部の未整備について、この未整備箇所は、

地主との同意を得られずに整備が中断しまし

た。町としては、空港から具志川城址やミー

フガ一等観光スポットへ向かう主要道路であ

ることから、関係地主の意向を再調査し、同

意を得られると判断された場合、対応策を協

議し整備する方向で考えております。

次に、集落内道路の整備について、補助事

業で再整備事業がありませんでした。

今年度の国土交通省所管事業説明で、国土

交省から、社会資本総合整備計画が平成30年

度で終了することから次期社会資本総合整備

計（案）31年から36年が示され、重点計画を

策定すれば、再整備は可能となります。次期

社会資本総合整備計画で内容が改正され安心

できる暮らしを構築する道路整備のメニュー

の中に、舗装・法面・道路付属物等調査の他

に整備項目が追加され集落内道路整備は可能

であると、道路管理課の説明会がありました。

今後、久米島町重点計画を早急に策定し、事

業実施へ向け関係課と協議して対応していき

たいと考えております。

（大田治雄町長降壇）

○ 議長 幸地猛

２番盛本實議員

○ ２番 盛本實議員

それでは再質問に移らせていただきます。

まずタイ原ダム及び周辺整備についてでござ

いますが、今町長の答弁では中止になった後

いろいろ確認してみると、そのタイ原池は本

来であれば農林関係のダムだということにな

っていると言う答弁ですが、この経緯ですね、

今になって農林のダムだから土木では整備で

きませんということがあり得るかどうかです

ね。タイ原ダムを事業の一環として採択する

段階でどういう根拠があってどういう法令に

もとづいて、それが土木の方で整備するとい

う結果になってしまったのか、今になってい

わゆる国の方針でダムが整備できないと中止

にしなさいということで沖縄県として調整し

て、最終的には中止になったんですが、地元

としては当然それは県の方で整備するだろう

ということになっていたと思うんですね。そ

れを今になって、これはここで整備できませ

ん、もう返しますと、これ農林でやってくだ

さいと、ところが農林もわからないわけでし

ょう。それがどうやってそういう結果になっ

たかというのは、ご存じであれば回答いただ

きたい。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

タイ原ダムの開発について調べました。そ

の以後のやつはデータ的にほとんどなくて、

実は、国庫の事業が儀間川総合開発事業、儀

間ダム及びタイ原ダム建設工事に関する基本

協定書というのが、平成18年５月30日に協定

書結ばれています。これはその儀間ダムを主

にして、取水、環境、利水という目的で130

億を当初にして協定書の中において国、県、

町の負担割合とか、その工事に関することと

いうことでやっていました。流れ的に、儀間

川水系なんですが、平成13年の３月にその整

備計画が策定されました。22年の９月に国よ

りタイ原ダムの事業の見直し要請、これは民

主党政権化における事業の見直しで、22年の

12月から23年７月までに計４回、県と町及び

検討委員会を開催して、今答弁ありました23

年の７月に沖縄県公共事業再評価監視委員会

よりダム中止について決定の通知、それで23
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年９月タイ原ダム事業の中止について、国に

県から報告されております。この一連の流れ

で、この後どうするかという文言的なデータ、

いわゆるその後どうするというのが全く残っ

ておりません。先般、河川課の調整では、こ

れ自体は国有地であるということで、今、回

答ありました総務からありました12万４千平

米という池も含めて、その周辺開発するであ

ろうという面積を国有地化されています。そ

この整備はどうなっていますかということで

聞いたところ整備計画は全くないと、我々は

謝名堂川を整備することで同意を得ていると

いうことでありました。ただ非常に盛本議員

が懸念しているように、ちょっと風化しすぎ

の状態かなと思っています。この前６月13日、

14日、19日の大雨、19日は228㎜確か降って

ます。そのタイ原池の用水場から水草、そう

いう等が謝名堂川と道路が一体化して何処が

道路かというぐらいわからない状態を全部動

画を撮っていて、こういう状態ですよと、早

めに整備してくださいということで申し上げ

たら、これは農林のため池だということで農

林所管に行ったら、財産は残っていました。

農林にですね。整備計画はどうすればいいの

かということで、農林サイドと土木サイドの

調整になるでしょうと、ただ今ため池整備事

業がもうほとんど県は終わっているという考

えの元において、ため池整備では、けっこう

な時間がかかるかなと思っています。

○ 議長 幸地猛

２番盛本實議員。

○ ２番 盛本實議員

聞いたのは要するに採択段階で農林の財産

を土木がやろうとした。先ほど協定書がある

という話があったんですが、その協定書が国、

県、末端の市町村という話になるんですが、

国、県もそうなんですが、この財産をじゃあ

土木の方で農林の財産を土木の方でやります

というのが協定の中身になっているんです

か。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

18年に協定書交わされています。中止決定

したのが23年です。その当時において、その

協定の中身というのは工事名が儀間ダム及び

タイ原ダム建設工事、その18の中には入って

います。それからタイ原ダムが中止になった

ときには、この協定書自体がまだ改定されて

いないということです。

○ 議長 幸地猛

２番盛本實議員。

○ ２番 盛本實議員

人の財産を別の主管がやるというときに、

その同じ省庁同士の申し合わせ事項が協定書

か契約かなんかわからないんですが、それが

されているかどうか。例えば中止になった、

はい、じゃあ農林のものですから土木ではで

きませんという簡単に答えになっているんで

すが、そうすると非常に困るんで、誰がやる

かという話、これ調べてもらいたいんですが、

今、回答の中では、これ財産は町の財産にな

っているという話があるんですね。回答の中

ではね。町の財産ということは町が管理しな

くちゃいけない、管理は日常的な管理は土地

改良区でやっているという話なんですが、こ

れ実際財産そのものが町の財産になるとです

ね、先ほど課長が答弁したようにかなり老朽

がきていると、老朽がきている財産の所在が

わからない災害起こったらどうします。台帳
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もないんですか。台帳ありますか。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

この町長答弁を作成して、農林で調べてき

ました。台帳は、一応、南部農林にタイ原池

ということで載っています。それからすると

河川課の回答した財産は久米島町であるとい

うのはちょっと間違いでした。久米島町の今

19のため池があって、財産移管されたのが比

嘉池とヤンガー１号、２号、大田、仲泊、仲

村渠のため池の６つです。他の13のため池に

ついては、まだ県が所有、財産が移譲されて

いない、その中には仲里土地改良区や具志川

土地改良区、町が管理する管理委託を受けて

いるダムがあるということです。

○ 議長 幸地猛

２番盛本實議員

○ ２番 盛本實議員

財産の所在がはっきりすれば、それはそれ

で次の対策が打てる、いろいろ調べたんです

が、そのタイ原池が最初に造られたのが、昭

和10年代なんですね。昭和30年代に１回改修

をやっているんですね、50年代に１回やって

いる。そうすると20年越しぐらいにやってき

ている改修はね。50年代からすると、もう今

日になると20年超していると、そうするとこ

の経緯からすれば、現状では危険じゃないか

なと思うんですよね。それを儀間ダム総合開

発でできないとなったときに、町としてはど

うするのか、それをちょっと考えているか、

お伺いします。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

今確かにおっしゃるように、昭和37年にや

られて54年から58年に二次改良入っていま

す。今もう平成29年ですので、けっこうな老

朽化は否めないと思います。漏水も始まって

いるということで、何とか、農林でその事業

取り込めないか、今、本庁と調整していると

ころであります。ただ土木の土地を農林でや

るのかというのが非常に本庁で議論となって

いて、そのへんは整備に向けては非常に大き

なネックがあるかなと思っています。整備は

やらなければいけないと思っています。

○ 議長 幸地猛

２番盛本實議員

○ ２番 盛本實議員

町長、これは非常に危険な物件なんですね。

それは防災の件でいろいろ話もあったんです

が、なるべく早くですね、調査入れて、その

へんの地域の方が安心できるようなダムそし

て河川管理に努めていただきたいと思いま

す。これはこれでいいんですタイ原池に関し

ては。もう一つ問題があるんですね、沖縄県

にはこのダムを整備するために、周辺の土地

を買ったんです。これ少々の土地じゃない先

ほど町長の答弁あったように、12万4千平米

の土地を買っているんですね。坪に直すと3

万7千坪ぐらいなんです。この土地を県に、

町民に返し、使えないんであれば、この計画

の中にないのであれば、町民に返してくれと、

そういう話を持って行ったときに、全てノー

だったという話じゃないですか。産業振興課

長、久米島町で今農地が不足ですか。余って

いますか。現状どうですか。

○ 議長 幸地猛

佐久田等産業振興課長。

○ 産業振興課長 佐久田等



- 119 -

最近、畜産におきましては、まだまだ農地

が不足の状態が続いておりますし、サトウキ

ビにおきましては、高齢化に伴い遊休地もで

てきている状況ありますので、作物体型によ

って不足、遊休地が出ている状況はあります。

○ 議長 幸地猛

２番盛本實議員

○ ２番 盛本實議員

限られた久米島の中で、やはり農地もかな

り不足しているのも出てきているんですね。

そういう状況下で、この3万7千、全てが農地

にできるわけじゃないんですが、かなりの面

積が、県に縛りをかけられて使えない状況に

ある。こういう状況の中で、農業振興とかど

うのこうの言っている、基本的にはベースが

ないと農業はできない、土地がなければ農業

ができない。それをもうちょっと県に対して、

何とかしてくれという要請もやっぱりやるべ

きじゃないか。要請はやっているとは思うん

ですが、県としては補助金の適正化法、云々

の話やっているんですが、補助金の適正化法

という分が、どう解釈していくかなんですけ

ど、本来であればちゃんとした目的があって、

補助金を投入して、それが効果がでるという

ことそのものが補助金適正化法だと思うんで

すが、現状からすれば土地は買って何も使え

ません。将来は使う見込みがありません。そ

れこそまさに補助金適正化法に違反している

んじゃないかなと思うんですが、これですね

町長、本当に無駄な土地をこんな限られた耕

地、小さい島の中で、こういう状況が起こる

というのは非常におかしい話。制度云々の話

も含めてもそうなんですが、本当に法令とい

う部分がちょうど地域のために作られてい

る。国民を保護するために作られた法律が、

逆に国民を殺している現状もありますのでで

きたらせっかく優良農地の話もあるんです

よ、現状は。含めてぜひ町民が使えるような

土地に持っていけるように国、県も調整しな

がらやっていただきたいと思います。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

ただいまの件に関して、先ほど建設課長か

らありました、平成23年に儀間ダムの見直し

が当時の民主党政権のときに起こって、その

ときに本来でしたら儀間ダムとタイ原池とい

うのは横穴で連結するということでありまし

たが、それが見直しで中止するということで、

その時点で用地買収も終えておりましたね。

それから県、河川課そして南部土木事務所、

南部ダム事務所が久米島町に当時きたのは、

そのかわりに謝名堂川を改修するということ

で方針立てて役場の会議室で地域を集めて、

パブリックコメントの説明会も終えてます。

その後、係がどんどん変わって、当時の担当

者が今現在１人もいない状況、この間８月25

日に建設課長と調整もいきましたが、全く今

の係の皆さんがは、この当時の経緯がわから

ないような状況、そして謝名堂川の改修にお

いても、またいろんな理由付けしてきている

わけですね。そこの海に流れる間に橋がいく

つもあって、その財産がどこの財産が不明で

あると、そういうものにも１つ改修するに１、

２年かかるというようなことも担当は言って

いました。果たして本当にいつ、この謝名堂

川も完成するかも全く未知数で、私としても

早めに方針を立てて、今の問題もこれははっ

きり言いますと県も伏せているようなものに

見えます。私からすると、適正化法のそれに
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抵触するのも確実にありますから、このへん

もう少し、その担当課と調整しながら早い時

期に良い方法を見いだして解決できるように

担当課と一緒に望んでいきたいと思います。

○ 議長 幸地猛

２番盛本實議員

○ ２番 盛本實議員

町長もそういうことを言っておられますの

で、ぜひ、本当に限られてた耕地を町民が有

効に使えるようなかたちを出来るように頑張

っていただきたいと思います。

それでは次に移ります。比嘉、謝名堂地区

の洪水対策ですが、質問にもあげたんですが、

先だって９月議会で県との調整をやってくれ

ということだったんですが、県との調整が５

回ほど土地改良区も含めてなんですが、どう

いった内容の調整をしたか、お聞きします。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

今の盛本議員の質問に回答します。27年に

現況、測量入って、今現在、予備設計をやっ

ている段階であり、その現況測量の中におい

て、橋梁、占用協議が出されてない、その河

川の。２級河川である県の謝名堂川に上から

通っている橋梁12橋あります。一部土地改良

区から放流されているヒューム管、排水これ

も占用協議が必要です。これがたぶん60個以

上あったかと思っていますが、数字はちょっ

と覚えていません。そのへんの占用協議を検

討されていないというところが一つの視点と

なって、あと大きいのは、一番末端の水門、

水門が土地改良法では、今あるかたちの水門

はできます。銭田川の末端の水門とトラップ

を付けて潮水は入ってこないように、川の流

れは流すようにということはできます。ただ

河川法においては水門は非常に大がかりにな

ります。そこで取水するのであれば水門を付

けましょうと、理由付けはできます。それが

１基あたり３億ぐらいかかる、電力室も造ら

ないといけない、それだけの水があるかとい

う調査をしたときにそれだけの水量はない

と、なので通常の河川設計で水門はなしとし

たいということで、我々も仲里土地改良区と

も３者もう喧嘩腰になって水門付けてくれ

と、というのは上流からさっきも申し上げた

水草で古木そういうものが流れていって、そ

この河口というのは漁港なんですね。船のス

クリューにそれが絡んでしまうと、非常に影

響を受けるということで町としての意見とし

ては水門を造ってほしいと、じゃあその水門

を造るんであれば、この水門は町の負担です

よということを言われて難航しています。現

況にある施設を造ってくれるのが皆さんの謝

名堂川整備ではないんですかと、そういうこ

とを受けて、今河川課においては南部土木河

川港湾班もそうですが、２者で協議している

と思います。その河川法において、どこまで

整備できるかというのと、この12橋ある橋梁

を何処が整備できるか、その排水とかヒュー

ム管等の占用協議はどうするか、ということ

で今協議をやっているところであります。

○ 議長 幸地猛

２番盛本實議員

○ ２番 盛本實議員

この事業ですね、先だっての議会の回答で

は平成26年から35年までということだったん

です。既に29年もう４年目入っているんです

よね、４年目入っている中で、まだそこにあ

る橋梁の問題とか、こんなことやっている場
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合じゃないんじゃない。実は、この河川にお

いて３回ぐらい洪水起きているんですね、調

べてみると、平成６年、平成10年、平成何年

かに起きているんですね。そうすると危険な

んです。先ほどその課長が言っていたように、

今年６月の雨で氾濫している状況なんです

ね。現在、今いろんなマスコミメディアでや

られているのが、北九州と九州南部、今回18

号においては、宮古島から本土、本州、九州、

四国、ものすごく大きな被害が起きている。

宮古島に関しても50年ぶりとかと言ってい

る。記録的な大雨、豪雨、記録的なもう普段

にこれ使われている。記録的という分に関し

ては、いままでなかったとかね、いままで最

高であったとか、たまたま今回18号が久米島

それて宮古島行ったんですが、これがまとも

にやって来たときに、この河川持ちませんよ。

30年確立で整備をしようとしているんです

が、これ50年とかという話がもうひっきりな

しにきている。九州においてはほとんど30年

確立でいろんな河川の整備とか企画をやって

いると思うんですが、30年どころじゃない、

もう50年ぶりのやつが、あれあれという間に

来たんです。ですからそんな悠長に調整して

いる場合じゃあない。調整が遅いんであれば

どんどん要望したほうがいいんじゃないかな

と思うんですが、それは町長どうですかね。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

この謝名堂川に関しては、再三毎年のよう

に、河川課との調整の中でもやっているんで

すが、さっきも申し上げたとおり、上手く担

当同士の引き継ぎがされていない状況に私は

みえます。これは再度この機会をみて、県の

河川課そして場合によっては県議の皆さんに

一つ取り上げてもらって、県で質問するよう

なかたちのお願いもしようかなと思っており

ます。

○ 議長 幸地猛

２番盛本實議員

○ ２番 盛本實議員

久米島の地形考えてみますと、旧具志川あ

たりは、けっこう丘陵地であって、大きい河

川はない。白瀬川にしてもあるんですが、け

っこう丘陵地で一旦雨が降ってしますと、い

きなりスパッーと海に流れてしまう。ところ

がこの一帯に関しては、ほど平坦状態、そう

すると水が入ってきてもゆっくりとしか流れ

ていかない、その間にどんどん水位が上昇し

ていく、一番危険な箇所だと。そういう中で、

役場があったり、学校があったり、郵便局が

あったり、警察があったり、農協さんがあっ

たり、もういろんな集中している、そういう

ところに災害が起きたときにどうなるかと、

機能しなくなる可能性がある。ですから、こ

のへん含めて本当にその危機管理という部分

が言われている中で、今までなかったからと

いうことではなくて、今の気象状況の中では

絶対起こりえる条件がそこに付いてきてい

る。もう他人事ではないんですね。たまたま

18号が久米島逸れた、そうじゃなかったらど

うなったかという部分含めて、いろいろ考え

ていただいて、そうい対策もやっていただき

たい。

先ほどのタイ原との関連もするんですが、

この河川整備に関しては、いろんな工法を検

討したんですね。河川の途中で池を造って遊

水池工法、一旦水を貯めてそこに流していく

分とか、銭田川に一部引いていくとかですね、
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築堤で河川の断面を広くしていく工法全てが

あまりよくない、最終的には引き堤、河川の

稼働を確保しようということで今進めている

と思うんですが、これもまた先ほどと同じよ

うに農地がつぶれるんですね、そういうもの

があるもんですから、そういうの支障がない

分はしょうがないで、もう早めに情報入れて

地域の皆さんと懇談しながら、そういうこと

になりますよと、地域に情報をどんどん流し

ていった方がいいのかなと思っています。特

に民間住宅には影響出るかわからない、学校

は絶対でると思いますね、学校もいきなり１、

２年ぐらい前に学校潰れる、学校敷地が、今

でさえ狭隘な学校敷地がつぶれた時にどうす

るのか、ある意味で先手先手でいかないと、

次の段階での手が打てない部分がありますの

で、早めに県と調整して整備計画、整備期間

をきちんとやっていただきたいというふうに

思っております。それに対して町長の答弁を

聞いて、この質問終わります。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

実は先ほども申し上げたとおり、８月25日

に沖縄県南部土木に対して、質問状を事前に

出して、この７つの回答を得ております。そ

の中で今いうタイ原の件も、先程来、建設課

長からも説明ありましたとおり回答を得てお

ります。先ほども申し上げたとおり継続して

また担当課と南部土木事務所と細かい詰めを

しながら、早めに方針を見いだせるような取

り組みで進めていきたいと考えています。

○ 議長 幸地猛

２番盛本實議員。

○ ２番 盛本實議員

それでは次の質問に移らせていただきま

す。県道整備ですが、以前は県道245号線が

久米島一周線と言われたんですが、その後一

周線の概念を変えて、完全に外回りでやろう

ということで、そういう流れの中で、今の具

志川集落から北原までと北原から鳥島までの

分を含めて久米島一周線、旧仲里はサクラ林

道を一周線として設定している。そういう中

でまだ県道には設定しているんだけど、整備

計画が全くないという状況で、まだ危険性が

あるとか、ないとかという部分は一応あるん

ですが、ただ北原から久米島空港から鳥島の

間、元々整備が合併前の旧村で鳥島清水線と

いう路線で途中までやっていたんですね。県

が県道に昇格させる為に県に移管するよとい

う話の中で、途中旧具志川は事業をストップ

した。これは県が整備をやるからという話な

んです。それからかれこれ20年近くなるんで

すが、現状あのまま使えない状況、一部に関

しては危険な状況でいろいろ地域の話を聞く

と事故が起こっている部分があるんですね。

ボトルネックなっている部分があって、そこ

に車を突っ込んでしまっているとか、県は無

理矢理昇格させた経緯があるんですね。以前

に県道を国が吸い上げるときに県道が少なく

なっていく中で、市町村道をどんどん上げて

いった経緯がある。そういう流れで今の県道

久米島一周線はそういうかたちになってい

る。そうでありながら整備しないというのは

非常におかしい話。回答によれば地域の開発

計画では交通需要があれば考えましょうとい

う話なんですが、地域の開発計画というのは、

これは県ではないんだよね、町がやるという

ことですか。

○ 議長 幸地猛
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大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

これは地元における計画路線周辺にどれぐ

らいの開けていくか開けていかないかという

のを見て、県が一応計画をしたいと、ただ盛

本議員が言ったみたいに、鳥島清水線、昭和

60年に僕が建設課にいるときに最初に担当し

て、これは兼城までの路線として海の上を渡

ったりという計画でした。途中で県道に格上

げされたというのはちょっと初耳でしたが、

調べてみるといわゆる県道認定のみやられて

おります。告示、供用開始はしていないので

市町村で開発したいのであれば市町村で開発

してもいいですよということが県からの回答

した。ただ、今言っているみたいに、県道認

定されていた場合には、市町村道事業として

は厳しいので、その認定を取り下げてくれと

市町村で事業計画を上げたいのでということ

で、今、南部土木の方には申し上げています。

そうすると今の北原・鳥島清水線、北原具志

川でサクラ林道、けっこうな距離の道路が整

備できると思いますので、今のとこそういう

ことです。

○ 議長 幸地猛

２番盛本實議員。

○ ２番 盛本實議員

確かに認定はしたんですが、県としてはね、

区域は決定していないんで、別にそのルート

じゃなくてもいいのはいい、ただ鳥島清水線

が事業の途中で中断したのは、そういう経緯

もあるんですよ。県がやるからじゃ市町村で

は辞めてくれと、待ってくれということもの

経緯も一つあるんですね。用地問題とかどう

のこうのあるんですが、大きい理由としては

そこらへん。

鳥島清水線が何故必要かとかというと、久

米島空港からリゾートホテル、そこにシンリ

浜町民の憩いの場所があって、それを経由し

て運動公園、仲泊商店街、兼城港へ通じると、

それ一つの流れがある、そういう産業道路い

わゆる観光道路として採択されたと。全く必

要じゃないという部分、今から開発計画云々

の話じゃなくて、元々そういう意味があって、

それで採択させられたわけなんです。それか

らすると県が、その地域の開発計画がないと

できませんという話にはならないと思うんで

す。県がそういう考えであれば、それはそれ

でいいんですが、市町村道路として整備でき

ると今お話があったんですが、町長これ何と

かできないんですかね。これ非常に危険であ

るし、観光道路としても非常に大事な道路な

んですね。もし市町村道路として補助が取れ

るんであれば、ぜひ早めにこれやっていただ

きたいと思います。どうですか。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

ただいまの質問にお答えしますが、まず北

原から鳥島の間、ご存じのとおりサインプレ

スリゾートホテルから野球場向けにいきます

と途中で道路切れているわけですね。当時そ

こは何名かの地主の同意が得られずに断念し

ております。その途中でまたお墓を造られた

り、いろんな問題が生じました。そこ今、議

員おっしゃるように本来でしたら東に向けて

繋ぐべきなんですが、非常に使い勝手の悪い

道路となっています。そのへんもう一度当時

の地主さんもおそらく他界していると思いま

すので、後継者の皆さんがどう考えているか、

そのへんも担当課長とおして確認して、ぜひ
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当初計画していたようなかたちで、できれば

いいかなと思っております。

○ 議長 幸地猛

２番盛本實議員。

○ ２番 盛本實議員

この道路、ぜひ、必要な道路と思われます

ので、ぜひ頑張っていただいて整備をしてい

ただくようお願い申します。これは終わりま

す。

次は町道の整備なんですが、飛行場城跡線

これは20年来、その一部の約200ｍぐらい未

整備で、投資した事業費の効果がでていない。

これまでいろんなかたちの中でいろんな人が

変わってきて、地主の反対ですが、この地主

を説得しようということを試みたんですが、

なかなか難しい部分がある。合併後において

もぎりぎりまではいったらしいいですね。そ

こにおいても結局は実現しなかったという部

分がある。これまでは、職員の皆さんもいろ

いろ頑張ってきたと思うんですが、この道路

の効果を出すためには、この200ｍ、予算は

そんなにかからないと思います。ただ地主を

どう説得していくかだと思うんですが、以前

の環境とまた違う環境に置かれていると思い

ますので、ぜひ力を入れて地主を説得して、

ぜひ完成していただきたい。久米島マラソン

に関してもこのルートを通るんですね、その

近郊にはいろんな農地があったり、エビ養殖

場があったり、その先にまた観光地があった

り、これは非常に大事な道路なんですね、で

すからこれを完成することによっていろんな

効果が生まれてくると思うんですね。これも

含めて建設課長、最後の仕事だよ。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

今の飛行場城跡線、ＧＰＳで図った限りで

は約222ｍあります。その中に１筆だけ用地

買えてなくてそのまま残っています。この道

路との採択時もそうですが、非常にミーフガ

ーまで具志川城跡までということで、旧来、

非常に望まれて計画された道路でありますの

で、一応、可能性の調査はやっていきたいと

思っています。復活すればこの道路は非常に、

今言っている久米島マラソンとかいろいろ活

用度が高いと思っていますので、ちょっと調

べさせてください。

○ 議長 幸地猛

２番盛本實議員。

○ ２番 盛本實議員

ぜひ効果がでるような仕事をやっていただ

きたいと思いますのでよろしくお願いしま

す。

最後になるんですが、集落内道路の整備で

すが、ほとんどの久米島町の集落内の道路は

農村整備モデル事業、町長、現役時分にほと

んどの集落の旧具志川の方やったと思うんで

すが、かれこれ30年近くなるんですね。現状

を見るとほとんど経年劣化でくぼみが出たり

クラックがあったり段差ができていたり、そ

の上に上下水道の工事に伴って非常にでこぼ

こがでてくる可能性がある。そういう中で車

をもって行くとハンドル取られたり、そのく

ぼみにタイヤが落ち込んで取られたりです

ね、歩行者もくぼみに足を突っ込んで捻挫を

したり、これまで我々は産業振興という概念

で道路を整備してきたと。要するに経済効果

があるかないかによってやってきた。集落内

の道路というのがなかなか経済効果が上がら

ない、そうすると国県の補助取れませんとい
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うことで、結局、集落内の道路はおろそかに

している。今になってしまうと一番危険な道

路が集落内の道路になってきたんですね。本

来であれば足下から整備して町民の安全を守

らなければいけないのがけっこう後回しにな

ってしまう。当然、補助事業が何かというこ

とであるんですが、今回、新たな事業ができ

たという部分があって我々非常に喜んでいる

んですが、来年、再来年、平成31年から36年

までと、新しい事業の実施がですね。そうす

ると来年当たりに実施計画をやらなくちゃい

けないと思うんですが、今その準備は進めて

いるかどうか。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

今その新社会資本相互整備計画31年から36

年ですけど、今は案の状態です。それを国交

省が沖縄まで出向いた説明会開いたというこ

とは、そのとおりいくであろうと思っていま

す。久米島町は、はっきり申し上げまして、

重点計画、総合計画、道路、農道何にもない

状態です。今から策定して、その当時のモデ

ル事業というのは村全体を網羅して何々事業

そういう道路をやる改善センター造る、経済

効果をしていたと思うんですけど。もう一つ

農林水産省の村づくり交付金というメニュー

の中にも集落基盤整備事業、これが今のモデ

ル事業に値するんじゃないかということで、

村づくり計画課に打診している最中で、向こ

うからそこの中には、その集落内の再整備に

ついてはできませんよという要項の中にうた

われてないので、できるんじゃないですかと、

ですからその農林サイドにおいては県サイド

もまだできるかできないか、判断はしかねて

いると。今、町長の回答に国土交通省の事業

化について述べていますが、ほとんどが集落

内、町道に認定されています。その関係で国

土交通省の重点計画を作らなければいけない

かなと思ってます。31年で久米島町202キロ

を重点計画として作成して、今その工事自体

が認定するか、県の許可行為なのか、それと

も総合事務局へ上程して認可を受けるか、そ

の行為自体が、まだ県から指針が示されてい

ないので、取り敢えず30年で、そういう重点

計画は農林も含め、土木も含め町道、農道も

含め、策定しなければ前へ進めないというこ

とですね。

○ 議長 幸地猛

２番盛本實議員。

○ ２番 盛本實議員

いろんな方法を使ってもいいと思うんです

が、基本的に我々が安心安全である生活を営

むためにはどうするかという部分を頭の中に

入れて、どういう事業でもいんですよ。農林

であろうが福祉の事業であろうが、土木の事

業であろうが、そういうことでしっかりと町

民のためにということで今後頑張っていただ

きたいと思いますが、現状の集落内の道路の

中にくぼみとかクラックがあるんですが、例

えばちゃんとした事業からすると難しいのが

ある。今常温のアスファルトがあるじゃない

ですか。暫定的にそれで補修するということ

はできないのかどうか。あと予算の問題もあ

ると思うんですが、ただ非常に危険性のある

道路があるという部分と、この１点と。

道路附帯物があるじゃないですか。側溝と

か側溝の蓋とかグレーチングとか、そのへん

含めての基本計画が作れるかどうか。特に鳥

島、仲泊近辺が、ものすごく側溝が悪くて臭
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いがひどいというのがあったりしますので、

そのへんも含めて。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

月１回程度、その常温の袋持って行って穴

ぼこは建設課の職員のみで補修はしていま

す。目立っているところ全箇所ということで

はなくて、側溝の蓋の修繕については諸問題

で各地域から上がってきます。非常に多すぎ

るほど欠陥箇所が多いと、緊急性のあるとこ

ろを重点的に緊急性のある所ってもう蓋が落

ちている所とか交通、そこは頻繁に通るので

というところは財政課と相談して予備費で持

って対応しているところであります。けっこ

うな集落内の側溝の蓋、グレーチング等々は

目立ってきました。国においては二次改良と

はいう言葉使いはしません。修繕工事、これ

は長寿命化の言葉の中において、修理するこ

とによって、あと３年しかもたないやつを５

年持たせますよという基本の考え方で、そう

いうものを含めて重点計画でもっていけたら

いいかなと思っています。まずは中身詳細が

ちゃんとしたものが発表されたら一応対応し

たいと思っています。

○ 議長 幸地猛

２番盛本實議員。

○ ２番 盛本實議員

これで終わるんですが、今回、県事業、町

事業も含めて質問やったんですが、県の事業

であったにしても約８割、９割ぐらいは町民

が利用するインフラなんですね。ですから県

がそう言ったから、そうですということでは

なくて、しっかりと町の事業として考えてい

ただかないと、だんだんそのへんに、今回の

答弁もそうなんですが、乖離が、我々の考え

と皆さんの、それをまず目的は何かという部

分をしっかりと考えていただいて、県にも要

望し、そして町のやつもできる限り町民のた

めにインフラを整備していただきたいという

ことをお願いしまして質問終わります。

（盛本實議員降壇）

○ 議長 幸地猛

これで２番盛本實議員の一般質問を終わり

ます。

休憩します。（午前12時00分）

○ 議長 幸地猛

再開します。（午後１時30分）

午前に引き続き会議を開きます。午後から

１名の方から議会傍聴の申し出がありました

ので許可しました。傍聴者には久米島町議会

傍聴規則を守っていただきたいと思います。

３番平良弘光議員の発言を許します。

（平良弘光議員登壇）

○ ３番 平良弘光議員

私の方から４点について質問をしたいと思

います。１点目に施設整備について、クリー

ンセンターの現状についてと今後の整備計画

について。

２点目、旧集落跡の保全について、これに

ついては上下阿嘉集落の移転について、その

経緯等について、詳しい資料が保管されてい

るか。

３点目に幼稚園の移転について、これは最

近、国内外に問わず地震による被害が多くな

ってきています。特に清水幼稚園については

海岸に面し、海抜がほぼ０状態であるという

ことを考えると津波の被害が大変心配されま

す。防災上の観点から移転の計画があるか。

４点目、農道整備について、比屋定シンバ
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ルからエポック向けの一部に未舗装の農道が

あるが、その整備計画は以上４点についてお

願いします。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長

（大田治雄町長登壇）

○ 町長 大田治雄

３番平良弘光議員の質問にお答えします。

１点目と４点目を私から残りは教育長に答弁

させます。１点目の施設整備について、久米

島クリーンセンターは平成２年３月に、処理

能力20ｔで建設された施設で、平13年度事業

でダイオキシン類の低減化を図るめ、排ガス

高度処理及び、灰固形化施設の整備工事を行

っております。

当施設は、これまでの各設備機器の機能維

持を目的とした修繕や定期的設備を継続的に

やってきましたが、全体的に経年劣化による

老朽化が進んでいる状況にあり、処理能力が

低下しております。

今後の整備計画として、離島ごみ処理広域

化検討委員会で広域化を検討しましたが、久

米島町は単独処理を継続することが望ましい

との提言を受けております。単独処理を継続

するには、既存施設の建家は継続使用し建家

内部のプラント設備の取替整備を行う基幹改

良と施設規模の見直しを行い最新の廃棄物処

理施設構造基準に適合する施設の更新整備が

あります。

基幹改良する場合と施設の更新整備する場

に、それぞれのメリット・デメリットがあり

ますので、精査し整備計画を進めてまいりま

す。

４番目の農道の整備について、質問にある

箇所の農道は整備計画に入っております。こ

の地区は沖縄振興公共投資交付金、比屋定地

区で採択され、平成28年度には全体測量設計

及び沈砂池１カ所の工事を実施、平成29年度

は沈砂池の他、排水路等の整備工事を計画し

ております。発注時期としては９月を予定し

ております。事業計画は、平成28年度から平

成31年度の４力年計画となっております。以

上であります。

（大田治雄町長降壇）

○ 議長 幸地猛

吉野剛教育長。

（吉野剛教育長登壇）

○ 教育長 吉野剛

平良弘光議員のご質問、下阿嘉集落の移転

に関する資料についてお答えいたします。博

物館には、阿嘉集落の移転についての詳細な

資料はありませんが、「仲里村史」や「久米

島の地名と民俗」には明治39年の台風に伴う

津波により被害を受けた20戸余りが現在の上

阿嘉に移転した後、交通が不便であることや

度重なる潮害と崖崩れの不安等から、昭和38

年に全ての住民が集団で現在の下阿嘉に移転

したと記載されております。

続きまして、清水幼稚園の移転についてお

答えいたします。清水幼稚園の園舎は海抜３

メートルに建てられており、津波がきたら一

瞬で浸水するか、あるいは流される可能性が

高く、津波対策の視点からは課題は大きいと

考えます。そこで、毎年、実施している津波

対策の避難訓練では、小学校高学年の児童と

園児がペアを作り、少しでも早い時間で避難

場所へ避難する訓練を繰り返し行っておりま

す。園舎の移転につましては、現在「久米島

町子ども子育て会議」で、認定こども園の設

置について審議しており、その状況及び結果
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を踏まえながら移転の方針を決定したいと考

えております。

（吉野剛教育長降壇）

○ 議長 幸地猛

３番平良弘光議員。

○ ３番 平良弘光議員

この答弁の中に基幹改良についてのメリッ

ト、デメリットについて精査をして整備計画

を進めるとの答弁があります。これから整備

計画を進めていくのにはちょっと遅すぎるの

ではないかなと思っています。施設の現状と

しては、今日、明日に止まってもおかしくな

い状態だと話を聞いています。そこで現在の

施設の状況についてはどうなっているのか、

環境保全課長よろしくお願いします。

○ 議長 幸地猛

保久村学環境保全課長。

○ 環境保全課長 保久村学

現施設は、平成19年から20年度にかけて基

幹改良をしております。その中で経年劣化を

しておりまして、特に同内部のレンガ等、そ

れから炉の中の噴霧冷却装置等のポンプの故

障とか、あとは誘因する送風系統があります

が、そういった劣化等があり、毎年部分的な

修理を行っていますが、相当劣化がひどくな

っている状態です。

○ 議長 幸地猛

３番平良弘光議員。

○ ３番 平良弘光議員

これについては毎年修理が繰り返されてい

るということの話なんですが、だいぶ古くな

っているんで、もし部品の交換が必要になっ

た場合調達について、これが滞ることはない

のかそのへんお願いします。

○ 議長 幸地猛

保久村学環境保全課長。

○ 環境保全課長 保久村学

部品等につきましても金額は高額の物、そ

れから特に発注してからの修理部分の製作等

の機械がございます。そういった点がありま

して、発注して２カ月かかるとかという状態

も出てきております。その場合、２炉ある焼

却炉の内１炉は止めて運転を行っている状態

です。

○ 議長 幸地猛

３番平良弘光議員。

○ ３番 平良弘光議員

現在２基ある焼却炉については、稼働はし

ているんですか。

○ 議長 幸地猛

保久村学環境保全課長。

○ 環境保全課長 保久村学

２基ある内１基が冷却装置ポンプの故障に

より約１カ月半ほど止まっておりました。発

注して修理を行いまして、現在は稼働をして

おります。

○ 議長 幸地猛

３番平良弘光議員。

○ ３番 平良弘光議員

答弁の中に離島ごみ処理広域化検討委員会

の中において、検討した結果、久米島町は単

独処理を継続することが望ましいという提言

を受けているわけなんですが、その提言の内

容についてはどのようなかたちになっていま

すか。

○ 議長 幸地猛

保久村学環境保全課長。

○ 環境保全課長 保久村学

平成26年度、沖縄離島ごみ処理広域化方策

検討委員会というのが、県それから南部の周
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辺離島ですね、久米島、渡名喜、粟国、座間

味、渡嘉敷、それに那覇、南風原を含めまし

て検討委員会を行っています。その周辺のご

みを那覇、南風原のクリーンセンターの方に

運びまして、向こうで処理できないかという

検討委員会がなされております。その中で、

久米島におきましては、可燃ごみが日だいた

い10トンから12、3トン出るわけなんですが、

それを運ぶ場合に雨天にあった場合に、その

輸送が滞ってしまうんで、その中でその間、

久米島の方で保管をしなければならないとい

う対策等が必要になってきます。そういった

ことを踏まえていろいろ検討した結果、久米

島においては単独で造った方がいいんじゃな

いかということが提言されています。ただ長

期的に見まして、将来的にはそれが運ぶこと

が可能であればまた検討する必要もあるとい

うことで提言を受けております。

○ 議長 幸地猛

３番平良弘光議員。

○ ３番 平良弘光議員

この施設を整備するにあたり、補助メニュ

ーとしてはどのようなかたちのメニューがあ

るのかそのへんお願いします。

○ 議長 幸地猛

保久村学環境保全課長。

○ 環境保全課長 保久村学

補助メニューとしましては、厚生省の方の

循環型社会形成推進交付金事業があります。

これにつきましては、補助率が２分の１とな

っております。それと別に防衛省の方におき

まして、防衛施設周辺整備安定施設整備事業

を活用できるということを聞いてます。これ

につきましては補助率が３分の２でございま

す。防衛施設局の方へ出向いて相談をしてき

ましたが、現在32年度までは防衛局の方は事

業が入っているということでした。

○ 議長 幸地猛

３番平良弘光議員。

○ ３番 平良弘光議員

この施設の更新については現施設を使いな

がら新しい施設に移行するのが、一般的なや

り方だと思います。例えばこれから整備計画

を立ててもし新設となった場合、基幹改良を

入れたとした場合と新設する場合、何年かか

るのか両方の整備するにあたり基幹改良と新

設にあたる場合には整備計画が何年かかるの

かそのへん両方お願いします。

○ 議長 幸地猛

保久村学環境保全課長。

○ 環境保全課長 保久村学

基幹改良と新設の場合なんですが、基幹改

良の場合は今ある建家を使いまして、施設の

整備ということになります。経費部分からす

ると新設の場合で今おおまかに見て32億ほど

かかる予定で、改良になると約半分15億ほど

でできるだろうという試算がでております。

新設ということになりますと、どうしても用

地の確保それから住民との合意形成がなさな

ければいけないんで、時間の方がかかるかと

思います。基幹改良に関しましては、工事期

間等に関しまして、約１、２年では大丈夫じ

ゃないかなと考えております。

○ 議長 幸地猛

３番平良弘光議員。

○ ３番 平良弘光議員

仮に現施設が100％故障により停止した場

合、ごみ処理はどうするのかと、そのへんの

ところの対応も考えてますか。

○ 議長 幸地猛



- 130 -

保久村学環境保全課長。

○ 環境保全課長 保久村学

今、老朽化により１炉は止まっています。

２炉止まったときを考えますと大変心配です

が、今何とか１炉で回しています。２炉止ま

ったときの対策としましては、一時保管して

燃やす状態になりかねないと思います。

○ 議長 幸地猛

３番平良弘光議員。

○ ３番 平良弘光議員

このごみ処理については、毎日の生活の中

から排出されるごみは大量でたいへん多様化

してきています。その処理にも多額の経費が

要しますが、減量化を図っている中において

も適正に処理を進めていかなければ環境に与

える影響は大きいものがあります。そこでこ

れはリサイクルセンターの件なんですが、リ

サイクルセンターの状況が今大変混み合って

いるという話を聞いていますが、このリサイ

クルセンターの現況はどうですか。

○ 議長 幸地猛

保久村学環境保全課長。

○ 環境保全課長 保久村学

リサイクルセンターにおきましても最近ご

みの方が相当持ち込まれております。最近増

えている中には農業用廃プラ、農業用の畜産

の牧草を巻いているビニール、それから堆肥

等の袋、そういった部分が相当持ち込まれて

おりまして、これにつきましてはリサイクル

センターの方で重さを量りまして、それを一

時保管して、本島の方に送って処理をしてい

る状態です。それ以外にも最近家庭から出て

いる不燃物等が増えている状態にあります。

○ 議長 幸地猛

３番平良弘光議員。

○ ３番 平良弘光議員

続いて、町長に伺います。町民の生活に直

接関わりのある塵芥処理については施設の整

備を含め多くの課題が山積みにされていま

す。今後は処理施設が使えなくなった場合の

問題やリサイクルセンターの問題等について

待ったなしの状況にあると思います。これに

ついて今後どのように取り組んでいくのか町

長の考えをお願いします。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

詳しいことについては、先ほど担当課長か

ら説明がありましたが、私としてもこの施設

は非常に高額な予算がかかる事業ということ

で、新しくやるかどうか、そしてリニューア

ルして使えるかどうかというのも担当課長か

らの説明がありましたが、そのへんももう少

し、分析しながら将来的に本当に独自で維持

した方がいいのか、また今言う南風原・那覇

との共同施設で処理を行うようにするのか、

いろんな検討をする必要があると思います。

ただし離島ですから、この間の台風みたいに

６日間も船が出なくなる場合には、それなり

のストックヤードもやらないとできないもの

だと思っておりますので、そのへんもいろん

な角度から検討しながら、今後の計画に望ん

でいきたいと思います。

○ 議長 幸地猛

３番平良弘光議員。

○ ３番 平良弘光議員

では２点目の質問に移っていきます。集落

の保全について、ということについて再質問

を行います。この集落の移転については旧仲

里村史に記載されているという話がありま
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す。これから旧集落後を整備して移転した年

月日と移転の理由などについて詳しい詳細を

記載した記念碑等を建立して久米島町におけ

る集落の集団移転に関わる変遷として保全し

ていく必要があると思います。そのことにつ

いて教育長お願いします。

○ 議長 幸地猛

田端智博物館長。

○ 博物館長 田端智

ただいまの質問にお答えします。旧阿嘉、

古島という表現でいいと思いますが、移転し

た時の状況というのがあまり詳細のことは記

録に残っていなくて、今、一次答弁で答弁し

たとおりの村史とか、また仲村先生が書いた

本の中の一部ある部分の記述だけでしか記録

がないという状況になりますが、今博物館で

は町史の編纂進めていまして、その中でお年

寄りに戦前戦後のいろんな生活の状況とか、

それを聞き取りする作業もやっていますの

で、その中で、機会があれば阿嘉あたりのお

年寄りに昔の話を聞いて、それを記録に残せ

ればいいなということで考えております。集

落の跡なんですが、この間現場確認しに行き

ました、非常に屋敷囲いの石積みとか、そし

てまた区画に沿ってのフクギも植えられてい

て、今、立派なたたずまいで集落跡としては

非常に貴重なものがあるという感想ですね。

我々としては、集落の跡にはあまり手を加え

ずに、文化財的な価値を残したまま後世に残

していければいいなという考えでありますの

で、そこに整備をするということもどうかな

という考え持っています。

○ 議長 幸地猛

３番平良弘光議員。

○ ３番 平良弘光議員

今、田端課長から話があったように、今、

集落跡には旧屋敷跡がフクギに囲まれて、そ

のまま残っています。さらに複数の拝所があ

り、今でもお参りに訪れる人が多いと聞いて

います。また将来的にはエポックとエビ養殖

場と合わせたかたちで観光のスポットにもな

れるんじゃないかというふうに思っていま

す。この質問についての最後に町長の考えを

お願いします。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

実は２年ほど前ですか、そこの出身者のお

ばあちゃんなんですが、当時、上空から取っ

た写真を持って、私の部屋に訪ねて来ており

ました。非常に貴重な資料だと、私初めてみ

ましたが、当時の赤瓦の屋根の並びがそのま

ま写っているのがありました。そういう資料

等も確かに残っていると思いますから、その

へんまた担当課の方で収集して、一つの観光

の名所としてやるのかどうかも含めて、先ほ

どの質問にあった道路整備も合わせて、そこ

に行けるようなことができれば、１つの観光

地としても使えるかなと思いますので、また

そういう個人有地がどうかは知れませんが、

そういう地権者との相談も必要になってくる

と思いますので、そのへんの角度からも調査

する必要があるかと思います。

○ 議長 幸地猛

３番平良弘光議員。

○ ３番 平良弘光議員

では次の質問に移っていきます。続いて幼

稚園の移転についてということで、答弁の中

に毎年避難訓練をしているという話がありま

したが、因みに、現在、清水幼稚園の避難場



- 132 -

所が何処になっているか、そのへんお願いし

ます。

○ 議長 幸地猛

吉野剛教育長。

○ 教育長 吉野剛

お答えいたします。避難訓練については毎

年３回以上行うことになっております。これ

は火事、あるいは地震そして不審者そして今

は特に重要なのが津波を想定した避難訓練を

行っております。どの避難訓練も避難場所は、

一時避難場所は改善センターを予定していま

す。毎年時間も計りながらやっているわけな

んですが、清水幼稚園から避難場所への避難

時間というのは11分から12分程度になってお

ります。

○ 議長 幸地猛

３番平良弘光議員。

○ ３番 平良弘光議員

学校においても災害弱者である幼稚園につ

いては基本的には学校から避難して離れるこ

とによって、その間に被害にあう可能性も排

除できないことだと思います。これについて

は、議会として先だって東北震災で被害を受

けた仙台市の震災遺構として荒浜小学校に行

って状況を確認してきました。荒浜小学校の

位置が海岸からほぼ700から800ｍというふう

に離れていて、防波堤の内側に大きな松林が

あって上空から見ると学校の位置に津波が押

し寄せるということは誰も予想が付かないこ

とだと実際の説明を聞いて思いました。荒浜

小学校においても震災が発生して家庭から学

校に子どもを避難させるために家へ連れ帰っ

たという話があって、この家へ連れ帰った生

徒がほとんど被害にあっているという話があ

りました。それに対して学校にそのまま残っ

ていて上階へ避難した生徒については、ほぼ

全員が助かっているという話もありました。

それからすると生徒は学校から移動すること

なく100％安全が確保されるという仕組みを

たぶん今防災計画も作成途中だと思うんです

が、こういう考えも一つ必要ではないかとい

うふうに思ってます。これについて町長の考

えをお願いします。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

今のご質問にお答えしますが、津波の状況

については私も東北震災地に行きましたが、

確かにおっしゃるように、その避難場所をし

っかりと教えていかないと基本としては高い

所高い所へと特に南三陸町あたりは常日頃か

ら、以前にも津波の経験した皆さんから指導

を受けて、常に高い所へ避難されたというこ

とで、そういう箇所においては助かったと、

しかしながら今おっしゃるように各低地の方

に、家に帰った皆さんが被災したという状況

も聞いております。ここにおいても以前津波

警報が発令されて、学校の先生方がわざわざ

これ西中の例なんですが、家に返した等もあ

りますので、これは勿論そのときに例えば低

地の皆さんでしたら、そこに万一大津波が来

た場合は逆に助からなかった状況にもありま

すので、今後の防災計画の中でも避難場所と

いうのはしっかり幼児から大人も訓練を通し

て、直にきた場合は本当に逃げれるような状

態で常に反復練習するような訓練をやるべき

だと思っております。

○ 議長 幸地猛

３番平良弘光議員。

○ ３番 平良弘光議員
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今回の質問については幼稚園の移転につい

てなんですが、答弁の中において認定子ども

園と合わせたかたちで進めていくということ

があります。そこで先だって議会の全教の中

においてもアンケートについて資料が届いて

いました。福祉課長このアンケートについて

もし集約ができていればアンケートの内容が

どういったものなのかよろしくお願いしま

す。

○ 議長 幸地猛

仲地紀男福祉課長。

○ 福祉課長 仲地紀男

ただいま平良議員からありました質問にお

答えいたします。このアンケートは基準日を

29年４月１日にしまして、現在、保育所園に

子どもを入所させている世帯を対象に保護者

に調査を実施しております。保護者への調査

票の配布数が257件、有効回答数は150件、回

収率としては58.4％となっております。この

中で、この調査の集計結果は出ておりますが、

この結果を基にして10月に子ども子育て会議

を開催して、認定子ども園について審議する

予定となっております。

○ 議長 幸地猛

３番平良弘光議員。

○ ３番 平良弘光議員

この質問の最後に午前中も災害についてい

ろいろ話が出てきましたが、災害は何時やっ

てくるか本当わからないということで、この

問題についても関係課スピード感を持って取

り組んで行っていただきたいと思います。

では次の質問に移ります。４点目に農道の

整備について再質問を行います。今回シンバ

ルの農道整備、エポックに通じる農道につい

て、31年度までの４カ年計画とありますが、

今回、質問に出した箇所については29年度に

整備するというふうに考えてよろしいです

か。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

先ほど町長の答弁資料でちょっと誤りがあ

ったので訂正させてください。この事業の採

択年度は27年度で平成31年度までの５カ年計

画です。27年度は測量設計で2千万、28年度2

千300万そのときには沈砂池１基と排水路１

カ所この事業の目的はですね、農地から赤土

が沈砂池が溢れて機能しないために海への環

境汚染これを未然に保全するということで保

全対策の事業の一環が水質保全対策事業とな

っています。今年は4千万要求して今4千万の

内示をいただいています。総事業費が2億900

万ということでありますが、昨今、一括交付

金、減額されてきて思うような事業計画が実

施できていないのが状況であります。そこの

道路としては30年度以降ということで計画し

ています。道路としては土地改良区画内が基

準ですので差はありますね。そこの方までは

一応、整備する予定であります。

○ 議長 幸地猛

３番平良弘光議員。

○ ３番 平良弘光議員

今、課長からあった沢からエポックから舗

装されているアスファルト道路があるんです

が、この間もおそらく150ｍぐらいかな、こ

の部分は農道登録をされていないということ

で一般財源でしか対応できないというお話が

あったんですが、もうそろそろ来年度の予算

折衝が始まると思います。手始めに見積書を

出して一般財源でどうなのか、おそらく検討
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していく必要もあるのではないかというふう

に思っていますが、それについて建設課長よ

ろしくお願いします。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

今の質問の箇所からエポックの方までは町

道になっています。ですので、この農林の事

業では取れることはできませんので、ただそ

れで国交省の事業で採択するのも非常に厳し

いと、現場は一応県の担当に見せたんですが、

公共性が非常に薄いということで、先ほど議

論した阿嘉の部落が観光地と位置づけができ

ればそういう事業導入も可能かなと思ってい

ます。

○ 議長 幸地猛

３番平良弘光議員。

○ ３番 平良弘光議員

整備についてもいろんな角度から検討して

進めていってもらえればいいのかなと思って

ます。

それと関連してシンバルの船だまり、港で

もないんだけど船が停泊できる場所があるん

ですが、ここへ通じる道もサイドから草が生

い茂って車がなかなか通れないという状況に

あります。この船だまりについても南風にな

った場合、観光客が三点セットで泳いだりと

いうふうに人の出入りがたくさんあります。

合わせたかたちでこの部分についても整備し

て貰えればいいのかなと思ってます。場所を

確認できていれば建設課長、またお願いしま

す。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

そこの場所は農林海岸といいまして、南部

農林土木事務所の管轄の海岸です。その船溜

一帯も安全防護柵ガードレールが朽ちていま

したので、そのへんも写真を撮って事務所に

は報告済ではあります。ただそこの中の林に

ついては保安林となっているので、またその

対策は環境保全課の方でやっていただけるか

なと思っています。

○ 議長 幸地猛

３番平良弘光議員。

○ ３番 平良弘光議員

以上で、私の４点の質問については終わり

ます。最後に先ほど来から今回の横領事件に

ついて、いろいろお話が出ていますが、最近

も議員の方の耳にもあることないこといろん

なことが入ってきています。そこでお願いし

たいのは、この問題についてはスピード感を

持って早めに対応してもらいたいと、早めに

この問題を解決することによって、また執行

部の皆さんも一般行政へ対して集中力をあて

ることができるのではないかと思います。続

いて、先ほど盛本委員から仙台の和牛オリン

ピックについて話がありました。繰り返しま

すが、今回、沖縄から出た牛が全て優等賞を

大変すばらしい成績を残しています。議員も

応援に行って素人ながら感じたことなんです

が、やっぱり優等５席以上を目指すにあたり

ＪＡを始め和牛組合、行政、一体となって頑

張って取り組んでいかないと、なかなか５席

以上は望めないかなという感じをしていま

す。一つ産業課長はじめとして、行政、ＪＡ、

和牛組合と協力して、また久米島ブランドを

確立することができればいいのかなと思って

います。以上で私の質問を終わります。

（平良弘光議員降壇）
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○ 議長 幸地猛

これで３番平良弘光議員の一般質問を終わ

ります。

次に１番喜久村等議員の発言を許します。

（喜久村等議員登壇）

○ １番 喜久村等議員

１番喜久村等です。質問いたします。まず

最初に掲示板の設置について、本町の９割の

字が掲示板の新設、立て替え、補修の要望が

あるが新たな掲示板の設置はできないか。

２番目に道路の拡張について、上阿嘉のウ

ザ原久米島紬の染色場に行く道100ｍ程度の

道幅の拡張はできないか。

３番目に農道について。

（1）島尻のトクジム原において道路が崩れ

非常に危険な道になっているが、石積み並び

にガードレールの設定はできないか。

（2）島尻のトクジム原で４、５年前に災害

で法面が崩れ道路がふさいでいるが、その土

砂の撤去はできないか。

（3）島尻クサト原の道路が約50メートルほ

ど、舗装されていないが、その区間の舗装は

できないか。以上３点お願いします。

○ 議長 幸地猛

（大田治雄町長登壇）

大田治雄町長

○ 町長 大田治雄

１番喜久村等議員の３つの質問についてお

答えいたします。まず１点目の掲示板の設置

について、町では、平成26年に各字から要望

を受け、公民館掲示板の修理及び新設を行っ

ております。修繕、新設した字は15字で、工

事費は82万5千120円となっております。

このたび８月７日付で区長会より掲示板設

置についての要望を受けており、27の字から

掲示板の新設や建替えなど総額200万円を超

える内容となっております。

建替えや新設の要請があった字の内11字

は、３年前にも修繕を行っているため、緊急

性や必要性についてヒアリングを行い、優先

順位を定めた上で予算の範囲内で対応させて

いただきたいと考えております。

次の２点目の質問の道路拡張について、質

問にある現場を確認したところ里道約85ｍあ

ります。補助事業の採択基準で①の道路延長

200ｍ以上1,000ｍ以下の②２個以上の受益者

であること。延長基準外の補助事業での整備

は厳しいものがあります。現在、久米島紬泥

染場に向かう上阿嘉６号線ボックス改修の実

施設計を行っております。実施設計が終わり

しだいボックス改修工事を着手し、改修工事

完了後、上阿嘉６号線を利用するようお願を

したいと思います。その間は、予算確保でき

しだい再生材等で補修を検討してまいりたい

と思っております。

３点目の農道の整備にて３カ所の道路現場

を確認しました。

（1）の道路は非常に危険な状態と判断して

おります。早急に対応策を関係課で協議して

検討したいと考えております。

（2）番の道路については、法面が崩れて農

道が遮断され交通不能となっております。長

年放置されている箇所と判断されます。撤去

時に法面が崩れる２次災害も想定されること

から、再度現場踏査し工法を検討したいと考

えています。撤去には時間が掛かると思いま

すが、予算調整して対応を検討したいと思い

ます。

（3）の箇所は、農道島尻４号線で未舗装箇

所は約75ｍあります。未舗装の原因と当時の
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状況等を調査し関係課で協議して対応策を検

討したいと考えております。以上であります。

（大田治雄町長降壇）

○ 議長 幸地猛

１番喜久村等議員。

○ １番 喜久村等議員

再質問します。掲示板についての再質問で

し。８月に区長会から掲示板設置についての

要望を受けていると思います。今の答弁では

立て替えや新設の要望があった字のうち11字

は３年前にも修繕を行っているため緊急性や

必要性についてヒアリングを行い優先順位を

定めたうえで予算の範囲内で対応させていた

だくという答弁されていますが、どのような

対応をされるのか、従来どおりのやり方で対

応を考えているのか、お答えをお願いします。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

今回、各字から上がってきたのは、いわゆ

るガラスというかカバーの付いた掲示板の設

置の要望です。26年度に新設をした箇所、イ

ーフの情報プラザに付けた物はカバーという

かガラスとかある物でやっています。それ以

外の字は、従来通りの板に画びょうで貼り付

けるようなかたちで、屋外用の物で修繕を行

っております。区長さんの方から、そういっ

た全天候型の屋外でも雨に濡れない物が欲し

いという要望を受けておりますが、一つ一つ

の機種が非常に高額なんですね。なので今後、

例えばカバーだけ取り付けられるようなもの

ができないものかどうか、部内でもいろいろ

調査をしながら進めていきたいと思います。

優先順位については３年前にやらなかった物

でかなり傷んで老朽化している部分とかとい

う部分について、優先的にやっていきたいと

思います。移設については３年前にこっちに

って言ってやったのにも関わらず、また移動

してみたいな要望も中にはありますので、そ

こらへんについてはきちんとヒアリングをし

たうえで実施をしていきたいと考えていま

す。

○ 議長 幸地猛

１番喜久村等議員。

○ １番 喜久村等議員

対応するにはカバー付きの掲示板で対応し

ているという考え方でいいんですか。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

いままでカバー付きのものじゃない掲示板

でずっとやってきたわけなので、カバー付き

がどうしても緊急的に必要なのかということ

も含めて各字の区長さんに意見を聞きながら

進めていこうと思います。

○ 議長 幸地猛

１番喜久村等議員。

○ １番 喜久村等議員

今回、区長さんからの要望で９割近い字が

掲示板の不備でポスター等の掲示に支障をき

たしているということ、以前の掲示板ではス

ペースが狭いこと、雨風を防ぐカバーが取り

付けられていないこと等からポスターの張り

残しや飛散が頻繁に発生するため、いくらか

の字が公民館の窓ガラス等にポスターを貼り

付け対応している状況です。ポスターは町行

事の伝達、火災予防、各種募金及びイベント

への協力、交通安全等、町民への行政伝達ツ

ールとして重要な行政サービスの役割を担っ

ている。掲示板の不備で、これからの伝達が
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効率よく機能していかないのであれば、等し

く受けられる行政サービスが受けられない地

域が発生していきます。約９割の字が掲示板

の不備で支障をきたしているとのことであり

ますので、従来型ではなく区長会からの要望

がある引き戸式や跳ね上げ式の設置はできな

いのか、区長会からの強い要望でありました

ので、もう一度答弁の方よろしくお願いしま

す。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

勿論、要望はよくわかっております。です

のでそれをかなり１台10万円以上しますの

で、そこらへんを優先順位を定めて、一斉に

やるのは非常に難しいと思います。公民館の

修繕の予算は毎年だいたい200万ぐらい取っ

てはいるんですが、それは財政の方とも調整

しながら緊急性、必要性をきちんと定めたう

えで対応をしていきたいと思います。

○ 議長 幸地猛

１番喜久村等議員。

○ １番 喜久村等議員

これは一括交付金の活用とかはこういった

メニューとかは全くないということなんです

か。

○ 議長 幸地猛

大城学企画財政課長。

○ 企画財政課長 大城学

一括交付金については、この事業の性格上

掲示板については、通常行政がやるべき事業

となってますので、一括交付金では対象にな

らないかと思います。

○ 議長 幸地猛

１番喜久村等議員。

○ １番 喜久村等議員

今の答弁で行政がやるべきことなんですよ

ね。これはね、ちゃんと等しく平等に行政サ

ービスを受けるためには、どういうふうなや

り方でやればいいのか、町長、一言答弁お願

いします。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

今２人の課長からも答弁がありましたが、

今後に関して、再度一括交付金等の事例がな

いかどうかも含めて調査し、今おっしゃるよ

うに等しくサービスができるようなことを検

討したいと思います。

○ 議長 幸地猛

１番喜久村等議員。

○ １番 喜久村等議員

等しくサービスができるような努力をして

いただくようお願いしまして、次に移ります。

道路の拡張について、補助事業での整備は

厳しいとのことであるので予算確保ができし

だい再生材等で補修を検討すると言っている

が、この道が里道であっても久米島特産品で

もある久米島紬の生産者の皆さんが久米島紬

の染色のため、この道路をよく利用する道路

でもあり、また農家の方々も利用しているの

で再生材料での補修は早めにできるのか、建

設課長。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

今回の補正でも修繕費は計上しています。

ただそこの中においては今箇所の費用は計上

していませんが、どこかその中で調整できる

ようであれば一応早めに実施したいと、今上
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阿嘉６号線泥染場に行くボックスを実施設計

して、工事入るまでには一応整備したいと思

います。

○ 議長 幸地猛

１番喜久村等議員。

○ １番 喜久村等議員

この道は早め目にやった方がいいと思いま

すよ。この道路は以前に上阿嘉が草刈り作業

の時に町からユンボを提供してもらい、左折

の難しい道路だったために左側の路肩を２、

３ｍ草や土を削り取り、車がスムーズに左折

できるようになったが、刈り取った所が赤土

で舗装されていないので舗装は町でやるとそ

ういう上阿嘉の区長さんは言っているんです

が、建設課は把握しているんですか。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

私が建設課に赴任してからは聞いていませ

ん。確認していません。

○ 議長 幸地猛

１番喜久村等議員。

○ １番 喜久村等議員

できるだけ早めに左折するとき、こっちは

赤土でいろいろ車が通りにくい場所でもある

し、早めにやっていただくようお願いします。

できますか。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

区長と我々がコーラルなり再生材なり、そ

こに持って行って下ろしさえすれば本人がな

らしはするということで打ち合わせはしてお

ります。

○ 議長 幸地猛

１番喜久村等議員。

○ １番 喜久村等議員

できれば町の方でならしまではできないの

か、農家任せにやったらだめだと思いますの

で、ぜひ町で整地までできるようにお願いし

たい。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

区長の意向を曲げるような感じになります

が、建設課の方で実施に向けて検討したいと

思います。

○ 議長 幸地猛

１番喜久村等議員。

○ １番 喜久村等議員

早めに対応お願いします。

次に移ります。農道について（1）対応策

は検討するとのことですが、どのような対応

でやるのか、お伺いします。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

そこの箇所も、今、道路認定されていなく

て災害に上げられなかった原因は、それかな

と思っています。その日８月14日に質問いた

だいて、すぐ、その日に区長さんの案内で現

場を見に行きました。法面が崩れている状態

で今の工法としては、通常我々がやっている

石積みで道路の幅員を確保せざるを得ないか

なと思っているんですが、現在その現場を踏

査していないので、どういう工法かというの

はまだ検討はしてません。

○ 議長 幸地猛

１番喜久村等議員。

○ １番 喜久村等議員
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現場を見て非常に危険な箇所となっていま

すよね。４、５ｍぐらい崩れていて、その応

急措置として、中古のガードレールとか、県

の中古のガードレールが農村公園の向こう側

のガード下に積まれているそうです。これ県

から譲って貰って、杭打ちみたいにガードレ

ールを設置できないかですね。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

ガードレールの杭打ちまで考えたんです

が、町にもまだストックあります。ただそれ

を打ってしまうと先側に車が行けなくなる可

能性があるということと、その杭打ちの振動

でその道路が更に崩れるという二次災害と言

われる道路が崩れる箇所が大きくなるという

ことで、今カラーコーンで一応はここは通っ

てはいけませんよという範囲の表示をしたい

と思っています。

○ 議長 幸地猛

１番喜久村等議員。

○ １番 喜久村等議員

これやっぱり農道とかに認定されないとい

うことで時期ははっきりは決められないとい

うことなんでしょうか。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

確かに非常に危険です。我々も見に行って

びっくりしております。この危険というのは

法下と法上の場合、法下の場合はいつそこの

道路が崩れるかわからない、ただやっぱし、

そういうことをやるからにはある程度工法を

考えて、試算して予算も伴いますので、財政

課と調整して何とか対応できないかというこ

とで、今からの協議等になります。

○ 議長 幸地猛

１番喜久村等議員。

○ １番 喜久村等議員

２番目に移ります。（2）番目については

４、５年前に法面が崩れた行き止まりになっ

ている土砂なんですが、その対応のやり方は

どのように行うか。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

やはりこちらも農道に指定されていない、

単なるもう土地改良の道路の一つで実際仲里

土地改良区の財産になっているわけですね。

それを今町で実施するかということで、今調

整中ですが、そこを見る限りでは生えている

木もけっこう太くなってきてます。それから

見ると４、５年ぐらい経っているんじゃない

かと、その間建設課には、そういう連絡が何

にもない土地改良からも何にもないというこ

とで、我々が知らなかった可能性もあります

ので、そういうところを、一応、土地改良と

調整して撤去の方向で考えていきたいと思い

ます。

○ 議長 幸地猛

１番喜久村等議員。

○ １番 喜久村等議員

できれば早く畑の持ち主はもう誰に言って

いいか分からないみたいな感じで、現在の島

尻の区長さんは、こういう説明で何とかでき

ないかということで相談があったので、ぜひ

早めに対処できるようにやってください。

(3)番目、50ｍの舗装がやられていない道

なんですけれど、どういった経緯かちゃんと

調べましたか課長、答弁に載っている経緯と
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か。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

この島尻農道４号線なんですけれど、今と

なっては経緯はちょっと分からないですけれ

ど、ＧＰＳで距離を測ると74ｍだけ取り残さ

れているという格好なんです。その道路の地

権者を調べると、両サイドに２名の地権者が

その道路の中に入っていると。ですからその

当時同意いただけなかったのか、何なのか。

その路線の中で、その区間だけ未舗装で残さ

れているというのは非常にその当時同意いた

だいてなかったというのが原因かなと思って

います。ただこれもやはり200ｍ以内ですの

で補助事業の適用は厳しいと。状況を見る限

りそこまでは荒れてないので、そちらの方も

再生材等で一応補修をやっていきたいと考え

ています。

○ 議長 幸地猛

１番喜久村等議員。

○ １番 喜久村等議員

農家に負担のかからないようなやり方でや

っていただくようお願いします。これはあ４、

５年はかかるということで、その分撤去とか

全部、２番目の土砂の撤去とかもあと４、５

年はかかる見通しでやっているということだ

ったですね、さっきの話。それもう一回。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

我々建設課で３カ所状況を見て、どういう

方向で、方向性が決まれば財政課と調整して、

１番については早急にしないといけない箇所

です。トラクターも落ちたと聞きました。で

すので、そういう危険な所は優先順位１番と

して、２番の土砂の撤去を土地改良区の財産

ですので、そことの調整も必要だと思います。

３番目については再生材の整備で可能だとい

うことで、あと予算調整して実施に向けて頑

張っていきたいと思います。

○ 議長 幸地猛

１番喜久村等議員。

○ １番 喜久村等議員

スムーズに道路が工事完了することを願い

まして、私の質問を終わりますが、課長はあ

と半年で退職ですよね。ちゃんとできなかっ

たら引き継ぎはやる、責任感をもってやるこ

とを約束できますか。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

こういうものに対してどういう回答をした

ら…。一応私の理念はやり残したくないとい

うのが今の基本で、自分が抱えているやって

きている、後に残さないように後任には引き

継いでいきたいと思います。ありがとうござ

います。

○ 議長 幸地猛

これで１番喜久村等議員の一般質問を終わ

ります。

（１番喜久村等議員降壇）

○ 議長 幸地猛

休憩します。（午後２時32分）

○ 議長 幸地猛

再開します。（午後２時40分）

13番饒平名智弘議員の発言を許します。

（13番饒平名智弘議員登壇）

○ 13番 饒平名智弘議員

13番饒平名智弘、３点ほど質問を行います。
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まず初めに、台湾船監視事業の継続を。本町

の漁業は日台漁業協定により、良質な漁場が

縮小されて困っている状況にある。そのため

に国の台湾船監視事業があるが、毎年、監視

事業が縮小されてきていると思われる。今後、

監視事業がさらに縮小、また無くなることが

懸念されているが、町長は監視事業の継続を

国や県に強く働きかけをする考えはあるのか

伺いたい。

２点目、小・中学校に冷房設備を。本町の

小・中学校には冷房設備はなされているの

か。教室の温度等の状況把握はしているのか。

他の市町村の冷房設備の状況はどのくらいな

のか伺いたい。

３点目、久米島ブランドの表示を。本町に

はさまざまな特産品があり全国に発送されて

いる。しかしながら久米島産と表示されてい

ない商品がたくさんある。例えばマンゴーも

久米島産の表示がなく沖縄県産になってい

る。久米島町としても久米島ブランドをもっ

と全国にアピールする必要があると思われる

が、町長の考えを伺いたい。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

（大田治雄町長登壇）

○ 町長 大田治雄

13番饒平名智弘議員の３つの質問のうち１

番目と３番目を答弁したいと思います。

まず、台湾船の監視事業の継続についての

質問でありますが、日台漁業協定につきまし

ては、平成29年８月に「沖縄県知事」、「沖

縄県漁業協同組合連合会」、「沖縄県漁業協

同組合長」の連名で農林水産大臣に対し、日

台漁業取り決め及び日中漁業協定の見直し等

を求める要請を行っております。久米島町と

しては、必要に応じて関係機関と連携してま

いります。

３番目の久米島ブランドの表示をについて

ですが、過去に生産農家から「マンゴーの久

米島産表示の化粧箱を補助金で制作できない

か相談がありました。「産地協議会」の組織

を立ち上げて活動すれば補助事業を活用して

久米島産マンゴーの化粧箱の制作に当てるこ

との可能性の説明をしましたが、産地協議会

を作ることは考えていない旨の回答を受けま

した。生産農家がまとまり産地協議会を立ち

上げることができれば行政としてもできる限

り支援を行いたいと思います。

（大田治雄町長降壇）

○ 議長 幸地猛

吉野剛教育長。

（吉野剛教育長登壇）

○ 教育長 吉野剛

饒平名智弘議員の小・中学校の冷房設備に

関するご質問にお答えいたします。まず、本

町の小・中学校における冷房設備の設置状況

ですが、比屋定小学校の普通教室のみクーラ

ーが設置されております。それ以外の小学校

及び中学校の普通教室には未だ冷房設備の設

置はありません。しかし、小・中学校共に保

健室やコンピュータ室などの特別教室につき

ましては全ての学校にクーラーが設置されて

おります。

各学校の教室の温度状況の把握につきまし

ては、町教育委員会や那覇教育事務所の学校

訪問を数回行っており、各学校の授業の様子

や教室環境については把握しております。特

に中学校に関しましては、学級の生徒数も多

く、夏場は授業に身が入らないこともあるの

ではと考えております。
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次に、他市町村の冷房設備の設置状況につ

いてですが、那覇市、浦添市は全小中学校の

普通教室に冷房設備が設置されております。

また、本町以外の10町中６町及び近隣離島の

６村中４村で９割以上の普通教室に冷房設備

の設置がなされております。

（吉野剛教育長降壇）

○ 議長 幸地猛

13番饒平名智弘議員。

○ 13番 饒平名智弘議員

再質問を行います。日台漁業協定は国と国

の取り決めであり、見直し等は厳しいと思わ

れますが、台湾船監視事業は町、県が国に強

く要請をすれば継続できると思う。監視事業

がなくなったら、台湾船が違法操業をする可

能性や、また久米島の漁師とのトラブルが発

生することが考えられる。ことが起こる前に

町長には県、国に事業の継続を強く伝えてほ

しいと思う。町長の認識を伺いたいと思いま

す。

○ 議長 幸地猛

佐久田等産業振興課長。

○ 産業振興課長 佐久田等

ただいまの饒平名議員の質問にお答えしま

す。ただいまの質問のとおり、やはり監視船

を派遣して、そのへんの守るべきものは守っ

ていかなければならないと思っております。

監視事業につきまして、平成27年度の実績

を報告いたしますと、約80隻が久米島から参

加して、事業費でいきますと1億7千554万9千

354円の実績が出ております。昨年度の28年

度の実績を申し上げますと、87隻が参加して

おりまして、1億9千260万8千725円の実績が

出ております。それにつきましては、当初４

月から７月の予定が12月、そして変更して１

月まで変更して昨年度は実施されておりま

す。そして今年度の予定といたしましては、

96隻で、162名を予定しております。事業費

としましては、1億7千749万8千304円の事業

費を漁協の方から計上して、当初４月から７

月の予定を変更し、７月から12月まで行える

ように変更申請をしておりまして、12月まで

に予定の事業が行うことができなければ更に

変更申請して１月まで延ばすような計画をも

っているということで報告を受けております

ので、もし今年度も12月まで予定の事業がこ

なせなければ１月まで更に延長申請を行う旨

報告を受けておりますので、29年度も継続し

て予算は確保しておりますので、今後ともや

はりそのへんはたいへん重要なことだと思い

ますので、継続して実施できるよう漁協と調

整して進めております。

○ 議長 幸地猛

13番饒平名智弘議員。

○ 13番 饒平名智弘議員

今の課長の話だと、事業費はそんなに落ち

ていないというが、実際漁師に言わせれば、

人数も増えている。70隻がいま100何名かに

なって事業費が少し減っていると言っている

けど、実際この監視に行っている人たちとし

ては相当日数も減って縮小されていると思っ

ている。この事業がなくなると、本当に遠く

に行って漁がしなくなる。事業がなくなると

台湾船の違法操業が絶対起こる可能性があ

る。そういうことがないようにこれからもこ

の事業が継続することを町としてどのように

取り組んでいくのか、最後に町長の答弁をも

らってこの質問を終わります。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。
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○ 町長 大田治雄

この案件につきましては、私たち首長への

調整会議等はないです。先ほどの答弁でもあ

りましたとおり、漁業組合の連合会とか組合

長会、それに久米島町においては組合長さん

が東京においてもいろんな交渉ごともやって

おります。そのへんの仕組みがちょっと行政

とかけ離れたかたちになっているものですか

ら、もう少し情報を共有しながら臨んでいき

たいと思います。

○ 議長 幸地猛

佐久田等産業振興課長。

○ 産業振興課長 佐久田等

平成25年の４月18日に当時の現在の組合

長、渡名喜組合長から当時の喜久里議長、平

良町長に日台漁業協定の締結についてという

ことで、当時、渡名喜組合長が沖縄県の漁業

団体の要請団の一員として直接東京に赴き、

国に対してそういうことを強く要望いたしま

したが、沖縄県側の要望がそれほど取り入れ

られていないというものを受けまして、町に

も一緒になってまた活動してくださいという

ことで要請文も届いておりますので、今後そ

ういうふうな動きがあれば一緒になって取り

組んでいきたいと思います。

○ 議長 幸地猛

13番饒平名智弘議員。

○ 13番 饒平名智弘議員

２点目、教育長は各学校の教室の環境につ

いては把握していると答えている。特に中学

校は学級の生徒数が多く、夏場は授業に身が

入らないことがあると考えていると言ってい

る。また、他の市町村は９割以上の普通教室

に冷房設備がされていると回答しているが、

久米島町も早急に普通教室に冷房設備を設置

する必要があると思われる。現場出身の教育

長は、学校、教室の暑さは一番分かると思う。

そういう意味で、どのように、吉永議員にも

言っていたが、３年をかけてやると言います

が、もう一回そのへん答弁お願いします。

○ 議長 幸地猛

吉野剛教育長。

○ 教育長 吉野剛

お答えいたします。まず中学校の件に関し

ましては、実は昨年度何回か学校訪問する中

で、確かに大きな体をした中学生が35人ぎり

ぎりの教室にいっぱい机を並べて授業をする

様子というのは非常に集中力を欠き、意欲も

あまりないような状況は見受けられました。

その後でなんとかしてほしいというようなこ

とも実は校長の方からはございました。

昨年度、西中学校の方でその要請を受けま

したので、早速現場を確認しに行ってみまし

た。学校との相談の中で、コンピュータ室の

クーラーが今故障しているというようなとこ

ろで、ここをなんとか出来れば、そこに計画

的に生徒を授業の中で活用できるというよう

なこともございましたので、まず西中学校の

方はコンピュータ室の改修を行い、新しくク

ーラーを設置いたしました。昨年度から元々

あった多目的室にはクーラーがあり、そこと

コンピュータ室を各学年がローテーションを

組みながら交代で使うということで昨年度か

らやっております。

また球美中学校の方もそういったこともご

ざいましたので、球美中学校は２カ所クーラ

ーが設置されている大きな教室がございます

ので、１つはどうしても机、椅子が足りない

ということがございましたので、今年度必要

な分の椅子、テーブルを購入いたしまして、
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１カ所は多目的室、１カ所は旧保健室で、同

じように球美中の方も計画的に交代をしなが

らやるというようなことは進めております。

やはり中学校だけではなくて、議員がおっ

しゃっているように子どもたち、小学校も含

めてそこは早急なクーラーの設置は必要じゃ

ないかというようなこともございましたの

で、委員会の方でもとにかく補助事業といっ

たようなものを探しながら、そしてまた財政

の方とも調整をしながら早めにやっていこう

というような方針をいまもっております。

すぐにでもそれはエントリーができれば、

まず交付金、あるいは補助事業等がありまし

たらやっていきたいと思いますので、出来る

だけ早めにということで前回、吉永議員の方

には３年を目処にということでお答えしまし

た。計画的に優先順位もしっかりと決めまし

て、そこは順次全小中学校の普通教室にでき

るように取り組んでいきたいと思っておりま

す。

○ 議長 幸地猛

13番饒平名智弘議員。

○ 13番 饒平名智弘議員

いま教育長から回答をもらってほっとして

おりますが、事業でやるのも大事ですけれど、

子どもたちは１年１年成長していくので、私

は３年では絶対遅いと思う。沖縄本島100％、

離島でも９割ぐらい入っているのに久米島町

の普通教室に冷房室がないということは本当

に私としては異常に感じる。それを踏まえて、

私は１年でぜひやってほしいと思う。財政も

伴うので、町長に伺いたい。子どもたちの健

康や学力向上のためにいつも町長は学習環境

をよくすると言ってます。だが現実としてク

ーラー設備もされていません。やっぱり教育

長が申しましたように財政が必要です。町長

が冷房設備がないのに対してどのように考え

て、またどのように対応したいのか伺います。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

先程来、教育長も答弁しましたが、基本的

には私は思い込みかもしれませんが、全ての

教室に扇風機ぐらいは付いているものと思っ

ておりました。実際どうなのかは知りません

が。それで今まで対応してきたかなという思

いで。前回、昨年の西中学校のクラスを２学

級が１つになるということで、非常に過密で

大変ということで話を聞いて、すぐあの時、

教育長も一緒に現場を見て、あれじゃやっぱ

りいかんだろうということで、特別教室の方

に新たに整備してやるということでの方針を

確認して終わりましたが、今後においてはい

ま答弁にありますとおり、予算との関わりも

ありますが３年以内を目処に、全ての子たち

がそういう環境の中で勉強できるように私と

しても考えていきたいと思います。

○ 議長 幸地猛

13番饒平名智弘議員。

○ 13番 饒平名智弘議員

町長が３年以内というより、ぜひ３年とい

わず１年で整備をしてほしいと思う。

次に３点目の久米島ブランドについて。町

長は産地協議会の組織を立ち上げて活動をす

れば補助金事業を活用し久米島ブランドの化

粧箱の製作ができる。また、生産農家がまと

まり産地協議会を立ち上げたら支援をしたい

と答えているが、実際こういう組織はできて

いない状況なので、それを町が先頭に立ち、

久米島ブランドの立ち上げを具体化する計画
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を町が中心になってほしいということを私は

言いたい。町としてどのように考えているか、

伺います。

○ 議長 幸地猛

佐久田等産業振興課長。

○ 産業振興課長 佐久田等

うちの班長が中心となって声かけをしまし

たが、なかなか腰を上げてもらえないという

のが正直なところです。昨年度カボチャの協

議会もつくって補助事業でカボチャの洗浄機

も入れましょうということでカボチャ農家の

皆さんに声かけをしたところ、協議会を立ち

上げて今回洗浄機を１台入れる事業は取れま

した。そのへんの説明もして一緒に産地協議

会を立ち上げて、いろいろ事業で選別機とか、

宮古におきますとマンゴー加温機というのを

入れて早めに花を咲かせてとかいろいろあり

ますので、そのへんも我々も一緒になって取

り組みたいんですが、なかなか一緒になって

腰を上げてもらえないというのもありますの

で、引き続き、パインにしても協議会をつく

って新しい品種を入れたいという考えもあり

ますが、なかなか一緒になってもらえないと

いうのもありますので、今後引き続き協議会

立ち上げに向けて、農家の皆さんとも継続し

て話し合いをもっていきたいと思います。

○ 議長 幸地猛

13番饒平名智弘議員。

○ 13番 饒平名智弘議員

いま課長がいうような、なかなかという言

葉は何回も出ますけど、実際言っていること

は分かる。やはり町が中心になってやらない

と絶対無理じゃないかと思う。久米島はいい

マンゴーがいっぱいある。モズクにしても。

それを私がなぜ言うかといいますと、物をい

ろんなところに送ったら沖縄産という表示だ

け、美味しいけれど沖縄産なんです。そうい

う意味で絶対これは、小さいシールでもいい

が、久米島というブランドがまず分かればい

い、箱じゃなくても小さいことでもやってほ

しいと思う。

まず行政が動かないと久米島の農家は忙し

くてできないというと思う。久米島のひとつ

のブランドですので、ぜひ町が先頭に立ち、

そういうことをやってほしいと思う。町長そ

のへんに関して町長としての考えを伺いま

す。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

お答えします。いま議員がおっしゃってい

るように早めに行政が指導してやれるような

仕組みを再度担当課の方にも指示しましてや

っていきたいと思います。とにかく私として

も産地協議会を立ち上げていろんな補助メニ

ューの事業がありますので、そのへんも今後

いろいろ有利になると思いますし、そのへん

を理解させるように進めていきたいと思いま

す。

○ 議長 幸地猛

13番饒平名智弘議員。

○ 13番 饒平名智弘議員

これで私の質問を終わります。

（13番饒平名智弘議員降壇）

○ 議長 幸地猛

これで13番饒平名智弘議員の一般質問を終

わります。

次に、12番翁長学議員の発言を許します。

（12番翁長学議員登壇）

○ 12番 翁長学議員
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12番翁長学です。私は１点質問します。観

光における懸念材料。今年の観光客の入客が

好調な時に、旅客運送業者の廃業において、

今後の久米島観光がマイナスにならないか。

特に団体旅行等の誘致が困難にならないか。

久米島町として対策を考えているか、伺いた

い。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

（大田治雄町長降壇）

○ 町長 大田治雄

12番翁長学議員の質問にお答えします。観

光における懸念材料についてであります。観

光バスの減少は、観光入域者数に影響を及ぼ

すことが懸念されることから、町でも危機感

を抱き、その対応策について観光協会には何

度も働きかけているところであります。

観光バスの安定確保については、観光事業

者をまとめ、受入体制の強化に取り組む観光

協会がその方向性と対応策を示すことが問題

の解決につながることから、引き続き観光協

会に対し対応策を促し、連携して事態の打開

を図りたいと考えております。

（大田治雄町長降壇）

○ 議長 幸地猛

12番翁長学議員。

○ 12番 翁長学議員

再質問させていただきます。先ほど私が、

今年が観光が好調といった理由は、航空機の

座席がなかなか取りにくいと周りの方から言

われております。またフェリーだ来島する外

国の方々も多くなっていると聞いておりま

す。そこで商工観光課長に伺いたいんですが、

１月から今までの久米島町においての観光の

動きはどういうふうになっているか伺いたい

です。

○ 議長 幸地猛

新里剛商工観光課長。

○ 商工観光課長 新里剛

今年度の観光入域客数ですが、今年度目標

については11万3千人を目指しているところ

であります。８月現在の観光入域客数ですが、

こちらの方が対前年度比103.2％、1,472名増

加しております。

○ 議長 幸地猛

12番翁長学議員。

○ 12番 翁長学議員

いま課長からの答弁も、やはりお客さんが

増えているということで、そういうことから

業者の廃業というのがたいへん懸念されま

す。そこで町長に伺います。この会社が廃業

をするということはいつ分かりましたか。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

７カ月ぐらいになりますでしょうか。以前

からいろいろ小さな相談はありますがはっき

りしたことは確認しておりませんでした。と

いうのは例の軽井沢のバスの事故以降、国に

よる規制が非常に厳しくなっているというこ

とで、その対応が大変であると。収支におい

てはそんなに厳しくはないんだが、そういう

ものと、また運転手の確保、バスガイドの確

保が非常に神経をつかっているということを

社長からは言われました。諸々の担当課を通

していま調整もさせておりますので、私も心

配しているのは、特にＦＤＡさん、昨年にお

いては宮古島がバスの確保ができないという

ことで120便飛ばす予定が去年は70本ぐらい

でしたかな。早速また今年もこの間、担当が
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見えておりましたが、今年は宮古ではなく久

米島から石垣経由で飛ばすということであり

ますが、ただその担当の言い分では、久米島

のバスの確保が確約できていないということ

で非常に心配してこの間来てました。早めに

この問題においては解決できるように関係者

と、特に観光協会とも連携して対処させたい

と思います。

○ 議長 幸地猛

12番翁長学議員。

○ 12番 翁長学議員

私もこの会社の代表者と直接会って話を聞

いたところ、やはりいま町長が言ったとおり、

規制が厳しくなった。そうなるとリスクが重

くなってしまったと。そうすると我々自体が

運営に携わると我々はきついと、そういうか

たちで返答を受けました。

そして、先ほど町長が運転手不足とも言い

ましたが、私が以前に久米島でのドライバー

養成のために久米島で大型２種とか大型とか

そういう取れる方法をということで質問した

んですが、これもなかなか前に進んでなかっ

たです。やはり同業者の方から、自動車学校

側もすごく突かれて、前に足が踏み入れられ

ないということで返答もきております。

それで、先ほどやはり宮古島で去年バス不

足があったと。そこでお客さんが来ても受け

入れ体制ができないということで本数が相当

減っています。久米島もそういう状態という

のが懸念されます。

商工観光課長、いま団体の誘致に関しても

う支障が出ているという状況はないですか。

○ 議長 幸地猛

新里剛商工観光課長。

○ 商工観光課長 新里剛

団体商品についてはＦＤＡを含めて、確か

にバスの予約がしずらいというお話はありま

す。それで町としても観光協会もいま既存の

バス事業者の方にいろいろ意見交換をしてお

りまして、バスの台数を増やすということで

一応お話は伺っておりますので、その分をま

た引き続きそれに向けて確認していきたいと

思っております。

○ 議長 幸地猛

12番翁長学議員。

○ 12番 翁長学議員

先ほど町長の答弁で、観光業者を取りまと

めて受入体制の強化に取り組むと言いました

が、元々この会社を立ち上げたときに、この

観光団体から要請で業者は立ち上げたと。当

時その時は町長は観光協会長だったでしょう

か。そこで行政側が立ち上げをお願いしてや

っている経緯があります。もっと町側として

援助できなかったのか、ここを伺いたいんで

すが。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

援助といいますとどういうことかちょっと

理解しかねるんですが、出来る限りいま担当

課を通して情報収集しながら、特にさっき言

ったＦＤＡさんは、それにエージェントに席

を売って、エージェントがバス会社に予約手

続きをするらしんですが、その返答がもらえ

てないということがあって非常に心配してい

ますので、そのへんをいま課長が言ったとお

り、バスを増やしてやるということの方針も

あるようですので、そのへんを早め早めにそ

れを見いだして支障のないように我々行政と

してできるだけのものをやっていきたいと思
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っております。

○ 議長 幸地猛

12番翁長学議員。

○ 12番 翁長学議員

以前に、この会社が廃業をするということ

で他の県から、他の場所から久米島に参入す

る業者を模索しているとちょっと申し入れた

んですが、その方向性も見えるんですか。

○ 議長 幸地猛

新里剛商工観光課長。

○ 商工観光課長 新里剛

前回、去る６月９日になりますが、まずは

町営バスの運行管理委託ということで県外の

バス会社に赴いております。その意見交換の

中で、その席には観光協会の方も同席してい

たんですが、まずは町営バスの運行を。その

中で更に観光バスまで可能性があれば検討し

ていただけるようなかたちでお話はしており

ますが、それ以降、その業者からは特段返事

等については町営バス含めて連絡はいまいた

だいておりません。

○ 議長 幸地猛

12番翁長学議員。

○ 12番 翁長学議員

町営バスの路線部門も同時に引き受けてい

ただいて、観光を大きくしようという、別の

会社にですね。現営業している会社にも投げ

かけたと思いますが、話を聞くと、やはり町

営バスを１業者が引き取るとすごい経費がか

かると。そうすると町の持ち出しがすごいこ

とになるということも聞いております。その

中の町のこの持ち出しというのは、総務課長

もちょっと分かると思いますが、町営バスを

民間業者に委託した時には経費等は相当かか

るんじゃないですか。

○ 議長 幸地猛

新里剛商工観光課長。

○ 商工観光課長 新里剛

町営バスの民間委託につきましては、まず

その条件等については話をする段階にはあり

ませんが、基本的な考え方としては、今現在

バスの運行管理に関する経費、それはドライ

バーに対する委託費込みで、トータルの今の

予算上でまずは考えておりまして、そこがま

た民間の中でノウハウを生かしてサービスの

向上、それから利用率の向上を含めて委託費

が減額になればそれに越したことはないとい

うような考え方をもっております。

○ 議長 幸地猛

12番翁長学議員。

○ 12番 翁長学議員

やはり業者が１カ所廃業になると今の現営

業している会社も、以前は保有台数が12台ぐ

らいあったんですよ。しかし同業者が現れて

今の保有台数は以前の半分以下になってま

す。それを新たに１業者が廃業になったから

と、急にバスを４、５台増車しましょうとい

うのはまず無理です。１台３千万円します。

そういう経費がかかります。商工観光課長は

増車すると相手側は言っていると思うんです

が、なかなかハイと言ってすぐ出来る状態で

はありません。

先ほど廃業した業者に援助とか、そういう

のを私は言いましたが、そういうかたちで今

頑張っている会社に対して何かの方策を考え

るべきではないでしょうか。そうするとバス

の保有台数も増えて、団体客も落ち込まない、

そういうのは考えた方が町としても観光協会

としても、本当に去年の二の舞、宮古島極端

に減った。久米島も減るというのは確実です
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よ、今の保有台数では。そういうところから

町長の答弁を伺いたいです。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

今の廃業の業者においても町の直接の支援

はないでした。これは国の融資制度を活用し

て、その時の協議に私も参加しました。バス

の購入、運営にかかるものについてはですね。

今後においてもそういうことが既存の会社が

やるとした場合にそういう制度があると思い

ますので、そのへんはまた担当課を中心に調

べさせて、そういうものについてはまた行政

も手伝えるものは手伝うと。ただ既存の今の

バス会社の廃業した会社のバスにおいてはそ

んなに高価なものではありませんでした。１

台おそらく100万円ぐらいの単価だったと思

うんですが、そういうことでいきなり新車を

買うというのは非常に厳しい話だと思います

ので、そのへんの今ある物等を利用してでき

るかどうかも含めて関係課と関係者の皆さん

と調整させていきたいと思います。

○ 議長 幸地猛

12番翁長学議員。

○ 12番 翁長学議員

せっかく観光が伸びております。その影響

を途中で切るんじゃなくて、どうしたら多く

のお客さんを久米島に呼び寄せるかというこ

とを町全体、我々議会も考えていくべきだと

思います。お客さんが久米島に行きたい、し

かし受け入れ先がない、そういうことがない

ように商工観光課長、そして町長を先頭にし

てこの解決を模索していただきたいと思いま

す。最後に町長の答弁で終わりたいと思いま

す。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

いま議員からありますとおり、とにかく非

常に急を要する問題だと思いますので、スピ

ード感をもって対応させていきたいと思いま

す。

○ 議長 幸地猛

12番翁長学議員。

○ 12番 翁長学議員

これで私の質問は終わります。

（12番翁長学議員降壇））

○ 議長 幸地猛

これで12番翁長学議員の一般質問を終わり

ます。

○ 議長 幸地猛

以上で一般質問は終了しました。

本日はこれで散会します。お疲れさまでし

た。

（散会 ３時20分）
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（午前 10時23分 開議）

○ 議長 幸地猛

おはようございます。これより本日の会議

を開きます。

本日の議事日程は予めお手元に配布したと

おりであります。

日程に入る前に、久米島町議会会議規則の

改正を行いました。

採決方法について、会議規則第81条第１項、

挙手による採決から起立による採決に変更し

ましたので報告します。

日程第１ 会議録署名議員の指名

○ 議長 幸地猛

日程第１、会議録署名議員の指名を行いま

す。

本日の会議録署名議員は、会議規則第120

条の規定によって、４番崎村正明議員、５番

吉永浩議員を指名します。

日程第２ 平成29年度久米島町一般会計補

正予算（第６号）について

○ 議長 幸地猛

日程第２、議案第43号、平成29年度久米島

町一般会計補正予算（第６号）についてを議

題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

おはようございます。それでは、議案第43

号、平成29年度久米島町一般会計補正予算（第

６号）の概要についてご説明申し上げます。

予算書の１枚目をお開きください。平成29

年度久米島町一般会計予算の補正予算（第６

号）は、歳入歳出にそれぞれ5億4千611万1千

円を追加し、総額を83億2千371万4千円とす

るものであります。

それでは、歳入歳出の主な内容についてご

説明申し上げます。歳入につきましては、予

算書の６ページをお開きください。

９款地方交付税におきまして、平成29年度

普通交付税の交付決定に基づいて1億156万2

千円の増。また特別交付税の前年度実績並の

補正により５千万円の減となっております。

次に、13款国庫支出金では全体で1千104万

9千円を増額しております。主な要因としま

しては、４目の農林水産費国庫補助金におい

て、農業振興事業の産地パワーアップ事業の

国庫補助金として964万円を追加計上してお

ります。

次に、15款県支出金では全体で4千719万3

千円を増額しております。主な要因としまし

ては、１目総務費県補助金において、沖縄振

興特別推進交付金事業の事業内容の追加、そ

してまた取り下げ等による交付金、支援金で

合わせて4千826万円を増額しております。

７ページになりますが、７目土木費の県補

助金において、比嘉２号線整備事業の交付決

定に伴って、沖縄振興公共投資交付金を1千2

70万円を減額しております。

次に、16款、これは８ページです。財産収

入では、町有地の売り払いにより町有地売り

払い収入を832万5千円を追加計上しておりま

す。

続いて、17款、寄付金では、ふるさと納税

寄付金の増額に伴って４千万円を増額してお

ります。

また、18款の繰入金では、ふるさと寄付金

推進事業へ充当する特定目的基金繰入金を2
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千536万4千円を増額しております。

次に、19款繰越金では、平成28年度から繰

越金3億3千84万円を計上しております。

次に、20款諸収入では、全体で2千224万9

千円の増額となっております。主な要因とし

ましては、平成28年度の台風18号災害に伴う

建物災害共済保険を2千549万円を追加計上し

ております。

次に、９ページになりますが、21款町債で

は全体で947万9千円の増額となっておりま

す。主な要因としましては、複合型防災生涯

学習機能施設整備事業に充当する一般補助の

施設整備等事業債を1千140万円を追加計上し

ております。

続いて、歳出についてご説明申し上げます。

まず、２款、これは11ページからになります

が、総務費では全体で4億2千324万3千円の増

額となっております。主なものとしましては、

これは13ページの方になりますが、４目企画

財政費のふるさと寄付金推進事業において、

寄付額の増額に伴い事業費全体で6千481万2

千円。また、下の方になりますが、基金運営

事業において財政調整基金積立金を1億9千60

0万5千円を追加計上しております。

次に、14ページの７目電算管理費の庁舎の

ＬＡＮ管理事業において、既存イントラ回線

撤去にかかる工事請負費を1千185万5千円。

そしてまた、15ページのＬＧＷＡＮ管理事業

において、再整備にかかる委託料を5千499万

4千円。そして総合行政システム管理事業に

おいて、社会保障税番号制度システム整備に

かかる委託料を692万4千円。そしてまた、18

ページになりますが、沖縄振興特別推進交付

金の複合型防災生涯学習機能施設整備事業に

おいて、実施設計に伴う委託料を5千705万7

千円を追加計上しております。

続いて、３款は20ページからになりますが、

民生費では全体で1千135万9千円の増額とな

っております。主なものは、３目の障がい者

福祉の障がい者総合支援給付事業において、

事業の実績に伴う国庫・県補助金の返還金と

して858万2千円。また更正医療事業において

も事業実績に伴う国庫・県補助金返還金を38

9万7千円を追加計上しております。

次に、６款、これは26ページの方になりま

す。農林水産業費では全体で2千156万1千円

の増額となっております。主なものは、２目

の農業振興費の農業振興事業において、産地

パワーアップ事業の採択により補助金として

1千349万6千円を追加計上しております。ま

た、これは27ページの４目畜産事業費の畜産

振興事業において、繁殖雌牛共済掛金にかか

る補助金として475万5千円の追加計上してお

ります。

続いて、８款、これは33ページになります

が、土木費では全体で169万円の減額となっ

ております。主なものは、１目道路維持費の

道路維持管理事業において、県道管理にかか

る緊急時対応分として委託料を400万円、そ

して上阿嘉の６号線の改修工事にかかる工事

請負費を1千300万円を計上しております。ま

た、一方で２目の道路新設改良費の、これは

34ページになりますが、比嘉２号線整備事業

において、事業にかかる交付金決定に伴って

事業費全体で1千587万2千円。そしてまた35

ページの、１目下水道事業費において下水道

事業特別会計への法定外操出の減額として操

出金を1千397万5千円の減額となっておりま

す。

続いて、10款、これは39ページからになり
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ますが、教育費では全体で369万8千円を追加

計上しております。主なものとしましては、

40ページの１目学校管理費の小学校施設管理

事業において施設の維持管理にかかる修繕料

を723万8千円。そしてまた41ページの中学校

の管理事業においても、これも施設の維持管

理にかかる修繕料を370万4千円。そしてまた

43ページになりますが、４目の博物館費の博

物館運営事業において、屋根瓦の復旧等にか

かる工事請負費を756万7千円追加計上してお

ります。

最後に、11款予備費に5千327万7千円の増

額となっております。

以上が平成29年度久米島町一般会計補正予

算（第６号）の主な概要となっております。

平成29年９月14日提出

久米島町長 大田治雄

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 幸地猛

これで、提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

12番翁長学議員。

○ 12番 翁長学議員

26ページ、農業振興費の中で、補助金の中

で産地パワーアップ事業園芸プラント機械事

業とありますが、事業名の内容の説明をお願

いします。

○ 議長 幸地猛

佐久田等産業振興課長。

○ 産業振興課長 佐久田等

ただいまの質問にお答えします。産地パワ

ーアップ事業補助金としましては、沖縄県太

陽の花さんの今回補助事業でありまして、花

き農家のトラクター３台導入と、動噴が４名

の方々、そして平張り施設の資材として１グ

ループ、３名の１グループですね。そして堆

肥の散布機を１台導入予定でございます。そ

の中でまた農家の負担が約３割となっており

ます。

○ 議長 幸地猛

他に質疑ありませんか。

５番吉永浩議員。

○ ５番 吉永浩議員

質問します。16ページの地産地消推進事業

に地域おこし協力隊の報酬が減になってい

て、16ページがそれで、31ページにも地域お

こし協力隊の報酬が200万円、委託料含めて4

00万円減になっていますが、この地域おこし

協力隊の目的等があると思いますが、この減

になって事業に支障がないかというところ

と。もう１つ、44ページの運動公園管理事業

のところの総合運動公園内土地分筆登記業務

委託料、これの中身を細かいところを説明く

ださい。

○ 議長 幸地猛

中村幸雄プロジェクト推進課長。

○ プロジェクト推進課長 中村幸雄

ただいまの吉永議員の質問にお答えしま

す。16ページの地産地消推進事業の減額なん

ですが、当初、地産地消のための地域おこし

協力隊を２名募集しておりましたが、現在の

ところ１名しか確保できなくて、その１名分

の減額３カ月分を予定しております。半期ご

とに状況を見ながら、もし募集が可能であれ

ば２人体制にもっていきたいということでの

減額になっております。

○ 議長 幸地猛

保久村学環境保全課長。

○ 環境保全課長 保久村学
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44ページ、ただいまありました運動総合公

園の土地分筆事業なんですが、これにつきま

しては久米島総合運動公園多目的広場から久

米島野球場、ホタルドームの、そこの運動公

園なんですが、平成13年度から事業が入りま

して、その時に保安林、海側の保安林の方の

指定を解除して事業を行っております。保安

林にかかる部分の指定の解除の許可は行って

事業はやっているんですが、まだ分筆して運

動公園への地目変更がなされてないために、

その保安林部分を分筆して運動公園の公園敷

地としての地目変更を予定しております。

○ 議長 幸地猛

新里剛商工観光課長。

○ 商工観光課長 新里剛

31ページの観光振興体制強化事業における

地域おこし協力隊報酬の減額なんですが、当

初、観光協会の組織強化を図るということで

自主財源の確保を図るということで、旅行業

務取扱管理者資格を持った方をこちらに派遣

して観光協会の組織体制の強化を図る予定に

しておりましたが、３月になりまして観光協

会の方が５名ほど職員が退職するということ

で、そこに協力隊を派遣するのが厳しくなっ

たということで、これまでその組織が改めて

新規採用して、その体制の強化が図られたら

地域おこし協力隊を派遣する予定にしており

ましたが、現在まだ観光協会の体制が整って

いないということで今回減額しております。

○ 議長 幸地猛

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

８ページの財産収入のところなんですが、

町有地の売払収入832万円あまり計上されて

おりますが、この金額からして１筆だと思う

んですが、阿里地区についてあと何筆売れ残

りというか、売れていない土地があるのか確

認したいと思います。

それから、34ページ、土木費の比嘉２号線

整備事業1千500万円あまりのマイナス計上さ

れておりますが、この中に公有地の財産購入

費400万円、これもマイナスで計上されてお

ります。この公有地はどの部分でどういう土

地になっているのか、説明をお願いします。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

ただいまの棚原議員の質問にお答えしま

す。町有地売払収入の832万5千円の計上のう

ち、これ３件ございます。１件は阿里の宅地

が１区画、その他は宅地28㎡と、あと雑種地

3,500㎡の３件の計上となっています。１つ

の阿里の宅地が売れていますが、これについ

ては293㎡の宅地が１区画販売しております。

先ほどの質問で、どのくらいの売れ残りが

あるのかということで、第１期分壌地の中で

は、現在11区画が残となっております。そし

て第２期の区画の方では25区画がまだ販売さ

れていない状況となっております。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

34ページの比嘉２号線整備事業ですけど、

これは当初要望額４千万円で県に要求してい

ました。今回の一括交付金の削減で1千930万

円の減額内示となっていて、当初500万円の

用地補償、土地購入費をやってましたけど、

100万円は一応土地購入費を残して、その400

万円は事業費の減による減です。いま鑑定業

務をやってもらっています。
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○ 議長 幸地猛

６番赤嶺秀德議員。

○ ６番 赤嶺秀德議員

12ページ、具志川庁舎の管理事業について

ということでありますが、これに235万3千円

計上されております。私、以前にも定例会の

方で具志川庁舎の玄関の自動扉についてお願

いしておりますが、老朽化がひどくてという

ことで、いつ取り壊すかわからないというふ

うな総務課長からの回答でしたが、これだけ

の修繕費を管理事業にもってくるんであれ

ば、弱者対策としての自動扉も一緒にできな

かったものかどうか、このへんひとつご説明

お願いします。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

今回補正で計上させていただいている具志

川庁舎の管理事業については、工事請負費の

方ではクーラーの修繕費となっております。

具志川庁舎の入口の扉の方は、やはり自動ド

アにすると、かなり高額になるということ。

引き戸にするにもちょっと利便性等でいま検

討しているところです。取りあえずという言

い方はいけないんですが、手すりは設置をし

て足下が不安定な方でも行けるようなかたち

にはしております。ただ、やはり車椅子の方

ですとか、そういう方たちの対応のための自

動扉の設置は今回の予算計上には入っており

ません。

○ 議長 幸地猛

１番喜久村等議員。

○ １番 喜久村等議員

39ページの旧教員住宅撤去工事とあります

けれど、場所はどこなのか、跡地利用計画は

あるのかお聞きします。

○ 議長 幸地猛

大田悟教育課長。

○ 教育課長 大田悟

ただいまの喜久村議員のご質問にお答えし

ます。場所については、旧美崎診療所近くの

旧教員住宅となっております。今までは経済

的に困難な方が住まわれて、去年の７月か８

月に、その方がお亡くなりになりまして、周

辺の方々から旧教員宿舎の撤去の要望が何度

かきておりまして、そこを撤去することにな

りました。その後の利用については今のとこ

ろ考えておりません。

○ 議長 幸地猛

１番喜久村等議員。

○ １番 喜久村等議員

これは話を聞くと、町有地か私有地かどっ

ちか分からないということですが、町のあれ

はどうなんですか、町有地になっているんで

すか。

○ 議長 幸地猛

大田悟教育課長。

○ 教育課長 大田悟

建物については、教育委員会の所有となっ

ておりました。土地については個人有地とい

うかたちでいま把握しております。

○ 議長 幸地猛

１番喜久村等議員。

○ １番 喜久村等議員

これは今までどおり町が管理してやってい

くということなんですよね。

○ 議長 幸地猛

大田悟教育課長。

○ 教育課長 大田悟

登記上は個人有地となっておりますので、
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そのへんは所有者との調整となります。どう

いう経緯でそういった具合でそこに教員宿舎

が建設されたということについては60年ぐら

い前の話でありますので詳しいのは存じてお

りません。

○ 議長 幸地猛

２番盛本實議員。

○ ２番 盛本實議員

３点ほど質問いたします。まず、１点目で

すけれど、８ページの繰越金の3億3千万円あ

るんですが、これの内容。これひも付きなの

か、いわゆる補助事業がらみなのか、純粋な

単独の金が、そのまま繰り越してくるのか。

それは確定した金額なのかということを確認

いたします。

あと１点ですけれど、16ページ、風の帰る

森プロジェクト推進事業の報酬、非常勤職員

の報酬200万円が計上されていますが、これ

は寄付金なのか、要するに町の単独予算なの

か、そのへんをちょっと教えていただきたい。

34ページ、先ほども質問あったんですが、

比嘉２号線、かなりの金額の減額があるんで

すが、説明としては事業費の決定に伴うとい

うことになっていますが、これ現在これだけ

の金を減額するということは、それ以上つか

わないということなのか、単年度で全ての工

事を完了するのか、次年度以降も残っている

のか。次年度以降残っているのであれば減額

する必要ないと思うんですが、そのへん説明

をお願いいたします。

40ページ、小学校施設管理事業の中の委託

料で薬剤師会水質検査の3万6千円計上されて

おりますが、その内容と、その下の変圧器絶

縁油分析委託料の90万8千円、この説明をお

願いいたします。

○ 議長 幸地猛

大城学企画財政課長。

○ 企画財政課長 大城学

ただいまの繰り越しの内容についてお答え

いたします。繰越金の内容については、１億

強については国保の操出金の不用となってお

ります。それについては受診者が減になった

ことによる不用となっております。

その他については、財源としては一般財源

です。国庫だと歳出が減ると歳入も減ります

ので、繰越財源については一般財源という取

り扱いでいいと思います。

○ 議長 幸地猛

中村幸雄プロジェクト推進課長。

○ プロジェクト推進課長 中村幸雄

16ページの風の帰る森プロジェクト推進事

業の報酬等については、財源は地域おこし協

力隊の制度を活用しようということで検討し

ています。その運営事業については、一般社

団法人風の帰る森ということで設立の準備を

しておりますが、そこと連携して事業のスタ

ートに当たって協力隊制度を活用していこう

ということになっております。

○ 議長 幸地猛

大田悟教育課長。

○ 教育課長 大田悟

ただいまの盛本議員のご質問にお答えしま

す。薬剤師会水質検査につきましては、清水

小学校の水質検査、水道水の検査となってお

ります。あと変圧器等の分析委託料につきま

しては、各学校に設置されております変圧器、

その中にＰＣＢが入っているものがあるよう

です。実際それが入っているのか、入ってい

ないのかの調査の委託料と、もし入っている

のであれば、それの撤去に要する委託料とな
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っております。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

今の比嘉２号線の単年度か、次年度もある

のかということですが、事業計画は５カ年で

計画しております。28年採択の32年で完了。

今年度まで用地補償、物件等の用地交渉して、

若干事業費が余れば工事もかかる部分もある

と思います。事業費の減額する必要あるかと

いうことなんですが、どうしても国からの内

示が1千587万2千円落ちていますので、それ

だけを単費で扱うことはちょっと厳しいかな

と思いまして、内示どおり減額としてます。

○ 議長 幸地猛

２番盛本實議員。

○ ２番 盛本實議員

繰越金が全て単独ということですよね。こ

れですね、１億いくらぐらいは国保がらみの

やつらしいんですが、それはそれでいろんな

背景にはあると思うんですが、残りの分、こ

れは毎年大体これぐらいの金額、おそらく４

億５億の繰り越しが出ているんですが、そう

しなくちゃいけないのかね。

要は、無茶苦茶なつかいかたをやる必要は

ないですが、年度末において毎年４億５億の

金を繰り越すというそのものがちょっとやっ

ぱりおかしいんじゃないかなという部分があ

るんですね。当初の計画性がないんじゃない

かと。

例えば町民から町に対して要望がくると思

うんですが、予算がありません、できません

というのが結構あるんです。

ところが蓋を開けてみると、繰り越しは億

単位で出てくると。やっぱり必要な分は、そ

の年必要な時期につかう必要があると思う。

いろんなところで話を聞くんですが、これぎ

りぎりまで置かなくちゃいけないという話も

ある。例えば国保に関してはそれはそれで、

どうしてもぎりぎりまで持っておかなくちゃ

いけないというのがあるんですが、その他の

分に関しては、そこまで引っ張って、12月ぐ

らいである程度けじめをつけて、繰り越しと

いうのは極力少なくして、必要なところに金

をつかっていく必要があると思うんですが、

そのへんも次年度から気をつけてもらいた

い。どうしても必要であれば、そのへんちょ

っと勉強していただいて、なるべく有効な金

のつかいかた、有効な予算のつくりかたをし

ていただきたい。あとはよろしいです。

○ 議長 幸地猛

大城学企画財政課長。

○ 企画財政課長 大城学

ただいまの質問にお答えします。いま盛本

議員がおっしゃったとおり、予算編成の問題

があると思います。必要な分を付けているつ

もりなんですが、結果として繰越金が多額に

なっているということもありますので、予算

編成時において改めて各課と調整して不用額

の減額に取り組んでいきたいと思います。繰

越額の減額については12月とか最終補正で落

とすべきものは落として取り組んでいきたい

と思います。

○ 議長 幸地猛

10番玉城安雄議員。

○ 10番 玉城安雄議員

16ページの風の帰る森プロジェクト推進事

業、盛本議員からも質問があったんですが、

１つ確認しておきたいと思います。この予算

は運営費ということで総務費の事業でやると
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いうことなんですが、箱物について建物につ

いて発注が延び延びになって、発注はどうな

っているのか、その点についてまずお答えく

ださい。

○ 議長 幸地猛

中村幸雄プロジェクト推進課長。

○ プロジェクト推進課長 中村幸雄

ただいまの玉城議員の質問にお答えしま

す。風の帰る森の本体施設の工事については、

昨日、入札の予定でした。設計額と見積額に

ちょっと開きが出て、そのために入札を延期

したいということで通知をしています。本日、

額の開きについて各業者から聞き取りと精査

をして、入札の日時を新たに設定したいと考

えております。

○ 議長 幸地猛

10番玉城安雄議員。

○ 10番 玉城安雄議員

いま本町ではいろいろ箱物、火葬場、葬祭

場、またパークゴルフ場、次年度には学習施

設というかたちでいろいろ建築工事が目白押

しであるわけなんですが、この発注の形態で

すね、何業者指名してやる予定か、ＪＶなの

か。それと、いまちょっと見積もりに開きが

あるということを課長はおっしゃっていたん

ですが、私も実は図面をある業者から見せて

もらったんですが、面積数に対して約２億円

ぐらいの、建築費一括２億円ぐらいというか

たちという話も聞きましたので、この見積も

りの開きを、ぜひ聞き取り調査して適正な価

格で発注できるようなかたちでお願いしたい

と思います。最後の答弁お願いします。

○ 議長 幸地猛

中村幸雄プロジェクト推進課長。

○ プロジェクト推進課長 中村幸雄

ただいまの発注形態なんですが、ＪＶ方式

で４社です。単独だと８社になりますが、４

社、５社です、すみません。

○ 議長 幸地猛

休憩します。（午前 10時58分）

○ 議長 幸地猛

再開します。（午前 10時59分）

中村幸雄プロジェクト推進室長。

○ プロジェクト推進課長 中村幸雄

５社で構成しています。

開きの原因としては、やはり今回の事業自

体が寄付者側のいろいろ意向等もありまし

て、その予算の枠内で希望の建物というよう

なそういった調整もあって、なかなか公共単

価やはりちょっと高め、離島という特殊事情

もあるんですが、そういった面の高めの設定

になかなかできないというところもあって、

このへんの調整がとても難しい状況の中でや

っております。どうにかその開きを調整しな

がら執行までもっていきたいと考えておりま

す。

○ 議長 幸地猛

10番玉城安雄議員。

○ 10番 玉城安雄議員

業者の不利益にならないように調整して発

注してほしいと思います。

○ 議長 幸地猛

７番仲村昌慧議員。

○ ７番 仲村昌慧議員

先ほどの財産売払収入について伺います。

今回、阿里地区の293㎡、１件が売れたとい

うことですが、坪単価はいくらだったのかお

伺いします。

○ 議長 幸地猛

休憩します。（午前 10時59分）
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○ 議長 幸地猛

再開します。（午前 11時00分）

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

坪単価にしまして7万5千119円となってお

ります。

○ 議長 幸地猛

７番仲村昌慧議員。

○ ７番 仲村昌慧議員

たぶん昨年の９月議会だったかと思うんで

すが、今まで土地がなかなか売れなくて、単

価の見直しも検討するというような答弁があ

ったと思うんですが、今回この単価見直しし

たということですか。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

今回は単価の見直しを行っておりません。

単価の見直しについては他の町有地も含めて

平成30年固定資産税の評価替えがあります。

その時に併せて見直しをする方向でいま調整

を進めているところです。

○ 議長 幸地猛

７番仲村昌慧議員。

○ ７番 仲村昌慧議員

この土地は当初だいたい８万円前後だった

と思うんですが、去年、一昨年、土地の下落

率が久米島町非常に一番上位を占めてまし

た。実は今日のタイムスの朝刊を見ましたら、

土地価格が公表されています。今回、仲泊地

区が下落率１位になっています。今日の新聞

を見ると。そういうことからするとかなり周

辺が土地の価格が下落しているかと思います

ので、そういった今後の販売が促進させるた

めにぜひ早期な見直しはする必要はあるんじ

ゃないかと思いますので、町長の見解を伺い

たい。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

ただいまの質問にお答えします。阿里地区

においてはこれは合併前の事業でやっており

ますが、売れ残りが今さっき報告があったと

おりだいぶあります。とにかく見直しの段階

でちゃんとしたかたちで議会の同意が得れれ

ば見直して、早急に全区画が売れるような仕

組みを進めていきたいと思います。

○ 議長 幸地猛

３番平良弘光議員。

○ ３番 平良弘光議員

私の方から２点ほど確認したいと思いま

す。まずは８ページの中の雑入の中の甘藷加

工施設建設の償還負担金の16万8千円の説明

と。21ページの老人福祉費の中の地域支援事

業がほとんど減額補正されていると。その２

点を説明お願いします。

○ 議長 幸地猛

佐久田等産業振興課長。

○ 産業振興課長 佐久田等

平良議員の質疑にお答えします。甘藷建設

関係につきましては、フーズ久米島さんが負

担すべき15年のうちの１カ年分として168,00

0円となっております。

○ 議とと長 幸地猛

仲地紀男福祉課長。

○ 福祉課長 仲地紀男

ただいまの平良議員からの質問にお答えい

たします。地域支援事業の減額については、

報酬、手当て等なんですが、地域包括の方で

ケアマネ２名、社会福祉士が１名採用する予
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定でしたが、採用がなくて４月から９月の６

月分の減額となっております。

○ 議長 幸地猛

11番安村達明議員。

〇 11番 安村達明議員

25ページの環境衛生施設費のところで、ク

リーンセンター運営事業の中で修繕費とリサ

イクルセンター運営事業でも修繕費が入って

おりますが、この修繕費、機械の故障だと思

うんだが、これは耐用年数は何年で、何回ぐ

らい修繕が入っているのか説明してもらえま

すか。

○ 議長 幸地猛

保久村学環境保全課長。

○ 環境保全課長 保久村学

ただいまの質問にお答えします。25ページ

のクリーンセンターの修繕費、それからリサ

イクルセンターの修繕費につきましては、両

方ともシャッターの修繕でございます。機械

ではなくて、両方ともシャッターの修繕でご

ざいます。

○ 議長 幸地猛

休憩します。（午前 11時05分）

○ 議長 幸地猛

再開します。（午前 11時05分）

11番安村達明議員。

〇 11番 安村達明議員

きちんと括弧して、シャッターならシャッ

ターと書いてください。機械が故障したのか

なと思って、耐用年数とか聞いたわけですか

らね。

それから、12ページ、公用車管理事業の中

で役務費が301万4千円ついておりますが、こ

れは自動車損害保険とありますが、これは何

台分なのか、損害保険料説明をお願いします。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

何台というのはちょっと手元に資料がない

ので今お答えできないんですが、100台は超

えていたかと思います。町全体で、総務課が

管理をしているもので100台は超えています。

今回９月で補正をかけているのは実は28年度

に支払うべき保険料が処理が遅れまして支払

うことができなかったために、この同額が28

年度の不用額として上がってしまうんです

が、それを29年度に慌てて28年度分を支払っ

たために29年度分の保険料を９月で補正させ

ていただいているというところです。

○ 議長 幸地猛

他に質疑はありませんか。

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

今までの質問で重なるところもあるんです

が、それはまた私なりの聞き方がありますの

で、まず、８ページ、やはり町有地の売払い

なんですが、この中で先ほど総務課長の答弁

で36カ所残っていると。上の方が11カ所で下

が12、15で36残っていない？ 無茶苦茶多い

ですよね。いま仲村議員から非常にいい質問

があって、単価の見直しが必要じゃないかと。

実はこれ前から言われています。ただ、土地

開発公社が造成して、その額で原価で役場が

購入した関係上、そう簡単にはできないと。

ところが今みたいに36件もずっと持ち越し持

ち越しでやったら今度は逆にそこに維持管理

費がかかってきています、実際。たいへんな

額ですよねあれ、業者さんにやって。私は町

長の答弁で議会と言っているが、議会の承認

が必要かどうか分かりませんが、問題になる
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のは既に買った方々なんです。だから買った

方々に対して丁寧に説明して、今の状態では

町が管理できませんので、すみませんが値下

がり認めてもらえませんかと、理解いただけ

ませんかと、このぐらいやって早急に売れる

ような体制に私はもっていってほしいなと思

います。そのへん町長どうでしょうか。

ちょっと付箋紙が多いので質問の順番で答

えてくださいね、すみませんが、私が分から

なくなっちゃうので。

13ページのふるさと寄付金推進事業のうち

の、ちょっと分からないのがあるんですよ。

代理納付事務が86万4千円、小さい額ではあ

るんだが、ふるさと納税に代理が必要なのか

なということと、その委託料その下の2千404

万8千円、これの説明をお願いします。

それから、14ページ、じんぶん館の管理運

営事業で229万2千円が計上されております。

工事請負費です。いまじんぶん館の方が本土

からの留学生が多くなってきて、ほぼ満室状

態ということを聞いてまして、ひょっとした

ら期待しての質問ですが、４階の方の改修な

のか、あるいは全然別個のいま住んでいると

ころの改修なのか、このへんの回答お願いし

ます。

それから、26ページ、産業振興課ですね、

これは。先ほどの質問の中で産地パワーアッ

プとか、トラクターとかいろいろありました

が、平張りも入っているような回答があった

んですが、ひょっとしてこれもう工事入って

いるんじゃないですかね、再回答ね。

それと、例の事件を受けまして、農家が一

番期待していたハーベスター、これは別に事

件のせいだけでもないんですが、予定してい

たハーベスターがそのまま８台か、９台入る

のかどうか。でなければそろそろ９月ですか

ら、減額の予算ですよね、当然、これの説明

お願いします。最後まで粘るのかどうか、11

月、12月まで。

それと、29ページ、これも額は少ないんだ

が5万7千円の補正で入って登録料なんですよ

ね。林業での登録料がどうして必要かという

疑問があるのと、それと現在、昔からいって

いる山神、森林監視員、これはこの予算、補

正前の予算から人件費で支払われているので

しょうか、そのへんお願いします。

それから、31ページ、観光費です。観光費

が減額になっているんですが、その意味では

なくて、実は私の情報といいますか、たまた

まあるところで７、８人の団体のお客さんと

遭遇しまして、話をしているうちに兼城の獅

子舞の話が出まして、それから飛んでいろい

ろ話したら、ピンときまして、これひょっと

したら皆さん映画のロケ隊じゃないですかと

聞いたら、そうですと。10月から大規模なア

メリカ映画が撮影隊が入るそうですね。逆に

経費が必要になってくるんじゃないかという

ことで、私は逆に心配しているんです。それ

に対応する対応費ですね、これが必要じゃな

いかと。そうなるとこの９月で補正組まない

と間に合わないと。そのへんは必要ないのか

どうか、必要なのか、そのへんの回答お願い

します。

それから、40ページ、小学校施設管理事業

があります。わりと大きな修理費ですね、72

3万8千円、これの内訳お願いします。

それから、43ページ、博物館運営事業に、

これも屋根瓦の修理ということで756万7千円

計上されています。これはいつの台風でやら

れたのか。700万円という修理費ですので十
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分災害取れたんじゃないかと私は見ていま

す。このへん災害が取れなかったのか。いつ

の台風でやられたのか。というのは、既に清

水の浄水場はもうされていますよね。去年か

な、今年かな、赤瓦が。ちょっと対応が遅れ

ているんですよね、これ、気づかなかったの

か、あるいは予算が取れなかったのか、予算

折衝の中で、庁議の中で、このへんの回答を

お願いします。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

ただいまの喜久里議員の町有地の件につい

て答弁したいと思います。まずは、第１地区

が11区画、第２が25区画、36ありますが、先

ほどの答弁でも申し上げましたとおり、今度

の固定資産の評価の見直し時において見直し

するかたちで、これはやっぱり先に買った皆

さんからすると非常に不満が出ると思いま

す。そのへんはしっかり説明できるようなか

たちでやるべきと私も思っています。もちろ

んこれをそういう見直しが極端に、例えば7

万5千円のものを７万円にする場合には議会

の皆さんのある程度の理解も、説明して了解

を得る必要があると思ってそういう答弁をし

ております。

○ 議長 幸地猛

大城学企画財政課長。

○ 企画財政課長 大城学

ふるさと寄付金推進事業の役務費について

お答えします。役務費については、インター

ネットでの事務を取り扱っておりますので、

その経費です。いまヤフーとふるさとチョイ

スというものをやっています。それについて

は寄付額の１％の分の計上となっておりま

す。委託費については、返礼品事業を導入す

るにあたって、その事務を一括して委託して

いるんですよ業者の方に。その事務委託料が

14％、それと返礼品３割やっていますので、

その３割分の返礼品と送料の予算となってお

ります。

そして、じんぶん館の工事請請負費につい

ては、いま男女とも４部屋、１部屋に４名入

るんですが、その分の増築分、設備の導入分

です。いま部屋は確保されているんですけど、

ベッドとか間仕切りとかそういったのがいま

無い状況ですので、その４名、合計８名増加

に対応する分の部屋の増改築分となっており

ます。

○ 議長 幸地猛

佐久田等産業振興課長。

○ 産業振興課長 佐久田等

先ほどの産地パワーアップ事業の平張りに

つきましては、28年度に繰り越しして平張り

施設を整備したのが直近で完成しまして、県

の工事の完了検査も全て終了しております。

今回の産地パワーアップ事業につきまして

は、29年度で補正をしまして実施する事業と

なっております。

そして、先ほどのハーベスタの件につきま

しては、29年度、県内で38台の申請がありま

して、県内から３台事業導入の許可が下りて

おります。例年ですと９月頃に再度補正の申

請の公募要領がきますが、いまうちの普及員

を通じて確認しているところでは、衆議院の

解散があるならば９月の申請が選挙後にずれ

込むんじゃないかという情報が入っておりま

すので、担当課としては今回申請すべき８台

分につきましては書類も整えて、そして久米

島に一番不足していた地域の計画というのが
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なかったものですから、今それを普及員と一

緒に作成して、それを添付して今回また補正

がありましたら申請するように準備をしてい

るところでございます。

○ 議長 幸地猛

保久村学環境保全課長。

○ 環境保全課長 保久村学

ただいまの質問の29ページ、緑化推進事業

の中の登録料について説明します。現在、久

米島の方におきましてサクラの品種が発見さ

れまして、それにつきまして種苗登録の方を

農林省の方に行っております。これにつきま

しては独占的な生産をする権利でございま

す。これと別に商標登録がございます。商標

登録につきましては、独占的に名称を称する

権利ということで、今回このサクラは今後久

米島で大切につかっていくには種苗登録だけ

じゃなくて商標登録も必要ということで、今

回上げています登録料につきましては、商標

登録にかかる登録料でございます。

それと、先ほどありました森林の巡視、山

神につきましては、当初の予算で計上して、

いま契約して随時監視をやっていただいてお

ります。

○ 議長 幸地猛

新里剛商工観光課長。

○ 商工観光課長 新里剛

映画撮影の件についてご説明いたします。

まず、映画の方がアメリカ映画が久米島で撮

影があるということで、撮影の予定としては

久米島マラソンを終えて、早ければ10月の下

旬からスタートするということで、撮影期間

につきましては11月いっぱい、もしくは遅く

とも11月の上旬で予定しているという状況に

なります。今回の映画撮影につきましては、

町の方に協力依頼ということで申し出がある

わけですが、まずは町の施設、それから管理

する場所、そこでの撮影についての協力の依

頼がございます。そして、映画の中でエキス

トラの方を確保の要請がございます。その撮

影に関する経費等については、今現在、撮影

の経費コストで賄うというようなお話があり

まして、具体的にいま町の方には施設、それ

からエキストラ、それから支援するマンパワ

ーのみの要請となっておりますので、今般そ

の予算の中で必要経費という部分が先方から

の提案もございませんでしたので、今回は計

上してございません。

○ 議長 幸地猛

大田悟教育課長。

○ 教育課長 大田悟

小学校施設管理事業の修繕料の内訳につい

てご説明いたします。主なものを申し上げま

す。まず美崎小学校の防球ネット、大岳小学

校の消防設備基盤取替、清水小学校の体育館

水銀灯の取替、久米島小学校音楽室及び職員

室のエアコンの修繕、仲里小学校の教室にお

ける雨漏り対応の修繕、比屋定小学校のタイ

ルの補修となっております。合計しまして72

0万円余りとなっております。

○ 議長 幸地猛

田端智博物館長。

○ 博物館長 田端智

41ページの工事請負費についてお答えいた

します。これは去年の台風18号による瓦の破

損ということでやっておりまして、一部建物

共済からは出る予定です。それで今回、瓦の

破損ということで調査をしましたら、漆喰が

剥がれていると全面的に、ということでその

漆喰の塗り替えもやることで700万円という
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工事金額になっていますが、その場所も公立

病院側で高さ10ｍあるもんですから、その足

場を組むのにも結構経費がかかって、こうい

う予算になっております。

今頃になってということもありますが、４

月以降に下の方からは直接見えないものです

から、ちょっと離れて見たら、やっぱり破損

があるなということで乗って見たらこういう

状況になっているということで今になってい

ます。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

再質問ですが、26ページの産業振興課長の

答弁なんですが、決して予算前執行じゃない

ですよね。それとハーベスターは期待してい

いんですね。もう９月だよ、12月から始まる

よ。農家に少なくともある程度の見通しは言

わないと、期待した農家は大変なことになり

ますよこれ。もう一回答弁ね。

さっきの林業振興費で当初予算ということ

なんですが、結局、森林監視員の人件費はこ

れから出ているという解釈ですね。これは答

弁いらないね、首だけ振ってください。当初

予算から、林業費から出ているということで

すね。

31ページの先ほどの映画ロケなんですが、

これは別に再質問というよりも、私はお願い

したいのがあるんですよ、実は。200人のエ

キストラが必要ということですよね。これ知

っていますよね。実は商工観光課長からこの

場で議員の皆さんに、その時はお願いします

という言葉を聞きたかったわけ。久米島の人

間はこういうのは非常に苦手なんですよ。エ

キストラ関係、そういう要するに人前に出て

物事をするということ。それを10月に入りま

すので、もう皆さんと対峙しての時間がない

わけですよ。これは副町長の方から我々議員

に、すみませんが、親戚、友だち集めてその

時お願いしますと一言いってほしい。

それに加えて実は産業振興課長、我々議員、

今度の宮城大会の牛の共進会へ行きました。

くーみんが行ってますね、我々より先に、と

ころが我々全然分からないわけ、これ。なぜ

こういうことになるかということなんです

よ。いわゆる久米島から観光使節としてたぶ

ん５、６人行っていますよ。向こうでパンフ

を配って一生懸命、議員の我々は分からない。

これ産業振興課長知っていましたか。それを

ついでに答弁していただきましょう、お願い

します。

それから、40ページの小学校関係の補修費

なんですが、私は前々から清水小学校の体育

館の、あれは隙間風というんですか、ビュー

ビュー風、あれをなんとかせといっています

よね。今回も載っていないね、調査費もクソ

も。あの時期の西北風からくるんですよ。だ

から卒業式、入学式の日にあるんです。分か

らないというが絶対分からないということな

いと思う。体育館のこれだけの面積、これを

専門家が調べれば絶対できるはずなんです

よ。この点もう一回回答してください。清水

小学校の体育館の件。

最後の博物館なんですが、残念ながら気づ

かなかったと下から見て。遠くから見てやっ

と気づいた。もう災害申請間に合わなかった

という回答でいいんですね。違いますか、も

う一回回答してください。台風の時期は分か

りました。その当時に災害の復旧申請できな

かったかどうか、再回答お願いします。
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○ 議長 幸地猛

佐久田等産業振興課長。

○ 産業振興課長 佐久田等

産地パワーアップ事業につきましては、予

算なし執行ではなく、これから予算がつきま

したら園芸組合さんの方で予算執行すること

になっております。

そして、ハーベスターの件につきましては、

町長と我々も直接本庁に赴きまして、事業導

入のお願いをしてきました。その後に糖業農

産課の課長と班長から久米島町が足りないの

は事業計画のものがちゃんとつくられていな

いという指導を受けまして、宮古が申請して

いる資料をもらいまして、うちの普及員と比

嘉学も一緒に、担当も一緒に、普及員の話で

は宮古以上にできているんじゃないかという

話もありますが、それを今後協議会でこうい

う内容で申請しますということで再度内容を

検討して、補正の公募がきましたら、今回取

れなかった分８台分を申請する準備をしてお

ります。１台は29年度に決定しておりますが、

やはり機械化をどうしても進めないと、株出

しも含めて全て機械化を進めないといけない

という立場上、それはきちっと申請して応募

に向けて準備をしていきたいと思います。

そして、全共のくーみんと観光協会のお話

ですが、ブースにおきましては町内でつくら

れたサーター天ぷらも持っていく、そしてく

ーみんも行くような話は聞いておりました

が、観光協会とか、そのへんから大勢の一緒

に人数というのは初めて聞いておりますの

で、くーみんが行くというのは担当から話は

ありました。

○ 議長 幸地猛

保久村学環境保全課長。

○ 環境保全課長 保久村学

先ほどありました森林巡視の予算につきま

しては、林業振興費から出ております。

○ 議長 幸地猛

吉野剛教育長。

○ 教育長 吉野剛

今ご質問の中で、清水小学校の体育館の隙

間風ということなんですが、私も２年余りい

たわけですが、隙間風は窓のシャッターから、

出てくる音は確かにありますが、特に儀式行

事とか、そういう行事の開催の時に支障があ

ったということはこれまで感じたことはなか

ったです。今回の清水小学校の修繕に関して

は、屋外の水銀灯の取り替えとなっておりま

す。

○ 議長 幸地猛

桃原秀雄副町長。

○ 副町長 桃原秀雄

先ほどの映画の撮影11月頃に行われる予定

でありますが、映画の関係者が久米島役場に

来たときに、エキストラ約200名前後ぐらい

必要ということをお話聞いておりました。そ

のエキストラの人集めはどうするか、商工観

光課長といろいろ調整をしてこれから進める

ところなんですが、やはり200名というのは

大勢になりますので、その時はまた議会議員

の皆さんにも声をかけますので、その時には

ご協力のほどよろしくお願いしたいと思いま

す。

○ 議長 幸地猛

新里剛商工観光課長。

○ 商工観光課長 新里剛

エキストラの件なんですが、昨日、映画監

督の方が現場、久米島視察を終えられて帰っ

ております。その中で脚本とかどういうシー
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ンでエキストラが何名必要だとか、そういっ

たのが改めてこちらの方に届きますので、今

現在そのエキストラに協力いただく皆さまに

ついては、いま副町長からお話がありました、

議員の皆さんも含めて、各事業所、それから

各字、区長にその協力をお願いしながら進め

てまいりたいと思っておりますので、またご

協力の際にはお声かけいたしますので、ぜひ

ご協力のほどよろしくお願いしたいと思いま

す。

○ 議長 幸地猛

田端智博物館長。

○ 博物館長 田端智

博物館の瓦の補修工事なんですが、これに

ついては建物災害共済ですかね、これは町の

施設にかけている保険ですね、それを該当す

るということで、議員がおっしゃっているの

はおそらく土木関係での災害ということだと

思いますが、あれとまた別の建物災害共済で

適用するということです。だから年度超えて

も可能ということです。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

もう一回しつこいようですが、産業振興課

長、ハーベスターできるとは言っていないよ

うね。言わないと農家が大きな迷惑をするん

だよ、これ。そのへんはちゃんとやって、も

う見通しが立たなきゃ立たないとはっきり言

わないと、農家の考えもあるし、やり方もあ

るわけ。再度答えてください。

それから、清水の体育館の件なんですが、

それほど支障を来すような感じはしなかった

と教育長は答弁しているが、私との神経の細

かさの違いなのか、非常に堪えるんです。あ

れ。特に挨拶しているときに。ビュービュー

大きなの入ってくるんですよ。しかも挨拶し

ている正面に向かってくるわけよ、西側から

だから。もう一度、次の機会に聞いてみてく

ださい。非常に耳障りです、あれは。

それから、博物館なんですが、建物災害共

済でやるということでありますのでホッとし

ております。これは700万円全額町負担でも

つわけじゃないですよね、そういうことは、

保険が入ってくるわけですね。だから土木も

災害があるし建物も災害があるんですよ災害

復旧は。いわゆる保険で該当するということ

の解釈でいいわけですね。もし違うんでした

ら再度お願いします。

○ 議長 幸地猛

佐久田等産業振興課長。

○ 産業振興課長 佐久田等

私が直接、何台導入しますということはい

ま約束することは、自分もできないんですが、

申請した台数ができるだけ導入できるように

書類をしっかり整えてチャレンジしていきた

いと思いますので、できるだけ県にもまた再

度書類も持っていってこれでいいのか確認し

ながら、しっかりした資料を申請書を持って

いってチャレンジしていきたいと思います。

○ 議長 幸地猛

休憩します。（午前11時35分）

○ 議長 幸地猛

再開します。（午前11時36分）

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

先ほどの建物共済保険については、発生か

ら２年間は請求できるということでまだ大丈

夫と。共済保険でカバーできるのは、修理に

かかった被害額の２分の１でございます。
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○ 議長 幸地猛

吉野剛教育長。

○ 教育長 吉野剛

北風が吹く冬場の頃に、ぜひとも体育館行

事の時に参加をさせていただいて、もう一度

体感をしてみたいと思います。

○ 議長 幸地猛

他に質疑ありませんか。

○ 議長 幸地猛

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

○ 議長 幸地猛

討論なしと認めます。

これから議案第43号、平成29年度久米島町

一般会計補正予算（第６号）についてを採決

します。

本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は起立願います。

（全員起立）

○ 議長 幸地猛

全員起立です。したがって、議案第43号、

平成29年度久米島町一般会計補正予算（第６

号）については原案のとおり可決されました。

○ 議長 幸地猛

休憩します。（午前11時38分）

○ 議長 幸地猛

再開します。（午前11時43分）

先ほどの盛本議員の質問に対して、大城学

企画財政課長から訂正の発言がありますの

で、よろしくお願いします。

○ 企画財政課長 大城学

先ほど盛本議員の繰越財源についての質問

があったんですが、答弁の方で全て一般財源

という回答をしたんですが、一部繰越明許で

承認をいただいた額、繰り越すべき財源が2

千300万円入っています。その明繰りの分に

関しては国庫、県費等が入っていますので、

全て一般財源ではありません。訂正させてく

ださい。

日程第３ 平成29年度久米島町国民健康保

険特別会計補正予算（第２号）

について

○ 議長 幸地猛

日程第３、議案第44号、平成29年度久米島

町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

についてを議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

それでは、議案第44号、平成29年度久米島

町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

の概要についてご説明申し上げます。

予算書の１枚目をお開き下さい。平成29年

度久米島町国民健康保険特別会計補正予算

（第２号）は歳入歳出予算の予算額にそれぞ

れ4千861万2千円を増額し歳入歳出の総額を1

5億1千344万円と定めるものであります。

歳入歳出の計上概要としましては、歳入に

つきましては予算書の５ページをお開きくだ

さい。６款１項１目の療養給付費等交付金に

おいて、社会保険支払基金からの精算決定額

通知に伴って398万3千円を増額補正するもの

であります。

また、７款１項１目の前期高齢者交付金に

おいて、社会保険の支払基金からの決定通知

に伴って2千622万8千円を増額補正するもの

であります。
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次に、13款１項２目の、その他繰越金にお

いて、前年度剰余金に伴い1千840万1千円を

増額補正するものであります。

続きまして、歳出につきましては６ページ

になりますが、１款総務費の１目一般管理費

で13節の委託料で、システム改修にかかるも

ので6万5千円の増額となっております。また、

18節の備品購入費では国保連合会と情報集約

システムにおけるパソコンのリース期間の終

了により購入するものであります。

そして、７ページの２款１項１目の一般被

保険者等の療養給付金から４目の退職被保険

者療養給付金までは、これは前年度決算額や

平成29年度の支出状況を踏まえて、合計で1

千759万8千円の増額となっております。

次に８ページになりますが、２款２項１目

の一般被保険者高額療養費と２目の退職者高

額療養費においても、これも前年度決算額や

平成29年度の支出状況を踏まえて合計で1千4

25万円の増額となっております。

また、これは９ページになりますが、３款

１項１目の後期高齢者支援金は、社会保険の

支払基金からの決定通知により、これは192

万9千円の減額となっております。

次に10ページの６款１項１目の介護納付金

は、社会保険支払基金の決定通知により294

万5千円の減額となっております。

次に、11款１項７目の療養給付金等負担金

の超過還付金は、平成28年度の国庫負担金の

実績報告決定に伴って超過交付分の返還とし

て1千945万1千円の増額となっております。

最後に、12ページの13款１項１目の予備費

としまして159万7千円の増額となっておりま

す。

以上が平成29年度久米島町国民健康保険特

別会計補正予算（第２号）の概要となってお

ります。

平成29年９月14日提出

久米島町長 大田治雄

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 幸地猛

これで、提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

６番赤嶺秀德議員。

○ ６番 赤嶺秀德議員

９ページの支援金等の減額の理由。

それと、10ページの介護納付金の減額の理

由と、11ページ、超過交付還付金償還金利子

及び割引料についてとありますが、これの説

明お願いできませんか。

○ 議長 幸地猛

休憩します。（午前11時48分）

○ 議長 幸地猛

再開します。（午前11時50分）

仲地紀男福祉課長。

○ 福祉課長 仲地紀男

ただいまの赤嶺議員の質問にお答えいたし

ます。後期高齢者支援金という減額の理由で

すが、これは平成29年度に確定した額で計上

ということであります。

続きまして、介護給付も確定した額での計

上をしているところであります。

療養給付費の超過の金額については、年間

に要した経費を実績の方で足りない分の交付

ということであります。

○ 議長 幸地猛

６番、よろしいですか。

６番赤嶺秀德議員。

○ ６番 赤嶺秀德議員
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課長、今の説明でちょっと分かりかねると

ころがあります。これは文書で説明できるも

の何かありますか。

○ 議長 幸地猛

仲地紀男福祉課長。

○ 福祉課長 仲地紀男

いま手元に資料がございませんので、後で

文書の方でお答えしたいと思っております。

○ 議長 幸地猛

６番赤嶺秀德議員。

○ ６番 赤嶺秀德議員

そういうことで私の質問を終わります。

○ 議長 幸地猛

他に質疑はありませんか。

○ 議長 幸地猛

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 幸地猛

討論なしと認めます。

これから議案第44号、平成29年度久米島町

国民健康保険特別会計補正予算（第２号）に

ついてを採決します。

本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は起立願います。

（全員起立）

○ 議長 幸地猛

全員起立です。したがって、議案第44号、

平成29年度久米島町国民健康保険特別会計補

正予算（第２号）については原案のとおり可

決されました。

○ 議長 幸地猛

休憩します。（午前11時54分）

○ 議長 幸地猛

再開します。（午後１時30分）

午前に引き続き会議を開きます。

午前の赤嶺秀德議員の質問に仲地紀男福祉

課長から訂正の発言がありますので、よろし

くお願いします。

○ 議長 幸地猛

仲地紀男福祉課長。

○ 福祉課長 仲地紀男

先ほど赤嶺議員の療養給付費等負担金超過

公布還付金についてということでご質問があ

りましたが、先ほどの答弁の中では療養給付

費が追加公布されると答弁いたしました。訂

正いたします。療養給付費等負担金の超過交

付金還付金については、療養給付費、後期高

齢者医療費支援金、介護納付金の保険料の負

担分、これは７割にあたりますが、その32％

が国庫負担金の概算分として、この概算分は

１月末時点での実績により予測して算定し申

請した分が公布されます。それで28年度の実

績が確定した結果、1千945万1千円が超過公

布となりました。それを還付するということ

です。申し訳ありませんでした。

日程第４ 平成29久米島町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第１号）に

ついて

○ 議長 幸地猛

日程第４、議案第45号、平成29年度久米島

町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

についてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

議案第45号、平成29年度久米島町後期高齢

者医療特別会計補正予算（第１号）の概要に
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ついてご説明申し上げます。

予算書の１枚目をお開きください。平成29

年度久米島町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）は、歳入歳出の予算額にそれぞ

れ422万7千円を増額し、歳入歳出の総額を7

千769万3千円と定めるものであります。

歳入歳出の計上概要としましては、歳入に

つきましては予算書の５ページをお開きくだ

さい。１款１項１目の特別徴収保険料におい

て、当初見込額より保険料が増えたために13

3万1千の増額。そしてまた２項の普通徴収保

険料も同様に99万1千円の増額となっており

ます。

次に４款、繰越金において前年度繰越金19

0万5千円の増額補正するものであります。

歳出につきましては、６ページをお開きく

ださい。１款、総務費における一般管理費の

12節役務費で8万円の増額補正。

そして２款１項１目の広域連合納付金にお

いて保険料等の増額に伴って、414万7千円の

増額となっております。

以上が、平成29年度久米島町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第１号）の概要となっ

ております。

平成29年９月14日提出

久米島町長 大田治雄

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 幸地猛

これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

○ 議長 幸地猛

質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○ 議長 幸地猛

討論なしと認めます。

これから議案第45号、平成29年度久米島町

後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

についてを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（全員起立）

○ 議長 幸地猛

全員起立です。従って、議案第45号、平成

29年度久米島町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第１号）については、原案のとおり可

決されました。

日程第５ 平成29年度久米島町下水道事業

特別会計補正予算（第１号）に

ついて

○ 議長 幸地猛

日程第５、議案第46号、平成29年度久米島

町下水道事業特別会計補正予算（第１号）に

ついてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

議案第46号、平成29年度久米島町下水道事

業特別会計補正予算（第１号）の概要につい

てご説明申し上げます。

予算書の１ページをお開きください。平成

29年度久米島町下水道事業特別会計補正予算

（第１号）は歳入歳出それぞれ2千152万2千

円を増額し、総額を3億914万2千円と定める

ものであります。
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歳入歳出の主な概要といたしまして、歳入

につきましては６ページをお開きください。

４款１項１目一般会計繰入金で1千397万5

千円の減額。

そしてまた５款１項１目繰越金で3千549万

7千円の増額となっております。

続きまして、歳出につきましては、７ペー

ジになりますが、１款、総務費の１目下水道

事業費の職員給与等で9万4千円の増。そして

また13節委託料で200万4千円。そして15節の

工事請負費で清水浄化センター屋根改修及び

下水道の布設道路補修工事のために1千942万

4千円の増額となっております。

以上が、平成29年度久米島町下水道事業特

別会計補正予算（第１号）の概要となります。

平成29年９月14日提出

久米島町長 大田治雄

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 幸地猛

これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

下水道については接続率がどうのこうのと

昔から問題なっているわけですが、ちょっと

気になったのが確認は、私はこの家に入って

確認するわけにはいきませんので、質問した

いと思います。国の建物等に住んでいる方々

あるいは建物があればその分については接続

されていますか、全て。そのへん答えてくだ

さい。

○ 議長 幸地猛

上里宏美上下水道課長。

○ 上下水道課長 上里宏美

喜久里議員の質問にお答えします。現在で

きるだけ公共施設の下水道接続、そして職員

に対しての接続の方お願いしているというか

たちであります。今回そこの方まだ調べてい

ないんですが、公共施設に対しては年々付け

ている流れでありますので、ただ職員的なも

のに対してはまだ調べておりません。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

意外な回答いただきましたね。私はされて

いるものとして本当はやったんだけども、調

査をしているわけよね、当然。県の建物、国

の建物があれば、まさか町の公共施設が接続

されていないことはないよね、はい。県と国

の分。

○ 議長 幸地猛

上里宏美上下水道課長。

○ 上下水道課長 上里宏美

すみません。私の方がちょっとまだそこの

方はっきり調べていませんので、次、回答し

たいと思います。よろしくお願いします。

○ 議長 幸地猛

他に質疑はありませんか。

６番赤嶺秀德議員。

○ ６番 赤嶺秀德議員

６ページの一般会計繰入金から1千397万5

千円が減額となっているんですが、これは一

般会計からの繰入金がなくても水道事業とい

うのは安定しているという意味で受け取って

いいですか。

○ 議長 幸地猛

上里宏美上下水道課長。

○ 上下水道課長 上里宏美
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安定というよりも当初予算で決定して下水

道事業、新年度どのぐらい必要かというかた

ちでの予算を作成します。その際に収入とか

そういうのを計算しながら、まず下水道事業

の方に充てていくんですが、どうしても足り

ない分、職員の給与とか、そして工事の一般

持ち出しという感じでありますので、一般財

源からの持ち出しが幾分かあると、それに対

して、決算行った結果の歳入、支出に対して

の残高、それが今年の金額の繰越金というか

たちになりますので、その繰越金の金額が現

在それで町からの持ち出し分を、その分でマ

イナスにして持ち出しを少なくしているよう

なところであります。それに対してまだ下水

道としての事業の予算としてはちょっと難し

いようなことがありまして、やっぱし幾分か

の一般財源からの持ち出しもあるというかた

ちであります。

○ 議長 幸地猛

他に質疑はありませんか。

○ 議長 幸地猛

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 幸地猛

討論なしと認めます。

これから議案第46号、平成29年度久米島町

下水道事業特別会計補正予算（第１号）につ

いてを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（全員起立）

○ 議長 幸地猛

全員起立です。従って、議案第46号、平成

29年度久米島町下水道事業特別会計補正予算

（第１号）については、原案のとおり可決さ

れました。

日程第６ 久米島町特別職の職員で非常勤

のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例

について

○ 議長 幸地猛

日程第６、議案第47号、久米島町特別職の

職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例についてを議

題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

○ 議長 幸地猛

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 議長 幸地猛

議案第47号、久米島町特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例。

上記議案を提出する。

平成29年９月14日提出

久米島町長 大田治雄

久米島町特別職の職員で非常勤のものの報

酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例。久米島町特別職の職員で非常勤のも

のの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

次のように改正する。

なお大枠の中で左が改正前、右は改正後と

なっております。またこの大枠の中で下線の

引かれている部分が改正内容となっておりま

す。次ページになりますが、附則としまして

この条例は公布の日から施行する。

提案理由でありますが、農業委員会等に関

する法律の改正に伴い新たに委嘱される農地
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利用最適化推進委員の報酬を定める必要があ

る。これがこの条例案を提出する理由であり

ます。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 幸地猛

これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

これ47号の一番最初の表の資料なんです

が、今回、農業委員が17名から12名に減にな

ります。そして新たに農地利用最適化推進委

員を６名選任することになっておりますが、

この提案されています委員の報酬ですね、農

業委員は月額報酬４万円、新たに選任される

農地利用最適化推進委員、これについては今

回３万円ということで提案されております

が、仕事の内容、農業委員と農地利用最適化

推進委員の仕事の違い、そこを説明お願いし

ます。

○ 議長 幸地猛

佐久田等農業委員会事務局長。

○ 農業委員会事務局長 佐久田等

報酬につきまして１万円の差額があります

が、業務としては農業委員と推進委員ほぼ同

じ業務を担います。ただし１点だけ違うのが、

農業委員の委員の皆さま方は、農地法の３条、

４条、５条とか農地配分とか適正化における

農用地の集積とかにおける許認可業務の法律

に基づく許可業務の許認可関係がございます

から、その許可業務には推進委員は入っては

いけないことになっております。そのために

農業委員は国の許認可業務の重責を担うため

に１万円多い、推進員はそれがないために各

市町村、差を付けて報酬が少なくなっており

ます。

○ 議長 幸地猛

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

新たに設置される農地利用最適化推進委員

会になるかと思いますが、６名で構成する、

その新しい部門には委員長とか、そういう役

職は設置されないわけですか。

○ 議長 幸地猛

佐久田等農業委員会事務局長。

○ 農業委員会事務局長 佐久田等

その中には、委員長、農業委員におきます

と会長、副会長は設置されません。農業委員

会全体の中での会長、副会長になりますので、

推進委員会の中からの委員とか副委員長とか

の選出はございません。

○ 議長 幸地猛

他に質疑はありませんか。

○ 議長 幸地猛

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 幸地猛

討論なしと認めます。

これから議案第47号、久米島町特別職の職

員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例についてを採決

します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（全員起立）

○ 議長 幸地猛

全員起立です。従って、議案第47号、久米

島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び
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費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

については、原案のとおり可決されました。

日程第７ 平成28年度久米島町教育委員会

の事務に関する点検・評価報告

について

○ 議長 幸地猛

日程第７、報告第５号、平成28年度久米島

町教育委員会の事務に関する点検・評価報告

についてを議題とします。

本案について提案の説明を求めます。

吉野剛教育長。

（吉野剛教育長登壇）

○ 教育長 吉野剛

報告第５号、平成28年度久米島町教育委員

会の事務に関する点検・評価報告について。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第26条の規定に基づき平成28年度における久

米島町教育委員会の権限に属する事務の管理

及び執行の状況についての点検及び評価の結

果を報告する。

平成29年９月14日提出

久米島町教育委員会

平成28年度の久米島町教育委員会の活動状

況及び教育施策の実施状況についての点検・

評価を行いましたので報告申し上げます。

なお、外部評価にあたりましては、２ペー

ジにあります比嘉淳氏、平田明氏、宮平厚子

氏の３名の学識経験者が教育委員会の事務事

業行事等について評価を行っております。

対象事業は、久米島町教育委員会が策定し

た平成28年度久米島町教育委員会事務事業に

おいて主要事業を主とし各項目毎に点検評価

を行いました。

評価方法としまして３ページにありますよ

うに達成度によりＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４段階で

評価しており、Ａは十分達成、Ｂは概ね達成、

Ｃはやや不十分、Ｄは不十分となっておりま

す。

本日の説明箇所につきましては主に外部評

価委員の皆さんからご意見ご指摘のあった項

目や昨年度の評価と異なった項目について、

ご説明いたします。

まずは５ページをご覧ください。学習指導

の工夫・改善おける学力調査の小学校につき

ましては、昨年度に引き続き全国学力学習状

況調査が全国及び沖縄県の平均正答率を上回

るというたいへんすばらしい結果となってお

り評価もＡとなっております。しかしながら

中学校におきましては目標としていた、全国

差マイナス５ポイント以内に達しなかったこ

とで内部評価はＣとしておりましたが、委員

の皆さんからは前年度よりも全国差は縮まっ

ていることと、教師の授業改善及び補習指導

の実施などをとおして、生徒たちの意欲の高

まりが伺えるということで外部評価はＢとな

っております。さらに委員の皆さんから諸調

査の結果だけでなく児童生徒の意欲も評価の

視点にすべきであり、次年度は検討してほし

いとのご意見がございました。

続きまして７ページをご覧ください。人権

教育のいじめについては小学校、中学校共に

悪口や冷やかしといった言葉によるいじめか

ら大きないじめに繋がることも多いことから

学校だけでなく家庭や地域の中において大人

も場に応じた適切な言葉使いをすべきである

とのご意見がございました。さらにいじめを

判断する価値観が子どもも大人も違うという

意見がございましたが、教育委員会は各学校

からの毎月の報告を受け、その実態をしっか



- 177 -

り把握し、いじめを無くする取り組みを継続

して強化してまいります。

次に８ページ、体力向上・健康保持増進の

２つ目、幼児、児童生徒健康診断については、

公立病院、大学、行政、そして町内８小中学

校の連携体制が取れておりすばらしい取り組

みである。今後はこのデータを活かし肥満及

び肥満傾向の児童生徒やその保護者に対する

栄養指導や運動指導について工夫して実施し

てほしいとのご意見がございまいした。

９ページ２つ目の夏休み水泳教室につきま

しては、高学年クラスの希望者が昨年度の０

から今年度は11名の参加があって喜ばしい。

次年度はＢＧプールだけでなく清水小か、大

岳小のプールも使って開催すれば旧具志川地

域の子どもたちの参加がさらに増えるのでは

ないかとの要望がなされました。

10ページの下の欄の島外派遣費補助につき

ましては、本年度より補助額の改定を行い県

代表、地区代表として参加した場合、さらに

航空運賃や宿泊費の補助を交付するなど、補

助額がアップしたことはよいこととしながら

本年度から一括交付金を活用していることか

ら各学校における適切な事務の取り扱いにつ

いて周知を徹底してほしいとの要望がござい

ました。

飛びまして、13ページの特別支援教育につ

きましては、特別な教育的支援を要する児童

生徒が町内でも増えている中、町教育支援委

員会で児童生徒の心理学検査を行う検査員が

確保できず教育支援委員会での判定に支障が

あったことで外部評価はＣとなっておりま

す。また各学校に配置する特別支援教育支援

員の確保が１名できなかったことについて

は、募集方法や雇用条件の見直しなどを検討

してはどうか、との意見がございました。

さらに飛びまして、17ページをご覧くださ

い。児童・生徒交流の２段目、中学生の佐賀

市との交流事業においては、昨年同様、生徒

の男女のバランスがよく効果的な交流が実施

できました。しかし町内両中学校から本交流

は学校間の交流活動ではないので教師の指導

及び引率などにかかる負担を減らしてほしい

との要望があり、教育委員会で協議した結果、

次年度からは引率は可能な限り教育委員会職

員及び関係者で対応していく予定です。

18ページの一番下の現代版組踊についてで

すが、平成27年度に高校側から大学受験生に

とっては受験準備と重ならないように開催時

期を見直してほしいとの要望を受け、受験が

終了した３月に実施しました。２回公演を行

いましたが、どれも大盛況で島の中高生の表

現力あふれる堂々とした演技は多くの観客を

感動させ大変すばらしい公演となりました。

評価もＡとなっております。ただ現代版組踊

りに出演する高校生の数が前年度より減少傾

向にあり、募集方法や実施内容については、

改めて見直しが必要だと考えております。

最後に委員の皆さんから町の教育の課題に

ついては関係するであろう全ての課から関係

する業務に関わる職員からなるプロジェクト

チームをつくり、定例日を決め、お互いに情

報交換をする場を設けてはどうかとの意見が

ございました。現在、複合型防災地域交流拠

点施設の建設において、また認定子ども園の

設置等については課をまたいでの連携協力を

行っているところです。

以上で平成28年度久米島町教育委員会の事

務に関する点検・評価報告を終わります。

（吉野剛教育長降壇）
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○ 議長 幸地猛

これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

報告の中で、おおまかについては良い方に

向かっているとは思うんですが、残念なこと

が１件だけ、不登校がありましたね、15ペー

ジ不登校の件数は大幅に減少した昨年度に比

べると同じ件数であるが、小学校が１名増、

中学校が１名減となっているとなっています

が、ちょっと私、疑問があるんですよ。これ

につきましては、とりあえず昨年度、何人、

小学校は何人、中学校は何人、今年何人、今

年というかこの調査の日ですね、何人ですか。

○ 議長 幸地猛

吉野剛教育長。

○ 教育長 吉野剛

お答えいたします。不登校に関しましては

毎月問題行動の報告ということで各学校から

上がってきております。これを最後の３月に

トータルしたものが、この数字となっており

ますが、平成27年度、一昨年は小学校３件、

中学校７件、平成28年度当該年ですが、小学

校が４、中学校は６、計10というふうな件数

になっております。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

小３、中７、27年。28年が小４、中６、同

じく10件、10件ということなんですが、10件

も不登校がいて何で、これランクが評価がＡ

になるんですかね。

○ 議長 幸地猛

吉野剛教育長。

○ 教育長 吉野剛

お答えいたします。件数としては今のよう

に10件上がってきていますが、その中で復帰

をした件数が指導の結果、登校をするまたは

できるようになった児童生徒が小学校２、中

学校４ということで復帰をしたということは

取り組みの成果、学校での指導の成果がでて

きているのではないかというふうに判断をし

ております。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

私と教育委員会とあるいは学校サイドの認

識の違いなんか知らないが、３から２、１人

減っただけ、７から４、３人減っただけで合

計６人、これがどおして評価Ａになるんです

かと聞いているんですよ。評価Ａであればこ

れは０に近い数字、０から１ぐらいにならな

いと評価Ａにならないと思うんですよね。こ

れ基準がわからないんですよ。今後の問題と

して、これはぜひ教育委員会真剣に考えてほ

しい。

それと現在28年度で小学校４、中学校が６、

28年度６という数字は一応私、１学年で６と

いう数字聞いてしまっているもんですから、

先だって教育長に聞いたら、いや、そんなこ

とはないですよと。また最近も出ているんで

すね。ですから小中までは義務教育と国がう

たっている以上は、当然基本的には親の責任

ですこれは、家庭の責任ですよ。がしかし家

庭がどうにもならんから不登校するわけです

よ。そのへんは、もうちょっと久米島らしく

教育の島、町長言っています。まず学校側か

ら行かし、さらに教育委員会からも家庭訪問

して、最悪の場合はその学校、あるいは教育
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委員会の職員がこの子を連れて行くと学校ま

で、このぐらいのことはやってほしいという

希望です。

○ 議長 幸地猛

吉野剛教育長。

○ 教育長 吉野剛

ご指摘ありがとうございます。不登校の場

合は、まず学校が担任、あるいは管理職で話

し合いをして、学校の家庭訪問をしたり保護

者との相談をしたりします。もう一つは県の

スクールカウンセラーにまず最初に児童生徒

をカウンセリングして、そして必要とあれば

今度は保護者とカウンセリングすることもご

ざいます。そしてその中でやはりどうしても

それでもなかなか来れないような児童生徒が

いた場合に、今度は関係機関でケース会議を

行います。それは学校、教育委員会だけでな

くて福祉課であったり、病院の先生であった

りとかといたようなかたちで大きなケース会

議を行いますので、その中でもまたどのよう

にすれば登校ができるようになるのか、ある

いは親の方のまた支援もできるのかといった

ような話し合いはしてまいりますので、また

今後はできるだけ全員が来れるような、そう

いったような取り組み等がないか検討してま

いります。

○ 議長 幸地猛

他に質疑はありませんか。

○ 議長 幸地猛

これで質疑を終わります。

これで報告第５号、平成28年度久米島町教

育委員会の事務に関する点検・評価報告につ

いての審議を終わります。

日程第８ 平成28年度決算に基づく健全化

判断比率及び資金不足比率の報

告について

○ 議長 幸地猛

日程第８、報告第６号、平成28年度決算に

基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報

告についてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

報告第６号、平成28年度決算に基づく健全

化判断比率及び資金不足比率の報告につい

て、平成28年度決算に基づく算定した健全化

判断比率及び資金不足比率について、地方公

共団体の財政への健全化に関する法律第３条

第１項及び第22条第１項の規定により別紙の

とおり報告する。

平成29年９月14日提出

久米島町長 大田治雄

なお、次ページの方に、健全化判断比率そ

して資金不足比率、そして次のページに健全

化判断比率の状況。そして連結実質赤字比率

等の状況、そして実質公債費比率の状況等々

を添付しております。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 幸地猛

これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

○ 議長 幸地猛

質疑なしと認めます。

これで報告第６号、平成28年度決算に基づ

く健全化判断比率及び資金不足比率の報告に

ついての審議を終わります。
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日程第９ 専決処分（平成29年度久米島町

一般会計補正予算（第５号））

の承認について

○ 議長 幸地猛

日程第９、承認第３号、専決処分（平成29

年度久米島町一般会計補正予算（第５号））

の承認についてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

承認第３号、専決処分の承認について、地

方自治法第179条第１項の規定に基づき、平

成29年度久米島町一般会計補正予算（第５号）

を別紙のとおり専決処分したいので、同条第

３項の規定によりこれを報告し、議会の承認

を求める。

平成29年９月14日提出

久米島町長 大田治雄

提案理由でありますが、平成29年度久米島

町一般会計補正予算（第５号）につきまして、

地方自治法第179条第１項の規定に基づき平

成29年８月15日に専決処分したので、同条第

３項の規定により議会に報告し、その承認を

得る必要があります。

次ページの方になりますが、専決第５号、

専決処分書、地方自治法第179条第１項の規

定により、平成29年度久米島町一般会計補正

予算（第５号）を別紙のとおり専決処分する。

平成29年８月15日

久米島町長 大田治雄

専決理由でありますが、刑事民事訴訟着手

に伴い予算を補正し執行する必要があるが、

予算執行にあたり特に緊急を要し、議会を招

集するいとまがないため専決処分する。

なお、予算書でありますが、専決第５号、

平成29年度久米島町一般会計補正予算(第５

号)の概要についてご説明申し上げます。

予算書の１板目を開いてください。

平成29年度久米島町一般会計予算の補正予

算(第５号)は、歳入歳出にそれぞれ116万8千

円を追加し、総額を77億7千760万3千円と定

めるものであります。

それでは、歳入歳出の主な概要についてご

説明申し上げます。

歳入につきましては、予算書の５ページに

なりますが、19款１項１目の繰越金において

116万8千円を計上しております。

歳出につきましては、２款、総務費の１目

一般管理費において、９節旅費で41万２千円。

そして12節の役務費で75万6千円を追加計上

しております。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 幸地猛

これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

町としては本当にこの件で右往左往をして

大変だったと思うんですが、それでの専決処

分になったと思うんですが、ただ弁護士に相

談しているはずなんだが、弁護士は契約した

らもういつでも無料で相談できるのかな、そ

の補正が載っていないんで、そのへんがちょ

っと気になるところですが。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀
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今回、刑事告訴にあたって相談している弁

護士事務所は町の顧問弁護士であります。顧

問弁護士のいる事務所です。顧問弁護士料と

しては年間60万円で毎年様々な相談に応じて

いただいております。今回計上していますの

は、刑事告訴にあたる着手金として計上して

います。事件がある場合には、顧問弁護士料

とはまた別に着手金等が発生いたします。刑

事事件に関しては顧問弁護士の事務所ですの

で、着手金のみで事件に対する対応をしてい

ただくということになっております。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

わかったようなわからんような、例えばこ

の間、弁護士さん来ていましたね。旅費が発

生しますよね。たぶん総務課長も産業振興課

長も那覇行って弁護士会っているはずなんで

すよ。その間の時間がありますよね、会議時

間が、これはこれにのらずに無料ということ

でいいんですか。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

この刑事に関する相談は顧問弁護士料に含

まれているということで相談料は無料となっ

ております。

○ 議長 幸地猛

他に質疑はありませんか。

７番仲村昌慧議員。

○ ７番 仲村昌慧議員

この件については、議会の全員協議会の中

でも説明をし、理解した元での専決処分にな

っておりますが、この事件によって、本当は

出さなくてもいい予算がこうして116万も出

さなければならない状態になりました。これ

非常に町民に対しても迷惑をかけることにな

りましたので、町長として町民に対しての迷

惑かけることによって、計上しなければいけ

ないという経緯を述べていただきたいと思い

ますが。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

お答えします。昨日から農事懇談会、宇江

城からスタートして６校区で、その詳細等の

説明もやっております。今おっしゃるような

ことも謝罪すべきものは謝罪をやって、その

内容等について明らかにできるものについて

はやりますということでやっております。今

後においては、また民事の方でこういう経費

のかかった分についても、これ請求、求めて

いきますということで、よろしくお願いしま

す。

○ 議長 幸地猛

他に質疑ありませんか。

○ 議長 幸地猛

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 幸地猛

討論なしと認めます。

これから、承認第３号、専決処分（平成29

年度久米島町一般会計補正予算（第５号））

の承認についてを採決します。

本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は起立願います。

（起立全員）

○ 議長 幸地猛

起立全員です。従って、承認第３号、専決
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処分（平成29年度久米島町一般会計補正予算

（第５号））の承認については原案のとおり

可決されました。

日程第10 農業委員会委員の任命について

○ 議長 幸地猛

日程第10、同意第３号、農業委員会委員の

任命についてを議題とします。

本案の提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

同意第３号、農業委員会委員の任命につい

て。

下記の者を久米島町農業委員会の委員に任

命したいので、農業委員会等に関する法律第

８条第１項の規定により議会の同意を求め

る。

記

住 所：久米島町字宇江城

氏 名：比嘉康

平成29年９月14日提出

久米島町長 大田治雄

提案理由でありますが、農業委員会委員16

人が平成29年９月30日付けで任期満了するの

で、新たに比嘉康を任命するため、農業協同

組合法等の一部を改正する法等の法律による

改正後の農業委員会委員等に関する法律第８

条１項の規定により議会の同意を得る必要が

ある。

これが、この議案を提出する理由でありま

す。

なお次ページに経歴書等を添付しておりま

す。ご審議よろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 幸地猛

これで、提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

７番仲村昌慧議員。

○ ７番 仲村昌慧議員

今、提案されている比嘉康さんのものを提

案しているんですが、今回12名が提案されま

すが、その中で選任にあたって、どういう点

に配慮してきたか、そこを伺います。

○ 議長 幸地猛

佐久田等農業委員会事務局長。

○ 農業委員会事務局長 佐久田等

ただいまの仲村議員の質問にお答えしま

す。８月24日に選考委員会を開催しました。

選考委員会の委員は副町長、ＪＡの支店長そ

して具志川土地改良区の理事長、仲里土地改

良区の理事長そして仲里土地改良区の理事の

方そして産業振興課の私、以上６名で選考委

員会を開きまして、その中で、今回、法改正

の中の一つであります委員の過半を認定農業

者にしなさい。そしてまた女性の委員を推薦

しなさい。そして若い農業者も入れなさいと

いうふうな改正がございましたので、まずは

そのへんを重点的に選考委員会の中でも重視

していこうというような話し合いを行いまし

て、またよく委員の出身地の地域を理解して

いるかとか、農業にちゃんと従事し理解があ

るのかとか、そのへんを中心に選考委員会で

選考してまいりました。以上でございます。

○ 議長 幸地猛

７番仲村昌慧議員。

○ ７番 仲村昌慧議員

まず認定農業者を過半にということで、僕

は前にも言いましたが、過半というのは半数
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を超えるということ、７名以上だと思うんで

すが、今回６名ですよね。それについてはど

のようになっているか、それと女性が１人し

かなっていないということ、女性の選任が難

しかったのかどうかですね。それと地域的配

慮の面で考えると真謝地区から３名出ていま

すね。そういった配慮というのはなかったの

かですね。今回公募した結果、応募したのは

何名だったのか、そこも含めてお答えいただ

きたいと思います。

○ 議長 幸地猛

佐久田等農業委員会事務局長。

○ 農業委員会事務局長 佐久田等

まずは最初の認定農業者の過半を選任しな

さい。というものにつきましては、12名の内、

６名しか推薦か応募がございませんでした。

その中で国が示したそういう場合の例外とい

うのがございまして、区域内の認定農業者の

数が委員の定数の８倍を下回る場合は、次の

通りで良いこととするというのがございまし

て、区域内の認定農業者、久米島町40名いら

っしゃいます。そして委員の定数12名の８倍

で96名となりますと、それの中でＡ、Ｂ、Ｃ

の項目がございまして、Ａの項目には委員の

過半数を認定農業者及び次の掲げるもの、準

ずるものとするものにつきましては、認定農

業者のＯＢとか認定農業者の農業に従事、経

営参画する親族とか、そういう方々も準ずる。

認定農業者に含んでいいですよというのもご

ざいましたが、今回Ａという部分には誰も関

係する委員の方々の推薦応募の名簿がござい

ませんでしたので、Ｂというものに該当しま

して、委員の少なくとも４分の１を認定農業

者及び準ずるものとすることについて、市町

村議会の同意を得ること。この４分の１とな

りますと認定農業者が３名おれば良いという

ことに当てはまりましたので、ここの部分は

クリアしたということで、今回この12名の方

々を今回の同意に上程しております。

そして推薦、応募の状況につきましては、

７月３日から７月28日までに応募いたしまし

た。

農業委員につきましては12名に対しまして

推薦、応募をした方々が15名いらっしゃいま

した。そして農地利用最適化推進委員の推薦

応募につきましては、定数６名に対しまして

７名の推薦や応募がありました。そして我々

も女性の農業委員を最低でもお二人ぐらいは

出したいという考えでお願いしておりました

が、今回１人しか推薦、応募がなかったとい

うことでありますので、また３年、次の機会

にはまたさらに女性、若い農業者も網羅して

農業委員、最適化推進委員も推薦、応募に向

けて、また頑張っていきたいと思っておりま

す。

美崎から今回３名出ているというのは、農

業委員の中に利害関係のないものを１人農業

委員会から推薦しなさいというのがございま

して、その中には弁護士さんや司法書士さん、

そういう方々を推薦しなさいというものがあ

りましたが、久米島町にはそういう方々がい

らっしゃらないということもありまして、い

ない市町村、どういうふうに推薦するか農業

会議にもお問い合わせしたところ、そういう

ところは農業委員会のＯＢで事務局長勤めて

いた方で利害関係がなければ、そういうとこ

ろをほぼ各市町村推薦しているという状況が

ありましたので、今回、津波さんが真謝では

ありましたが、元農業委員会の事務局長で、

そういう業務にも携わって精通しているとい



- 184 -

うことで、結果からすれば美崎校区から３名

となったというものでございます。

○ 議長 幸地猛

７番仲村昌慧議員。

○ ７番 仲村昌慧議員

地域的には今の説明ではあるんですが、推

進委員の中で６名に対して７名が応募してい

ると、そういった推進委員の中で、そういっ

た地域的な配慮はしていただきたいなと思っ

ています。

○ 議長 幸地猛

他に質疑はありませんか。

○ 議長 幸地猛

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 幸地猛

討論なしと認めます。

これから同意第３号、農業委員会委員の任

命についてを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（全員起立）

○ 議長 幸地猛

全員起立です。従って、同意第３号、農業

委員会委員の任命については、原案のとおり

可決されました。

日程第11 農業委員会委員の任命について

○ 議長 幸地猛

日程第11、同意第４号、農業委員会委員の

任命についてを議題とします。

本案の提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

同意第４号、農業委員会委員の任命につい

て。

下記の者を久米島町農業委員会の委員に任

命したいので、農業委員会等に関する法律第

８条第１項の規定により議会の同意を求め

る。

記

住 所：久米島町字真謝

氏 名：吉永博之

平成29年９月14日提出

久米島町長 大田治雄

提案理由でありますが、農業委員会委員16

人が平成29年９月30日付けで任期満了するの

で、新たに吉永博之を任命するため、農業協

同組合法等の一部を改正する法等の法律によ

る改正後の農業委員会等に関する法律第８条

第１項の規定により議会の同意を得る必要が

ある。

これが、この議案を提出する理由でありま

す。

なお、次ページに経歴書等を添付しており

ます。ご審議よろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 幸地猛

これで、提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

○ 議長 幸地猛

質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 幸地猛

討論なしと認めます。

これから同意第４号、農業委員会委員の任
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命についてを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（全員起立）

○ 議長 幸地猛

全員起立です。従って、同意第４号、農業

委員会委員の任命については、原案のとおり

可決されました。

日程第12 農業委員会委員の任命について

○ 議長 幸地猛

日程第12、同意第５号、農業委員会委員の

任命についてを議題とします。

本案の提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

同意第５号、農業委員会委員の任命につい

て。

下記の者を久米島町農業委員会の委員に任

命したいので、農業委員会等に関する法律第

８条第１項の規定により議会の同意を求め

る。

記

住 所：久米島町字真謝

氏 名：新垣良男

平成29年９月14日提出

久米島町長 大田治雄

提案理由 農業委員会委員16人が平成29年

９月30日付けで任期満了するので、新たに新

垣良男氏を任命するため、農業協同組合法等

の一部を改正する等の法律による改正後の農

業委員会等に関する法律第８条１項の規定に

より議会の同意を得る必要がある。

これが、この議案を提出する理由でありま

す。

次ページの方に経歴書等を添付しておりま

す。ご審議よろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 幸地猛

これで、提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

休憩お願いします。

○ 議長 幸地猛

休憩します。（午後２時23分）

○ 議長 幸地猛

再開します。（午後２時24分）

○ 議長 幸地猛

他に質疑ありませんか。

○ 議長 幸地猛

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 幸地猛

討論なしと認めます。

これから同意第５号、農業委員会委員の任

命についてを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（全員起立）

○ 議長 幸地猛

全員起立です。従って、同意第５号、農業

委員会委員の任命については、原案のとおり

可決されました。
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日程第13 農業委員会委員の任命について

○ 議長 幸地猛

日程第13、同意第６号、農業委員会委員の

任命についてを議題とします。

本案の提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

同意第６号、農業委員会委員の任命につい

て。

下記の者を久米島町農業委員会の委員に任

命したいので、農業委員会等に関する法律第

８条第１項の規定により議会の同意を求め

る。

記

住 所：久米島町字比嘉

氏 名：宇江城悟

平成29年９月14日提出

久米島町長 大田治雄

提案理由 農業委員会委員16人が平成29年

９月30日付けで任期満了するので、新たに宇

江城悟氏を任命するため、農業協同組合法等

の一部を改正する等の法律による改正後の農

業委員会等に関する法律第８条第１項の規定

により議会の同意を得る必要がある。

これが、この議案を提出する理由でありま

す。

なお次ページの方に経歴書等を添付してお

ります。ご審議よろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 幸地猛

これで、提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

○ 議長 幸地猛

質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 幸地猛

討論なしと認めます。

これから同意第６号、農業委員会委員の任

命についてを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（全員起立）

○ 議長 幸地猛

全員起立です。従って、同意第６号、農業

委員会委員の任命については、原案のとおり

可決されました。

日程第14 農業委員会委員の任命について

○ 議長 幸地猛

日程第14、同意第７号、農業委員会委員の

任命についてを議題とします。

本案の提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

同意第７号、農業委員会委員の任命につい

て。

下記の者を久米島町農業委員会の委員に任

命したいので、農業委員会等に関する法律第

８条第１項の規定により議会の同意を求め

る。

記

住 所：久米島町字謝名堂

氏 名：大道裕司

平成29年９月14日提出
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久米島町長 大田治雄

提案理由 農業委員会委員16人が平成29年

９月30日付けで任期満了するので、新たに大

道裕司氏を任命するため、農業協同組合法等

の一部を改正する等の法律による改正後の農

業委員会等に関する法律第８条第１項の規定

により議会の同意を得る必要がある。

これが、この議案を提出する理由でありま

す。

なお次ページの方に経歴書等を添付してお

ります。ご審議よろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 幸地猛

これで、提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

○ 議長 幸地猛

質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 幸地猛

討論なしと認めます。

これから同意第７号、農業委員会委員の任

命についてを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（全員起立）

○ 議長 幸地猛

全員起立です。従って、同意第７号、農業

委員会委員の任命については、原案のとおり

可決されました。

日程第15 農業委員会委員の任命について

○ 議長 幸地猛

日程第15、同意第８号、農業委員会委員の

任命についてを議題とします。

本案の提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

同意第８号、農業委員会委員の任命につい

て。

下記の者を久米島町農業委員会の委員に任

命したいので、農業委員会等に関する法律第

８条第１項の規定により議会の同意を求め

る。

記

住 所：久米島町字山城

氏 名：渡慶次朝夫

平成29年９月14日提出

久米島町長 大田治雄

提案理由 農業委員会委員16人が平成29年

９月30日付けで任期満了するので、新たに渡

慶次朝夫氏を任命するため、農業協同組合法

等の一部を改正する等の法律による改正後の

農業委員会等に関する法律第８条第１項の規

定により議会の同意を得る必要がある。

これが、この議案を提出する理由でありま

す。

次ページの方に経歴書等を添付しておりま

す。ご審議よろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 幸地猛

これで、提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

この経歴書誰が作ったの。町？ はいすみ

ません、誰いま。ごめんなさい、はい、次い
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きます。

○ 議長 幸地猛

いいですか。

質疑はありませんか。

○ 議長 幸地猛

質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 幸地猛

討論なしと認めます。

これから同意第８号、農業委員会委員の任

命についてを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（全員起立）

○ 議長 幸地猛

全員起立です。従って、同意第８号、農業

委員会委員の任命については、原案のとおり

可決されました。

日程第16 農業委員会委員の任命について

○ 議長 幸地猛

日程第16、同意第９号、農業委員会委員の

任命についてを議題とします。

本案の提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

同意第９号、農業委員会委員の任命につい

て。

下記の者を久米島町農業委員会の委員に任

命したいので、農業委員会等に関する法律第

８条第１項の規定により議会の同意を求め

る。

記

住 所：久米島町字儀間

氏 名：新垣薫

生年月日：昭和41年10月19日生

久米島町長 大田治雄

提案理由 農業委員会委員16人が平成29年

９月30日付けで任期満了するので、新たに新

垣薫氏を任命するため、農業協同組合法等の

一部を改正する等の法律による改正後の農業

委員会等に関する法律第８条第１項の規定に

より議会の同意を得る必要がある。

これが、この議案を提出する理由でありま

す。

次ページの方に経歴書等を添付しておりま

す。ご審議よろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 幸地猛

これで、提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

新垣薫さんなんだけれども、この経歴書な

んだが、これは聞き取りで農業事務局委員会

が作成したのか、本人から得たのか、という

のが経歴の方が、これではわからんよね。

○ 議長 幸地猛

佐久田等農業委員会事務局長。

○ 農業委員会事務局長 佐久田等

農業委員の推薦、応募の様式がございまし

て、その中に本人が記入する履歴の欄がござ

います。それから転記しているものが、この

履歴の欄に、そのまま転記したものでござい

ます。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。
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○ ８番 喜久里猛議員

他の方は全部肩書きがあるんですよ。これ

はただ平成12年新垣ファームだけでしょう。

社員なのか、取締役なのかさっぱりわからん

組合員なのか、皆さんは整理するときに気づ

いたらこのぐらいの注意というか本人に確認

してほしい。現在、彼はなんですか、新垣フ

ァームの。

○ 議長 幸地猛

佐久田等農業委員会事務局長。

○ 農業委員会事務局長 佐久田等

新垣ファームの代表取締役でございます。

○ 議長 幸地猛

他に質疑はありませんか。

○ 議長 幸地猛

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 幸地猛

討論なしと認めます。

これから同意第９号、農業委員会委員の任

命についてを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（全員起立）

○ 議長 幸地猛

全員起立です。従って、同意第９号、農業

委員会委員の任命については、原案のとおり

可決されました。

日程第17 農業委員会委員の任命について

○ 議長 幸地猛

日程第17、同意第10号、農業委員会委員の

任命についてを議題とします。

本案の提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

同意第10号、農業委員会委員の任命につい

て。

下記の者を久米島町農業委員会の委員に任

命したいので、農業委員会等に関する法律第

８条第１項の規定により議会の同意を求め

る。

記

住 所：久米島町字西銘

氏 名：山城秀昭

平成29年９月14日提出

久米島町長 大田治雄

提案理由 農業委員会委員16人が平成29年

９月30日付けで任期満了するので、新たに山

城秀昭氏を任命するため、農業協同組合法等

の一部を改正する等の法律による改正後の農

業委員会等に関する法律第８条第１項の規定

により議会の同意を得る必要がある。

これが、この議案を提出する理由でありま

す。

次ページの方に経歴書等を添付しておりま

す。ご審議よろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 幸地猛

これで、提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

○ 議長 幸地猛

質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 幸地猛



- 190 -

討論なしと認めます。

これから同意第10号、農業委員会委員の任

命についてを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（全員起立）

○ 議長 幸地猛

全員起立です。従って、同意第10号、農業

委員会委員の任命については、原案のとおり

可決されました。

日程第18 農業委員会委員の任命について

○ 議長 幸地猛

日程第18、同意第11号、農業委員会委員の

任命についてを議題とします。

本案の提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

同意第11号、農業委員会委員の任命につい

て。

下記の者を久米島町農業委員会の委員に任

命したいので、農業委員会等に関する法律第

８条第１項の規定により議会の同意を求め

る。

記

住 所：久米島町字仲地

氏 名：吉永幸夫

平成29年９月14日提出

久米島町長 大田治雄

提案理由 農業委員会委員16人が平成29年

９月30日付けで任期満了するので、新たに吉

永幸夫氏を任命するため、農業協同組合法等

の一部を改正する等の法律による改正後の農

業委員会等に関する法律第８条第１項の規定

により議会の同意を得る必要がある。

これが、この議案を提出する理由でありま

す。

次ページの方に経歴書等を添付しておりま

す。ご審議よろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 幸地猛

これで、提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

○ 議長 幸地猛

質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 幸地猛

討論なしと認めます。

これから同意第11号、農業委員会委員の任

命についてを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（全員起立）

○ 議長 幸地猛

全員起立です。従って、同意第11号、農業

委員会委員の任命については、原案のとおり

可決されました。

日程第19 農業委員会委員の任命について

○ 議長 幸地猛

日程第19、同意第12号、農業委員会委員の

任命についてを議題とします。

本案の提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄
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同意第12号、農業委員会委員の任命につい

て。

下記の者を久米島町農業委員会の委員に任

命したいので、農業委員会等に関する法律第

８条第１項の規定により議会の同意を求め

る。

記

住 所：久米島町字仲泊

氏 名：當間凌

平成29年９月14日提出

久米島町長 大田治雄

提案理由 農業委員会委員16人が平成29年

９月30日付けで任期満了するので、新たに當

間凌氏を任命するため、農業協同組合法等の

一部を改正する等の法律による改正後の農業

委員会等に関する法律第８条第１項の規定に

より議会の同意を得る必要がある。

これが、この議案を提出する理由でありま

す。

次ページの方に経歴書等を添付しておりま

す。ご審議よろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 幸地猛

これで、提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

○ 議長 幸地猛

質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 幸地猛

討論なしと認めます。

これから同意第12号、農業委員会委員の任

命についてを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（全員起立）

○ 議長 幸地猛

全員起立です。従って、同意第12号、農業

委員会委員の任命については、原案のとおり

可決されました。

日程第20 農業委員会委員の任命について

○ 議長 幸地猛

日程第20、同意第13号、農業委員会委員の

任命についてを議題とします。

本案の提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

同意第13号、農業委員会委員の任命につい

て。

下記の者を久米島町農業委員会の委員に任

命したいので、農業委員会等に関する法律第

８条第１項の規定により議会の同意を求め

る。

記

住 所：久米島町字大原

氏 名：仲村渠勝枝

平成29年９月14日提出

久米島町長 大田治雄

提案理由 農業委員会委員16人が平成29年

９月30日付けで任期満了するので、新たに仲

村渠勝枝氏を任命するため、農業協同組合法

等の一部を改正する等の法律による改正後の

農業委員会等に関する法律第８条第１項の規

定により議会の同意を得る必要がある。
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これが、この議案を提出する理由でありま

す。

なお次ページの方に経歴書等を添付してお

ります。ご審議よろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 幸地猛

これで、提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

○ 議長 幸地猛

質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 幸地猛

討論なしと認めます。

これから同意第13号、農業委員会委員の任

命についてを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（全員起立）

○ 議長 幸地猛

全員起立です。従って、同意第13号、農業

委員会委員の任命については、原案のとおり

可決されました。

日程第21 農業委員会委員の任命について

○ 議長 幸地猛

日程第21、同意第14号、農業委員会委員の

任命についてを議題とします。

本案の提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

同意第14号、農業委員会委員の任命につい

て。

下記の者を久米島町農業委員会の委員に任

命したいので、農業委員会等に関する法律第

８条第１項の規定により議会の同意を求め

る。

記

住 所：久米島町字真謝

氏 名：津波実

平成29年９月14日提出

久米島町長 大田治雄

提案理由 農業委員会委員16人が平成29年

９月30日付けで任期満了するので、新たに津

波実氏を任命するため、農業協同組合法等の

一部を改正する等の法律による改正後の農業

委員会等に関する法律第８条第１項の規定に

より議会の同意を得る必要がある。

これが、この議案を提出する理由でありま

す。

次ページの方に経歴書等を添付しておりま

す。ご審議よろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 幸地猛

これで、提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

７番仲村昌慧議員。

○ ７番 仲村昌慧議員

これまで12名が提案されてきたわけです

が、一人ひとりに異議はないんですが、この

中で３番で女性、青年の登用を促進する。青

年、青年とは若者なんですね。今回一番若い

のが47、8、9ぐらいですよね。青年の登用促

進ということについて、必ずしもこれ応募あ

った人たちからしか選任できないのか、応募

なくても推薦して若い人を登用しようという

考えはなかったのかどうかですね、そこを伺
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いたいと思います。

○ 議長 幸地猛

佐久田等農業委員会事務局長。

○ 農業委員会事務局長 佐久田等

農業委員会の改正におきまして従来の選挙

から今回の地域からの推薦、本人からの応募

というふうに制度が大きく変わりました。我

々も各地域の区長さんを中心にできるだけ認

定農業者、女性の方、若い農業者を推薦もし

くは応募する方があれば応募させてください

ということでお願いをいたしました。なかな

か、今回、農業委員に12名推薦や応募がなく

て大変苦労しました。やっとお願いをして推

進委員と重複する方々もいらっしゃいました

が、やはり若い青年の農業委員の推薦、応募

が本当にない状況でした。そのへんも含めて

今後やっぱり女性の方や若い青年の農業委員

も本当に必要だと考えております。何度も区

長さんとか、各地域の代表者にもお願いして

若い農業者もぜひとも推薦してくださいとい

うことをお願いしましたが、本当に推薦、応

募のない状況でした。

○ 議長 幸地猛

他に質疑はありませんか。

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

先ほども質問ありましたが、経歴書、これ

について４点ほど。１点は新垣良男さんのも

のについては訂正して差し替えしてもらいま

したが、その他にも今、津波実さん、これに

ついても昭和58年４月１日採用とあるんです

が、これも旧仲里村職員として採用とこうい

う項目を入れるべきじゃないかと。それから

吉永幸夫さん、この方の経歴についても農業

組合野菜部会長とあるんですが、これについ

ても沖縄県農業協同組合の久米島支店の野菜

部会長だと思います。正式な肩書きですね。

それから新垣さんの先ほどの意見とそういう

ふうに経歴についてもちゃんと本人が経験し

てきた職種、そういうのをちゃんと聞き取り

して、次回からは入れるべきだと思いますの

でよろしくお願いします。

○ 議長 幸地猛

佐久田等農業委員会事務局長。

○ 農業委員会事務局長 佐久田等

ご指摘のとおり次回からはしっかりと聞き

取りもしてちゃんとして履歴を入れてまいり

ます。大変申し訳ございませんでした。

○ 議長 幸地猛

他に質疑はありませんか。

○ 議長 幸地猛

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 幸地猛

討論なしと認めます。

これから同意第14号、農業委員会委員の任

命についてを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（全員起立）

○ 議長 幸地猛

全員起立です。従って、同意第14号、農業

委員会委員の任命については、原案のとおり

可決されました。

○ 議長 幸地猛

休憩します。（午後２時47分）

○ 議長 幸地猛

再開します。（午後２時57分）

休憩前に引き続き会議を開きます。



- 194 -

日程第22 平成28年度久米島町国民健康保

険特別会計歳入・歳出決算認定

について

○ 議長 幸地猛

日程第22、認定第１号、平成28年度久米島

町国民健康保険特別会計歳入・歳出決算認定

についてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

認定第１号、平成28年度久米島町国民健康

保険特別会計歳入・歳出決算概要についてご

説明申し上げます。

平成28年度久米島町健康保険特別会計の決

算額は、これは決算書の１ページから４ペー

ジになりますが、歳入において14億3千765万

6千円で前年度と比較しますと1億2千243万7

千円、7.8％の減となっております。

歳出につきましては、14億1千925万4千円

で対前年度比1億36万7千円、6.6％の減とな

っております。

歳入決算から歳出決算額を差し引いた1千8

40万2千円が翌年度、平成29年度への繰越額

となります。

まずはじめに、歳入の主な概要から説明申

し上げます。決算書の５ページからになりま

すが、１款、国民健康保険税につきましては、

調定額2億2千342万5千円に対して、1億7千80

万3千円の収入があり、不納欠損額としまし

て342万7千円、残り4千919万4千円が未収金

となります。全体の徴収率は76.45％であり

ます。前年度比較しますと1.92％増となって

おります。現年度分徴収率は前年度の90.76

％から0.51％ポイント下がり、90.25％とな

りました。

国保税の徴収は依然として厳しい状況にあ

りますので、徴収率の向上の取り組みが課題

であります。また国庫支出金や県支出金等な

どの歳入は歳出の療養費や保健事業等によっ

て決定されていきます。

続きまして歳出についてご説明申し上げま

す。14ページからになりますが、２款１項１

目の一般被保険者療養給付費は27,447件で5

億6千278万2千円、対前年度5千917万9千円の

減。そして２目の退職被保険者等療養給付費

は732件で2千189万3千円、対前年度234万2千

円の増。そして３目の一般被保険者療養費は

209件で266万2千円、対前年度79万3千円の増。

そして４目の退職被保険者等療養費はこれは

６件で4万6千円、対前年度1万5千円の減。そ

して５目は国民健康保険団体連合会へのレセ

プト審査手数料としての支出となっておりま

す。

次に15ページになりますが、２款２項１目

の一般被保険者高額療養費は1,248件で1億68

1万3千円、対前年度608万2千円の減。２目の

退職者被保険者等高額療養費は50件で480万3

千円、対前年度76万3千円の増となっており

ます。

また２款３項１目の出産育児一時金は15

件、これは１件42万円でありますが442万円、

そして対前年度比で269万円の減となってお

ります。

また２款４項１目の葬祭費は29件、これは

１件、1万5千円ですが43万5千円で、対前年

度比16万5千円の増額となっております。

次に３款１項１目の後期高齢者支援金は支

払基金への負担金として、1億6千250万2千円、
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対前年度316万6千円の減となっています。

次に17ページの６款１項１目の介護保険納

付金は、支払基金への負担金として9千183万

3千円、対前年度45万7千円の増となっており

ます。

次に、これは18ページになりますが、７款、

共同事業拠出金は国民健康保険団体連合会の

負担金として4億1千215万2千円、対前年度比

814万4千円の減となっております。

最後に19ページの８款１項１目委託金及び

２項１目委託金はこれは集団健診、そして個

別健診の委託料で、受診率は速報値でありま

すが、46.4％で対前年度2.7％の増となって

おります。

以上が平成28年度久米島町国民健康保険特

別会計の決算概要となっております。

平成29年９月14日提出

久米島町長 大田治雄

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 幸地猛

これで提案理由の説明を終わります。

本案については、後日予定されております

決算審査特別委員会において細部にわたって

質疑ができますので、この場においては大綱

的な質疑に努めていただくようご協力をお願

いいたします

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

○ 議長 幸地猛

質疑なしと認めます。

お諮りします。本案については議長を除く

13名の委員で構成する決算審査特別委員会を

設置し、これに付託して審査することにした

いと思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 議長 幸地猛

異議なしと認めます。

従って、本案については、議長を除く13名

の委員で構成する決算審査特別委員会を設置

し、これに付託して審査することに決定しま

した。

日程第23 平成28年度久米島町後期高齢者

医療特別会計歳入・歳出決算認

定について

○ 議長 幸地猛

日程第23、認定第２号、平成28年度久米島

町後期高齢者医療特別会計歳入・歳出決算認

定についてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

認定第２号、平成28年度久米島町後期高齢

者医療特別会計歳入・歳出決算概要について

ご説明申し上げます。決算書の１ページと２

ページになりますが、歳入につきましては、

歳入決算総額が7千634万2千円。歳出決算に

つきましては、これは次のページになります

が、歳出決算総額は7千443万6千円となり、

歳入決算額から歳出決算額を差し引いた196

万6千854円を翌年度への繰越金となります。

それでは、歳入決算額から主な概要を申し

上げます。３ページをお開きください。１款

１項後期高齢者医療保険料につきましては、

年金から天引されます、１目特別徴収分2千5

63万4千円。そして納付書払いとなる２目の

普通徴収分が1千216万4千円。また平成27年
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度から滞納繰越分の普通徴収が7千481円で現

年度徴収率99.30％。滞納繰越分徴収率が100

％であり、合計しますと99.46％となってお

ります。

次に２款１項１目の督促手数料は340件で3

万4千円となっております。

次に３款１項一般会計繰入金では、１目の

事務費等繰入金として保険証及び納付書、督

促状等の通信運搬費にかかる事務負担として

217万3千円。２目の保険基盤安定繰入金では、

低所得者や後期高齢者医療制度施行前に、被

保険の被扶養者であった者に対する保険料の

軽減に対し、保険料軽減を行うものであり、

今年度は７割軽減者が882名、５割軽減者が1

34名、２割軽減者が83名の合計1,099名の軽

減該当者があり3千390万5千円となっており

ます。

次に４ページになりますが、４款、繰越金

では、前年度繰越金226万4千円となりました。

５款、諸収入では延滞金、還付金、預金利

子等で15万9千円となっております。

続きまして、歳出決算額から主な概要を申

し上げます。５ページになりますが、１款１

項総務管理費では旅費や消耗品等、そして保

険証や納付書、督促状発送にかかる通信運搬

費などの事務費を69万4千円で、また、一般

会計への繰出金として210万2千円となってお

ります。

また２款１項後期高齢者医療広域連合納付

金では久米島町が徴収した保険料と一般会計

から繰入れされる保健基盤安定繰入金を広域

連合へ納付金として7千127万4千円となりま

した。

次、６ページになりますが、３款諸支出金

におきましては被保険者への過年度分の保険

料還付金及び広域連合への補助金返還として

13万8千円となりました。

以上が平成28年度久米島町後期高齢者医療

特別会計決算概要となります。

平成29年９月14日提出

久米島町長 大田治雄

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 幸地猛

これで提案理由の説明を終わります。

本案についても後日予定されております決

算審査特別委員会において細部にわたって質

疑ができますので、この場においては大綱的

な質疑に努めていただきますようご協力をお

願いします。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

○ 議長 幸地猛

質疑なしと認めます。

お諮りします。本案については議長を除く

13名の委員で構成する決算審査特別委員会を

設置し、これに付託して審査することにした

いと思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 議長 幸地猛

異議なしと認めます。

従って、本案については、議長を除く13名

の委員で構成する決算審査特別委員会を設置

し、これに付託して審査することに決定しま

した。

日程第24 平成28年度久米島町水道事業会

計決算認定について

○ 議長 幸地猛
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日程第24、認定第３号、平成28年度久米島

町水道事業会計決算認定についてを議題とし

ます。

本案について提案理由の説明を求めます。

大田治雄町長。

（大田治雄町長登壇）

○ 町長 大田治雄

認定第４号、平成28年度久米島町水道事業

決算概要についてご説明申し上げます。

平成28年度における久米島町水道事業の業

務状況について、年度末給水栓数3,870栓、

給水人口は7,932人となっております。生活

用水の供給をしてまいりました。

決算書の１ページ目に入りますが、営業状

況に関しましては、水道事業収益は2億3千75

7万7千円で水道事業費用では1億9千361万8千

円となっており、当年度純利益は4千395万9

千円であります。これは今４ページの損益計

算書に入っております。

４ページ目ですが、前年度からの繰越利益

剰余金1億824万9千円、当年度純利益4千395

万9千円の計1億5千220万8千円を利益剰余金

として、翌年度へ繰り越すことといたしてお

ります。

もう一度２ページに戻ってください。一方、

資本的収支では、資本的収入額が資本的支出

額に不足する額6千318万9千円は、当年度消

費税及び地方消費税、資本的収支調整額54万

円、過年度損益勘定留保資金6千264万9千円

で補填しております。

建設改良費において儀間川総合開発事業の

儀間ダム建設費を一部負担しており、また水

道施設遠方管理システム設計委託業務を発注

し適正な給水体制の構築を計っております。

以上が概要となります。

平成29年９月14日提出

久米島町長 大田治雄

よろしくご審議ください。

（大田治雄町長降壇）

○ 議長 幸地猛

これで提案理由の説明を終わります。

本案についても後日予定されております決

算審査特別委員会において細部にわたって質

疑ができますので、この場においては大綱的

な質疑に努めていただきますようご協力をお

願いいたします。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

○ 議長 幸地猛

質疑なしと認めます。

お諮りします。本案については議長を除く

13名の委員で構成する決算審査特別委員会を

設置し、これに付託して審査することにした

いと思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 議長 幸地猛

ご異議なしと認めます。

従って、本案については、議長を除く13名

の委員で構成する決算審査特別委員会を設置

し、これに付託して審査することに決定しま

した。

日程第25 平成28年度久米島町下水道事業

特別会計決算認定について

○ 議長 幸地猛

日程第25、認定第４号、平成28年度久米島

町下水道事業特別会計決算認定についてを議

題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。
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桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

認定第４号、平成28年度久米島町下水道事

業特別会計決算概要についてご説明申し上げ

ます。決算書の１ページを開きください。平

成28年度久米島町下水道事業特別会計決算は

歳入につきましては、3億1千390万9千円で対

前年度比1億5千662万7千円、32.7％の減とな

りました。

歳出につきましては、２ページになります

が、2億7千841万円で対前年度比1億5千587万

3千円、35.9％の減となり。歳入歳出の差引

額は3千549万9千円となり実質収支額が3千54

9万9千円となっております。

歳入決算を性質別に見ますと一般会計繰入

金で46.4％、国県支出金が18.5％、町債が12.

1％、繰越金が11.5％、使用料及び手数料が1

1.5％の順となっております。

歳出では請負工事費と工事関連委託料が3

4.8％を占めており、請負工事費としてイー

フ地区自家発電設備工事２カ所や、仲泊処理

地区マンホールのポンプ改築工事、そして銭

田地区の汚水路線の布設工事等となっており

ます。

また委託業務としましては、久米島町下水

道現場技術業務や下水道ＢＣＰ作成に関する

共同研究等となっております。

以上が平成28年度久米島町下水道事業特別

会計の決算概要となっております。

平成29年９月14日提出

久米島町長 大田治雄

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 幸地猛

これで提案理由の説明を終わります。

本案についても後日予定されております決

算審査特別委員会において細部にわたって質

疑ができますので、この場においては大綱的

な質疑に努めていただきますようご協力お願

いいたします。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

○ 議長 幸地猛

質疑なしと認めます。

お諮りします。本案については議長を除く

13名の委員で構成する決算審査特別委員会を

設置し、これに付託して審査することにした

いと思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 議長 幸地猛

異議なしと認めます。

従って、本案については、議長を除く13名

の委員で構成する決算審査特別委員会を設置

し、これに付託して審査することに決定しま

した。

以上で４会計の決算認定の大綱的な質疑は

終了します。

お諮りします。

決算診査特別委員会委員長に建設経済委員

長の喜久里猛委員、副委員長に総務文教民生

委員長の安村達明委員を選出したいと思いま

す。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 議長 幸地猛

異議なしと認めます。

従って、決算診査特別委員会委員長に喜久

里猛委員、副委員長に安村達明委員を選出す
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ることに決定しました。

以上で本日の議事日程は全て終了しまし

た。

これで散会します。

お疲れ様でした。

（散会 午後３時17分）
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地方自治法第123条第２項の規定により署名する。

久 米 島 町 議 会 議 長 幸 地 猛

署名議員（議席番号４番） 崎 村 正 明

署名議員（議席番号５番） 吉 永 浩
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平成29年第７回久米島町議会定例会
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開 閉 会 日 時 開 会 ９月27日 午前10時29分 議長 幸 地 猛
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平成29年第７回久米島町議会定例会
議事日程 〔第４号〕

平成29年９月27日（水）
午前10時00分 開 会

日程 議 案 番 号 件 名 頁

第１ 会議録署名議員の指名（久米島町議会会議規則第120条） 203p

第２ 発議第１号 久米島町議会会議規則の一部を改正する規則について 203p

第３ 議案第48号 久米島町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関 204p

する条例の一部を改正する条例について

第４ 議案第49号 久米島町地域集会場施設及び農村公園条例の一部を改正 211p

する条例について

第５ 議案第50号 指定管理者の指定について 211p

第６ 認定第１号 平成28年度久米島町国民健康保険特別会計歳入・歳出決 213p

算認定について

第７ 認定第２号 平成28年度久米島町後期高齢者医療特別会計歳入・歳出 213p

決算認定について

第８ 認定第３号 平成28年度久米島町水道事業会計決算認定について 213p

第９ 認定第４号 平成28年度久米島町下水道事業特別会計歳入・歳出決算 213p

認定について

第10 決議第１号 職員不祥事の再発防止を強く求める決議について 217p

第11 決議第２号 駐留軍関係離職者等臨時措置法の有効期限延長に関する 218p

要望決議について

第12 決議第３号 県産品の優先使用について（要請） 219p

第13 閉会中の議員派遣について 220p

閉 会 220p
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（午前 10時29分 開議）

○ 議長 幸地猛

おはようございます。日程に入る前に報告

します。２番盛本實議員から欠席の届け出が

ありました。

これより本日の会議を開きます。本日の議

事日程はお手元に配布したとおりでありま

す。

日程第１ 会議録署名議員の指名

○ 議長 幸地猛

日程第１、会議録署名議員の指名を行いま

す。

本日の会議録署名議員は、会議規則第120

条の規定によって、８番喜久里猛議員、９番

棚原哲也議員を指名します。

日程第２ 久米島町議会会議規則の一部を

改正する規則について

○ 議長 幸地猛

日程第２、発議第１号、久米島町議会会議

規則の一部を改正する規則についてを議題と

します。

本案について提案理由の説明を求めます。

12番翁長学議員。

○ 12番 翁長学議員

発議第１号、久米島町議会会議規則の一部

を改正する規則。

上記議案を地方自治法第112条及び会議規

則第14条の規定により提出する。

平成29年９月27日提出

提出者 久米島町議会議員 翁 長 学

賛成者 久米島町議会議員 饒平名智弘

賛成者 久米島町議会議員 喜久村 等

久米島町議会会議規則の一部を改正する規

則

久米島町議会会議規則（平成14年久米島町

議会規則第１号）の一部を次のように改正す

る。大枠の中に改正前と改正後が下線で引か

れております。

附則、この規則は交付の日から施行し、改

正後の久米島町議会会議規則は、平成29年９

月１日から適応する。

提案理由

会議における評決に関し、社会情勢を勘案

し、挙手による評決を起立にする評決に改正

するものであります。

○ 議長 幸地猛

これで提案理由の説明を終わります。

発議第１号、久米島町議会会議規則の一部

を改正する規則に対する質疑討論は省略した

いと思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 議長 幸地猛

異議なしと認めます。従って、発議第１号、

久米島町議会会議規則の一部を改正する規則

に対する質疑討論は省略します。

これから発議第１号、久米島町議会会議規

則の一部を改正する規則についてを採決しま

す。

お諮りします。

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 議長 幸地猛

異議なしと認めます。従って、発議第１号、

久米島町議会会議規則の一部を改正する規則

については原案のとおり可決されました。
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日程第３ 久米島町議会特別職の職員で常

勤のものの給与及び旅費に関す

る条例の一部を改正する条例に

ついて

○ 議長 幸地猛

日程第３、議案第48号、久米島町議会特別

職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関す

る条例の一部を改正する条例についてを議題

とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

おはようございます。議案第48号、久米島

町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費

に関する条例の一部を改正する条例。

上記の議案を提出する。

平成29年９月14日提出

久米島町長 大田治雄

久米島町特別職の職員で常勤のものの給与

及び旅費に関する条例の一部を次のように改

正する。

なお、大枠の中で左が改正前、右が改正後

となっております。

今回の改正内容としましては、附則で第２

項の町長及び副町長の給料月額は第３条の規

定にかかわらず、「平成29年９月１日から平

成30年２月28日までの間、同上に規定する額

から当該額の100分の10に相当する額を減じ

た額とする」を加えるものであります。

附則としまして、この条例は、交付の日か

ら施行し、改正後の久米島町特別職の職員で

常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規

定は平成29年９月１日から適用する。

提案理由でありますが、職員による公金横

領事件に関する管理者責任として町長、副町

長の給料の減額を行うための改正を行う。こ

れがこの条例案を提出する理由であります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 幸地猛

これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

○ 議長 幸地猛

６番赤嶺秀德議員。

○ ６番 赤嶺秀德議員

前の一般質問で、町長が吉永議員と喜久里

議員の質問に対して、その答弁の中で、今回、

横領された、さとうきび振興協議会予算の大

部分は農家に直接交付される予算ではなく、

補助金の不正請求にかかるものだということ

で、何かしら農家には損害を与えていないか

らというふうな安易な表現になっているよう

に思われるんですね。

そして補助金の返還に向けて関係団体との

協議を進めているということで、今日も産業

振興課長から説明を受けましたが、関係団体

の農協さんや久米島製糖さんは営利企業であ

ることから補填は容易であると思うんですよ

ね。しかし、我が町は、町民の税金から補填

することとなりますということなんですが、

これについてどのように考えるか。

そして仲村議員の質問に、この度の職員の

不祥事については、私自身、大変大きな責任

を感じておりますと、いうふうに答弁をして

おります。しかしながら処分について、最初

は100分の10の３カ月減給の提案から100分の

10の６カ月に修正しました。その理由は公共

に与えた影響を鑑みてという答弁になってお

ります。
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先ほども言いましたが、町民からの税金を

補填しなければならず、その責任はもっと重

大であると私は思います。それを考えるなら

ば100分の10の６カ月の減給は甘くはありま

せんかということですね。町民から直接町長

の耳には入っていないと思いますが、町民の

中には進退伺いまで出してほしいという人も

いるんです。そういうこともありますので、

そのへんに対する町長の感想というのかな、

意見をひとつ伺いたいと思います。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

ただいまの質問にお答えします。今、赤嶺

議員から質問があったとおり、以前の議会で

の答弁をしております。町民への説明責任と

いうのも非常に感じて、それに昨日まで小学

校区ごとの６校区で農地懇談会の冒頭、この

内容の説明をやってきました。

特に、この件に関しての大きな質問等はご

ざいませんでしたが、これからのサトウキビ

の振興に対する要望等はありました。特にハ

ーベスターの問題とか、そういうこともあり

まして、今のこの減給の問題ですが、これは、

私が、直接、最初に判断したというより、顧

問弁護士さんと、また過去の他の自治体の事

例等を調査して、その判断をしていただきた

いということで、うちの総務課長を中心にい

ろいろ調査をさせました。

私がその率を決めたというよりは、またこ

れが、今回、決まったものに対しては、今後

の他の自治体にも同じ影響がでます。事例、

そして弁護士の助言もいただいて、今回、判

断したということになります。

○ 議長 幸地猛

桃原秀雄副町長。

○ 副町長 桃原秀雄

確かに、今回の事件では本当に町民の信頼

を裏切ることになって大変申し訳なく思って

おります。職員は町民の全体の奉仕者として

職員の自覚をし、誠実、公正に町の発展のた

めに務めなければいけないことになっており

まして、私たち町長、副町長の管理監督責任

は大変重く受けて止めております。この減額

の内容としましては、今町長から話がありま

したとおり、いろいろ前例等々勘案しまして、

この率に提案しているものと思っておりま

す。

○ 議長 幸地猛

６番赤嶺秀德議員。

○ ６番 赤嶺秀德議員

顧問弁護士とどのような相談をしたのかわ

かりませんが、例えば今の状態では警察の捜

査もほとんど進んでいないというふうに聞い

ております。この進退伺い、要するに処分を

早めに出したということは、町民の関心をそ

ぐためのもんじゃないかというふうにも思わ

れるわけですね。これは27年、それから29年

全ての被害を確認してからやってもおかしく

はなかったと思うんですが、そのへんいかが

ですか。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

赤嶺議員も過去は警察官という立場でいろ

んな捜査もしてきたと思うんですが、我々と

しては、１日も早く、実際は逮捕していただ

きたいというお願いをやったつもりでありま

すが、やっぱり警察の内部の事情等がありま

して、中途半端なことはできないということ
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等があります。詳しいことについては総務課

長が那覇署とはいろいろ調整をしております

ので、補足説明をさせたいと思います。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

ただいま赤嶺議員の方から警察の捜査が進

んでいないというご意見がありましたが、そ

のようなことは一切ありません。告訴から逮

捕まで、案件によっては何年もかかるものが

あるそうです。今回の件については那覇署の

方からも非常にスピーディーに進んでいると

いう報告を受けています。何で早く逮捕しな

いのかというご意見あるようですが、逮捕か

ら起訴までの拘留期間というものは法律で定

められております。町としましても、そして

検察側、それから弁護士としましても確実に

有罪に持って行くためのきちんとした起訴内

容を固めてからの逮捕ということでの準備を

進めている現状でございます。決して進んで

いないということではなく慎重に進めている

ということで判断をしていただきたいと思い

ます。

○ 議長 幸地猛

６番赤嶺秀德議員。

○ ６番 赤嶺秀德議員

私が言っているのは警察の捜査が遅いとか

そういうもんじゃないですよ。ほとんど決ま

っていないうちに、なぜ皆さんの処分を急ぐ

のかと、それを聞いているんです。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

地方自治体とかで起きる不祥事に対する管

理監督者責任の処分については、裁判の判決

が出た後に処分を下すところもございます。

ただ今回の場合そこまでの待っての処分とい

うよりは、まずはお詫びの気持ちも含めて早

急にその処分をくだそうということで、執行

部の方で判断をして、今回の処分となりまし

た。どうしても処分の判決が出るまでという

と、もう数年かかる場合もございますので、

それを考えて早めの処分とした次第でありま

す。

○ 議長 幸地猛

赤嶺議員の本件に関する質疑は既に３回に

なりましたが、会議規則第55条ただし書きの

規定によって特に発言を許します。

○ 議長 幸地猛

６番赤嶺秀德議員。

○ ６番 赤嶺秀德議員

それでは最後に聞きます。今回の処分につ

いては平成28年度の分の処分ですよね。で平

成27年、29年が出てきた場合の処分はどうす

るつもりですか。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

今回の管理監督者責任については、その期

間もしくは金額ということで判断しているも

のではありません。その横領の事実その事件

の事実の内容によって処分の内容を判断して

おります。管理監督者の責任の処分というも

のは、その横領された金額であるとか被害額

によって左右されるものではないということ

で弁護士等からも指示を受けておりまして、

その内容で調査をし、そして判断を下したと

ころでございます。特に横領された金額であ

るとか、被害にあった金額の大きさで管理監

督者責任の中で管理監督者の行動、判断、そ
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して決済等に違法性がある場合には、処分の

内容は変わってきます。ところが今回の場合、

管理監督者の行動や判断について、横領の事

実については違法性がないことを鑑みて、今

回の処分の内容といたしました。当然その管

理の甘さであるとか、そういったところは、

皆さんからのご指摘を受けていると思いま

す。その分、自治体としてはこれに対してい

かに適切な処理をしていくかという事が今大

きく問われていることであり、今後に向けて

町の執行体制をきちんと改革をしていくとい

うことが大きな責務だと考えております。

○ 議長 幸地猛

７番仲村昌慧議員。

○ ７番 仲村昌慧議員

今回、当初10％の３カ月から今回10％の６

カ月、期末手当も含めてでありますので、約

2.7倍ぐらいの負担が増となっております。

これは町民からの当初の10％、30％非常に批

判の声がありました。それを受けてのことだ

と思いますが、町長の先ほどの答弁において、

今回の決定によって、他市町村にも影響がで

ると、そういったことを気にする、何で町長

自身で主体性をもってそれを判断しなかった

かと町民の目線、行政の目線全然差があるん

ですよ。町民の目線に立って、そこを気にす

ることなく、自分の判断でやってほしかった

なと、それだけが残念です。

今回かなりの2.7倍ぐらいの増になってい

ますが、最初からそこは重く受け止めていれ

ば僕は良かったかなと思いますが、他市町村

のことを気にしながら、やるということは、

ちょっとおかしんじゃないかと思いますが、

そこの町長の見解をお伺いします。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

先ほども申し上げましたが、今回、私が最

初から率、期間というのではなく、前例の調

査をしながら、それに沿ったかたちで判断し

たかたちで決定しようということでのもので

あります。最初から私が３カ月とか、10％と

かという指示はしておりません。

○ 議長 幸地猛

７番仲村昌慧議員。

○ ７番 仲村昌慧議員

いや、そこを町長、主体的な判断の元でや

ってほしかったなと僕言っているんですよ。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

先ほどの町長の答弁の捕捉をさせていただ

きます。当初、執行部の方では、３カ月の10

％ということで提案をさせていただきまし

た。ところが町長の方から独自発議で３カ月

10％は軽いので６カ月にしてほしいというこ

とで町長からの発議でありました。

○ 議長 幸地猛

７番仲村昌慧議員。

○ ７番 仲村昌慧議員

そこは町民の目線、町民非常に厳しい意見

がありました。そういったところは判断して、

今後、判断してほしいなと思います。

○ 議長 幸地猛

他に質疑はありませんか。

○ 議長 幸地猛

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

まず原案に反対者の発言を許します。

５番吉永浩議員。
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○ ５番 吉永浩議員

はい、僕は今回の件に関しては反対します。

一般質問でも、僕の考え方はもうお話しまし

たけど、やっぱり政治家として、自分で最初

から決めてほしかったというところも、今お

話ありましたそのとおりです。

それとあとはもう全員協議会でも説明があ

りました。具体策まで徐々に進んでいるとい

う今できる説明はやっていると思います。た

だ平成27年度の部分もやっぱりありますの

で、その見えない部分というところも含めて、

これからわかってくるところを考えると、ま

だこれを賛成するわけにはいかないという考

えで、一番、僕が反対の理由は、一般質問の

町長の答弁の中に当初３カ月の10％というと

ころを何で６カ月の10％にしたんですかとい

うところの経緯を確認しました。いろいろ話

はありましたが、一部の町民の声でというお

話も答弁としてあったと思います。僕がこの

議会の場に立っているときに、たくさんの町

民の付託を受けているという自覚を持って立

っています。僕がここに立っているというこ

とは、その後ろに何百人、もしくは今回の一

般質問で５名の議員が、この横領事件に関し

て一般質問で問いただしているんですよね、

となると有権者の数は何十も何百でもないは

ずなんです。そういう後ろ盾というか、そう

いう町民の声の代弁者である自分たちが質問

をしているのに、一部の町民の声で変更しま

したというのは、僕は、町の最高責任者とし

ての自覚がちょっと弱いんじゃないかという

ふうに思っています。

なので僕は、今回、町長と副町長について、

町の最高責任者としての自覚を姿勢をもう一

度考えてほしいという意味も込めて反対しま

す。

○ 議長 幸地猛

次に原案に賛成者の発言を許します。

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

確かに、今、反対討論でました。大筋にお

いて私もそうなんですよ。特に私が質問の席

において、私は最後でした。４人の方が質問

して、その中で町長が言った一部の町民、私

も非常に引っかかったんですよ。大方の町民

だろうと、ただ限られた事件において私はそ

れを反論することもできなかったんですが、

ただ今回の事件において、この事件を町が執

行部の責任をはっきりさせないと、いつまで

も引っ張って行っても私はしょうがないな

と、私の質問の中で質問しました。もし仮に、

今回、この事件で処分されても次の余罪が出

てきた場合において、ただし言っておきます

言葉はちょっと違いますよ、ニュアンスは。

例えば27年の問題があります。29年の問題が

あります。28年度において町が把握されなか

ったものが調査におっては余罪が出てくる話

十分あります。そのときの対処をどうするか

というと、私は町長、副町長、執行部の皆さ

ん、管理職の皆さんは全員そろって全体責任

だということで謝罪しました。であればその

ときにまたやりますよということなんです、

私は。それが質問しました自主返納、だけど

自主返納の道はないと、執行部の、特別職に

おいては、であればその時点におきまして条

例改正もありえますよということを、私は町

長の、この行政に対する姿勢を今までずっと

就任してからやってきているんですよ。でそ

の問題によって、それが頓挫してはいけない

ということで、町長の行政に対して政治責任
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を自分が取るんだと覚悟を示すために仮に余

罪が出てきた場合において捜査機関の捜査が

終了した、あるいははっきりした時点におい

て、再度これではいけないという気持ちが起

これば、これはこのときで、またもう一回や

りましょうということでありますので、今回

についてはもう賛成したいと思います。ただ

し本意ではないです、がしかし、これはこう

しないと物事は進まないもんですから、とい

うことでの判断で賛成します。

○ 議長 幸地猛

次に原案に反対者の発言を許します。

６番赤嶺秀德議員。

○ ６番 赤嶺秀德議員

私も今いろんな説明を受けて、大体、話は

わかりましたが、しかしちょっと筋が違うん

じゃないかなというふうな気がします。それ

で私が反対する理由、まずは警察の捜査も進

展もしていない状況の中、本議案を上程する

のは時期早々ではないか。

２点目、町民に対しての説明責任が不十分

であること。

３点目、補填の方向性が三者協議中である

としながら町の補填は税金を伴うことから、

議会、あるいは町民に対して説明が不十分で

ある。以上の点から反対したいと思います。

○ 議長 幸地猛

次に議案に賛成者の発議を許します。

３番平良弘光議員。

○ ３番 平良弘光議員

この問題については、当初10％の３カ月の

話がありました。その後いろんな状況を踏ま

え３カ月から６カ月として、今日の議会へ上

程されています。また今行われている農地懇

談会においても冒頭に、町長、産業振興課長

それとＪＡの松本支店長が共に謝罪をしてい

ます。現在27年度と29年度と調査が行われて

いるわけなんですが、その調査についても町

長の方から状況がわかりしだい随時、町民へ

説明責任を果たすという話がありました。

それと執行部の皆さん、そして議員といろ

んな方面から今バッシングを受けています。

この中でありながら処分については、私も10

％完璧だとは思いません。一般質問の最後に

も申し上げましたが、この問題を早めに一つ

ずつ解決をしていって、執行部の皆さんが一

般行政に集中をして、町民へ対しての町民サ

ービスの低下がないようなかたちに早めにも

っていってほしいなと思います。そういう観

点から、今回は賛成とします。

○ 議長 幸地猛

次に原案に反対者の発言を許します。

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

私も反対の立場で、今回は先ほど町長、副

町長からいろいろ説明がありました。その中

で総務課長の説明の中で、今回の町長、副町

長の常勤のものの給与削減については金額に

よって決めるものではないという発言があり

ました。私は一般質問の中で、他の都道府県

の事例も取り上げて、損害額の24％も削減し

て執行部全体で前任者も含めて、現職全体で

24％の損害金額を補填をしたと、そういう事

例も述べました。

それから一般質問で取り上げたのは町長、

副町長の特別職のものと先に発令された課長

班長も含めて、再度、再考してくれる考えは

ないかと、そういう質問でしたが、これにつ

いて納得のいく答弁が得られていないという

ことで、今回のこのトータル的な金額もでて
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おります。それから課長、班長も含めてのト

ータルの減額も非常に金額的に低いんじゃな

いかなという判断をしまして、今回の原案に

ついては反対いたします。

○ 議長 幸地猛

次に原案に賛成者の発言を許します。

10番玉城安雄議員。

○ 10番 玉城安雄議員

この原案についての賛成討論をいたしま

す。この条例案については、当初の減額案で

すが、我々に報告された案では10％の３カ月

という報告でした。その後いろいろ地域の声

や各自治体の事例、前例等を把握し懸案して

10％、６カ月また町長の意向もあってそうい

うかたちで６カ月の10％また更に期末手当ま

で対象に入っているということですので、完

全ではありませんが、ある程度この条例改正

案について妥当ということで賛成の立場では

ありますが、今後この不正に請求された補助

金の額ですね、先ほど始まる前に課長の方か

らも説明があったんですが、確定したという

ことですので、この財源の確保、また今日も

三者の話し合いもあるということですので、

ぜひ早めに、この責任を明確にして、補助金

また利息も十点何パーセント付くということ

で遅れることによって、さらに町民の負担も

多くなってきますので、それを速やかに、こ

の返納する措置を講じて事件の全容を解明

し、町民に、これ以上の不利益がないように

町長、副町長、職員は説明責任を果たし、二

度と起こらないように一丸となって再発防止

を取り組むことを要望いたしまして、賛成の

討論とします。

○ 議長 幸地猛

次に原案に反対者の発言を許します。

次に原案に賛成者の発言を許します。

７番仲村昌慧議員。

○ ７番 仲村昌慧議員

当初の10％、３カ月は金額にすると38万6

千100円、今回の10％６カ月、そして期末手

当も含めての100万5千791円になっています。

その差が61万9千円とかなり負担が増となっ

ています。これは町民からのいろんな批判も

ありましたが、この事件をもっと重く受け止

めて、今後、事件の全容を解明し早めに町民

に説明すると共に、この補助金補填にする場

合、今後、補正をお願いしたいということで

ありますが、その補正についても、その返済

計画、責任の所在担保を借金として、させて

補正に提案していただきたい。町民に負担を

かけさせるようなことは絶対あってはいけな

いと思っておりますので、そこを申し上げて、

この原案に賛成するものであります。

○ 議長 幸地猛

次に原案に反対者の発言を許します。

次に原案に賛成者の発言を許します。

他に討論ありませんか。

○ 議長 幸地猛

これで討論を終わります。

これから議案第48号、久米島町特別職の職

員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

の一部を改正する条例についてを採決しま

す。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（起立多数）

○ 議長 幸地猛

起立多数です。従って、議案第48号、久米

島町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅

費に関する条例の一部を改正する条例につい
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ては、原案のとおり可決されました。

日程第４ 久米島町地域集会場施設及び農

村公園条例の一部を改正する条

例について

○ 議長 幸地猛

日程第４、議案第49号、久米島町地域集会

場施設及び農村公園条例の一部を改正する条

例についてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

議案第49号、久米島町地域集会施設及び農

村公園条例の一部を改正する条例。

上記議案を提出する。

平成29年９月27日提出

久米島町長 大田治雄

久米島町地域集会施設及び農村公園条例の

一部を改正する条例。

久米島町地域集会施設及び農村公園条例の

一部を次のように改正する。なお、大枠の中

で左が改正前、右が改正後となっておりまし

て、また下線の引かれている部分が今回の改

正内容となっております。

附則としましては、この条例は交付の日か

ら施行する。

提案理由でありますが、比嘉公民館の新設

により、新たに久米島町地域集会施設及び農

村公園条例の説明書に比嘉公民館を追加する

必要がある。これがこの条例改正案を提出す

る理由であります。ご審議の程よろしくお願

いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 幸地猛

これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

○ 議長 幸地猛

質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 幸地猛

討論なしと認めます

これから議案第49号、久米島町地域集会場

施設及び農村公園条例の一部を改正する条例

についてを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（全員起立）

○ 議長 幸地猛

全員起立です。従って、議案第49号、久米

島町地域集会場施設及び農村公園条例の一部

を改正する条例については、原案のとおり可

決されました。

日程第５ 指定管理者の指定について

○ 議長 幸地猛

日程第５、議案第50号、指定管理者の指定

についてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

議案第50号、久米島町地域集会施設及び農

村公園の指定管理者の指定について。

久米島町地域集会施設及び農村公園の指定

管理者を次の団体に指定したいので、地方自

治法第244条の２第６項の規定により議会の

議決を求める。
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記

１．指定管理者と施設の名称及び位置

名称 比嘉公民館

位置 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉

97番地４

指定管理者

字比嘉区長 喜久里強

２．指定の期間

平成29年10月14日～平成39年３月31日まで

平成29年９月27日提出

久米島町長 大田治雄

提案理由でありますが、この施設の管理に

ついては久米島町地域集会施設及び農村公園

条例第３条の規定により指定管理者による管

理を行うこととなっており、地域の住民や施

設利用者等により構成された団体が管理運営

することが適当であると認められるため、他

の集会施設同様に平成39年３月31日まで字比

嘉に指定管理するものであります。

これがこの議案を提出する理由でありま

す。なお後ろの方に参考資料として久米島町

地域集会施設等管理運営協定書案を添付して

おります。ご審議のほどよろしくお願いいた

します。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 幸地猛

これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

６番赤嶺秀德議員。

○ ６番 赤嶺秀德議員

たいしたことではないんですが、ちょっと

語句の説明で、これおかしんじゃないのとい

うところがありますので、提案理由の下から

３行目、平成39年３月31日まで字比嘉に指定

管理するものである。となっておりますがち

ょっと意味が。指定管理を字比嘉に指定るも

のであるの方がわかりやすいんじゃないかな

と思いますが、いかがでしょうか。

○ 議長 幸地猛

休憩します。（午前11時07分）

○ 議長 幸地猛

再開します。（午前11時08分）

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

確かにおっしゃるとおりですね。字比嘉に

指定管理「する」ではなく「させる」の誤り

になると思います。これまた訂正をして再度

提出をさせていただきたいと思います。

○ 議長 幸地猛

他に質疑ありませんか。

10番玉城安雄議員。

○ 10番 玉城安雄議員

１つだけ確認ですが、２枚目です。第５条

管理施設の修繕についてなんですが、管理施

設の修繕、改修については原則として、乙が

自己の責任において実施するものとするとし

てますが。例外もあるわけですか、原則とし

て。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

各字の集会施設いわゆる公民館については

原則各地域での負担となります。ただし平成

27年頃、公民館改修に関する基本方針という

ものを定めておりまして、その中でいわゆる

公民館というのが地域の集会場だけでなく災

害時の緊急の避難場所であったりとか、介護

事業を行う拠点施設になったりということか

ら、町としてはまずは機能確保のための改修

は町の方で行いましょうということでガイド
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ラインを定めております。そのため例えばバ

リアフリーの改修であるとか、安全性を確保

するための改修等については町の方ですると

いうことをしています。その代わり例えば倉

庫を増設するとか、その地域の自治体独自の

活動のためのものについては字の負担という

ことでやっていただいている現状でございま

す。

○ 議長 幸地猛

他に質疑はありませんか。

○ 議長 幸地猛

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 幸地猛

討論なしと認めます

これから議案第50号、指定管理の指定につ

いてを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（全員起立）

○ 議長 幸地猛

全員起立です。従って、議案第50号、指定

管理の指定については、原案のとおり可決さ

れました。

日程第１号 平成28年度久米島町国民健康

保険特別会計歳入歳出決算認

定について

日程第２号 平成28年度久米島町後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算

認定について

日程第３号 平成28年度久米島町水道事業

会計決算認定について

日程第４号 平成28年度久米島町下水道事

業特別会計歳入歳出決算認定

について

○ 議長 幸地猛

認定第１号、平成28年度久米島町国民健康

保険特別会計歳入歳出決算認定について。

認定第２号、平成28年度久米島町後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算認定について。

認定第３号、平成28年度久米島町水道事業

会計決算認定について。

認定第４号、平成28年度久米島町下水道事

業特別会計歳入歳出決算認定についてを一括

議題とします。本案の審査については決算審

査特別委員会に付託してありましたので決算

審査特別委員長の報告を求めます。

喜久里猛議員決算審査特別委員長。

（喜久里猛議員決算審査特別委員長登壇）

○ 決算審査特別委員長 喜久里猛

じゃあ私の方から決算審査の報告をいたし

ます。

認定第１号、平成28年度久米島町国民健康

保険特別会計歳入歳出決算認定について。

認定第２号、平成28年度久米島町後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算認定について。

認定第３号、平成28年度久米島町水道事業

会計決算認定について。

認定第４号、平成28年度久米島町下水道事

業特別会計歳入歳出決算認定について。

審査の経過と結果をご報告申し上げます。

決算審査特別委員会が９月20日の本会議で

設置され、付託された決算認定４議案につい

て、９月21日に、執行部から各担当課長、課

長補佐、班長・主査及び担当者の出席のもと

に厳正に審査を行いました。

決算審査特別委員会における、主な質疑と、

それに対する答弁についてご報告いたしま
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す。

まず、国民健康保険特別会計認定について、

主な質疑答弁をご報告いたします。

出産一時金で当初予算の約半分の不用額が

でているが、その理由についてという質疑に

対し、出産一時金の当初予算については、21

名の出産予定で予算を計上しましたが、実績

では15名の申請がありましたので、その残り

の件数分の不用額となっています。との答弁

でした。

特定検診の受診率の速報値で（46.7％）と

なっているが、経年的な受診率はどのように

なっているかという質疑に対し、平成25年度

の受診率は(49％）で、平成26年度は同じく

（49％）、平成27年度は(43.5％)、平成28年

度は(46.4％)となっている。今後は受診率の

向上に向けて強化していきます。との答弁で

した。

特定検診の委託料の不用額について、その

原因と理由について。という質疑に対し、特

定検診の審査については国保連合会に依頼を

しており、委託料については、当初の見込額

で予算を計上している。実績では受診率が下

がったため、その分の不用額となっています。

との答弁でした。

保健衛生普及費について、年度途中で補正

減額しているが、更に不用額が出ている。こ

の事業は継続性の事業であるがしっかり実施

できているか。という質疑に対し、保健衛生

普及費については、各字の区長に受診勧奨の

報償費と、40歳未満の受診率が下がったため

不用額が出ている。

個別検診については、平成29年度から年度

末の３月まで受診できるようになっているた

め、今後、ＦＭラジオ、町広報誌、横断幕な

どを活用して、受診率の向上に努めていきま

す。との答弁でした

国保税の徴収率について、久米島町の徴収

率はどうなっているか。また県内での順位に

ついて。という質疑に対し、本町の徴収率は、

現年度で、平成27年度は(91％）、平成28年

度は（90.2％）で、県内の順位は(34位)とな

っています。との答弁でした。

国保税の不能欠損について、その件数と内

容・理由について。という質疑に対し、不納

欠損の件数については、時効完成は(23件)で、

即時消滅で(48件)となっています。との答弁

でした。

時効完成で不能欠損する場合、どのような

手順で手続や事務処理をしているか、戸別訪

問をする際には日誌等をつけているか。とい

う質疑に対し、滞納者宅を訪問し直接納付の

相談をする。その際に自宅の状況や預金等に

ついても調査する。結果をシステムに入力す

るなど記録を残している。また、税金の滞納

も多いため税務課と情報交換をしている。

執行停止及び不納欠損の手続きについて

は、記録と預金残高を添付して上司の決済を

受けています。との答弁でした。

次に、後期高齢者医療特別会計認定につい

ては、主な質疑答弁をご報告いたします。

後期高齢者医療保険の、特別徴収保険料と

普通徴収保険料の内容と徴収方法についてと

いう質疑に対し、特別徴収保険料は、年金の

年額が18万円以下の方で、後期保険料と介護

保険料の合計額が年金額の２分の１以下の場

合に、年金支給の際に年金から天引きされる

ものであります。

普通徴収保険料は、年金の年額18万円以下

や後期介護の保険料合計額の２分の１を超え
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る方、年度途中で75歳になった方や住所の移

動があった方などが普通徴収となり、久米島

町から郵送される納付書で納付します。との

答弁でした。

久米島町の後期高齢者の人数と人口に対し

ての割合について、また、年々増加している

のか、減少しているのか、という質疑に対し、

平成27年度３月末(人数が1,284人で、割合

が15.9％)。

平成28年度３月末(人数が1,290人で、同じ

く割合が15.9％)。

平成29年度３月末(人数が1,261人で、割合

が15.7％)となっており、ほぼ横ばい状態で

あります。との答弁でした。

次に、水道事業会計決算認定について、主

な質疑答弁をご報告いたします。

台風後に各家庭や地域において、清掃など

で水の使用量が増えるが、それに対応できる

よう浄水能力を増設する計画はないか。との

質疑に対し、現在の施設の機械等の能力で、

処理できる範囲で対応していきます。との答

弁でした。

基本的支出の建設改良費の不用額につい

て。との質疑に対し、現在、久米島町水道基

本計画の策定を進めており、年間の水量や各

施設状況を把握するため、計装機器システム

設置工事の入札残の不用額です。との答弁で

した。

平成28年度は行政区域内世帯数が減少して

いるが、逆に、給水栓の数が増えている。と

の質疑に対し、古いアパートにおいては、家

主の親メーターから各部屋(世帯)に供給して

いたのを、各部屋(世帯)の戸別メーターに変

更した分が増加しました。との答弁でした。

水道料金の未徴収で大口未収分について、

今後どのように回収していくのか。との質疑

に対し、未納者に対しては、督促状を２回送

付した後に応じない場合には給水停止通知を

送付し10日後に納付についての相談などにも

応じない場合は、水を止める方針である。ま

た、大口滞納者については、分割納付などの

相談をしながら徴収に努めています。との答

弁でした。

止水栓が家の前にある所と設置されていな

い所があるが、その理由について。との質疑

に対し、水道管が破損した時に、断水を最小

限に収めるために設置しています。との答弁

でした。

水道メーターの耐用年数、取り替えの時期

について、期間が過ぎているのが多くあるの

では。との質疑に対し、取り替えの時期は５

年単位となっています。取り替え事業が 計

画的に進んでいない現状です。今後、定期的

に取り替えを進めていきます。との答弁でし

た。

次に、下水道事業特別会計歳入・歳出決算

について、主な質疑答弁をご報告いたします。

久米島町の下水道の普及率について、とい

う質疑に対し、現在の普及率は(62％)で、こ

の比率は、下水道工事が完了している地区の

接続率です。との答弁でした。

儀間・嘉手苅地区の下水道工事については

平成32年度に実施することの事務引き継ぎは

合ったか。という質疑に対し、前任の課長か

ら引き継ぎを受けています。との答弁でした。

以上が認定第１号、認定第２号、認定第３

号、認定第４号、の決算審査特別委員会にお

ける質疑及び答弁の概要でした。

委員会において、たくさんの質疑が出まし

たが、多くの面で割愛させていただきました
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ことをご容赦下さい。

全会計とも質疑終了後、討論に入りました

が、賛成、反対の討論はなく、討論を終結し、

続いて採決に入りました。

認定第１号、平成28年度久米島町国民健康

保険特別会計歳入歳出決算認定について。

認定第２号、平成28年度久米島町後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算認定について。

認定第３号、平成28年度久米島町水道事業

会計決算認定について。

認定第４号、平成28年度久米島町下水道事

業特別会計歳入歳出決算認定について。

原案に対し賛成の起立を求めたところ、付

託を受けた全てにおいて、賛成に全員起立で

した。

よって、決算認定については、全会計とも

原案のとおり認定すべきものと決定されまし

た。

委員長報告で、質疑答弁等多くの面で割愛

させていただきましたことをご容赦下さい。

以上をもちまして、決算審査特別委員会、

委員長の報告を終わります。

（喜久里猛議員決算審査特別委員長降壇）

○ 議長 幸地猛

以上で委員長の報告を終わります。

お諮りします。

委員長報告に対する質疑を省略したいと思

いますが、ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 議長 幸地猛

異議なしと認めます。従って、委員長に対

する質疑を省略します。

日程第６、認定第１号、平成28年度久米島

町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

○ 議長 幸地猛

討論なしと認めます。

これから認定第１号、平成28年度久米島町

国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いてを採決します。

本案に対する委員長報告は原案の認定で

す。

本案は委員長、報告のとおり認定すること

に賛成の方は起立願います。

（全員起立）

○ 議長 幸地猛

全員起立です。従って、本案は委員長報告

のとおり認定することに決定されました。

○ 議長 幸地猛

日程第７、認定第２号、平成28年度久米島

町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

について。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

○ 議長 幸地猛

討論なしと認めます。

これから認定第２号、平成28年度久米島町

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定を

採決します。

本案に対する委員長報告は原案の認定で

す。

本案は委員長報告のとおり認定することに

賛成の方は起立願います。

（全員起立）

○ 議長 幸地猛

全員起立です。従って、本案は委員長報告

のとおり認定することに決定されました。

○ 議長 幸地猛
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日程第８、認定第３号、平成28年度久米島

町水道事業会計決算認定について。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 幸地猛

討論なしと認めます。

これから認定第３号、平成28年度久米島町

水道事業会計決算認定についてを採決しま

す。

本案に対する委員長報告は原案の認定で

す。

本案は委員長報告のとおり認定することに

賛成の方は起立願います。

（全員起立）

○ 議長 幸地猛

全員起立です。従って、本案は委員長報告

のとおり認定することに決定されました。

○ 議長 幸地猛

日程第９、認定第４号、平成28年度久米島

町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 幸地猛

討論なしと認めます。

これから認定第４号、平成28年度久米島町

下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

てを採決します。

本案に対する委員長報告は原案の認定で

す。

本案は委員長報告のとおり認定することに

賛成の方は起立願います。

（全員起立）

○ 議長 幸地猛

全員起立です。従って、本案は委員長報告

のとおり認定することに決定されました。

日程第10 職員不祥事の再発防止を強く求

める決議について

○ 議長 幸地猛

日程第10、決議第１号、職員不祥事の再発

防止を強く求める決議についてを議題としま

す。

本案について、提案理由の説明を求めます。

13番饒平名智弘議員。

○ 13番 饒平名智弘議員

決議第１号、職員不祥事の再発防止を強く

求める決議。

上記の議案を会議規則第14条第１項及び第

２項の規定により提出します。

久米島町議会議長 幸地猛 殿

提出者 久米島町議会議員 饒平名智弘

賛成者 久米島町議会議員 喜久村 等

賛成者 久米島町議会議員 盛 本 實

平成29年８月18日、公金を横領したとして

元町職員が刑事告訴された。同日、町長は事

件を起こした職員に対し、懲戒免職処分を決

定し、当該職員の直属の上司についても管理

監督責任として給与の削減を決定した。

町長、副町長の管理監督者としての責任は

重大であり、今定例会において給与の削減条

例を議決した。

今回の事件は、当該職員の公務員としての

責任と自覚の欠如及び組織の管理体制の不備

に起因するものと断じざる得ない。

この問題は、町民に多大な不利益を与える

行為であり、全体の奉仕者としての厳正に職

務を遂行すべき公務員が、町行政に対する町

民の期待と信頼を失墜させたことは極めて遺

憾である。



- 218 -

よって、本町議会は、今回のような失態が

二度と繰り返されることのないように、町長

をはじめ職員が抜本的に意識改革や服務規律

の徹底を図り、法令遵守の確立に努め町民の

信頼回復に向けて取り組むように強く要望す

る。

以上、決議をする。

平成29年９月27日

沖縄県久米島町議会

あて先 久米島町長

○ 議長 幸地猛

これで提案理由の説明を終わります。

決議第１号、職員不祥事の再発防止を強く

求める決議に対する質疑は省略したいと思い

ます。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 議長 幸地猛

異議なしと認めます。従って、決議第１号、

職員不祥事の再発防止を強く求める決議に対

する質疑は省略します。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 幸地猛

討論なしと認めます。

これから決議第１号、職員不祥事の再発防

止を強く求める決議についてを採決します。

本案は原案のとおり認定することに賛成の

方は起立願います。

（全員起立）

○ 議長 幸地猛

全員起立です。従って、決議第１号、職員

不祥事の再発防止を強く求める決議について

は原案のとおり可決されました。

日程第11 駐留軍関係離職者等臨時措置法

の有効期限延長に関する要望

決議について

○ 議長 幸地猛

日程第11、決議第２号、駐留軍関係離職者

等臨時措置法の有効期限延長に関する要望決

議についてを議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

１番喜久村等議員。

○ １番 喜久村等議員

決議第２号、駐留軍関係離職者等臨時措置

法の有効期限延長に関する要望決議。

上記の議案を会議規則第14条第１項及び第

２項の規定により提出いたします。

久米島町議会議長 幸地猛 殿

提出者 久米島町議会議員 喜久村 等

賛成者 久米島町議会議員 盛 本 實

賛成者 久米島町議会議員 平良 弘光

貴職におかれましては、平素から駐留軍関

係の雇用・離職者対策に特段の御尽力を承り

深く感謝申し上げます。

さて「駐留軍関係離職者等臨時措置法」は、

平成30年５月16日で有効期限を迎えます。

ご承知のとおり、駐留軍雇用は米国の軍事

政策や国際情勢等の影響を受ける特殊な環境

下にあり、本質的な不安定な状況に置かれて

います。

本県においては、日米両政府が、「在沖海

兵隊のグアム移転及び嘉手納以南の基地返還

と北部基地への統合」等を含む、在日米軍再

編に関する合意をしており、「沖縄における

在日米軍施設・区域に関する統合計画」も発

表されています。

海兵隊施設には4,854名、嘉手納以南の対

象施設には3,734人の日本人従業員が勤務し
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ており、状況如何によっては駐留軍関係離職

者等臨時設置法に基づく雇用対策が不可欠で

あります。

昨今の全国的な雇用情勢は、完全失業率３

％台で維持しておりますが、県内の失業率は

全国の２倍で推移しています。また駐留軍等

労働者は中途採用者が多いことから平均年齢

も46.3歳と高い状況にあります。こうした状

況の中、万が一、大規模な人員整理等が発生

すれば、在留軍関係者離職者の再就職・自活

の道は容易ではなく、地域的な雇用情勢はパ

ニック状態に陥ることは必定であります。

よって貴職におかれましては、在留軍と労

働への理解と駐留軍関係離職者等臨時設置法

の必要性をご賢察のうえ、同法の再延長実現

にご尽力承りますよう要望いたします。

以上、決議する。

平成29年９月27日

沖縄県久米島町議会

あて先

厚生労働大臣 防衛大臣

○ 議長 幸地猛

これで提案理由の説明を終わります。

決議第２号、駐留軍関係離職者等臨時措置

法の有効期限延長に関する要望決議に対する

質疑は省略したいと思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 議長 幸地猛

異議なしと認めます。従って、決議第２号、

駐留軍関係離職者等臨時措置法の有効期限延

長に関する要望決議に対する質疑は省略しま

す。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 幸地猛

討論なしと認めます。

これから決議第２号、駐留軍関係離職者等

臨時措置法の有効期限延長に関する要望決議

についてを採決します。

本案は原案のとおり認定することに賛成の

方は起立願います。

（全員起立）

○ 議長 幸地猛

全員起立です。従って、決議第２号、駐留

軍関係離職者等臨時措置法の有効期限延長に

関する要望決議については原案のとおり可決

されました。

日程第12 県産品の優先使用に関する決議

について

○ 議長 幸地猛

日程第12、決議第３号、県産品の優先使用

に関する決議についてを議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

３番平良弘光議員。

○ ３番 平良弘光議員

決議第３号、県産品の優先使用に関する決

議。

上記の議案を会議規則第14条第１項及び第

２項の規定により提出します。

久米島町議会議長 幸地猛 殿

提出者 久米島町議会議員 平良 弘光

賛成者 久米島町議会議員 崎村 正明

賛成者 久米島町議会議員 吉永 浩

県産品奨励運動は、県産品の需要拡大を図

ることで、県内企業の育成強化と雇用拡大を

促進し、県経済の活性化を推進することを目

的として、業界、行政及び消費者団体などが

一体で進めている活動である。
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地場産業発展の近道が県産品の愛用であ

る。県産品愛用は、地域経済の活性化と地域

雇用に大きく寄与しており、計画の実現に向

けて、今まで以上に全県民一体となって取り

組む必要があります。

よって、久米島町議会は地産地消の促進、

また雇用の創出と地域経済の活性化を図る立

場からも県内で使用する物品については県産

品を優先に使用し、公共工事においても県内

企業の育成と優先活用を図り、合わせて町民

一人ひとりに県産品の優先使用についての意

識の高揚を図ることをここに決議する。

平成29年９月27日

沖縄県久米島町議会

○ 議長 幸地猛

これで提案理由の説明を終わります。

決議第３号、県産品の優先使用に関する決

議に対する質疑は省略したいと思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 議長 幸地猛

異議なしと認めます。従って、決議第３号、

県産品の優先使用に関する質疑は省略しま

す。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○ 議長 幸地猛

討論なしと認めます。

これから決議第３号、県産品の優先使用に

関する決議についてを採決します。

本案は原案のとおり認定することに賛成の

方は起立願います。

（全員起立）

○ 議長 幸地猛

全員起立です。従って、決議第３号、県産

品の優先使用に関する決議については原案の

とおり可決されました。

日程第13 閉会中の議員派遣について

○ 議長 幸地猛

閉会中の議員派遣についてをお諮りしま

す。本件についてはお手元に配布した決議書

のとおり閉会中の議員派遣をしたいと思いま

す。

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 議長 幸地猛

異議なしと認めます。よって、閉会中の議

員派遣については決定されました。

○ 議長 幸地猛

以上で本日の議事日程は全て終了しまし

た。９月15日から開会しました本定例会は、

全議案、議員各位並びに執行部のご協力によ

り予定どおり無事終了することができまし

た。ここに深く感謝申し上げます。

これにて平成29年第７回久米島町議会定例

会を閉会します。

お疲れ様でした。

（閉会 午前11時42分）
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